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開会 午前１０時００分 
〇議長（渡邊英子君） 

 改めまして、おはようございます。 
 今月２１日、本市議会議員 輿水良照君がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたし

ます。 
 平成２７年第１回北杜市議会定例会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 議員ならびに執行部の皆さまには年度末を控え大変お忙しい中、本定例会にご参集いただき

誠にありがとうございます。 
 安倍首相は今月１２日の施政方針演説で経済再生、地域創生や安全保障政策など戦後以来の

大改革に取り組む決意を表明しました。国土の均衡ある発展に期待するところであります。 
 本市議会においても地方創生にしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。 
 さて本定例会は平成２７年度各会計の当初予算をはじめ補正予算や条例の制定、一部改正な

ど多くの議案が提案されており、１年間の中でも最も重要な議会であります。 
 議員各位におかれましては健康に十分ご留意の上、本定例会に提出されました議案につきま

して十分なご審議をいただくとともに、円滑な議会運営にご協力をお願い申し上げ開会のあい

さつといたします。 
 本日の出席議員数は１９人であります。 
 定足数に達しておりますので、平成２７年第１回北杜市議会定例会を開会いたします。 
 これから本日の会議を開きます。 
 なお１５番 中嶋新君は一身上の都合により、本日会議を欠席する旨の届け出がありました。 
 諸報告をいたします。 
 はじめに閉会中に篠原眞清君から辞職願が提出され、これを許可いたしましたのでご報告い

たします。 
 次に本定例会に提出する議案につき、市長から通知がありました。 
 提出議案は報告１件、議案５６件、同意１件、諮問１件であります。 
 次に今定例会において受理した請願は、お手元に配布のとおりであります。 
 次に監査委員会から平成２６年１１月、１２月、平成２７年１月実施分の例月現金出納検査

および定期監査の結果について、お手元に配布のとおり報告がありました。 
 次に２月５日に山梨県市議会議長会議員合同研修会が昭和町において開催され、議員２１名

が参加いたしました。 
 次に２月１７日に全国市議会議長会議員共済会代議員会が東京都において開催され、私が出

席いたしました。 
 次に経済環境常任員会が２月１９日、産業廃棄物投棄の状況について現地調査を実施いたし

ました。 
 次に、山梨県後期高齢者医療広域連合議会から報告がございます。 
 山梨県後期高齢者医療広域連合議会 福井俊克君、報告をお願いいたします。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 それでは、山梨県後期高齢者医療広域連合議会の報告を申し上げます。 
 山梨県後期高齢者医療広域連合議会 平成２７年第１回定例会報告書 
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 山梨県後期高齢者医療広域連合議会の報告をさせていただきます。 
 平成２７年第１回定例会は２月１７日に山梨県自治会館１階講堂において開催され、私が出

席いたしました。 
 提出された議案は条例案件２件、補正予算案件２件、当初予算案件２件であります。 
 まず議案第１号 山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の

制定については、行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

施行により特定個人情報保護評価についても審査（点検）を可能にするため、所要の改正を行

うものであり、原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２号 山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一

部を改正する条例の制定については、条例の効力の期限を平成２８年３月３１日まで延長する

ため所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決されました。 
 次に議案第３号 平成２６年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

は歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ増額、減額せず歳出予算の組み替えをするものであ

り原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４号 平成２６年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４５万６千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を９５２億５，９５８万２千円とするものであり、原案のとおり可決されました。 
 次に議案第５号 平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４億８，０４１万６千円とするものであり、原案のとおり可決され

ました。 
 次に議案第６号 平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６３億９，３０３万２千円とするものであり、原

案に反対の討論がありましたが、賛成多数により原案のとおり可決されました。 
 以上で、山梨県後期高齢者医療広域連合議会の報告を終わります。 
 なお、議案および審議資料は議会事務局に備えてありますのでご参照願います。 

〇議長（渡邊英子君） 
 ご苦労さまでした。 
 以上で諸報告を終わります。 
 なお報道関係者から撮影等の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程はあらかじめ、お手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第８６条の規定により、 
 ２０番議員 内田俊彦君 
 ２１番議員 中村隆一君 
 ２２番議員 秋山俊和君 
を本定例会の会議録署名議員に指名いたします。 

 

 ８



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日２月２７日から３月１９日までの２１日間といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から３月１９日までの２１日間に決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第３ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定）から日程第６１ 諮問

第１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてまでの５９件を一括議題といたします。 
 市長から所信および提案議案に対する説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 平成２７年第１回北杜市議会定例会の開会にあたり、私の市政の運営に対する所信の一端を

申し述べますとともに提出いたしました案件につきまして、その概要をご説明申し上げ、議員

各位ならびに市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
 今年の冬はここ数年に比べて寒さが厳しい日が続き、昨年のような大雪も心配したところで

ありますが、これまで大きな被害もなく安心しているところであります。 
 さて、国では昨年１１月にまち・ひと・しごと創生法を施行し、長期ビジョンと総合戦略を

閣議決定しました。その内容は人口減少克服・地方創生のため東京一極集中の是正、若い世代

の就労・結婚・子育ての希望を叶える、地域の特性に即した地域課題の解決の３つの基本的視

点から取り組むことが重要とされ、市町村に国・県の総合戦略を勘案した独自の人口ビジョン・

総合戦略を平成２７年度中に策定するよう求めております。 
 本市では人口減少を抑制し地域力の維持を図るため本年度、定住促進計画を策定いたしまし

た。国が求める北杜市まち・ひと・しごと創生総合戦略については、この定住促進計画におけ

る子育て・教育、産業振興・雇用、交流・観光、住宅、生活環境の基本施策と情報発信、連携

の施策を基本に北杜市総合戦略を策定してまいります。 
 なお、子育て世代に対する支援を目的とした子ども医療費助成制度の拡大については現在、

県内において小学校６年生までを対象としている甲府市、甲斐市など６市町において助成制度

の勉強会を組織し、自治体間の連携による同一の方向で拡大について検討を始めているところ

であります。拡大については、恒久財源の確保も検討しながら総合戦略の策定において検討し

てまいります。 
 また総合戦略に求められている地域連携については定住自立圏構想の長野県富士見町、原村

と連携・協力しながら、圏域全体の産業振興や交流・移住促進などへの取り組みを進めてまい

ります。 
 なお、先行する地域住民生活等緊急支援のための交付金については、プレミアム付き商品券

の発行、地方版総合戦略の策定、子育て世帯のための防災体制強化や子育て世代の移住・定住
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促進などを進めてまいります。 
 まち・ひと・しごと創生においては、活力あるふるさとを自ら考え自ら行うという自立心が

一層求められております。全国市長会でも地方創生対策特別委員会を設置し、調査研究および

対策を審議することとなり、私も会長の指名により委員となりました。 
 北杜市としての「地方創生＝ふるさとづくり」について発言するとともに、国に対し積極的

に提言も行い、支援要請をしたいと考えております。 
 この戦略は本市が抱える諸課題への解決において最大のチャンスでありますので、職員と共

に知恵を絞り、汗をかき地方に活力ある国家、これからのふるさと北杜のために全力で取り組

んでまいります。 
 一方、先月行われた山梨県知事選挙において後藤斎新知事が誕生しました。後藤知事はこれ

までも本市の強力な理解者でありますので、今後も県との連携を緊密にしながら活力あるふる

さと北杜を築くため、ご尽力を賜りたいと願っております。 
 また市町村ではできない広域的な行政に力を注ぎ、山梨が地方創生の手本となるよう「ダイ

ナミックやまなしプラチナ社会構想」の実現に大いに期待をするところであります。 
 先月３０日には、道の駅こぶちさわが国土交通省から地方創生の核となる重点道の駅候補と

して選定され、本日、選定証が交付されます。全国１，０４０カ所の道の駅の中から地域活性

化の拠点となる先駆的な取り組みを行う道の駅を国が選定し、道の駅による地方創生拠点の形

成を目指すものであります。 
 八ヶ岳観光圏の玄関口となる道の駅こぶちさわは、特色ある観光資源を活用したネットワー

ク型観光地づくりを推進する道の駅として、また地域での意欲的な取り組みに期待ができると

して県内唯一の選定となりました。 
 今後は国の新たな支援を受け機能強化を行い、観光客の増加を図り、ふるさと創生の拠点施

設となるよう事業を展開してまいります。併せてはくしゅう道の駅、南きよさと道の駅もしっ

かりと地域とともに根付かせてまいります。 
 ところで先月から今月にかけ、北杜の子どもたちの際立つ活躍に喜んだところであります。

県中学校総合体育大会スケート競技会において、小淵沢中学校スケート部が男女ともに総合優

勝、県小中学生選手権において、泉小学校６年生の石川愛実さんが総合優勝に輝きました。ま

た北杜高校２年生の石川将之さんが国民体育大会冬季大会、全国高校選手権、全国高校選抜大

会で優勝、３冠を達成する快挙を成し遂げました。 
 今月７日には警察庁主催の命の大切さを学ぶ全国作文コンクールにおいて、甲陵中学校３年

生の進藤郁香さんが警察庁長官官房長賞を受賞しました。 
 一方、長坂中学校３年生の坂本瑛紀さんが全日本スキー連盟が定める基礎スキーの技能テス

トの最高位クラウンプライズテストに合格しました。１４歳での合格は、県内の最年少記録と

いうことです。 
 これらの素晴らしい活躍を喜んだところであり、大きな拍手を送るとともにご指導いただき

ました方々に心から感謝を申し上げます。 
 また先月２７日には食のやまなし地産地消推進大会において、江草やまゆり会と三分一湧水

館が知事表彰を受賞しました。地元農産物を利用した加工品や伝統料理の提供、生産者と消費

者との交流イベントを開催するなど、いずれも地域が一体となった地産地消の取り組みが評価

されたものであります。 
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 一方、毎年、高い評価をいただいております梨北米が平成２６年産の食味ランキングにおい

て３年連続して最高ランクの特Ａの称号をいただきました。関係者の皆さまのたゆまぬご努力、

ご苦労に敬意を表するとともに安全・安心 日本の台所北杜市において、農業施策を進めてい

る本市にとって大変喜ばしく誇りに思うところであります。 
 また先月３０日には、オオムラサキセンターの指定管理者である自然とオオムラサキに親し

む会が手づくり郷土賞大賞部門で国土交通大臣表彰を受賞しました。長年にわたり山林の下刈

り・間伐・くぬぎ等の植樹などを熱心に行い、オオムラサキの生息する里山を次世代につなげ

るため活動しております。その活動が地域の優れた特性を生かした魅力ある郷土づくりとして

認められたものであります。 
 次に、市政の状況について申し上げます。 
 はじめに、寄附についてであります。 
 本市に思いを寄せる多くの皆さまからご寄附をいただきました。明野町出身の故深澤快策様、

澄子様からは明野町の地域振興、また子どもたちの教育、健全育成に役立ててほしいと多額の

ご寄附をいただきましたので、明野保育園のプール建設に活用させていただくとともにまちづ

くり振興基金に積み立て、毎年、図書等を整備していくことといたしました。深澤様のご厚意

を広く市民に伝えるとともに後世に受け継いでまいります。また長坂町の瀧口製作所様からも

工場創設４０周年を記念して、お世話になった地域に恩返しをしたいとの思いからご寄附をい

ただきました。 
 このほか多くの企業や個人からご支援いただいている環境保全協力金や芸術文化・スポーツ

振興協力金、ふるさと納税におきましても昨年度同様のお心をお寄せいただいており、大変あ

りがたく心から感謝を申し上げるとともに、北杜市に寄せる熱い思いと大きな期待に対し身が

引き締まる思いであります。これらご寄附はしっかりと目的を持ち、ふるさと北杜の発展のた

めに活用させていただきます。 
 次に、マイナンバー制度についてであります。 
 本年１０月から市民の皆さまに個人番号、いわゆるマイナンバーが付与されます。マイナン

バー制度はこの番号を利用し、各種業務が連携することで各種手当や年金などの諸手続きが簡

略化され、利便性の向上が図られます。来年１月から市の一部の業務でスタートし、平成２８年

度以降、順次拡大されてまいります。個人番号は個々に通知されますが、制度導入には個人情

報の保護を第一に考えることから例規の改正、システム整備等、準備を進め円滑な制度の開始

を図ってまいります。 
 次に、消防団活性化検討委員会の設置についてであります。 
 近年、大規模自然災害が多発する中、災害時に迅速な対応を行うためには消防団が大きな役

割を担っております。国においても消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が

成立し、消防団に対する取り組みの強化を打ち出したところであります。このことから昨年

１２月に消防団活性化検討委員会を設置し、団員の確保、消防団の編成・運営・装備等につい

て調査・検討をいただき、消防団の活性化に向けた取り組みを進めてまいります。 
 次に、防災行政無線についてであります。 
 ５カ年の継続事業で進めてきたデジタル統一化の整備については本年３月、小淵沢地区を

もって市内全域の整備が完了いたします。放送が聞き取りにくい等の箇所については、引き続

き調整・改善を行うとともにエフエム八ヶ岳のさらなる活用も検討してまいります。 
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 次に、行政組織の見直しについてであります。 
 地方創生総合戦略や定住促進など喫緊の課題に的確に取り組むため、また法改正等へ対応す

るため、本年４月から市組織の見直しを行うこととしました。主に本市の最重要課題である少

子化対策や定住促進を積極的に取り組み、国の地方創生に対応するため、地域課にふるさと創

生担当を、また上下水道の公営企業移行に向けた体制を確立するため、上水道課に公営企業推

進担当を新設いたします。 
 次に、介護保険事業についてであります。 
 介護保険料を含めた平成２７年度から平成２９年度までの第６期北杜市介護保険事業計画の

策定に当たっては、北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画策定委員会において現在の低い保

険料の維持などについて検討をいただき、保険料については介護給付費支払準備基金を活用し、

現在の保険料を４％の増とし、低い水準を維持することとしたところであります。 
 また１０年後には団塊世代が７５歳以上の後期高齢者となり、医療・介護ニーズへの需要が

さらに高まることも見据え、高齢者の生活機能の維持・向上を目指した地域包括ケアシステム

の確立に向けた取り組みも強化することとしました。 
 今後も計画に基づき、高齢者が元気で住み慣れた地域で安心して安全に暮らせるよう努めて

まいります。 
 次に、障害福祉計画についてであります。 
 北杜市障害福祉計画は、北杜市障害福祉計画策定委員会においてご検討いただいたほか関係

団体からの意見聴取、パブリックコメントを実施し、平成２７年度から平成２９年度までの３年

間を期間とした第４期計画を策定いたしました。 
 計画には障害児の支援に関する項目を追加し、通所事業の強化を図るなどの見直しを行った

ところであります。 
 次に、保育園の休園についてであります。 
 長坂保育園秋田分園においては、平成２７年度の入園を希望する園児がいなかったことから

休園することといたしました。休園中の活用については北杜市子ども・子育て会議でご審議い

ただき病児・病後児保育等、子育て支援事業に活用してまいりたいと考えております。 
 次に、子ども・子育て支援事業計画についてであります。 
 子ども・子育て支援法は本年４月１日から施行され、子ども・子育て支援新制度がスタート

しました。本市においては新制度への対応を遅滞なく実施するため、これまで北杜市子ども・

子育て会議のご意見を伺いながら保護者のニーズに対応し、働きながら子育てをする家庭の支

援に重点を置いた北杜市子ども・子育て支援事業計画を策定しました。 
 計画では放課後児童クラブの小学校６年生までの対象児童の拡大、保育園就園基準における

保護者の就労条件の緩和、市内保育園と同様に市外の幼稚園に通う世帯の第２子以降無料化を

対象とした負担の軽減措置などとしております。 
 次に、南アルプスユネスコエコパークについてであります。 
 今月１４日、エコパークの登録証授与式が須玉ふれあい館で行われました。文部科学省から

関係１０市町村に登録証が授与され、将来にわたり南アルプスの自然環境保全、自然と共生し

た地域社会の発展への取り組みを再確認したところであります。 
 エコパークの推進については、市民や企業等が主体となり進めることが重要であることから

昨年８月に地域連絡会準備会を組織し、専門家からアドバイスもいただく中で今後の活動方針、
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推進体制等の原案作成を進めてまいりました。 
 今月４日に北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会を立ち上げ、併せて記念講演会

を開催したところであります。 
 来月２４日には設立総会を予定しており、甲斐駒ヶ岳を中心とした世界に誇れる貴重な資源

を再発見・再認識し、優れた自然環境の永続的な利活用を図りながら魅力あるまちづくりを進

める活動をスタートしてまいります。 
 市といたしましても地域連絡会と連携し、次世代につながる活動に取り組んでまいりたいと

考えております。 
 次に、農地の保全についてであります。 
 現在、多くの農家において取り組みが行われている中山間地域等直接支払、多面的機能支払、

環境保全型農業直接支援が一体化され、日本型直接支払制度と法律に位置づけられました。 
 農地は水源涵養や癒しの空間など多面的機能を有しており、私たちの生活に多くの恩恵をも

たらしております。その機能は将来にわたって維持しなければならないものであり、これまで

地域の共同取り組みにより守られてきたものであることから改正に適確に対応し、一層の推進

を図ってまいります。 
 次に、食育への取り組みについてであります。 
 近年、食に関する関心は高く、健全な食生活が求められていることから北杜市食育・地産地

消推進協議会のご意見を伺う中で、北杜市食と農の杜づくり条例に基づく北杜市食と農の杜づ

くり推進計画を策定しました。 
 安全・安心な食に関する知識や正しい食習慣の習得、伝統的な食文化の継承や食の原点であ

る農を尊重した取り組みなどを推進し、安全・安心 日本の台所北杜市を前進させていきたい

と考えております。 
 次に、中部横断自動車道についてであります。 
 日本列島を東西に結ぶ中央自動車道、日本列島を南北に結び太平洋と日本海を結ぶ中部横断

自動車道、それをクロスする地域が山梨県、そして北杜市であります。北杜市中部横断自動車

道活用検討委員会では、中部横断自動車道を見据えた具体的な北杜市まちづくりビジョンにつ

いて話し合う市民によるワークショップを開催し、地域に身近な道路整備における配慮事項な

どのご検討をいただいております。幅広い年代の多くの市民の皆さまの参加により、多様な角

度からの討議がなされており、大変ありがたく思っているところであります。 
 今後、国において環境影響評価をはじめとする計画策定を進めてまいりますので、市として

も市民の皆さまの声が反映されたより良い道路となることを期待しております。 
 次に小淵沢駅舎改築、駅前広場整備事業についてであります。 
 ＪＲ東日本が行う駅構内の跨線橋については平成２７年度の完成を目指し、駅舎本体工事に

ついても来年度に工事に着手いたします。市では駅前広場整備を進めており、また小淵沢総合

支所解体改修工事についても解体後の駐車場整備を含め、平成２７年度の完成を予定しており

ます。八ヶ岳南麓の玄関口となる重要な駅でありますので今後もＪＲ東日本と連携し、平成

２８年度に完成するよう工事を進めてまいります。 
 また生活基盤の整備により暮らしやすいまちづくりを進めるため、ＪＲ東日本と協議しなが

ら長坂駅のバリアフリー化の検討を進めております。高齢者をはじめ障害者や妊婦の皆さまの

負担軽減を図るためエレベーターの設置を計画しており、来年度はその基礎となるバリアフ
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リー化調査を進めてまいります。 
 次に、高根地区小学校の学校統合についてであります。 
 高根地区小学校統合計画案については、昨年１０月２８日に高根地区新しい学校づくり会議

を立ち上げ、学校関係者や市民を代表する方々に議論を重ねていただいてまいりましたが、こ

のほど平成３１年度に開校とする意見集約がなされました。 
 高根清里小学校の関係者からは単独校として残りたいとの付帯事項が出されたことから、今

後、教育委員会において審議を行い統合計画を策定してまいります。 
 一方、中学校統合計画案については学校関係者や地域の皆さまにご説明し、ご議論をいただ

いているところであります。中学校は各町を越えた統合となることから、通学方法や地域の衰

退などを危惧する意見も寄せられているところであります。 
 今後は各町に新しい学校づくり協議会を設けご議論を重ねていただき、平成２７年度末を目

途に中学校統合計画案に対するご意見の集約に努めてまいります。 
 次に、教育委員会制度改革についてであります。 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が本年４月１日から施行さ

れます。今回の改正は地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、

首長と教育委員会との連携の強化など抜本的な改革が行われるものであります。 
 主な内容は、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置や総合教育会議の設置などで

あります。新たに設置される総合教育会議での審議をはじめ教育委員会との連携を深め、教育

行政の推進に努めてまいります。 
 次に、芸術文化・スポーツ振興事業についてであります。 
 昨年１２月の航空自衛隊中部音楽隊のコンサートに続き、今月１４日に開催した山梨・長野

の両警察音楽隊の合同によるふれあいコンサートイン北の杜で市制施行１０周年記念芸術・文

化事業は終了しました。これまでにさまざまな記念事業を展開することによって、市民の皆さ

まに一流の芸術・文化に触れていただくとともに、北杜市の文化の厚みを市内外に発信できた

ものと思います。 
 先月２４日には「長坂まちなか寄席 新春初笑い 上方落語と歌声喫茶スペシャル」を開催

しました。落語を楽しんでいただいたあと観客の皆さまと懐かしい昭和の歌謡曲を合唱し、ほ

のぼのとしたひと時を楽しんでいただきました。このイベントは長坂商店街を盛り上げようと

地域の皆さんのご協力をいただき、開催することができました。関係者の皆さまにも心から感

謝を申し上げます。 
 一方、先月７日には第６２回峡北スケート大会を長野県富士見町の小学生を招待して開催、

小学校、中学校、高校の部門に１４２人が出場し日ごろの練習の成果を競いました。また、先

月２４日には岡崎朋美さんを招き、スケート教室を開催しました。参加した大勢の小中学生も

トップアスリートの熱のこもった指導を受けておりました。将来の日本スケート界を担う選手

が育ってくれることを楽しみにしております。 
 次に、梅之木遺跡についてであります。 
 国の史跡に指定後、地権者の皆さまのご理解をいただき指定地約２．８ヘクタールの公有地

化が本年度完了いたしました。併せて史跡を後世に残すため、梅之木遺跡保存管理計画検討委

員会のご意見を伺うとともに国の指導の中、本年度中に梅之木遺跡保存活用計画を策定します。 
 今後は国の補助を受けながら史跡の整備を行う中で、市民参加による竪穴住居の復元など整
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備と活用を一体化した学習体験を進めることとしております。 
 次に平成２７年度の主な施策について総合計画の８つの杜づくりの体系に沿いまして、ご説

明申し上げます。 
 はじめに、教育・文化に輝く杜づくりについてであります。 
 地域資源を活用した原っぱ教育の推進に積極的な取り組みを行い、不屈の精神と大志を持っ

た人材の育成を教育目標に夢を持ち、未来を切り拓く心身ともにたくましい北杜の子どもを育

てているところであります。 
 新規事業といたしましてＩＣＴを活用した教育の推進に取り組み、分かりやすく深まる授業

の実現と情報活用能力の育成に努めるとともに児童生徒の学習意欲の向上を図るため、小中学

校へタブレット端末および電子黒板機能付きプロジェクターの整備を進めてまいります。 
 また、子育て支援や地産地消を目的とした学校給食の賄い材料への助成を引き続き行ってま

いります。図書館においては金田一春彦先生、平山輝男先生から寄贈された貴重な保存記録資

料を長期保存し、後世に引き継ぎ活用するためデジタル化を進めることとしております。 
 第２に産業を興し、富める杜づくりについてであります。 
 ふるさと創生を進める上で、雇用の確保は重要であります。引き続き企業や農業生産法人の

誘致に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。主な事業としては大規模な設備の拡

大を行う市内企業に対し雇用機会の創出や定住促進、税収の増加などが見込めることから産業

立地事業費助成金により支援を行う予定であります。 
 また市内農業への定着を図るため、新規就農者の育成や都市住民等の定住促進を図るため、

地域おこし協力隊の拡大にも取り組むほか地域に根ざした地産地消の推進を図るため、新たに

米消費拡大料理教室や地産地消料理教室も開催してまいります。 
 第３に、安全・安心で明るい杜づくりであります。 
 自然災害に強いまちづくりを目指し、地域防災力を強化するとともに子ども・子育て支援新

制度や定住促進計画に基づき、誰もが安心して子どもを産み・育て子どもたちが安全に元気に

生活できる地域づくりに取り組みます。 
 主な事業としては、大規模災害により市役所が被災した状況下においても市民から求められ

る業務を遂行する基礎態勢づくりを確保するため、北杜市業務継続計画を策定するとともに災

害時に地域の中核をなす消防団の強化を図るため消防車輌等の更新、また新規事業として各分

団に必要な救命胴衣、防塵マスク・メガネなどの機具を支給し、消防団活動を充実してまいり

ます。 
 子育て支援においては保健センター内に妊娠期から子育て期にわたる相談に対応するため、

保健師、助産師等の専門職が常駐したワンストップの窓口「子育て世代包括支援センター」を

開設します。また地域医療の充実を図るため、甲陽病院に婦人科を開設することとなりました。 
 なお、生活困窮者への支援を図るため福祉相談窓口を設置し自立相談や就労支援、住宅の確

保などに当たってまいります。 
 第４に基盤を整備し、豊かな杜づくりについてであります。 
 子育て支援と定住促進を図るための子育て支援住宅については、須玉団地は本年９月より入

居、大泉団地は建築に着手し、武川団地は実施設計を進めてまいります。 
 上下水道事業については国の方針に基づき、平成３２年度からの公営企業会計への移行を目

指し基本計画の策定、施設の固定資産評価を進めることとしております。 
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 簡易水道の統合整備に当たっては、市内に点在する水道施設の集中遠隔監視を行う水道施設

遠隔監視システムを構築し、安定した水道水の供給に努めてまいります。 
 なお、下水道事業についてはさまざまな諸課題に対応するため、引き続き長寿命化計画の策

定に取り組みます。 
 また、平成２７年度は５年に一度の国勢調査の年となります。この調査は地方交付税の算定

基準や社会福祉、防災対策などの施策の基礎データとして活用される重要な調査となりますの

で市民の皆さまのご協力をお願いいたします。 
 第５に、環境日本一の潤いの杜づくりについてであります。 
 本市の豊かな自然を守り育て次世代に引き継ぐとともに、自然と共生した魅力あるまちづく

りを進めてまいります。また、クリーンエネルギーのトップランナーとしての取り組みをさら

に進め、環境にやさしいまちづくりに取り組みます。 
 市内公共施設に太陽光発電システムの整備を進めている、まるごとメガワットソーラー事業

については北杜サイト太陽光発電所を含め、市内公共施設屋根等へ太陽光発電設備を設置して

おり、本年度末には約３．７メガワットとなります。平成２７年度は須玉保育園の屋根への設

置を進めてまいります。 
 なお、市内の太陽光発電の導入については約４７メガワットが稼働している状況にあります。 
 南アルプスユネスコエコパークの取り組みとして自然環境の保全や環境教育、甲斐駒ヶ岳

５合目のごみの撤去、登山道やトイレの改修などを地域連絡会と連携して進めてまいります。 
 事業の推進に当たっては、多くの企業等からご協力をいただいております環境保全基金を活

用してまいります。 
 第６に、交流を深め躍進の杜づくりについてであります。 
 交流・連携なくして発展なしの時代であります。産・学・官・民・労・金・言、それぞれ交

流・連携が大切な時代が来ました。大学でいえば都会の目、若者の感覚で北杜市を見ていただ

き、地域の魅力の再発見、一流の文化に触れる機会の創出などに取り組んでまいりました。 
 今後も新たなパートナーとの連携も視野に入れ、さらなる地域の活性化につなげていき、住

んでいる人が誇りを感じ、市外の人は「北杜市は第２のふるさとだ」という人をたくさんつく

りたいと思います。 
 平成２７年度においては定住促進計画、定住自立圏構想の各種事業について具体的な制度の

策定に着手し、積極的に事業実施を進めてまいります。 
 第７に、品格の高い感動の杜づくりについてであります。 
 本市の優れた自然環境を生かした八ヶ岳観光圏の取り組みにおいては「住んでよし・訪れて

よし」「日本の顔」となる観光地を目指し、観光地ブランドの構築を進め、世界に発信できる観

光地づくりに取り組んでまいります。 
 また、まち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略事業においても宿や食の認証、東

京オリンピックを見据えたインバウンド誘致等のプログラムやさらなるおもてなしの向上に取

り組み、観光圏全体のレベルアップを図ってまいります。 
 一方、浅川兄弟資料館において、先人たちを紹介する常設展示を計画しております。さまざ

まな分野で功績を残した本市にゆかりの人々の顕彰と、子どもたちの郷土に関する教育・学習

の場となるよう産業、文化、教育、芸術などのジャンルに分けて人物の選定を行い、広く市民

に誇れる先人達を紹介・展示してまいります。 
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 第８に、連帯感のある和の杜づくりについてであります。 
 財政のマネジメント強化のための統一的な基準による地方公会計の整備促進と道路や上下水

道等のインフラを含むすべての公共施設について、最適な配置を実現することが必要なことか

ら公共施設等総合管理計画の策定を進めてまいります。併せて資産の状況を正確に把握するた

め、インフラも含めた公有財産の固定資産台帳の整備することとしております。 
 平成２７年度から２カ年の予定で取り組み公共施設の整理統合や多機能化、多用途での活用

などを検討し、市民の利便性の向上や施設管理費の削減等を目指してまいります。 
 人口減少が進む中、国においては地方創生を最重要課題としております。自治体の知恵比べ

の時代でもあります。自分たちのふるさとは自分たちで考え、自己責任の中でふるさと創生を

進めてまいります。 
 これら８つの杜づくりを政策の柱に本市の強みを前面に出し、これまで以上に創意工夫を重

ね、未来に誇れる北杜市を築いてまいります。ベンチャー自治体 北杜市として市民の目線で

市政運営に当たってまいります。 
 続きまして、提出案件の内容につきましてご説明申し上げます。 
 本定例会に提出いたしました案件は報告案件１件、補正予算案件１４件、条例案件１３件、

平成２７年度当初予算案件２２件、その他案件７件、同意案件１件、諮問案件１件の合計５９案

件であります。 
 はじめに報告第１号 専決処分の報告（損害賠償の額の決定）については、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分をしましたので、議会に報告するものであります。 
 次に平成２７年度当初予算の編成に当たりまして、その基本的な考え方を申し上げます。 
 平成２７年度の財政状況を見ますと、歳入面では市税収入が固定資産評価替えの影響などに

より減少することが見込まれる一方、消費税率引き上げに伴い地方消費税交付金が増額となる

見込みであることから、引き続き財政調整基金の取り崩しを回避することができました。 
 歳出面では社会保障、福祉関係費の義務的経費の継続的な増加や公共施設の維持管理費、少

子化対策、子育て支援費が増加となりました。 
 また職員数の削減と引き続き特別職や管理職の給与を減額するとともに、経常経費について

は前年度の９８％以内とする等のマイナスシーリングを設定するなど歳出抑制に努めました。 
 平成２７年度は、こうした所要の財源を確保するとともに財政健全化の取り組みをより一層

進めることとし、減債基金を活用して２３億５千万円にのぼる市債の繰上償還を行うこととい

たしました。 
 努力と工夫を重ね限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めることにより、平成２７年

度からの交付税の段階的縮減に対応した予算としたところであります。 
 こうした中、北杜市総合計画の着実な推進を進め、人と自然と文化が躍動する環境創造都市

の実現に向けた諸施策を積極的に展開していくことといたしました。 
 なお、定住促進計画および地方版総合戦略に関連する事業については速やかに準備を進め、

実施が可能となったものから順次補正予算での対応を行うこととしております。 
 また定住自立圏構想に基づく定住自立圏共生ビジョンに関する予算についても、補正予算で

の計上を目指してまいります。 
 以上のような考えに基づき当初予算を編成いたしました結果、平成２７年度北杜市一般会計

予算の総額は２９２億３，５３１万３千円となっております。 
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 その主なるものにつきまして、ご説明申し上げます。 
 はじめに、教育・文化の充実についてであります。 
 学校給食の安定供給、子育て支援や地産地消を目的として３，４２４万２千円を、またＩＣ

Ｔを活用した教育の推進事業に２，３５１万９千円を計上しております。 
 次に、産業の振興についてであります。 
 地域おこし協力隊支援事業費に４，７９０万４千円を、また産業立地事業費助成金に７千万

円を計上しております。 
 次に、少子化対策と福祉の充実についてであります。 
 子育て世代包括支援センター運営事業費として１，２５２万７千円を、生活困窮者自立支援

事業費には５１３万９千円を計上しております。 
 また放課後児童クラブ事業費に９，７２４万３千円を計上し、小学校３年生から６年生への

対象年齢の拡大について、平成２７年４月から順次対応を行うこととしております。さらに保

育事業費に６億１，５５４万７千円を計上し、市内保育園に加え幼稚園についても新たに第２子

以降の保育料を無料化することとしております。 
 次に、防災対策についてであります。 
 消防団運営事業費に２，７９２万７千円を、また緊急防災・減災事業債を活用して消防車両

等を前倒して更新することとし、消防ポンプ車整備事業費に１億６，９３８万円を計上してお

ります。 
 次に、基盤整備の充実についてであります。 
 子育て支援住宅整備事業費に７億５，８１０万８千円を、また小淵沢駅舎改築、駅前広場整

備等に要する経費５億７，２０８万円を計上しております。 
 次に、環境施策についてであります。 
 南アルプスエコパーク推進事業として３，４２５万６千円を計上しております。 
 次に、観光振興の推進についてであります。 
 川俣川渓谷獅子岩橋改修工事設計などを行う観光施設管理事業費に４，７４３万４千円を計

上しております。 
 また、観光地域おこし協力隊事業費に２，７９７万６千円を計上しております。 
 次に、地域文化の振興についてであります。 
 史跡梅之木遺跡の実施設計や盛土造成などを行う文化財環境整備事業費に５，５４４万２千

円を計上しております。また、設備等の老朽化により須玉ふれあい館中央監視システムの更新

や高根ふれあい交流ホールの改修などを行うホール施設管理事業費に２億３，３５３万円を計

上しております。 
 次に、行政機能の充実についてであります。 
 公共施設等総合管理計画等策定事業費に９６６万４千円を計上し、併せて公有財産ならびに

固定資産台帳整備に６，３８５万１千円を計上しております。 
 次に補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 
 はじめに議案第１号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算（第７号）については９億１，

６５９万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２５億２，６０６万９千

円と定めるものであります。 
 主なものは歳入では市税、地方交付税、１億５千万円余の寄附金、繰越金などの増額と市債
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などの減額であります。 
 歳出については、県支出金の内示に伴う水田農業構造改革対策事業費の増額と繰上償還の財

源とするための減債基金積立金などを計上しております。 
 また公共事業等の事業費の確定による減額、不用額の整理などを行っております。 
 次に議案第２号 平成２６年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）から議案第

７号 平成２６年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）までの６案件につい

ては、いずれも額の確定および不用額の精査などによるものであります。 
 次に議案第８号 平成２６年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号）および

議案第９号 平成２６年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算（第１号）については、基金へ

の積立金を計上したものであります。 
 議案第１０号 平成２６年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号）については、事

業費の確定に伴い減額補正を行ったものであります。 
 次に議案第１１号 平成２６年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算（第１号）について

は、分譲地２区画売却に伴う歳入の増額によるものであります。 
 次に議案第１２号 平成２６年度北杜市明野財産区特別会計補正予算（第１号）および議案

第１４号 平成２６年度北杜市浅尾原財産区特別会計補正予算（第２号）については、いずれ

も額の確定、不用額の精査などによるものであります。 
 次に議案第１３号 平成２６年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算（第３号）については

山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく分収金収入を増額するものであります。 
 次に条例案件につきまして、ご説明申し上げます。 
 はじめに議案第１５号 北杜市議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定についてであ

ります。 
 市の最上位計画である北杜市総合計画基本構想の策定、変更等および国の認可要件とされて

いる定住自立圏形成協定の締結、変更等に関し議会の議決すべき事件として明確にするため条

例を制定するものであります。 
 次に議案第１６号 北杜市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条

例の制定についてであります。 
 子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、保育園等の利用者負担額を定める必要があ

るため条例を制定するものであります。 
 次に議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について

および議案第１８号 北杜市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について

であります。 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、

新たに設置する教育長を常勤の特別職とし、職務に専念する義務および勤務時間その他の勤務

条件に関し必要な事項を定めるため、それぞれ条例を制定するものであります。 
 次に議案第１９号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例については、平成２６年の人

事院勧告および山梨県人事委員会勧告に鑑み職員の給料表、諸手当の改定等、所要の改正を行

うものであります。 
 次に議案第２０号 北杜市行政手続条例の一部を改正する条例については、行政手続法の一

部を改正する法律が施行されることにより、新たに行政指導の中止等を求める制度および処分
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または行政指導を求める制度が設けられることから手続き等の規定の追加を行うほか、その他

所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例についておよび、議案第

２２号 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例についてであります。 
 関係省令の施行等に伴い、所得水準に応じたきめ細やかな介護保険料の設定、また指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めることから所要の改正を行う

ものであります。 
 次に議案第２３号 北杜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例については

婦人科疾患の治療および女性の健康管理の推進を図るため、甲陽病院に婦人科を設置すること

から所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２４号 北杜市下水道条例の一部を改正する条例についてであります。 
 下水道法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、特定施設から排出される排

出水の水質基準が改正されたことなどから所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２５号 北杜市駐車場条例の一部を改正する条例についてであります。 
 清里駅前の観光振興および周辺地域の活性化を図るため、清里駅西駐車場を無料化すること

に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２６号 北杜市営単独公共住宅条例の一部を改正する条例についてであります。 
 就業促進住宅に入居できる者を企業交流会須玉の会員企業としていましたが、市内の企業に

範囲を拡大するなど所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例についてであります。 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、

北杜市職員定数条例ほか８条例を改正するものであります。 
 続きまして、その他同意および諮問案件につきましてご説明申し上げます。 
 はじめに議案第２８号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散の件および議案第

２９号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分の件については、地

方自治法の規定により、同公務災害補償等組合の解散および解散に伴う財産処分については関

係地方公共団体との協議が必要なことから議会の議決を求めるものであります。 
 次に議案第３０号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町

村総合事務組合規約の変更の件であります。 
 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合が山梨県市町村総合事務組合と統合することに伴

い同総合事務組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法の規定により構成団体の議会

の議決を求めるものであります。 
 次に議案第３１号 韮崎市・北杜市指導主事共同設置規約の変更の件であります。 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、

地方自治法の規定により規約の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。 
 次に議案第３２号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合規約の変更の件であります。 
 小淵沢総合支所の移転に伴い、八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合の事務所の位置については規

約の改正を行う必要があることから、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであり
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ます。 
 次に議案第３３号 北杜市過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 
 須玉町ほか２町の簡易水道統合整備事業を計画に加えるため、北杜市過疎地域自立促進計画

の変更を行う必要があることから、過疎地域自立促進特別措置法の規定により議会の議決を求

めるものであります。 
 次に議案第３４号 不動産の処分についてであります。 
 明野町上手地内、原野の不動産の処分について、地方自治法ならびに北杜市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分の範囲を定める条例の規定により、議会の議決を求める

ものであります。 
 次に同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について議会の同意を求め

る件については委員の任期満了に伴い、新たに委員を選任する必要があるため八ヶ岳山恩賜県

有財産保護組合規約の規定により、議会の同意を求めるものであります。 
 次に諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦については委員の任期満了に伴い、新たに後

任候補者を推薦する必要があるため、人権擁護委員法の規定により議会の意見を求めるもので

あります。 
 以上、私の所信の一端と提案いたしました案件につきましてご説明申し上げました。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 
 なお、定例会でありますので追加案件もあろうかと思いますが、よろしくご理解をお願いし

ます。 
〇議長（渡邊英子君） 

 市長の説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１１時２５分といたします。 

休憩 午前１１時１４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２５分 
〇議長（渡邊英子君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 議題となっております５９件のうち議案第１７号から議案第２７号までの１１件、議案第

３１号、議案第３５号から議案第５６号までの２２件は所管の常任委員会に付託することと

なっておりますので、ここで総括質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第１７号から議案第２７号までの１１件、議案第３１号、

議案第３５号から議案第５６号までの２２件につきましては、会議規則第３７条第１項の規定

によりお手元に配布してあります議案付託表のとおり所管常任委員会に付託いたします。 
 ただいま議題となっております報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定）

について、内容説明を順次、担当部長に求めます。 
 名取生活環境部長。 
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〇生活環境部長（名取文昭君） 
 報告第１号 専決処分の報告についてであります。 
 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された市長の専決処分事

項について同条第２項の規定により報告するものであります。 
 資料の２ページをお開きください。 
 専決第１号 
 下水道マンホール施設の管理瑕疵に係る損害賠償の額の決定についてであります。 
 専決処分日は平成２７年１月７日。 
 損 害 賠償の額 ９３万１，３７０円 
 損害賠償の相手方 山梨県北杜市須玉町所在の法人であります。 
 損害賠償の理由 平成２６年１０月２４日、午前１１時３０分ごろ、相手方が高根町村山

北割地内の法定外道路を自動車で走行中に、突出していた下水道マン

ホールに接触し車体下部を損傷したため、これに対する損害賠償を行う

ものであります。 
 支 払 い 方 法 相手方の指定した口座に下水道賠償責任保険事故として公益社団法人日

本下水道協会から支払われるものであります。 
 なお、負担割合につきましては市が１００％であります。 
 以上、下水道課所管分であります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（渡邊英子君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 専決第２号であります。 
 道路管理瑕疵に係る損害賠償の額の決定についてであります。 
 専決処分日は平成２７年１月７日であります。 
 損 害 賠償の額 ３１万２，３８８円 
 損害賠償の相手方 山梨県甲斐市在住、女性であります。 
 損害賠償の理由 平成２６年１０月２２日、午後４時３０分ごろ、北杜市明野町小笠原

６１６６番地３付近の市道江草小笠原線を走行中に道路上に倒れてい

た松の木に衝突し、相手方車両のフロントガラス、バンパー等が損傷し

たため、これに対する損害賠償を行うものであります。 
 支 払 い 方 法 相手方の指定した口座に道路賠償責任保険事故として公益社団法人全国

市有物件災害共済会から支払われるものであります。 
 負担割合につきましては、市が８０％ということであります。 
 続きまして専決第３号であります。 
 同じく道路管理瑕疵に係る損害賠償の額の決定であります。 
 専決処分日は平成２７年１月７日であります。 
 損 害 賠償の額 ３，４５３円 
 損害賠償の相手方 山梨県韮崎市在住、女性であります。 
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 損害賠償の理由 平成２６年１０月２２日、午後５時３０分ごろ、北杜市長坂町大八田

２７４７番地１付近の市道大八田谷戸線を走行中に道路上のグレーチ

ングが跳ね上がり、相手方車両の左前タイヤが損傷したため、これに対

する損害賠償を行うものであります。 
 支 払 い 方 法 相手方の指定した口座に道路賠償責任保険事故として公益社団法人全国

市有物件災害共済会から支払われるものであります。 
 市の負担につきましては１００％であります。 
 続きまして専決第４号であります。 
 同じく道路の管理瑕疵に係る損害賠償の額の決定であります。 
 専決処分日は平成２７年１月７日であります。 
 損 害 賠償の額 ５万５，２９６円 
 損害賠償の相手方 山梨県北杜市高根町在住、女性。 
 損害賠償の理由 平成２６年１０月２２日、午後７時３０分ごろ、北杜市長坂大八田

２７４７番地１付近の市道大八田谷戸線を走行中に道路上のグレーチ

ングが跳ね上がり、相手方車両の左側のタイヤを損傷したため、これに

対する損害賠償を行うものであります。 
 支 払 い 方 法 相手方の指定した口座に道路賠償責任保険事故として公益社団法人全国

市有物件災害共済会から支払われるものであります。 
 補償割合につきましては、市が１００％であります。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 以上で報告第１号の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   次に日程第３５ 議案第３２号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合規約の変更の件についての内容

説明を求めます。 
 高橋小淵沢総合支所長。 

〇小淵沢総合支所長（高橋一成君） 
 議案第３２号、概要書をお開きください。 
 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合規約の変更の件でございます。 
 趣旨でございます。 
 小淵沢総合支所が生涯学習センターこぶちさわ内へ移転することに伴い、同支所内に事務所

を設置していた八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合の事務所の位置について所要の改正を行う必要

があることから、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。 
 改正の内容であります。 
 第４条の規定中、八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合の事務所の位置を北杜市小淵沢町８３５番

地から北杜市小淵沢町７７１１番地（生涯学習センターこぶちさわ内）に改正するものであり

ます。 
 施行予定日は平成２７年３月２３日からでございます。よろしくご審議の上、ご議決いただ

けますようお願い申し上げます。 
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〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第３２号につきましては、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３２号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第３２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   次に日程第３６ 議案第３３号 北杜市過疎地域自立促進計画の変更についての内容説明を求め

ます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 議案第３３号 北杜市過疎地域自立促進計画の変更についてご説明いたします。 
 資料の１ページをお願いいたします。 
 本市におきましては須玉、白州、武川の３町が過疎地域の指定を受けております。今回の変

更はこれら３町に関わる北杜市過疎地域自立促進計画に定める事業計画について、水道事業の

具体的な事業名、須玉町、白州町、武川町それぞれ北杜市簡易水道統合整備事業配水管更新・

整備・遠隔監視システムを追加し、普通交付税措置で有利となる過疎対策事業債を活用し、円

滑な簡易水道事業の推進を図るものであります。 
 提案理由でありますが、須玉町ほか２町の簡易水道統合整備事業を計画に加えるため、北杜

市過疎地域自立促進計画を変更する必要があることから、過疎地域自立促進特別措置法第６条

第７項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
 １枚めくっていただきまして新旧対照表でありますが、４．生活環境の整備の表に事業計画
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として新たに（１）水道施設、北杜市簡易水道統合整備事業（須玉町）配水管更新・整備・遠

隔監視システム、以下同じく白州町、武川町を追加するものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願いいたします。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第３３号につきましては、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３３号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第３３号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   次に日程第３７ 議案第３４号 不動産の処分についての内容説明を求めます。 

 五味明野総合支所長。 
〇明野総合支所長（五味正君） 

 議案第３４号 不動産の処分についてご説明いたします。 
 不動産を処分するについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求

めるものであります。 
 譲渡する土地 
 所     在 北杜市明野町上手１２０２２番１ 
 地     目 原野 
 面     積 ８，４４９平方メートル以下合計１４筆 １５万１，１６３平方メートル 
 譲渡する相手方 山梨県北杜市明野町上手９６０８番地 
         一般社団法人永井原区有林管理会 代表理事 大柴善朗 
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 ２ページをお願いいたします。 
 譲渡価額 無償 
 譲渡する理由ですが、今回譲渡する土地は旧明野村永井原共有地組合の所有地であったが昭

和３６年に同組合が解散したことに伴い、旧明野村上手地区の行政区へ土地が配分されました

が行政区名義での登記ができないことから昭和４２年に贈与により旧上手農業協同組合の所有

となりました。 
 昭和５８年に旧明野農業協同組合が設立された際の旧上手農業協同組合との覚え書において

は明野農業協同組合は名目所有者であり、その権益は従来どおりそれぞれの地区組合に帰属す

るものとされていました。 
 その後、梨北農業協同組合が設立される際、この覚え書を順守するため９筆については平成

５年に旧明野村へ寄附、５筆については旧明野村北組地区代表者の所有となったが平成１１年

に旧明野村へ寄附されたものであります。 
 このたび権益を有する地区組合員で組織された一般社団法人永井原区有林管理会から無償譲

渡の申し出があり、こうした経緯を踏まえ覚え書に基づき無償譲渡するものであります。 
 提案理由ですが、財産を適正な対価なくして譲渡することについて地方自治法第９６条第

１項第６号の規定により議会の議決を求めるものであります。 
 以上よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第３４号につきましては、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３４号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第３４号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第６２ 選挙第１号 下来澤恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選としたいと

思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 指名の方法につきましては、議長が指名することにいたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、指名の方法は議長が指名することに決定いたしました。 
 下来澤恩賜県有財産保護組合議会議員にお手元に配布いたしましたとおり小澤廣喜君、藤森

國孝君、浅川英光君、板屋賢昭君を指名いたします。 
 ただいま議長が指名いたしました４名を、下来澤恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と

することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、ただいま指名いたしました諸君が下来澤恩賜県有財産保護組合議会議員に当選

されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第６３ 請願第１号 自衛隊の海外で武力行使を容認するための関連法の「改正」・制定に反

対する意見書の提出を求める請願を議題といたします。 
 紹介議員の趣旨説明を求めます。 
 ２番議員、小野光一君。 

〇２番議員（小野光一君） 
 ただいま提出させていただいた請願を朗読させていただいて説明とさせていただきます。 
 平成２７年２月１６日 
 北杜市議会議長 渡邊英子様 

請願者 
北杜市白州町白須１５６８     山田輝夫 
北杜市須玉町若神子２２３２－１５ 太田義徳 

紹介議員 小野光一 
 自衛隊の海外で武力行使を容認するための関連法の「改正」・制定に反対する意見書の提出を

求める請願 
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 請願趣旨 
 いま国民の中で日本国憲法、特に安全保障のあり方、国民の安全や若者の将来を巡って議論

されていますが、多くの疑問点や危惧する意見が出されています。それは最近の安倍内閣の憲

法・安全保障政策を巡ってのこれまでと異なった政治からのものです。 
 この安倍内閣は昨年７月１日、これまでの歴代自民党政権さえ堅持してきた「集団的自衛権

は憲法上あり得ない」「海外での武器使用は憲法との関係で認められない」という憲法解釈を強

引に変更し、「集団的自衛権行使を容認」する閣議決定を行いました。これには多くの識者など

からは憲法の基本を次の２つのことで破壊するものとして指摘されています。 
 その１つは民主主義国の基本である「立憲主義」を否定していることです。憲法を変えるな

らば国民の意思・投票によって決めることが当然です。にもかかわらず今回は安倍内閣の一存

で勝手に解釈を変えることにより、海外で自衛隊が武力行使できる「集団的自衛権」を容認し

たことです。これはだれが考えても憲法を蔑ろにしたものです。 
 第２に日本の憲法の大切な原則の１つ、「平和主義」をも足蹴にしたことです。私たち日本国

民は先の戦争の反省から「再び戦争をしない、武力行使しない」という憲法９条を大切にし、

戦後７０年余にわたり海外で武力によって人を殺したことも、殺されることも全くありません

でした。昨年、ノーベル平和賞候補に日本の憲法９条がノミネートされたことは世界でも日本

の平和主義が評価されていることの証でもあります。 
 ところが安倍内閣による閣議決定はこの平和主義をも否定し、自衛隊が海外で米国とともに

武力行使できるようにしたことです。その後も「武器輸出３原則」の変更や「日米ガイドライ

ン変更」の中間報告などを見ても日本の安全保障政策を大きく変える方向で進んでいます。 
 この安倍内閣の閣議決定やそれ以降の強引な政策に対し、国民の怒りは非常に大きくなりま

したし、マスコミも批判の論調を強めました。世論調査の結果も安倍内閣の閣議決定に反対の

比率が容認の比率を上回っています。山梨県内も例外ではありません。 
 この集団的自衛権の行使、海外で米国とともに武力行使できる国への具体化は関連する自衛

隊法や武力攻撃事態法などのいくつかの法律を「改正」しなければ可能になりません。そこで

安倍内閣は今年の通常国会に自衛隊法「改正」法案など関連する法案を提出することを明言し

ています。この１５本以上の法案が通ることによって実際に海外で自衛隊が武力行使すること

が可能になることになります。 
 先の大戦は「我が国の自衛」の名のもとに始まり、全国３１０万人、私たち北杜市でも

２０００人余という多くの若者が命を落とし、また満蒙開拓の名で中国東北部に移住、沢山の

人は帰らぬ人となりました。その反省の上に北杜市でも「非核平和宣言」をしたし、旧８町村

でも「平和自治体宣言」をしてきました。私たちは北杜市議会が安倍内閣の７月１日の閣議決

定に基づいて今後提出する予定の海外で武力行使を可能にするための「改正」法や一括法など

に反対することを要望します。 
 なお関連する法案には下記のようなものが予想され、個別の法案審議でなく特別委員会設置

による一括審議の強行も報道されています。また２０１５年１月７日付の産経新聞によると「集

団的自衛権の行使が必要となる事態を『存立事態』とし、武力攻撃事態対処法や自衛隊法を改

正する案を軸に」すると記されています。 
 （参考まで自衛隊法「改正」案、防衛省設置法「改正」案、武力攻撃事態法「改正」案、特

定公共施設利用法「改正」案、周辺事態法「改正」案、米軍行動円滑法案、ＰＫＯ協力法「改
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正」案など） 
 請願事項 
 自衛隊が海外で武力行使することを可能にするための法「改正」案の提出に反対する意見書

を内閣総理大臣と国会衆参両院議長に提出すること。 
 以上です。 

〇議長（渡邊英子君） 
 請願の趣旨説明が終わりました。 
 ただいま議題となっております請願第１号は、会議規則第１３１条第１項の規定により所管

であります総務常任委員会に付託いたします。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は３月１３日、午前１０時に開きますので全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 
散会 午前１１時５２分 
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平成２７年第１回北杜市議会定例会（２日目） 

 
平成２７年３月１３日 
午前１０時００分開会 
於 議 場 

 
 

１．議事日程 
 

諸 報 告 
日程第１ 議案第１号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算（第７号） 
日程第２ 議案第２号 平成２６年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
日程第３ 議案第３号 平成２６年度北杜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 
日程第４ 議案第４号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第３号） 
日程第５ 議案第５号 平成２６年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
日程第６ 議案第６号 平成２６年度北杜市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 
日程第７ 議案第７号 平成２６年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号） 
日程第８ 議案第８号 平成２６年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第

１号） 
日程第９ 議案第９号 平成２６年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算（第１号） 
日程第１０ 議案第１０号 平成２６年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号） 
日程第１１ 議案第１１号 平成２６年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算（第１号） 
日程第１２ 議案第１２号 平成２６年度北杜市明野財産区特別会計補正予算（第１号） 
日程第１３ 議案第１３号 平成２６年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算（第３号） 
日程第１４ 議案第１４号 平成２６年度北杜市浅尾原財産区特別会計補正予算（第２号） 
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２．出 席 議 員 （１９人） 

 
 １番 上 村 英 司  ２番 小 野 光 一 
 ３番 齊 藤 功 文  ４番 福 井 俊 克 
 ６番 加 藤 紀 雄  ７番 原  堅 志 
 ８番 岡 野  淳  ９番 中 山 宏 樹 
１０番 相 吉 正 一 １１番 清 水  進 
１２番 野中真理子 １４番 坂 本   
１６番 保坂多枝子 １７番 千 野 秀 一 
１８番 小 尾 直 知 １９番 渡 邊 英 子 
２０番 内 田 俊 彦 ２１番 中 村 隆 一 
２２番 秋 山 俊 和 

 
 

３．欠 席 議 員 
 

１５番 中 嶋  新 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２９人） 
 

市 長 白 倉 政 司 副 市 長 大 芝 正 和 
総 務 部 長 伊 藤 勝 美 企 画 部 長 菊 原  忍 
市 民 部 長 平 井  光 福 祉 部 長 茅 野 臣 恵 
生 活 環 境 部 長 名 取 文 昭 産 業 観 光 部 長 田 中 幸 男 
建 設 部 長 神 宮 司 浩 教 育 長 藤 森 顕 治 
教 育 次 長 浅 川 一 彦 会 計 管 理 者 植 松  広 
監査委員事務局長 長 坂 隆 弘 農業委員会事務局長 小 石 正 仁 
明野総合支所長 五 味  正 須玉総合支所長 横 森 弘 一 
高根総合支所長 椙 村 宗 弘 長坂総合支所長 武 井 武 文 
大泉総合支所長 浅 川 正 人 小淵沢総合支所長 高 橋 一 成 
白州総合支所長 赤 羽  久 武川総合支所長 秋 山 広 志 
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開議 午前１０時００分 
〇議長（渡邊英子君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は１９人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 なお１５番 中嶋新君および清水建設部次長は一身上の都合により本日、会議を欠席する旨

の届け出がありました。 
 諸報告をいたします。 
 峡北地域広域水道企業団議会から報告がございます。 
 峡北地域広域水道企業団議会 中山宏樹君、報告をお願いいたします。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 平成２７年第１回峡北地域広域水道企業団議会３月定例会報告書 
 峡北地域広域水道企業団議会定例会の報告をさせていただきます。 
 平成２７年３月４日 水曜日、午前１０時より平成２７年第１回峡北地域広域水道企業団議

会３月定例会が企業団事務所において開催されました。 
 今回の出席議員は上村英司議員、岡野淳議員、保坂多枝子議員、内田俊彦議員、中村隆一議

員と私の合計６名で、中嶋新議員におかれましては一身上の都合により欠席されました。 
 今回、企業長から提出された案件は条例案件１件、予算案件２件、議会の同意を要する人事

案件１件の計４件でありました。以下、その概要について説明いたします。 
 まず議案第１号 峡北地域広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例については、平成２６年人事院勧告および山梨県人事委員会の勧告に基づき

管理職員特別勤務手当の支給条件の改正を行うため、峡北地域広域水道企業団企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部を改正するというものでありました。 
 次に議案第２号 平成２６年度峡北地域広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第

１号）についてであります。 
 今回の補正予算は、収益的収支において収入を５１４万８千円増額し総額１４億６，８８０万

９千円とし、支出については１４９万４千円増額し総額を１３億９３２万３千円とし、資本的

収支においては支出を６５１万１千円減額し、総額３億２６６万３千円とするものでありまし

た。 
 次に議案第３号 平成２７年度峡北地域広域水道企業団水道用水供給事業会計予算について

であります。 
 平成２７年度予算につきましては、３条予算では収益的収入の予定額を１４億６，０９４万

２千円とし、これに対して収益的支出の予定額は１３億５２０万６千円となっています。 
 また４条予算では資本的収入の予定額を３，６３８万７千円とし、前年度に比較し５７５万

８千円の減額とする一方、建設改良費と企業債元金償還分を合わせた資本的支出の予算額は

２億６，３７９万６千円であり前年度と比較すると４，５３７万８千円の減額となっています。 
 最後に同意第１号 峡北地域広域水道企業団監査委員の選任についてであります。 
 峡北地域広域水道企業団監査委員であった長谷部集監査委員（甲斐市議会）の辞任に伴い、

後任の監査委員を選任するため企業長から提出された選任同意案件でありました。 
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 なお、新たに監査委員として選任された者は次のとおりです。 
 住所 山梨県甲斐市長塚１７５－２ 
 氏名 五味武彦（甲斐市議会議員） 
 以上、今回企業長から提出されました議案等につきましては、いずれも原案のとおり可決・

同意されました。 
 以上で峡北地域広域水道企業団議会定例会の報告を終わります。 

〇議長（渡邊英子君） 
 ご苦労さまでした。 
 以上で諸報告を終わります。 
 なお報道関係者から撮影等の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（渡邊英子君） 

   日程第１ 議案第１号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

 内容説明を求めます。 

 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 

 議案第１号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算書（第７号）をご覧いただきたいと思い

ます。 
 １ページをお開きください。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額にそれぞれ９億１，６５９万２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を３２５億２，６０６万９千円とするものでございます。 
 ８ページをお開きください。 
 第２表 繰越明許費補正でございます。 
 追加といたしまして６款農林水産業費、１項農業費、経営体育成支援事業費補助金３億２，

９００万円は大雪により被災した農産物生産施設等の復旧事業において、全国的なハウス資材

の不足等により年度内での事業完了が困難なことから繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に同款同項県営土地改良事業３，０３６万５千円は、県営土地改良事業６地区におきまし

て関係機関等との調整に不測の日数を要し、県営事業が繰り越しになることから繰越明許費を

設定するものでございます。 
 次に８款土木費、２項道路橋梁費、市単道路新設改良事業７，００７万８千円は市道須玉東

向７号線ほか１０路線の道路工事におきまして、地権者との立会いや電柱移設等に不測の日数

を要したことから繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に同款同項道整備交付金事業２，８２１万９千円は、市道浅尾新田浅尾線道路工事におき

まして、地権者との立会いに不測の日数を要したことから繰越明許費を設定するものでござい

ます。 
 次に同款同項社会資本整備総合交付金事業（改築）２，３１５万５千円は、市道台ヶ原８号

線ほか１路線の道路工事におきまして、用地交渉に不測の日数を要したことから繰越明許費を

設定するものでございます。 
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 次に同款同項防災・安全社会資本整備交付金事業（交安）１，８２２万２千円は、市道大八

田２号線歩道工事ほか２路線におきまして、用地交渉および物件補償交渉に不測の日数を要し

たことから繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に１０款教育費、３項中学校費、武川中学校屋内運動場改修事業２６０万３千円は、武川

中学校屋内運動場屋根防水工事実施設計業務委託におきまして、学校との日程調整や原因究明

の判定に不測の日数を要したことから、繰越明許費を設定するものでございます。 
 続いて９ページをご覧いただきたいと思います。 
 第３表 地方債補正でございます。 
 まず追加といたしまして、合併特例事業債での整備を予定していた消防ポンプ車整備事業に

つきまして、合併特例事業債よりも財政的に有利な緊急防災・減災事業債を充当することとし、

限度額を７，９４０万円とするものでございます。 
 次に変更といたしまして、合併特例事業債を２億４，６３０万円減額し限度額を２１億８，

８５０万円に、過疎対策事業債を２，０２０万円増額し限度額を３億３，９４０万円とし、臨

時財政対策債８億２千万円を全額減額するとともに施設整備事業債を１０万円減額し、限度額

を２，２４０万円とし、発行限度額の計を２５億５，４６０万円とするものでございます。 
 合併特例事業債の減の主なものは、消防ポンプ車整備事業への充当を緊急防災・減災事業債

へ変更したことや事業費の確定および不用額の整備に伴う減で、過疎対策事業債の増は国から

の追加配分などに伴う補正で主に公共施設の指定管理料に充当するもので、施設整備事業債の

減は事業費の確定によるものでございます。 
 また臨時財政対策債につきましては、今年度の事業に充当する一般財源の総額を市税などの

臨時財政対策債以外の財源で確保できる見込みとなったことから、その全額を減額するもので

すが、交付税措置につきましては本市に配分された発行限度額に基づき行われるものでござい

ます。 
 次に歳入歳出予算の補正内容についてご説明いたしますので、恐れ入りますけども２ページ、

３ページにお戻りいただきたいと思います。 
 はじめに歳入でございます。 
 １款市税、１項市民税、２項固定資産税、３項軽自動車税、４項市たばこ税、６項入湯税、

合わせて４，９５６万円の増額につきましては、決算見込み額による補正でございます。 
 ６款１項地方消費税交付金６千万円の増額は交付金の決定見込み額に伴うものでございます。 
 ９款１項地方特例交付金３７６万３千円の増額は、交付額の決定に伴うものでございます。 
 １０款１項地方交付税につきましては、普通交付税の増２億６，７５１万２千円および特別

交付税の増４億円で補正後の額を１２３億６，７３２万１千円とするものでございます。 
 １１款１項交通安全対策特別交付金１５０万円の減額は、交付金の決定見込み額に伴うもの

でございます。 
 １２款分担金及び負担金、１項分担金１，６５１万円の減額は県営土地改良事業の受益者分

担金の減１，５００万円などでございます。 
 ２項負担金５２６万４千円の減額は学校給食費負担金の減６２９万９千円などでございます。 
 １３款使用料及び手数料、２項手数料１１２万７千円の減額は戸籍手数料の減１００万円な

どでございます。 
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 １４款国庫支出金、１項国庫負担金１，２７１万３千円の増額は児童手当負担金などの児童

福祉費負担金が１，２０４万４千円の減額になりますが、障害者自立支援給付費負担金などの

社会福祉負担金は２，０３５万６千円の増、生活保護費負担金も５２５万円の増となることな

どによるものでございます。 
 ２項国庫補助金２億３，０７１万９千円の減額は、臨時福祉給付金事業費補助金などの社会

福祉費補助金が１億２，９８４万９千円の減、災害等廃棄物処理事業費補助金などの環境衛生

費補助金が５，６５６万３千円の減額、活力創出基盤整備交付金などの社会資本整備総合交付

金が５，８６７万３千円の減額となることなどによるものでございます。 
 １５款県支出金、１項県負担金８４８万９千円の増額は社会教育費負担金が２，５３８万円

の減額になりますが、保険基盤安定負担金などの社会福祉負担金が２，９５２万円の増額、後

期高齢者保険基盤安定負担金の増に伴う老人福祉負担金が５６２万９千円の増額となることな

どによるものでございます。 
 ２項県補助金９，５７８万４千円の減額は、富士の国やまなし観光施設整備費補助金の交付

決定に伴い観光費補助金は１千万円の増額となりますが、地域人づくり事業費補助金の減に伴

う労働費補助金が４，４３７万８千円の減額、青年就農給付金などの農業費補助金が４，

６５２万６千円の減額となることなどによるものでございます。 
 ３項県委託金１，１９３万８千円の増額は、移譲事務委託金などの総務管理費委託金が

５０７万８千円の増額、県民税徴収取扱費交付金の増に伴う徴税費委託金が７００万円の増額

となることなどによるものでございます。 
 １６款財産収入、１項財産運用収入１２０万８千円の増額は財政調整基金ほか１０基金の利

子の確定に伴うものでございます。 
 ２項財産売払収入８６１万９千円の増額は、不動産売払収入でございます。 
 １７款１項寄附金１億４，８１７万７千円の増額は、個人や企業からの指定寄附金などでご

ざいます。 
 １８款繰入金、１項特別会計繰入金１，０６２万２千円の増額は土地開発事業特別会計繰入

金でございます。 
 ２項基金繰入金１，３４９万円の減額は、里山整備事業などに充当する環境保全基金繰入金

が６２３万６千円の減額、公共施設の指定管理料などに充当する過疎地域自立促進基金繰入金

が６００万円の減額などでございます。 
 １９款１項繰越金１２億４，９０２万２千円の増額は、決算剰余金の確定に伴うものでござ

います。 
 次に４ページをお願いいたします。 
 ２０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料７８０万円の増額は市税の滞納金でございます。 
 ３項貸付金元利収入２千万円の増額は、地域総合整備資金貸付金元金償還収入でございます。 
 ５項雑入１，０８９万４千円の減額は、雪害にかかる建物災害共済の保険金の額の確定によ

る雑入の減などでございます。 
 ２１款１項市債９億６，６８０万円の減額は、消防ポンプ車整備事業への充当を緊急防災・

減災事業債へ変更したことや事業費の確定に伴い、合併特例事業債を２億４，６３０万円減額

し、国からの追加配分などに伴い過疎対策事業債を２，０２０万円増額し、臨時財政対策債を

発行しなくても財減が確保できることから８億２千万円の全額を減額し、消防ポンプ車整備事
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業の財源とするため、緊急防災・減災事業債を７，９４０万円増額するものでございます。 
 次に５ページの歳出でございます。 
 ２款総務費、１項総務管理費６，５７６万６千円の減額は市民バス運行費や情報制作費の減

および各総合支所経費の不用額の整備などに伴う補正でございます。 
 ４項選挙費１，２９３万８千円の減額は、農業委員会委員選挙費の不用額でございます。 
 ３款民生費、１項社会福祉費５，１４７万８千円の減額は障害者自立支援費が増となる一方

で、事業費の確定に伴う臨時福祉給付金事業費の減および老人ホーム入所措置事業費の減と

なったことなどによるものでございます。 
 ２項児童福祉費８，５１０万４千円の増額は、児童措置費として児童手当支給費が減となっ

たことや保育所費の不要額の整理などに伴う補正でございます。 
 ３項生活保護費６８９万５千円の増額は、生活保護者の医療扶助費等の増によるものでござ

います。 
 ４款衛生費、１項保健衛生費１億６，５７０万１千円の減額は雪害に対する災害等廃棄物処

理事業費の額の確定に伴う環境衛生事業費の減、風疹予防接種などの感染症予防事業費の実績

に伴う減および簡易水道事業特別会計繰出金の減などによるものでございます。 
 ５款労働費、１項労働諸費１，２７５万９千円の減額は県支出金の交付額の確定に伴う地域

人づくり事業費の減によるものでございます。 
 ６款農林水産業費、１項農業費１億２４７万２千円の減額は県支出金の内示に伴い、水田農

業構造改革対策事業費が増となる一方で、雪害に対する経営体育成支援事業費補助金や青年就

農給付金の額の確定に伴う農業振興費の減によるものなどでございます。 
 ２項林業費５５７万２千円の減額は、里山整備事業の事業費確定に伴う林業振興事業費の減

などによるものでございます。 
 ６ページをお開きください。 
 ７款１項商工費１，２４７万３千円の減額は、県支出金の交付額の確定に伴う八ヶ岳観光圏

人づくり事業費の減などによるものでございます。 
 ８款土木費、１項土木管理費３９６万３千円の減額は職員給与費の確定に伴う土木総務費の

不用額の整理に伴う補正でございます。 
 ２項道路橋梁費１億３，３９２万３千円の減額は、事業費の確定に伴う道路維持補修費およ

び交付金道路新設改良費の減によるものでございます。 
 ４項住宅費８，３３８万７千円の減額は、子育て支援住宅整備事業費の確定に伴う住宅建設

費の減などによるものでございます。 
 ５項都市計画費２，６１８万４千円の減額は、下水道事業特別会計繰出金の減などによるも

のでございます。 
 ９款１項消防費２，１３７万５千円の減額は、入札差金などによる消防団活動費および防災

対策費の減などによるものでございます。 
 １０款教育費、１項教育総務費５５５万２千円の減額は、事業費の確定に伴う教育推進事業

費の減などによるものでございます。 
 ２項小学校費１，８２９万７千円の減額は、入札差金などによる小学校スクールバス運行経

費および小学校施設整備費の減などによるものでございます。 
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 ３項中学校費１６５万９千円の減額は、入札差金などによる中学校スクールバス運行経費の

減などによるものでございます。 
 ４項社会教育費５，８５６万３千円の減額は職員給与費の確定に伴う生涯学習推進費の不用

額の整理や埋蔵文化財調査事業費の確定に伴う文化財保護費の減などによるものでございます。 
 ５項保健体育費１，８１９万６千円の減額は、施設整備工事費の確定に伴う体育施設費の減

および各給食センター費の不用額の積み上げなどでございます。 
 ６項高等学校費３３２万円の減額は甲陵高等学校費の事業費確定に伴う不用額でございます。 
 １２款１項公債費７６５万２千円の増額は、借受事業者からの申し出による地域総合整備資

金貸付金の繰上償還利子に伴う元金の増および市債借入額の確定に伴う償還利子の減でござい

ます。 
 続きまして７ページをご覧いただきたいと思います。 
 １３款諸支出金、２項基金費１７億９，２１４万３千円の増額は繰上償還の財源とするため

の減債基金の積み立てが１４億７，９９９万７千円の増、公共施設整備等の財源とするための

公共施設整備基金への積み立てが２億１，２３６万６千円の増、芸術文化スポーツ振興基金へ

の寄附金などの積み立てが３４７万４千円の増、環境保全基金では寄附金等の減で５１７万

１千円の減、個人からの指定寄附金等を積み立てるまちづくり振興基金積立金が１億８２万

８千円の増などとなったものでございます。 
 先ほど、申し訳ありません、訂正を１点お願いしたいと思います。 
 ３款民生費、２項児童福祉費８，５１０万４千円の説明のときに増額というふうに読みまし

たけども、正しくは減額ということで訂正をさせていただきたいと思います。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議題となっております議案第１号は会議規則第３７条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 はじめに、原案に反対の発言を許します。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 議案第１号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算書（第７号）について、反対討論を行い
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ます。 
 勤労者の所得は伸びず年金生活の高齢者は年金削減、消費税増税で生活は大変です。そんな

とき平成２６年度決算剰余金１２億４，９０２万２千円を含む１４億７，９９９万７千円が減

債基金に積み立てられ、平成２７年度の繰上償還に使われます。この一部、約３千万円を使え

ば中学３年生までの医療費窓口無料化ができます。また高すぎる国保料の１世帯１万円の引き

下げに約９千万円、住宅リフォーム助成制度の創設など市民の暮らし・福祉のために使うお金

ができます。 
 以上を述べて反対討論とします。 

〇議長（渡邊英子君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 千野秀一君。 

〇１７番議員（千野秀一君） 
 平成２６年度北杜市議会一般会計の補正予算案（第７号）に賛成の立場で討論いたします。 
 合併から１０年、大きな節目の年を迎えまして町村民であった北杜市民の中には、今しっか

りとした市民としての意識、北杜をふるさとと思う愛着と誇りが醸成されてきました。 
 合併当初、想定を絶する財政状況に市が破綻するという危機感の中、市民等しく財政の健全

化を願い大きな理解とご協力のもと再建が進められてきました。時には痛みも伴いましたが、

着実な改善策が功を奏し国からも高い評価を受けるほどの驚異的な成果を示す一方、市内外か

らの本市に対する認知度、好感度も飛躍的に向上し、先般の移り住んでみたい県・市にランキ

ングされ、誠に喜ばしい限りでありました。一市民といたしましても、まさに住んで誇れるふ

るさと北杜の立ち姿が見えてきたような気がいたします。 
 そんな中、１０年の締めくくりの本予算、まさに明日を見据えて基金に積み立てがなされた

ものであります。特に今後の地方交付税の削減に備え、まだまだ多い市債残高の計画的削減の

ために減債基金積み立て１４億７，９９９万７千円をしっかり積み立て、今後ますます増える

であろう数多くの公共施設の整備基金に２億１，２３６万６千円、まちづくり振興基金にも１億

円余を積み立てています。今後の市政執行に支障を来たすことのないよう、地方再生の流れの

中で北杜の将来を見据えた堅実な予算であると評価し、賛成討論といたします。 
〇議長（渡邊英子君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 これで討論を終結いたします。 
 これから、議案第１号を採決いたします。 
 この採決は起立により行います。 
 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって、議案第１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（渡邊英子君） 
   日程第２ 議案第２号 平成２６年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３ 議案第３号 平成２６年度北杜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
   日程第４ 議案第４号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

の３件を一括議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 それでははじめに議案第２号 平成２６年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算書（第

２号）をご覧いただきたいと思います。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，８４９万円を減額し、歳入歳出それぞれ６４億

６，３０２万円とするものでございます。 
 今回の補正は事業費の確定に伴うものでございます。 
 ２ページ、３ページをお開きください。 
 第１表 歳入歳出予算補正です。はじめに歳入でございます。 
 １款１項国民健康保険税５，９５０万２千円の減額ですけども、決算見込みに基づく減額で

ございます。 
 ３款国庫支出金、１項国庫負担金１億２０８万６千円の減額は療養給付費等国庫負担金の確

定に伴う減額になります。 
 ３款２項国庫補助金７，３９１万円の減額は普通調整交付金、特別調整交付金の確定による

ものです。 
 ４款１項療養給付費等交付金８，４２２万７千円の減額は、現年分交付金の確定によるもの

です。 
 ５款１項前期高齢者交付金１億１，７１６万３千円の増額は額の確定によるものです。 
 ６款県支出金、１項県負担金２８６万１千円の減額は高額医療費共同事業負担金の確定によ

るものです。 
 ６款２項県補助金５，９２１万２千円の減額は調整交付金の確定によるものです。 
 ７款１項共同事業交付金１，９５７万８千円の減額は、高額医療費共同事業交付金および保

険財政共同安定化事業交付金の確定によるものです。 
 ９款繰入金、１項他会計繰入金６，６４９万９千円の増額は保険税軽減に対する保険基盤安

定繰入金をはじめ財政安定化支援事業繰入金、乳幼児医療等対策事業費繰入金などの事業費の

確定に伴う増額分です。 
 １０款１項繰越金１億８，９２２万４千円は、２５年度繰越金を全額充当するものでござい

ます。 
 次に歳出でございます。 
 ２款保険給付費、１項療養諸費６，７６５万円の減額は退職被保険者等療養給付費の確定に

よるものです。 
 ７款１項共同事業拠出金４千万円の減額は、保険財政共同安定化事業拠出金の確定によるも

のです。 
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 ９款１項基金積立金７，３００万円の増額は２５年度剰余金の積み立てになります。 
 １１款諸支出金、３項繰出金６１６万円の増額は塩川病院および甲陽病院の医療機器整備等

に対する国からの特別調整交付金を病院事業特別会計に繰り出すものでございます。 
 続きまして議案第３号 平成２６年度北杜市後期高齢者医療特別会計補正予算書（第１号）

をご覧いただきたいと思います。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６８万円を追加し、歳入歳出それぞれ５億４，

１０１万３千円とするものでございます。 
 今回の補正は事業費の確定に伴うものでございます。 
 ２ページ、３ページをお開きください。 
 第１表 歳入歳出予算補正です。はじめに歳入でございます。 
 １款１項後期高齢者医療保険料５３１万３千円の減額は、特別徴収および普通徴収保険料の

決算見込みに基づく減額になります。 
 ３款繰入金、１項一般会計繰入金５００万７千円の増額は広域連合への共通事務費および保

険基盤安定繰入金の確定によるものです。 
 ４款１項繰越金１１６万３千円の増額は、２５年度繰越金を全額充当するものです。 
 次に歳出でございます。 
 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金９３万６千円の増額は、後期高齢者医療保険料の納

付金および事務費の確定によるものです。 
 続きまして議案第４号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算書（第３号）をご覧

いただきたいと思います。 
 予算書１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，９３７万１千円を追加し、歳入歳出それぞれ

３９億６９０万３千円とするものでございます。 
 今回の補正は事業費の確定に伴うものでございます。 
 ２ページ、３ページをお開きください。 
 第１表 歳入歳出予算補正です。はじめに歳入でございます。 
 ３款国庫支出金、２項国庫補助金１５４万９千円の増額は介護保険事業費補助金の確定によ

るものです。 
 ４款１項支払基金交付金４７９万９千円の増額は、過年度分の介護給付費交付金および地域

支援事業交付金の確定によるものです。 
 ７款繰入金、１項一般会計繰入金５３９万１千円の減額は事業費確定に伴う減額です。 
 ８款１項繰越金４，８３９万９千円の増額は、２５年度繰越金を全額充当するものでござい

ます。 
 次に歳出でございます。 
 １款総務費、１項総務管理費２５４万２千円の減額は職員給与費の確定に伴うものです。 
 １款３項介護認定審査会費１３０万円の減額は、介護認定審査会経費の確定に伴うものでご

ざいます。 
 ６款１項基金積立金５，３２１万３千円の増額は、事業費確定に伴う剰余金を基金に積み立

てるものでございます。 
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 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 
〇議長（渡邊英子君） 

 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第２号から議案第４号までの３件は、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２号から議案第４号までの３件は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第３号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第４号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第５ 議案第５号 平成２６年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第６ 議案第６号 平成２６年度北杜市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 
   日程第７ 議案第７号 平成２６年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）および 
   日程第８ 議案第８号 平成２６年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号） 

の以上４件を一括議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 それでははじめに議案第５号 平成２６年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてご説明いたします。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２３２万１千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を２３億５，６９１万円とするものであります。 
 ２ページをお開きください。 
 はじめに歳入であります。 
 １款使用料及び手数料、１項使用料３，９１０万３千円の減額でありますが、主な要因は現

年度分水道使用料の減であります。 
 次に５款１項繰入金１，４５０万９千円の減額補正であります。これは県関係補償工事確定

に伴うものなどであります。 
 次に６款１項繰越金５，７０７万１千円の増額でありますが、２５年度決算による繰越金で

あります。 
 続いて７款諸収入、３項雑入１，５７８万円の減額でありますが、主に県関係の工事補償費

確定によるものであります。 
 ３ページをお願いします。 
 歳出でございます。 
 １款水道管理費、１項総務管理費１，０８５万６千円の減額であります。これは職員給与費

の減額補正であります。 
 次に２款水道施設整備費、１項水道施設建設費２，３３８万円の減額でありますが、主な内

容ですが県関係補償工事確定に伴うものであります。 
 続きまして４款諸支出金、１項基金積立金２，２３３万８千円の増額補正ですが、地方財政

法剰余金の取り扱いにより積み立てたものであります。 
 続きまして議案第６号 平成２６年度北杜市下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

てご説明いたします。 
 予算書１ページをお願いいたします。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額からそれぞれ２，１４３万８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を２６億６７３万４千円とするものであります。 
 ４ページをお願いします。 
 第２表 繰越明許費でございます。 
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 ２款１項事業費、事業名 公共下水道整備事業７８２万円は北杜市下水道事業アクションプ

ラン策定業務委託において事前の調整や内容検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が見

込めないため繰越明許費を設定するものであります。 
 次に第３表 地方債補正でございます。 
 これは下水道事業債の借入限度額５億８，１３０万円を１，３３０万円減額し、限度額を５億

６，８００万円に定めるものであります。 
 ２ページにお戻りください。 
 第１表 歳入歳出予算の補正でございます。 
 はじめに歳入でありますが、６款１項の繰入金は人件費や施設管理費の不用額および事業費

の確定により１，７２８万５千円の減額であります。 
 次に７款１項繰越金は額の確定により９１４万７千円を追加するものであります。 
 次に９款１項市債は事業費の確定により１，３３０万円の減額であります。 
 ３ページの歳出でございます。 
 １款１項の総務管理費は２８２万２千円の減額でありますが、これは事業費の確定により減

額するもののほか消費税の中間納付分３７８万１千円の増額をお願いするものであります。 
 次に２款１項の事業費でありますが、これは工事費等の確定により１，８６１万６千円の減

額であります。 
 下水道事業特別会計補正予算については以上でございます。 
 続きまして議案第７号 平成２６年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 
 予算書の１ページをお願いいたします。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額からそれぞれ１，３２５万９千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を８億７，４０５万円とするものであります。 
 ２ページをお願いします。 
 第１表 歳入歳出予算の補正でございます。歳入の主なものについて説明いたします。 
 ２款１項の使用料は使用料の減により２２８万７千円の減であります。 
 ６款１項の繰入金は施設管理費の不用額および事業費の確定により１，１１６万６千円の減

額であります。 
 次に７款１項の繰越金は、額の確定により４４６万６千円を追加するものであります。 
 次に８款１項の雑入は、県道および市道の整備にかかる事業費の確定により４１７万２千円

の減となるものであります。 
 ３ページをお願いいたします。 
 歳出でありますが１款１項の総務管理費は施設管理費、施設管理委託料の確定により

２７５万７千円の減となるものであります。 
 ２款１項の事業費は、県道および市道の整備にかかる事業費の確定に伴う委託料や工事費の

減額により１，０５０万２千円の減となるものであります。 
 農業集落排水事業特別会計については以上でございます。 
 続きまして議案第８号 平成２６年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号）

についてご説明いたします。 
 予算書１ページをお願いいたします。 
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 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，５８３万２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を１億２，１６７万５千円とするものであります。 
 ２ページをお願いいたします。 
 第１表 歳入歳出予算の補正でございますが、はじめに歳入であります。 
 ７款１項繰越金１，５８２万４千円は平成２５年度からの繰越金であります。 
 ３ページの歳出でございます。 
 ４款諸支出金、１項基金積立金ですが１，５８３万２千円を追加し、総額８，３７５万４千

円とするものであります。 
 以上が北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号）の説明でございます。 
 以上４議案、よろしくご審議の上ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第５号から議案第８号までの４件は、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５号から議案第８号までの４件は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第５号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第６号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第７号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第８号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第９ 議案第９号 平成２６年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算（第１号）および 
   日程第１０ 議案第１０号 平成２６年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号） 

の２件を一括議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 それでははじめに議案第９号 平成２６年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算書（第１号）

をご覧いただきたいと思います。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８８万８千円を追加し、歳入歳出それぞれ１億１，

９８１万６千円とするものです。 
 今回の補正は事業費確定に伴う剰余金を基金に積み立てるものでございます。 
 ２ページ、３ページをお開きください。 
 第１表 歳入歳出予算補正です。はじめに歳入になります。 
 ５款１項繰越金８６９万７千円は２５年度繰越金を全額充当するものです。 
 次に歳出でございます。 
 ３款諸支出金、１項基金積立金８８８万８千円は事業費確定に伴う剰余金を財政調整基金に

積み立てるものです。 
 続きまして議案第１０号 平成２６年度北杜市白州診療所特別会計補正予算書（第１号）を

ご覧いただきたいと思います。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８２４万８千円を減額し、歳入歳出それぞれ１億

９８２万３千円とするものです。 
 今回の補正は事業費確定に伴うものでございます。 
 ２ページ、３ページをお開きください。 
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 第１表 歳入歳出補正予算です。はじめに歳入になります。 
 １款診療収入、１項外来収入３７９万８千円の減額は見込み患者数の減少に伴う減額になり

ます。 
 ５款１項繰越金４７６万円の減額は２５年度繰越金の実績に伴う減額です。 
 次に歳出でございます。 
 ２款１項医業費８２４万８千円の減額は事業費確定に伴う減額になります。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第９号および議案第１０号の２件は、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会への付託は省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９号および議案第１０号の２件は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第９号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第１０号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第１１ 議案第１１号 平成２６年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 議案第１１号 平成２６年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算（第１号）について、ご

説明を申し上げます。 
 １ページをお願いいたします。 
 歳入歳出の総額にそれぞれ１，０５１万９千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ１，

０８５万円とするものであります。 
 １枚おめくりいただきまして２ページ、３ページをお願いいたします。 
 １款財産収入、１項財産売払収入１，０６２万２千円の増額につきましては、みずきタウン

２区画の売払収入であります。 
 続きまして歳出であります。 
 １款土地開発費、１項土地開発事業費１，０５１万９千円の追加につきましては、売払収入

の同額を一般会計へ繰り出すものであります。 
 以上であります。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１１号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第１１号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第１２ 議案第１２号 平成２６年度北杜市明野財産区特別会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 
 内容説明を求めます。 
 五味明野総合支所長。 

〇明野総合支所長（五味正君） 
 議案第１２号 平成２６年度北杜市明野財産区特別会計補正予算（第１号）につきまして、

ご説明いたします。 
 予算書１ページをお開きください。 
 今回の補正は財源更正を行うもので、歳入歳出予算の総額に増減はございません。 
 ２ページ、３ページをお願いいたします。 
 歳入でございますが３款繰越金、１項朝神財産区繰越金は繰越金額の確定により３２４万

５千円、増額するものでございます。 
 次に５款繰入金、１項朝神財産区繰入金は繰越金等の増額に伴い基金繰入金を３８０万４千

円、減額するものでございます。 
 歳出については補正はございません。 
 以上よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１２号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第１２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第１３ 議案第１３号 平成２６年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算（第３号）を議題

といたします。 
 内容説明を求めます。 
 横森須玉総合支所長。 

〇須玉総合支所長（横森弘一君） 
 議案第１３号 平成２６年度北杜市須玉財産区特別会計補正予算書（第３号）について、説

明いたします。 
 １ページをご覧ください。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４４万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３，７３３万８千円とするものであります。 
 歳入歳出について説明いたします。 
 ２ページ、３ページをご覧ください。 
 歳入、４款諸収入、６項江草財産区諸収入、補正額４４４万７千円。山梨県恩賜県有財産管

理条例に基づく分収金を雑入に歳入増額するものであります。 
 歳出、６款江草財産区、１項管理費、補正額４４４万７千円。管理基金積立金とするもので

あります。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願いいたします。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１３号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第１３号に対する採決を行います。 
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 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（渡邊英子君） 
   日程第１４ 議案第１４号 平成２６年度北杜市浅尾原財産区特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 五味明野総合支所長。 

〇明野総合支所長（五味正君） 
 議案第１４号 平成２６年度北杜市浅尾原財産区特別会計補正予算（第２号）につきまして、

ご説明いたします。 
 予算書１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額からそれぞれ２０６万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１億２，７４８万２千円とするものでございます。 
 ２ページ、３ページをお願いいたします。 
 歳入でございますが３款繰入金、１項基金繰入金は事業費の確定に伴い運営調整基金繰入金

を２，０５２万円減額するものでございます。 
 次に４款繰越金、１項繰越金は繰越金額の確定によりまして１，８４５万９千円の増額をす

るものでございます。 
 次に歳出でございますが３款事業費、１項計画調査費は工事費の額の確定に伴い２０６万

１千円減額するものでございます。 
 以上よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（渡邊英子君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１４号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１４号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第１４号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は３月１７日、午前１０時に開きますので全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 
散会 午前１１時０９分 
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開議 午前１０時００分 
〇副議長（坂本君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は１８名であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 なお議長 渡邊英子君は遅参する旨、また１５番 中嶋新君は一身上の都合により本日の会

議を欠席する旨の届け出がありました。 
 なお報道関係者から撮影の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第１ 会派代表質問を行います。 
 今定例会には７会派すべてから会派代表質問の発言通告がありました。 
 ここで各会派の質問順序および代表質問、一般質問の割り当て時間をお知らせします。 
 １番 市民フォーラム、３０分。２番 公明党、３０分。３番 日本共産党、３０分。４番 北

杜クラブ、７５分。５番 ほくと未来、６０分。６番 明政クラブ、４５分、７番 市民の声、

３０分となります。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに、市民フォーラムの会派代表質問を許します。 
 市民フォーラム、１２番議員、野中真理子君。 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 これから市民フォーラム代表質問を行いますが、市民フォーラムは代表を務めていた篠原眞

清氏が２月２０日に議員辞職をしたことに伴い岡野淳議員と私、野中の２人会派となり、私が

代表を務めることになりました。第１期目からの市民フォーラムの立ち位置を踏襲し、市民の

皆さまのご意見を広く伺い、北杜市の未来を考え執行と両輪としての議会、また求められる議

会と執行との緊張関係の中で、よりよい北杜市政のあり方を追及してまいりたいと存じます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
 通告いたしましたとおり、本定例会の市民フォーラム代表質問は大きく３項目です。最初は

北杜市の強みと弱みについてです。 
 この質問は大項目２とも深く関連するものですが、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略に

おいて各地方公共団体はデータ分析を行い各地域の強み、弱みなどの特性に即した地域課題等

を踏まえ、地方版総合戦略を策定することが求められており、強みと弱みの分析が非常に重要

なこととなっております。しかしこのことによらずとも行政運営をしていく上で、また予算編

成の上でこの強みと弱みの分析は基本とも言えるもので、ここで市長に伺いたいと思います。 
 まず市長が考える北杜市の強みは何でしょうか。また弱みは何でしょうか。強みをどのよう

に生かすのか。またそれが市民生活にどのように反映されるのか伺います。さらに弱みをいか

に克服するかについても伺いたいと思います。 
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 平成２７年度当初予算については重点的かつ効率的予算配分に努めたとありますが、強みを

生かすと弱みを克服するの観点からいくつかの例を挙げて説明していただきたいと思います。 
 次の項目は、北杜市総合戦略と北杜市定住促進計画に関連したものです。これは市長が本定

例会の所信で本年度策定した定住促進計画の基本施策と情報発信、連携の施策を基本に北杜市

総合戦略を策定すると述べられましたので、総合戦略と定住促進計画を関連付けて質問するも

のです。なお、この項目には通告のタイトルにもあるように地上設置型太陽光発電設備の問題

も含めております。 
 まず国が整備する地方経済分析システムにより、さまざまなデータを得ることが可能になり

ますが、定住促進のためにどのようなデータを収集、分析を考えているのでしょうか。また人

口流出入等に関して、どの程度のデータが入手可能なのでしょうか。 
 ２．北杜市は恵まれた自然環境と首都圏からの近さが魅力であり、移住希望先としても非常

に人気が高いところです。また定住促進にはまず北杜市を知ってもらう、訪ねてもらうこ

とが必要で観光施策の推進が重要と市の計画でも考えられています。しかし北杜市の素晴

らしい景観を求めて移住してきた人や観光客が、目の前に迫る太陽光パネルにがっかりし

たという話を多数聞いております。定住促進や観光施策の推進に地上設置型太陽光発電設

備、太陽光パネルの乱立はマイナス要因となっていますが、市はこの現状をどのように考

えているのでしょうか。 
 ３．北杜市としての地方創生、ふるさとづくりの根幹に景観という概念は欠かせないと考え

ております。北杜市景観条例の目的と理念に沿ったふるさとづくりを前面に押し出し、新

しい問題である地上設置型太陽光発電設備についても、北杜市景観条例の中に位置づける

ことが必要と考えますが市長はどのようにお考えでしょうか。 
 ４．定住促進計画にある施策の取り組み方針の１つに、より利用しやすい公共交通体系を構

築するとあります。定住促進計画を基本に総合戦略を策定するとのことですが、方針のみ

の定住促進計画からどの程度、具体的施策を盛り込んで総合戦略を策定するのか。公共交

通体系の構築を例に示していただきたいと思います。 
 ５．市としての情報発信とその内容が非常に重要ですが、具体的にはどのようなことを考え

ているのでしょうか。また移住後のトラブル防止のためにも行政区への加入等については

転入手続き時の窓口対応が鍵ともいえますが、市としての方針を伺います。 
 大項目の３点目は子ども・子育て支援です。 
 １つ目として北杜市子ども・子育て支援事業計画の策定が進められていますが、定住促進計

画の中で北杜市の恵まれた自然環境の中での子育てが魅力として語られているのに対し、子ど

も・子育て支援事業計画には恵まれた自然環境を生かした北杜市ならではの事業が見当たりま

せん。北杜市の魅力を生かす子ども・子育て支援が必要と思いますが市長のお考えを伺います。 
 ２つ目として、平成２７年度の保育園の入園希望動向について伺います。 
 ３つ目、認定子ども園を設置する考えはあるのでしょうか伺います。 
 ４つ目、平成２７年度新規事業である子育て世代包括支援センターの内容はどのようなもの

なのでしょうか。 
 ５つ目として、アンケート調査によると子どもが安心して遊べる公園を求める声が多数あっ

たとのことですが市としてはこの設置希望や公園についてどのように考えているのでしょうか。 
 ６番目として、市長所信で休園する保育園を活用して病児・病後児保育等、子育て支援事業
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を考える旨の表明がありました。しかし病児・病後児保育事業のあり方や経費について、どの

ようにお考えなのか、ここで伺いたいと思います。 
 質問は以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 北杜市の強みと弱みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに北杜市の強み、弱みは何かについてであります。 
 定住促進計画の策定に当たり、市民アンケートや子育て世代のグループインタビュー等、意

向調査を実施したところ、日照時間の多さや豊かで清らかな水などの恵まれた自然環境と首都

圏からのアクセスの良さ、子育て環境についても食育ができる環境が整っていることなど強み

であるとの結果でありました。 
 またＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターの調べからも移住希望地域で山梨県が第１位とな

り、中でも北杜市は非常に人気の高い地域となっております。長い歴史の中で培ってきた豊か

な県民性もあります。 
 一方で首都圏在住者を対象とした調査における市の認知度は４５％程度であること、また医

療機関の少なさが弱みであります。 
 次に強みをどのように生かし、反映するかについてであります。 
 強みを生かすためには、積極的に市の情報発信していくことが重要と考えております。北杜

市を訪れた経験が強い移住意向につながることから、観光等を通じて強みである豊かな自然環

境を体験し住んでみたいまちと感じていただくとともに、多くの人に北杜市が第２のふるさと

と思っていだけるよう施策を進めてまいります。 
 また、恵まれた自然環境で子育てしたいとのニーズもあり、子育て環境として恵まれている

点もＰＲしてまいりたいと考えております。 
 次に、弱みをいかに克服するかについてであります。 
 子育て世代は産婦人科がないことなどに不安を感じており、特に県外からの移住者で親など

の頼れる存在がいない世帯で、不安を強く感じていることが分かっております。その克服のた

めに新たに子育て世代包括支援センターを設置し、産前産後の支援を行うとともに婦人科の設

置や小児科等の事業支援をしてまいりたいと考えております。 
 次に、平成２７年度当初予算における重点的かつ効率的な予算配分についてであります。 
 平成２７年度当初予算編成において、重点的かつ効率的な予算配分を行った主な事業のうち

強みを生かすという観点でみると、恵まれた自然環境の中で特色ある農業・農村づくりを促進

するための地域おこし協力隊の隊員拡充事業や貴重な自然環境を次世代に引き継ぎ、守り続け

るための南アルプスユネスコエコパークＰＲ事業があります。 
 さらに全力を挙げて取り組むこととしている人口減少、少子化対策としての子育て世代包括

支援センター設置事業、子育て支援住宅整備事業、学校給食賄い材料費助成事業や小中学校へ

のタブレットパソコン等導入事業、また雇用機会の創設や定住促進が見込める産業立地事業費

助成金などがあります。 
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 従来からさまざまな面で子育て支援策を展開してきているところですが、本市の強みの１つ

であると捉えており、それに加え平成２７年度当初予算において子育て世代を支援する事業に

重点的な予算配分を行うことで人口減少克服・地方創生に積極的に取り組み、このことが結果

として、本市の強みを生かすことにつながるのではないかと考えております。 
 一方、定住促進計画においては本市の情報発信力が弱いことが課題であると捉えており、Ｉ

ＣＴ等を活用した情報発信施策に取り組むこととし、地域住民生活等緊急支援のための交付金

を活用して、補正予算で積極的に対応していくこととしております。 
 また、本市においては財政の健全化が大きな課題の１つであることから基金財源を活用して

過去最大規模となる２３億５千万円にのぼる市債の繰上償還を行うこととしており、交付税の

段階的縮減を見据えた財政健全化への取り組みをより一層進めることとしております。このこ

とはある意味では、弱みを克服する取り組みに当たるのではないかと考えております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えをいたします。 
 行政区への加入の窓口対応についてであります。 
 市では行政区加入について、市ホームページへ掲載するとともに平成２４年度から転入手続

きの窓口において行政区加入案内を配布し、行政区への加入を促しております。 
 また転入者の行政区加入については、受け入れに対する理解も必要なことから各行政区長会

において加入の協力をお願いしているところであります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 北杜市総合戦略と北杜市定住促進計画の関連についていくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、国が整備する地域経済分析システムのデータについてであります。 
 国は地方自治体が地方版総合戦略を立案する際に必要となる地域経済循環、財政、産業、観

光、消費、農業、医療福祉、教育など幅広いデータを整備し、本年４月から公開することとし

ているため、現在データの活用ができるよう手続きを進めているところであります。 
 また人口の現状分析をはじめ転入・転出状況の分析、雇用や就労に関する分析などに必要な

データを収集できると考えております。 
 転入・転出データに関しては本市からどこの市町村に流出しているか、またどこの市町村か

ら流入しているかを知ることができることとなっているため、効果的な流出防止対策や流入促

進策の検討に生かしてまいりたいと考えております。 
 次に、総合戦略に盛り込む公共交通施策についてであります。 
 総合戦略に盛り込む内容については、市民をはじめ産・官・学・金・労・言などで構成する

有識者会議で方向性や具体案を検討するなどして、広く関係者の意見を反映してまいりたいと

考えております。総合戦略には数値目標の設定が求められていることから、公共交通施策にお
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いても有識者会議で検討していくこととしております。 
 次に、情報発信についてであります。 
 市の認知度を高めることは非常に重要であり、定住促進計画でも共通施策として位置付け、

市ホームページによる移住希望者向けの情報発信やスマートフォン用サイトの構築などを行い

情報発信媒体の充実を図っていくこととしております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 子育て世代包括支援センターについてであります。 
 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や子育てに関する相談に対応するとともに安心

して妊娠、出産、子育てができるよう保健師による妊婦への支援プランを作成する母子コーディ

ネート事業、助産師によるベビーマッサージ、セルフケア体操などの各種教室を行う産前・産

後サポート事業、母と子に日中ゆっくり休んでもらう産後ケア事業を行い、きめ細かな切れ目

のない支援を行います。これらの事業は本年度、国の妊娠・出産支援モデル事業として取り組

んでいるところであります。 
 今後も国の助成を活用しながら保健師、助産師等によりワンストップ体制で相談等に当たっ

てまいります。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 子ども・子育て支援について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市の魅力を生かした支援についてであります。 
 北杜市は豊かな自然環境に恵まれており、日々の生活の中で刻々と変わる四季の移ろいを感

じることができます。これは都会にはない大きな資源であると考えております。市ではこの資

源を生かし情緒豊かな子どもの育成に寄与するため、原っぱ教育、食育等を行っているところ

であります。 
 市立保育園においてはこれまでも周辺の自然に触れる体験、自然を体感できる園外保育も

行っておりますので、これらの事業を北杜市子ども・子育て支援事業計画の基本方針の１つで

ある明るい声が響くまちの施策として、さらなる推進を図ってまいります。 
 次に、保育園入園希望の動向についてであります。 
 本年４月からの北杜市立および私立保育園への入園希望者数は定員１，５００名に対し、現

段階では１，１４９名で前年度と比較すると１８名の増となっており、３歳未満児の入園希望

も多い状況にあります。 
 このことは働きながら子育てをする家庭への支援に重点を置いた保育料の第２子以降無料化

や入園要件の緩和等が大きな要因であると思われます。 
 次に、認定こども園の設置についてであります。 
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 認定こども園の設置については、昨年度実施した子育て支援ニーズ調査において就学前児童

の保護者から要望がありました。このことから北杜市子ども・子育て会議のご意見を伺いなが

ら既存市立保育園を保育園型認定こども園に整備したいと考えております。 
 次に、子どもが安心して遊べる公園についてであります。 
 現在、市内にはオオムラサキ自然公園や南八ヶ岳花の森公園、花パークフィオーレ小淵沢、

名水公園べるが、三分一湧水公園等がありますが、これらの施設を有効活用することにより子

どもたちが積極的に豊かな自然と触れ合い、安全に生き生きと遊ぶことができる場所として施

設の充実を検討してまいりたいと考えております。 
 次に、病児・病後児保育についてであります。 
 病児・病後児保育については医療機関が近隣にあることが必要のことから、休園を予定して

いる長坂保育園秋田分園を活用してまいたいと考えておりますが、運営方法や施設の整備、看

護師等の人材の確保、利用料等については今後、北杜市子ども・子育て会議のご意見を伺いな

がら検討してまいります。 
〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えします。 
 北杜市総合戦略と北杜市定住促進計画に関連して、地上設置型太陽光発電設備についていく

つかご質問をいただいております。 
 はじめに、定住促進や観光推進への太陽光発電設備の影響についてであります。 
 地上設置型太陽光発電設備は設置そのものを規制する法律がない状況の中、各法令において

規制を行っております。経済産業省において設備認定されている事業については、全容の把握

と景観も含めた地区、住民との調和を目的に制定した北杜市太陽光発電設備設置に関する要綱

に基づいた事業実施を事業者へ依頼しており、自然エネルギーと環境の調和を進めているとこ

ろであります。 
 次に、太陽光発電設備を景観条例に位置づけることについてであります。 
 昨年９月に施行した北杜市太陽光発電設備設置に関する要綱は届け出書の提出や留意事項、

事業者等の責務を定めていることから、他市町村で施行されている景観に関する条例または要

綱に遜色ないものと考えており、景観条例に位置づけることは必要ないと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 当局の答弁が終わりました。 
 野中真理子君の再質問を許します。 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 まず１問目の、北杜市の強みと弱みについてのご答弁を聞いて再質問をします。 
 今のご答弁を伺いますと、今は本当に外にばかり目が向いている、子育て世代をいかに呼び

込むかということに目を向けている、それは非常に大事なことではあると思いますけども、こ

こに住んでいる私たち市民をどうするか、どのようにより良くしていくかという視点は必ず必

要でして、特に弱みというところで市長は北杜市の認知度が低いとか医療機関の脆弱さ、そこ
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は今の市民にも非常に関係があるところですけれども、当然、北杜市の弱みの中でこの広大な

面積による行政効率の悪さや公共交通のあり方とかが市長の口から出ると私は思っていたんで

すけども、そのへんについてのお考えをまず伺いたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 野中議員の再質問にお答えいたします。 
 外に目を向けている傾向が強いということですけども、当然私どもは市民を対象に行政を運

営しております。またその中で先ほど答弁にもございましたけども、弱みが医療機関とか公共

交通とか情報発信の弱さとかというものがありますけども、行政効率につきましてはこういっ

た広大な面積を持っておりますので、多少行政コストはほかの類似団体等に比較しますと高い

ものであります。ただ、そうは言いましてもその中で解消すべきものは、先ほど議員おっしゃっ

たように公共交通、これらは重点的な項目と捉えておりますので、今後策定いたします北杜市

総合戦略にも盛り込むことがもしできるようであれば、当然盛り込むというふうに考えており

ます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 野中真理子君。 
〇１２番議員（野中真理子君） 

 今、盛り込むことができればということでおっしゃいましたけども、市長の所信表明の中に

もその地方創生ふるさとづくり、北杜市のふるさとづくりの中でこの総合戦略は北杜市が抱え

る諸課題への課題において最大のチャンスだと言っているわけです。ここでやはり北杜市とし

ての一番の弱みであるこの行政効率の悪さや公共交通をどうするかという問題は、メインに掲

げてもいいぐらいのことだと思いますが、そのへんのご答弁をお願いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 野中議員の再々質問にお答えいたします。 
 先ほどから出ておりますように行政効率の悪さ、また公共交通の問題、これにつきましては

今後、設置いたします有識者会議等で中身について検討してまいりたいと思っております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 野中真理子君。 
〇１２番議員（野中真理子君） 

 それでは、２項目めの総合戦略と定住促進計画に関連したことを伺います。いくつかの課に

またがりますけれどもよろしくお願いいたします。 
 まず最初にデータの分析をこれから行うということですけども、今、人口流出入の分析で、

やはりどういう世代が動いているのかというのは細かく調べなければいけないことではないか。

実際にメインターゲットが子育て世代であることは分かります。でも実際に入ってくる、例え

ば定年退職後の方たちがどのくらいいるのか。その方たちをどのようにするのかということを
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データ上で分析し、それが例えば定年退職後の数字が大きければ今の戦略をどうにかするとか、

そういうことはお考えなのかどうかということをまず伺いたいと思います。 
 次は太陽光パネルの問題ですけれども、北杜市というのは素晴らしい景観だということで観

光客の方も、それから移住してくる方もいらっしゃるわけです。太陽光のパネルが目の前にあっ

たりすると土地は売れない。そのように不動産業者の方ははっきりと言われています。こうい

う状況の中で、その太陽光パネルが今のままでいいのか。今のご答弁では要綱があるからいい

ということをおっしゃいましたけども、要綱は太陽光パネルの導入、要するに促進を図るため

のものです。一方、景観条例というのは北杜市の大切な景観を守りながら、さらにそれを大切

にしていこうという明確な目的があって目的がまったく違うものです。ですから北杜市にとっ

て大事なものは、その景観を大事にする。それを根幹に据えた上で定住促進計画や観光施策も

なければいけないのではないかというが強い思いです。景観条例の中で求められていることは、

例えば道路からの後退距離であるとか、それから少し視線が隠れるように植栽を植えるとかそ

ういうことです。実際に県のホームページ、美しい県土づくり推進室のホームページを見ても

地上に直接設置する場合は色彩を景観に配慮するとか、道路沿いや民家などに隣接して設置す

る場合は通行者や民家などから直接見えないように植栽やフェンス等で目隠しをするとか、そ

れから稜線を乱さないような、土地形状に違和感を与えないように配慮するとか、威圧感や存

在感が軽減されるよう、それから樹木の伐採を行う場合には最小限にする。このように県では

すごく具体的に太陽光パネルについての景観を配慮するように求めています。それで県では県

内市町村に対し景観条例等による早急な対応を要請しているとあり、実際にもう４月１日から

の景観条例を施行する市が県内３つ、さらにほかにも考えているところが多数ある状況です。

中では新しく景観条例を設置するところもありますけれども、北杜市と同じように景観条例が

すでにあって、それに太陽光パネルを新たに入れて改正をした上で、きちんとこれに対応しよ

うという市も多数出てきています。そういう中で一番景観を大事にしたい、県内でも最も優れ

た景観がある北杜市がこのような対応でいいのか、改めて伺いたいと思います。 
 もう１つは、太陽光は終わりで公共交通のほうに移りますけれども、今の定住促進計画は大

変アバウトなものです。総合戦略の中で、例えば公共交通についてどのような具体的なものが

入れられるのか、どの程度までやるのかということを目標にしているのか、改めて伺いたいと

思います。よろしくお願いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 野中議員の再質問にお答えいたします。 
 まず１点目でございます。地域経済分析システムという導入が今、予定されておりまして、

そのデータ等の活用策等のご質問かと思いますけども、それにつきましては先ほどの答弁でも

お答えいたしましたけども、そもそも人の流れとか人口動態そういったもの、地域経済に関わ

るさまざまな、いわゆるビッグデータを活用したシステムでございますけども、この中にはそ

れぞれ人口の流出入とか世代ごとの動向というものが含まれておりますので、今後そのシステ

ムを活用して有識者会議等で検討し、総合戦略に盛り込むという予定になっております。 
 ２点目でございます。公共交通の施策につきましては、具体的にどうかという考えのご質問

かと思いますけども、これにつきましては地域公共交通会議でも基本方針といたしまして具体
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的にはバスの小型化、ならびに小中学校等のスクールバスのすみ分け等を基本としております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 野中真理子議員の再質問にお答えいたします。 
 太陽光と景観条例の関係についてということで、お答えをしたいと思います。 
 まず景観条例につきましては、議員ご存じのとおり景観法が平成１６年に公布されました。

それによりまして本市といたしましては、平成１７年の１０月に景観行政団体となりまして作

成をしたものであります。この景観条例につきましては対象を色、あるいは意匠に制限をかけ

る条例ということになっております。建築物や工作物の新設設置に関する規制を行う条例では

ないという判断でございます。再三答弁をさせていただいておりますけども、現時点では景観

条例に盛り込む必要はないと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 野中真理子君。 
〇１２番議員（野中真理子君） 

 景観とソーラーパネルのことですけども、県がホームページにわざわざ載せて具体的な例ま

でいって、県と市の連携は常に大事だと言っている中でこれはどうなのか、今一度ご答弁を願

います。 
〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 野中真理子議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 県はたしかに景観条例、再三申し上げておりますけども、景観条例に太陽光施設を入れると

いうことになると相当数の住民とのコンセンサス、合意が必要だと思います。例えば個人の方

が持っている土地の権利、それをどこまで抑止できるのかということでありまして、先ほども

答弁させていただきましたけども、うちの景観条例については色ですとか意匠、そういうもの

を制限して景観をよくしようというものであります。今言ったように個人の財産権をどこまで

抑止、あるいは抑制できるのかという問題等がありまして、われわれは去年の９月に北杜市の

太陽光発電設備設置に関する要綱をお示ししているわけであります。大変申し訳ない話ですけ

ども、せっかくできた要綱であります。景観条例より要綱が劣るということはございませんの

で、温かい目で見ていただいて今後も見守っていただきたいと考えています。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 野中真理子君。 
〇１２番議員（野中真理子君） 

 そのことについて温かい目は持っていないですが、再々質問が終わりましたので子ども・子

育て支援のほうの質問に移らせていただきます。 
 まず北杜市らしさを事業計画に盛り込んでいただきたいということ、私も事業計画の計画案
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を読ませていただきましたけども、そこからその定住促進計画でこの子育て世代を、この魅力

があって、ここに呼び込みたいんだという意欲というか魅力を感じられなかったので、もっと

せっかく食育があり、それから農作業の体験とかがあるんであれば、そういうことも含めて事

業計画の中でも盛り込むべきではないかというのが感想であり、そのことについてご答弁をい

ただきたいのと認定子ども園についてはこれから考えるということでしたけれども、やはり定

住促進を進める上でも、また市内の１５％の子どもたちは保育園に行ける要件というものはな

いわけですから、ぜひ積極的に進めていただきたい。具体的にどのくらいの期間でこれが進め

られるのか伺いたいと思います。 
 また今年度事業である子育て世代の包括支援センターですけども、フィンランドモデルとい

うことも聞いているんですけれども、フィンランドでは保健師１人がずっと子どもの成長に関

わるというようなモデルだったと思うんですが、そこを目指していくのか。それとも北杜市は

北杜市のやり方でいくのか、そのへんの内容を伺いたいと思います。 
 また公園ですけども、今、福祉部長のご答弁では今ある自然、北杜市の公園を生かすという

ことでしたので、私としてはぜひそれを進めて皆さんに広く知って活用していただくことが何

よりかと思いますが、おそらくそのアンケート調査で公園というのを書いた父兄というのは、

都市型の子どもと手をつないで歩いていって、安全な子どもの遊び場というものを想像してと

いうか、そういうことも考えて書いているのではないかと私は想像するわけですけども、お母

さんたちにもお父さんたちも北杜市ならではの子育てということで、今ある公園とか、それか

ら観光地として多くの方が来るわけですから、逆にその観光地を市民の皆さんにも十分活用し

ていただくというような方法でぜひ施設を活用する、そのＰＲの仕方などについても部長に伺

いたいと思います。 
 また病児・病後児保育ですけども、私どももこのことについては研修も行いましたけども、

例えば研修を行った先のある市では予算１，４００万円を使い、それから歳入としては使用料

とか県から入るお金が２７０万円。要するにそれを延べ利用人数１６０人で割ると１回当たり

７万円という額がかかっていました。そこの市は。要するにそれであれば、今ある子育て支援

センター、ファミリーサポートセンターから人を派遣する、それのほうがよほど安くついたり

するわけです。そこの市で言われたのは、北杜市には２つの市立病院があるなら病院の中で病

児・病後児保育をやるのは分かる、だけどもお金は非常にかかるものですよと言われています

ので、そのへんも含めて病児・病後児保育をどのように考えているのか、改めて伺いたいと思

います。 
〇副議長（坂本君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 野中真理子議員の再質問にお答えいたします。 
 フィンランドのネウボラを目指すのかということでございます。 
 フィンランドのネウボラにつきましては、１人の方が妊娠期から就学前までを同じ担当者が

相談に応じていろいろ指導していくというものでございます。北杜市におきましても現在、保

健師が地区を担当しておりまして、その者が妊娠期から就学前までを担当はしておるんでござ

いますけども、人事異動の関係で妊娠期から就学前というと７年ぐらいあるんですけども、そ

こまではみられないにしても、それに近い形で相談等は行っている状況でございます。究極的
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にはそういう状況にしていければいいんですけども、日本版ネウボラというようなことも国で

は考えておりますので、まずはそちらのほうからというふうに考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 野中真理子議員の再質問にお答えします。 
 まず１点目、北杜市らしさの事業はということについてでございます。 
 北杜市の子ども・子育て支援事業計画は国の新たな制度への対応を図るだけではなく、北杜

市次世代育成支援行動計画で定めた基本理念や考え方を検証し、幸せで明るい子どもの声がい

たるところで響く地域をさらに推進していくことを基本としております。次世代育成支援行動

計画から踏襲している明るい声が響く町の中で自然や人材、文化施設など子どもの教育に関す

る地域の資源を十分に活用した原体験や実体験を重視した原っぱ教育を推進する中で、ライフ

ステージを通じた体験活動や体力づくり、スポーツ活動の促進を図っていくということとして

おります。 
 また本市では、次世代を担う子どもたちのためをコンセプトに食と農の杜づくりを推進して

きたところであり、さらに「おはよう！！朝ごはん宣言」を行うなど積極的に食育を推進して

いるところであります。また学校給食においては、地域の農産物を積極的に活用してまいりま

した。今後につきましても北杜市の豊かな自然を活用した食を通じて、子どもの豊かな人間形

成を取り組む推進をしていくこととしております。 
 次に２点目の認定子ども園についてでございますけれども、市立保育園に幼稚園機能を持た

せる保育園型認定子ども園を考えております。 
 なお、設置につきましては先ほども申し上げましたけれども、どの園で行うのか、施設の整

備が必要か、人材の確保はどうか等いろいろな問題があろうかと思いますので、教育委員会な

ど関係機関とも協議するとともに子ども・子育て会議のご意見を伺いながら進めてまいりたい

と思っております。 
 続いて、公園についてでございます。 
 昨年度実施した北杜市子ども支援ニーズ調査において、就学前の児童の保護者等から安心し

て遊べる場所、思いっきり体を動かして遊べる公園等がほしいというご意見がございました。

また北杜市定住計画のアンケート調査でも子どもの遊び場や公園などの充実について不安を感

じている方が多いという結果が出ております。これらを踏まえて、先ほども申し上げましたが

オオムラサキ自然公園や三分一湧水公園、花の森公園、フレンドパークむかわ、高根ふれあい

公園など市内にもいくつかの施設がございます。これらの施設の有効活用を図るとともに施設

のあることを知らない保護者の方等もいらっしゃいますから、周知方法についても検討してま

いりたいと考えております。 
 それから病児・病後児保育でございますけれども、保護者が就労している場合等において子

どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合があります。こうした保育需要に対応するために

休園している長坂保育園秋田分園において、病気の児童を一時的に預かる保育をすることで安

心して子育てできる環境を整備したいと考えております。 
 運営にあたりましては、先ほど申し上げましたが医療機関との連携や看護師、保育士等の配
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置、療養対象者等についても子ども・子育て会議のご意見を伺いながら、また近隣の町村の状

況を見ながら検討していきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 再々質問を行います。 
 福祉部長に確認なんですが、公園というのは今あるのを使うということで、新たに何か整備

をするということではないのかどうかというのを確認と、それから病児・病後児保育にしても

また公園にも少し関連することですが父兄が描いているイメージ、例えば病気になっても子ど

もたちがすぐ預けられる、安心して自分が働ける、しかし実際には感染症であったりすると預

けられないというふうな制約もたくさんありますよね。そういうことをやはり丁寧に保護者の

方たちに分かってもらって実態と、できること、できないことをしっかり伝えた上でこれが本

当に必要なのかどうかということを皆さんに問う必要があると思いますので、そういうことを

どのようにやっていくかを質問したいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 公園についてでございますが、これは既存の公園を充実してまいりたいと考えております。 
 病児・病後児保育については保護者のご意見をいただいたり、子ども・子育て会議で十分検

討させていただいた中で整備をしていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 野中真理子君の質問が終わりました。 
 関連質問はありますか。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 ただいまの市民フォーラムの代表質問の中で、北杜市総合戦略と同じく北杜市定住促進計画

に関連してという項目の中から何点か関連質問をさせていただきます。 
 まず太陽光発電の施設のことについて、いろいろご答弁をいただきました。この件について

は長く何度も何度もやりとりがありますので市としても承知はしているつもりですが、温かい

目で見守っているうちに北杜市の環境は大変なことになってしまうだろうという立場からいく

つか伺いますが県の方針、先ほども出ましたけどももう一歩踏み込めということを県は言って

いるんだと思うんですね。何も北杜市が制定した要綱が劣っているとかなんとかという話では

なくて、もう一歩踏み込んで、ある程度の規制がかけられるような内容にしてほしいというこ

とを県は言っているんだというふうに私は思います。 
 先ほど野中議員も言いましたけども、北杜市の要綱というのは、ここに書いてあります円滑

な発電設備の導入が図られることを目的にというふうに書いてあります。推進が目的の要綱で
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す。今、私どもが求めているのは、ある程度の規制をかけられる条例をつくれないかというこ

とを申し上げているんですね。先ほど福祉部長の答弁の中にもありました。豊かな環境、貴重

な自然環境というフレーズが答弁の中にいっぱい出てきましたが、そういう中で子どもたちの

情操教育ができるんだというような趣旨のご答弁だったと思いますが、大きな森を切ってそこ

に太陽光パネルを張っていくという、そういう光景を子どもたちに見せて、これが北杜市の教

育なんだということが説明できるんでしょうか。そういうことを子どもたちに見せていいんで

しょうか。私はそこを非常に危惧します。そのへんの考え方を含めて、これは建設部長に伺い

ます。そういうことを踏まえて、今のままでいいのかというようなお考えを１点、聞かせてい

ただきたいと思います。 
 昨年の１１月の末に市民の方々が主催したシンポジウムがありました。このこともたしか

１２月定例会の中で触れたと思うんですけども、そこには大勢の移住の方々が重大な関心を

持って集まってきたんだというふうに思います。彼らはおそらく北杜市の貴重な自然を評価し

て移住してきたんだろうと思います。その方々がこの太陽光パネルの発電設備の設置を見て、

これはまずいというふうに思ったはずです。だからああいう、３００人近い人が集まったシン

ポジウムが行われて、そこには地元で例えば学校の校長先生などを経験した方たちも参加して、

引っ越して来られた方も、それから土地の方も含めてこれは北杜市の重大な問題ではないのか

ということを勉強したわけですね。これから移住をどんどん促進して北杜市に人を呼び込もう

といったときにその人たちが来てみて、あの光景を見たらどう思うか、そういうことも含めて

もう一度お考えを伺いたいと思います。 
 それから、もう１点は公共交通についてです。これはデマンド交通を廃止したときに当時の

企画部長さんはこれからはもう自助・共助でやってくれということをはっきり言われましたよ

ね。今日ご答弁の中で有識者会議の中で、もう１回検討するんだと。その中でバスの小型化と

かスクールバスということがありましたけれども、本当にバスを利用できない人たちの足につ

いて、北杜市はあとは自分たちで、市民の皆さんやってくれといっているわけですね。そうす

ると今度、その有識者の方々を集めて検討するという、その内容はどういうことをテーマに想

定されているのか、それをお聞かせください。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 岡野議員の関連質問にお答えをいたします。 
 大規模に森林を伐採してあれでいいのかということでありますけども、いずれにしましても

森林は個人財産ということであります。それを切る行為自体はまず抑制、抑止できないという

ふうに考えています。 
 それと質問の趣旨でちょっと、良いのか悪いのかということは別にしまして森林が道路の木

障になっていて雪氷といいますか、氷原になっていて非常に危険なところがあるということで、

あとの質問にもございますけども、木を切ったらどうかというご質問でございます。ある支所

では雪氷対策として切ってくださいという個人にお願いをしたと。その個人は切ったんですけ

ども、あとあとそのままにしておけばまた山林が繁茂して、また日影になって道路が凍りつく

ということから太陽光発電をしたいということを考えているようです。質問の趣旨に合ってい
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るかどうかは別にいたしまして、そういうことにより２０年間は木が繁茂しない、道路が今言っ

たように雪氷をしないというふうな事例もあるということであります。ですからケース・バイ・

ケースであろうというふうに考えております。 
 それとご承知のとおり、東京電力でも発電の多い時期には買い取りをしないと。あるいは

４２円が２７円に買い取り価格がなるということ等を考えますと、今後ああいう大規模な太陽

光発電設備が継続して行われるのかということは非常に難しいんではないかと。こちらとして

はそういうふうに考えております。そんなことで先ほども再三の答弁で申し訳ありませんけど

も、要綱において指導してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 岡野議員の関連質問にお答えいたします。 
 公共交通の問題でございます。これにつきましては、デマンドを廃止したあとの足の確保に

ついてというご質問でございますけども、これにつきましては先ほども答弁させていただきま

したように、今後有識者会議等で広く検討してまいりますけども、そうは申しましてもやはり

足の確保というのは重要だと捉えておりまして、県のほうでも広域的な対応を考えているとい

うことも伺っておりますし、また私どもも市町村間の連携を図りながら足の確保というか地域

公共交通の効率的な運行、ならびに市民の方の利便性の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 岡野淳君。 
〇８番議員（岡野淳君） 

 答弁漏れなので時計を止めてください。 
 先ほどの太陽光発電の件で１点、子どもたちにあの森を切る光景を見せることがいいのかと

いうことについてのお考えを伺いたいと申し上げました。 
 それから企画部長、具体的に、僕が聞いたのは有識者の方々を集めて会議をするんであれば、

そこでデマンド交通を廃止にしたときのあの市の考え方に基づいて、具体的にどういうテーマ

を想定しているかということを聞かせてくださいというふうに聞いたんです。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁漏れですか。 
 （はい。の声） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 答弁をもう一度させていただきますけども、有識者会議には当然、デマンド廃止後の公共交

通のあり方についてはそれぞれ地域公共交通会議という会議がございますので、そちらでも考

えております。先ほど答弁させていただきましたように基本的な方針といたしましては、平成

２８年度を目標にバスの小型化、ならびにスクールバスとの混乗路線の解消ということで、ス

クールバスのすみ分けという考えがありますので、それを踏襲いたしまして当然、有識者会議
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に諮っていくということでございます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 太陽光でいろいろご心配いただいているわけでありますけども、私が申すまでもありません、

当然１つの事業に対しては景観等々の問題もあると思います。しかしもう１つは私たちの地域

もいろいろな意味でマイナスというか、遊休地をどうするかというような時代背景もあります。

さらには国策としてエネルギーをどうするかという問題もあると思います。そういうことを総

合的にいろいろ考えたときに、結局最後に言えることはバランスの問題もあろうと思います。

そういう中で大規模大規模とおっしゃいますけども、送電線が間に合わないわけですから、大

規模の、分かりやすく言えばメガソーラーみたいなものは、５０キロ以上のものはもう造れな

いという現実もあるわけです。だから一言で言えばバランスの問題があろうと思います。そう

いう中で私どもは、現状では要綱でこの問題はクリアできるという判断をしているわけであり

ます。ご理解ください。 
〇副議長（坂本君） 

 先ほどの答弁漏れについて、神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 申し訳ありませんでした。子どもたちにあの光景を見せていいのかということでありますけ

ども、市長が答弁させていただいたとおり大小、例えば太陽光であれ、あるいは宅地の開発で

あれ、工場の開発であれ、例えば今、誘致しております農業法人のビニールハウス、あるいは

そういった建物であれ、景観に対しては大小の問題はあると思います。しかし市長が答弁させ

ていただいたとおり調和の取れたもの、すべての山を切るということではございませんので、

調和の取れた開発と自然環境を守るということは必要であると考えています。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 今の件について、もう一度伺います。 
 まず建設部長が答弁してくださいましたが、道が凍るから危ない、だから林を切る、一体こ

の事例は何％なんですか、全体の。そういうことではないと思いますよ。それはそういう場所

もたしかにあるでしょうけども、そういうことではなくて、私が言っているのは北杜市の財産

である自然環境、そういったものを太陽光発電、しかも太陽光発電だって駄目だと言っている

わけではない。今のやり方が、これはむしろ投機だろうという立場で言っているわけです。そ

ういうことに対して、北杜市の財産である森林を切ってやっていいのかと。これは県でも木を

切ってまでやることではないと言っているわけですよ。そこは市長の言うバランスもよく分か

ります。ではそのバランスは誰がどう判断するのかというところ、それも多くの方の意見を聞

くという場があってもいいんではないかと思います。何％の道路が凍ったか知りませんけども、

そういう答弁はちょっとずるいと私は思いますよ。 
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 それから企画部長、しつこいようですけどもバスの小型化も結構、スクールバスの混乗化を

やめるのも結構、だけども私も前から言っているのはその市民バスに乗れない、バス停まで行

けない人たちをどう救済するのかと。そこが一番大きな問題だと再三にわたって申し上げてい

るわけですね。そこはさっきも申し上げましたけども、当時の企画部長があとは自分たちで頑

張ってくれと言ってしまったわけですよ。だけど頑張りようがない人だっていっぱいいるわけ

です。そういう人たちの足の確保は、市としては今後どういうふうに考えているんですかとい

うことを再三にわたって聞いているので、そこをひとつお考えをお聞かせください。 
〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 岡野議員の再々質問にお答えいたします。 
 公共交通のあり方、これについて、私どもが市民の方をないがしろにしているわけではあり

ません。当然、公共交通会議で出ましたバスの小型化によりまして、集落内への乗り入れが可

能になると。大型では入れなかったものが小型化すれば集落内に入れるということも１つの足

の確保という意味で２８年度以降、進めていくという考えでございます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 清水建設部次長。 
〇建設部次長（清水宏君） 

 岡野議員の関連質問にお答えします。 
 先ほど木の伐採に関する景観等のご質問でございますが、まず考え方として木の伐採につい

ては従来、景観条例においてすでに対象として行っております。木を切ること自体の行為につ

いて、景観がどのようにあるのかということの配慮については当然、木の伐採に対しての景観

条例の計画理念についてを届け出の中で指導しているのが実態でございます。また大きく木を

切るとか、そういうふうなものについては森林法とか上位法令の中でそれらの中の取り扱いが

ございます。具体的には１万平方メートルを超えるものについては、森林法の許可という形の

中で行われ、防災を含め景観等も配慮の中での計画が事業者の中に求められてきます。また森

林法の１万平方メートルの許可行為にならないものについても当然、届け出という形での中で

木の伐採についての抑制というものは、景観条例以外のものでそういうふうな形の中での指導

が併せて行われているのも実態でございます。 
 また県のほうの指導という形の中で、それが市としての考えはどうなんだというふうなお問

い合わせの中の内容については、景観条例そのものがそれぞれの景観計画を担っている自治体

がそれぞれの景観に合わせた形の中で責任を持って行うというのが景観法の趣旨だと思います。

本市においては部長が先ほど来、説明しています要綱、この要綱の中の取り扱いの中で他市町

村の中で、そういうのをやっている景観条例で行っている届け出等の内容については、すべて

網羅されているつもりでございます。内容についてはなんらそれらのものが条例にならなけれ

ばできないというものではなく、すでに要綱としての中で他市町村でやっているものとなんら

問題がないものと判断しております。 
 今後、条例の取り扱いというものについては、先ほど野中議員の質問にもありましたが、ま

ず設置の方法とかそういうふうなものについて、条例としての規制ができるのかどうなのかと
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いう議論がその先にあると思います。それについては当然、土地の状況、利用等を考えながら

市民のコンセンサスを取る中で定めていくものであって、景観が見苦しいうんぬんだけの理由

でそういうふうな基準というものが今の段階でやるには、まだ時期尚早な状況と判断しており

ます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、市民フォーラムの会派代表質問を終結いたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１１時２０分といたします。 

休憩 午前１１時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２０分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を始めます。 
 傍聴人に申し上げます。 
 会議中は静粛にしていただけるよう、お願いを申し上げます。 
 次に、公明党の会派代表質問を許します。 
 公明党、１８番議員、小尾直知君。 
 小尾直知君。 

〇１８番議員（小尾直知君） 
 公明党を代表して質問をいたします。 
 はじめに地方版総合戦略策定について、いくつか質問します。 
 わが国は２００８年から人口減少時代に突入しています。人口の急速な落ち込みは経済の停

滞や生活水準の低下を招きます。都市圏への人口流出が続く地方には、すでに深刻な問題が表

われている地域もあります。人口減少に歯止めをかけるには長い期間を要しますが、早く手を

打つほど効果は高まります。 
 政府は昨年末、人口減少に歯止めをかけ地域活性化を目指す長期ビジョンと２０１５年から

１９年度の政策目標を定めた総合戦略を決定しました。今年は各自治体が人口動向や中長期の

将来展望を示す地方人口ビジョンを定めるとともに、そうした人口動向や産業の実態を踏まえ

ながら地方版総合戦略の策定と実施に入ります。とりわけその議論にあたっては産・官・学に

加え地域の実情を詳しく知る金・労・言、いわゆる金融機関、労働団体、メディアや住民の代

表を巻き込むことが重要であります。 
 国ではこの総合戦略の策定と実施を情報、人、財政の面から切れ目なく後押しするとし、情

報については産業、人口、社会インフラなどに関しては必要なデータ分析ができる仕組みを提

供し、人の面では小規模市町村５万人以下には国家公務員を派遣したり、地域に愛着を持つ府

省庁の職員が相談窓口となってサポートします。そしてこれらを支えるのが財政支援です。

１４年度補正予算では地域活性化のための地方創生先行型の交付金１，７００億円で各自治体

を後押しするほか、まち・ひと・しごと創生関連事業として１，６００億円を確保、１５年度
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予算案では関連事業に約１兆４千億円、地方財政上の取り組みとして地方創生に必要な歳出を

１兆円計上しています。この地方創生は国を挙げての大きな政策課題となっており、政府も重

点的に取り組んでおります。 
 身近な地域に目を向けてみれば人は減り、暮らしの条件は良くならず生業は細るばかりであ

ります。少子高齢化、人口減少、地域経済の衰退などは大都市圏であれ、農山漁村であれ共通

して見られます。この課題はそれぞれの地域の住民や地方自治体にとっては、それ以上に大き

い縮小社会の諸問題に対処して持続可能な地域をつくり上げることが最大の課題であります。 
 そこで施策を進めていく上で大切なのは地域が責任を持って自ら知恵を絞り、実情に応じた

戦略を立て実行できることです。地域住民の知恵と発想を柔軟に展開できる仕組みづくりが必

要であると公明党は一貫して訴え取り組んできました。現場で生きる人々がその力を存分に発

揮できる、人が生きる地方創生としていかなければならないと考えます。 
 豪雪地帯で知られる新潟県十日町市の事例を紹介します。同市では過疎の山中にある廃校舎

をレスリング道場に改築。それが世界トップレベルの女子日本代表の合宿所として注目を集め

るようになり、地域に活力が生まれています。また地域おこし協力隊では任期終了後も約６割

の隊員が残り、家族も含めると退任者２３人を上回る２８人が定住しています。さらに隣接す

る津南町とともに３年に一度、大地の芸術祭を開催。およそ２００の集落が地域そのものをキャ

ンバスとして現代アートの作品展が展開され、世界中の芸術家や都会の学生が製作のため長期

間泊り込むほか、世界から多くの観光客が訪れ地元産品の販路拡大につながっております。こ

れらは地方創生の意欲的取り組みの好例といえますが、まさに知恵は現場にありであります。 
 今後、市が地方人口ビジョンと地方版総合戦略を策定し、地方創生に取り組むことになりま

すが、大事なことは担い手である人が要であります。中心でなければならないと考えます。 
 そこで公明党では地方創生にあたり、どこまでも人に視点を置いて５つの分野に重点的に取

り組みたいと考えています。まず第１は地域仕事支援事業です。これは地域に必要とされる人

を還流させるため地域仕事支援センターを整備し、地域の仕事と生活情報を一体的に提供しな

がら魅力ある仕事をつくり、必要な人づくりを進める。 
 第２は都市と農村の人の交流事業です。公明党はかねてより子ども滞在型農山村体験教育の

取り組みを推進してきました。都市と農村との人の交流を活発化することで、一時的な滞在か

ら継続的な滞在、場合によっては二地域居住、そして移住、定住へと人の流れが生まれます。 
 第３は大学生等の地方定着の推進です。それぞれの地域で必要とする人材を確保するため地

方大学などへの進学、地元企業への就職、さらに都市部の大学等から地方企業への就職を促進

することが重要です。このため無利子奨学金の地方創生優先枠の設定や必要に応じ、奨学金返

済の免除など大胆な政策を行う必要があります。 
 第４は日本版ネウボラの推進です。フィンランドでは子ども、家族のための切れ目のない支

援態勢、いわゆるネウボラが地域の拠点として整備されています。妊娠から子育て期までの包

括的な支援として子育て世代包括支援センターの設置ですが、わが市では市長がいち早く今定

例会所信において表明し、高く評価したいと思います。 
 第５はコンパクトプラスネットワークの推進です。富山市などの先駆的事例から学びつつ既

存の施設などを有効活用しながら医療、福祉、商業等の機能をまちなかに誘導するコンパクト

シティの形成と地域公共交通ネットワークの再構築を進めるべきと考えます。 
 以上の観点から以下、質問をいたします。 
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 １．市の総合戦略の策定スケジュールは。 
 ２．総合戦略にはどのような内容が盛り込まれるか。 
 ３．総合戦略の策定には県との連携が欠かせないと考えますが、その対応は。 
 ４．総合戦略策定プロセスにおいて、広く関係者の意見が反映されるよう検討組織等の立ち

上げが必要と考えるが。 
 ５．総合戦略には基本目標における数値目標を設定することが求められているが、その基本

的考えは。 
 ６．総合戦略の実現には、地域での人材育成が必要であるが対応は。 
 ７．先行して実施されている事業内容は。 
 次に林業の再生について、いくつか質問します。 
 １９６４年の木材の輸入自由化以降、安価な輸入材の供給量が急増し、国内の木材生産額は

減少し林業は縮小しており、その中で円安に伴う輸入材の価格が価格上昇によって住宅建築に

国産材を使用するニーズが少しずつ高まっています。 
 久々に巡ってきた日本林業への追い風を生かし、成長産業に飛躍させる好機にしたい。国は

２０２０年までに木材自給率を５０％以上とする目標を掲げ、森林や林業の再生を国家戦略に

位置づけております。植林や伐採など森林事業の集約化、低コスト化対策を強化して国産材の

安定供給を目指しています。 
 林業再生の目玉として今、注目を集めている動きも出ております。ＣＬＴといわれる直交集

成板と呼ばれる新しい建築材で、木の板を何層も貼り合わせた集成木材で耐震性や防火性に優

れている。現在は実証段階でありますが、国土交通省は来年度中にも建築資材として認める方

針です。実現すれば幅広い木材建築が可能になり、多方面での大幅な活用が期待されます。Ｃ

ＬＴの普及により林業が活性化すれば、残材のバイオマス発電の利用が進んだり、森林の荒廃

に歯止めをかけられます。担い手確保も欠かせません。総務省の調査では林業従事者は年々減

少しているが、３５歳未満の従事者の割合は上昇傾向にあります。世代交代が進むと課題にな

るのが木材の運搬や加工方法など林業技術の継承であります。新規就業者が必要な技術を習得

できる研修体制の充実に配慮しなければなりません。林業で働く若者が増えると中山間地など

地方への移住が進み地方創生の後押しになります。政府だけでなく自治体も待遇や安全面に十

分配慮し、若者雇用の受け皿として充実させる取り組みを強化していくべきと考えます。 
 北杜市の現状は森林総面積４万５，９００ヘクタール、東京ドーム９，８００個分、森林率

７６％、そのうち人工林は３７％であります。林業従事者は７０人程度。人数も含め強化が必

要です。以下、質問をいたします。 
 １．製材工場の現在の状況と今後、大型工場誘致の考えは。 
 ２．林業従事者育成支援策は。 
 ３．ＣＬＴ（直交集成板）の製造工場誘致と木質バイオマス発電の事業化の考えは。 
 ４．林業への地域おこし協力隊の活用策は。 
 次に太陽光発電設備の設置と景観計画について、いくつか質問いたします。 
 人と自然と文化が躍動する環境創造都市を目指して合併以来、自然エネルギーの利活用に積

極的に取り組んできた北杜市は今、国内外の注目を集めています。特に忘れてはいけない３．

１１の大震災は、改めてエネルギーについてさまざまな取り組みがクローズアップされました。 
 太陽光発電は国の政策や電気事業者の発電・売電における規制緩和と法改正により需要・供

 ７５



給のバランスをも含め売電単価の高騰により市内には太陽光発電設備が個人、企業を問わず多

く見受けられるようになりました。近年、市内に増加している太陽光発電の設備に関し、さま

ざまな理由により懸念する市民の声を多く聞きます。特に景観に対しての影響を市はどのよう

に考えているか、以下質問いたします。 
 １．市の定めた景観計画における景観についての考え。 
 ２．太陽光発電設備の景観に与える影響についての考え方。 
 ３．景観条例における規制についての考え方。 
 ４．太陽光発電設備と景観との調和についての考え方は。 
 以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 小尾直知議員の、公明党の代表質問にお答えいたします。 
 地方版総合戦略の策定について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市の総合戦略の策定スケジュールについてであります。 
 国は市町村の人口動向と産業実態等を踏まえ、平成２７年度から５カ年間の政策目標、施策

を地方版総合戦略として平成２７年度中に策定するよう求めております。 
 本市では本年度、人口減少を抑制し、地域活力の維持を図るため定住促進計画を策定したこ

とから、計画に位置づけた施策を基本に北杜市総合戦略を策定することとしております。 
 総合戦略の策定に当たっては市民をはじめ企業、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、

メディアなどで構成する有識者会議において、広く関係者の意見を反映させることとしている

ことから、組織の立ち上げを急ぐとともに平成２７年度の中ほどを目標に策定したいと考えて

おります。 
 次に、総合戦略に盛り込む内容についてであります。 
 総合戦略には、市の人口の現状と将来の展望を踏まえた上で市の実情に応じながら、国が示

すまち・ひと・しごと創生総合戦略の基本的視点である東京一極集中の是正、若い世代の就労、

結婚・子育ての希望を叶える、地域の特性に即した地域課題の解決を意識して戦略の基本目標

を設定することとなります。 
 そしてこの基本目標の達成に向け、具体的な施策を検討し盛り込むこととなりますが、本市

においてはすでに策定した定住促進計画の施策をもとに、有識者等で構成される組織において

検討していただきたいと考えております。 
 次に、県との連携についてであります。 
 国は地方版総合戦略の策定に当たって、県には市町村を包括する広域の地方公共団体として

広域にわたる施策や基盤的な施策を中心として総合戦略に盛り込むよう、また市町村の戦略策

定を支援するよう求めております。 
 県では昨年９月に設置した人口減少対策県・市町村連絡会議において、国などからの情報を

共有する中で、市町村との連携を図りながら地方版総合戦略の策定を市町村と一体となり進め

ることとしております。 
 次に、検討組織等の立ち上げについてであります。 
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 地方版総合戦略を効果的・効率的に推進していくためには、市民をはじめ産・官・学・金・

労・言などで構成する組織で施策の方向性や具体案について検討し、広く関係者の意見が反映

されることが重要であるため、早い時期にこれらの有識者等で組織する仮称、北杜市ふるさと

創生会議を立ち上げることとしております。 
 次に、総合戦略に設定する数値目標についてであります。 
 地方版総合戦略には、盛り込む政策分野ごとに５年後の数値目標を設定することとなります。

この数値目標等をもとに実施した施策、事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改定・

見直しをし、より実効性の高い事業の推進を図ることが求められております。 
 次に地域での人材育成の対策についてであります。 
 総合戦略の実現には人材育成が必要なことから、国はまち・ひと・しごと創生総合戦略で地

域での人材育成策として、大学や専門高校などにおいて地元の地方公共団体や企業等と連携し

た実践的プログラムの開発や教育体制の確立により、地域を担う人材育成を推進するとしてお

り、国や県の人材育成策を勘案する中で北杜市ふるさと創生会議で検討していきたいと考えて

おります。 
 次に、先行して実施する総合戦略の事業についてであります。 
 国は、平成２７年度中に策定する地方版総合戦略に盛り込むことが想定される事業を先行し

て実施するよう、本年度中に地方創生先行型実施計画の策定を要請しました。 
 本市では定住促進計画に位置づけた施策をより具体的に推進するため、北杜市総合戦略の策

定、子育て世帯の移住・定住促進、子育て世帯の防災用品の整備、世界に誇る資源のブランド

化推進、空き店舗を活用した交流促進などに取り組み、定住の促進につなげることとしており

ます。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 小尾直知議員の、公明党の代表質問にお答えいたします。 
 林業の再生について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、製材工場の現況についてであります。 
 現在、市内の製材工場は輸入材等の低コストに対し地域材の需要と供給が少なく、経営が困

難となり１０年前には数社あった製材工場も現在は１社のみとなっております。 
 次に、大型製材工場の誘致についてであります。 
 市では、各分野での木材利用を幅広く需要拡大するとともに地域材の安定的・効率的な供給

体制の構築等を図ることは、重要と考えております。 
 今後、市内の豊富な木材の有効活用と安定供給の体制整備を図るために、その核となる工場

の誘致を峡北森林組合等と検討してまいりたいと考えております。 
 次に、林業従事者育成支援についてであります。 
 市では北の杜づくり講座や木づかい市において研修や講座を行い、人材育成支援を行ってお

ります。また国庫補助事業である森林・林業人材育成対策を活用して、緑の雇用に通じた新規

就業者の確保・育成を支援するとともに、森林・林業に関する高度な知識・技術を有する人材

育成を山梨県森林組合連合会が実施しており、市内では本年度において２業者が活用しており
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ます。 
 次に、ＣＬＴの製造工場誘致の考えについてであります。 
 ＣＬＴは、いわゆる直交集成材と呼ばれる新しい建築材であります。来年度の新規事業とし

て国が新たな木材需要創設総合プロジェクトを予算計上しております。主な内容はＣＬＴ関連

や地域材利用促進であり、今後、要綱、要領を確認し工場誘致について検討してまいりたいと

考えております。 
 次に、木質バイオマス発電の事業化についてであります。 
 木質バイオマス発電については、大月市１１．５メガワットが平成２８年度、長野県の塩尻

市１０メガワットが平成２７年度に稼動を予定しており、多量の木材が必要になるため峡北森

林組合を通じて協力を依頼されているところであります。 
 大型バイオマス発電が計画されると木材が不足し必要以上に伐採が進む懸念があるため、市

では両施設への搬出を検討している状況であり、今のところ市での事業化は考えておりません。 
 次に、地域おこし協力隊の活用策についてであります。 
 林業の再生を行う上で、地域おこし協力隊の活用は有効であると考えております。現在、道

志村地域おこし協力隊が薪ストーブの推進で実績を挙げており、それらの優良な先駆事例を参

考にして検討を進めてまいりたいと考えております。 
〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 小尾直知議員の、公明党の代表質問にお答えいたします。 
 太陽光発電設備の設置と景観計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、景観計画における景観の考え方についてであります。 
 北杜市の豊かな景観は、景観計画においていくつかに分類されております。 
 １つは自然景観、いわゆる眺望で山々や水辺、緑、動物などの自然のもので構成され、大き

な意味の景観と位置づけられます。 
 ２つ目として里山・農村景観で昔からの集落や棚田等の田園、集落を守る防風林などにより

構成されているものであります。 
 ３つ目として歴史・文化的景観で神社、仏閣や遺跡等の文化財施設などがつくり出すスポッ

ト的なものとなっています。 
 ４つ目として都市的景観で建築物や土木構造物、オープンスペース、まちなみなどにより構

成されたものであります。 
 最後に暮らしの景観で人々の暮らしや行為、人々の生活風景がつくり出す景観となります。

これらは大きなものや小さなもの、遠くから眺めるもの、中に入って感じるものなどが絡み合っ

て北杜市らしい豊かな景観を構成しております。 
 次に、太陽光発電設備が景観に与える影響についてであります。 
 森林の伐採や宅地開発などの現状を変える行為やさまざまな工作物の設置などは、現状に変

化を与え大なり小なり環境に影響がありますが、太陽光発電設備は景観条例における守ってい

かなければならない景観へ影響のある行為であるとは、現在のところ考えておりません。 
 次に、景観条例での規制についてであります。 
 北杜市景観条例は景観への影響がある程度大きくある一定規模の行為について、景観への配
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慮を求める規制を行っております。その内容は具体的には設置工作物の高さや位置、工作物の

色彩への配慮等となっており、工作物の新設などの行為については景観を理由に抑制すること

はできないため、一定の景観を保持するための配慮を求めるものであります。 
 太陽光発電設備を景観条例の規制対象工作物とすることは可能でありますが、設置により阻

害される景観がどのようなものなのか、景観形成基準をどのように設定するのか、守るべき景

観はどのような景観であるのかなどについて、市民の合意が形成された上で行うこととなると

考えております。 
 現在、他市町村で運用されている景観に関する条例や指導要綱は設置を禁止する、または限

度面積を定めるものではなく景観への配慮を求めるものがほとんどであり、昨年９月に施行し

ております北杜市太陽光発電設備設置に関する要綱において、景観への配慮などを求める内容

は他市町村の条例、要綱と遜色ないものと考えております。 
 景観条例で制限する場合は本市全域を規制の対象となってしまうことから、土地利用を図り

たいエリアにおいても一律な基準で制限を課するのは、財産権や地域の振興の観点からも適当

ではないと考えております。 
 守るのに規制が必要なのは眺望なのか、里山・農村なのか、歴史・文化的なのか、都市的な

のか、暮らしなのかの市民の合意を得た上で守るべき景観、そのための規制の内容、範囲を定

めた上で初めて可能になるものであると考えております。 
 次に、太陽光発電設備と景観との調和についてであります。 
 太陽光発電設備に限らず人工構造物と自然の両立は必要であると認識しております。自然環

境へ影響のある開発行為が古くは開拓、基幹道路の整備、別荘分譲等の宅地開発等が行われて

きました。自然への負荷のある行為である一方、地域の発展へ寄与された行為でもありました。 
 今後の北杜市の将来を考えたとき、太陽光発電設備と景観の調和は大変重要であると考えて

おります。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 当局の答弁が終わりました。 
 小尾直知君、再質問を許します。 

〇１８番議員（小尾直知君） 
 はじめに総合戦略について、いくつか再質問をいたします。 
 総合戦略に盛り込む内容について、北杜市の定住促進計画をもとに有識者等の会議で意見を

伺い策定するということでありますが、移住・定住を進める上で共通する課題をどのように捉

えているかということが１つ。 
 もう１つは人材育成については、国も地方創生を推進するために小規模市町村に国家公務員

を派遣したり、地域に愛着を持つ府省庁の職員が相談窓口となってサポートするなど積極的に

対応していると思われますが、これら国の施策に対し市はどのように対応しておりますか、お

伺いしたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 
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〇企画部長（菊原忍君） 
 小尾議員の再質問にお答えいたします。２点いただいております。 
 １点目でございますけれども、総合戦略に盛り込む内容のことについて移住・定住を進める

上で共通する課題をどのように捉えるかというご質問でございます。 
 これにつきましては、本年度策定いたしました定住促進計画、この内容には定住を促進する

ための共通施策ということがございまして、本市を知っていただくための情報発信、ならびに

関係団体との連携を位置づけております。 
 首都圏での調査におきましては、本市の認知度は決して高いとは言えず本市を知っていただ

くための情報発信については、今後積極的に進めてまいりたいと考えております。 
 また人口減少、ならびに少子高齢化が進む中で近隣の自治体等と連携し、生活機能を確保し

て充実させるということも非常に重要と考えておりますので、これらの共通課題に取り組んで

いきたいと考えております。 
 ２点目でございます。人材育成についての国の施策に対し、市はどのように対応しているか

というご質問でございます。 
 これにつきましては国のほうで昨年１１月、地方創生に積極的に取り組む５万人以下の市町

村を対象に地方版総合戦略の策定、ならびに施策の推進を担う目的で国家公務員を派遣するこ

とという考えを出しました。県内におきましては本市のほか１村が派遣を要望いたしましたが、

これにつきましては全国で希望した自治体が非常に多いという理由もありまして、私どもの要

望はかないませんでした。また各省庁におきましてのそれぞれの国家公務員が相談窓口となっ

て地方創生をサポートする制度というこれにつきましては、今年の２月にそれぞれの担当者の

名簿が公表されておりまして、今後、総合戦略の策定などについては相談に乗っていただける

ということになっておりますので、私どもといたしましても積極的に活用してまいりたいと考

えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 小尾直知君。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 再々質問をします。あと２点ほど。 
 先行して実施する事業の１つとして子育て世代の移住・定住促進事業、これを挙げられてお

りますが、移住・定住を促進するためには都市農村の交流など、まず交流人口を増やし本市を

よく知っていただく必要がある、こういうふうに考えますがこの事業はどういう内容か、お願

いしたいと思います。 
 もう１つ。定住促進を進める上で人口の増加、また都会からの人の流れを考えると生活基盤

の整備は重要となってきます。生活基盤の中でも駅は最重要となる施設であると考えます。小

淵沢駅は八ヶ岳観光圏の玄関口として整備を進めていますが、市民生活の基盤整備において、

また地域活性化において高齢者等の外出支援は有効であることから、長坂駅のバリアフリー化

を積極的に進める必要があると思いますが、この点についての考えをお願いしたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 住みやすさが実感できて安心して暮らせる生活環境の整備は重要であります。定住促進計画

においても特に子育て世代から高齢者まで年齢、性別、障害の有無などにかかわらずすべての

人にとって暮らしやすいまちをつくるために交通の利便性の向上を検討することとしておりま

す。言うまでもありません、駅は大変重要なインフラであり、そしてまた公共交通であります。

多くの市民が利用する長坂駅において妊婦や子育て世代、高齢者にとってバリアフリー化は重

要であると考えております。来年度において、実施を前提とした利用者の状況調査を行うこと

としております。今後は調査結果を踏まえてＪＲ東日本と協議を進めてまいりますが、市民の

皆さんが外出や活動に対して快適かつ安心して駅利用ができるよう、早期完成を目指していき

たいと思っております。 
〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 小尾議員の再々質問にお答えいたします。 
 先行して実施する事業の１つとして子育て世代の移住・定住促進事業がございますけども、

この内容についてというご質問でございます。 
 これにつきましては、北杜市定住促進計画に位置づけました相談機能の強化、ならびに体験

機会の創出というものに取り組むものでございます。この事業の内容につきましては移住・定

住のワンストップ相談窓口というものを設置するとともに、地域の状況をよく知るアドバイ

ザーというものを置きまして相談体制の強化を図る内容でございます。また本市をよく知って

いただく機会を創出するために、市の施設を活用いたしまして宿泊体験ができるように整備し

交流人口の増加を図りたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 小尾直知君。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 それでは、次に林業について再質問します。 
 先ほど峡北森林組合という言葉が出てきましたけども、現在この峡北森林組合の役割と今後、

林業従事者の育成も含めて、この市の戦略の中に位置づけて取り組んでいくのか、この点を１点

お伺いしたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 小尾直知議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 山梨県の森林組合連合会と峡北森林組合の関係についてであります。 
 県内にあります１１森林組合の取りまとめの機関としまして、山梨県の森林組合連合会がご

ざいます。業務内容といたしましては、林業関係の販売や売り払いの取りまとめおよび行政機

関への相談窓口としての役割を担っております。 
 次に峡北森林組合の役割と林業従事者育成を含めた、今後の位置づけについてというご質問

でございますが、役割につきましては市内組合員への林業関係の販売や売り払いおよび技術的
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指導等を行っております。また松くい虫防除対策および森林整備およびＰＲ活動など、林業業

者の中心的な役割を果たしております。 
 林業従事者の育成につきましては、森林林業人材育成対策におきまして平成２７年度におき

まして１名の申請を予定しております。 
 峡北森林組合の位置づけにつきましては、木材利用を幅広く事業拡大するとともに地域材の

安定的・効率的な供給体制の構築を市と協力しながら図っていくことが重要と考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 小尾直知君。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 もう１つ、先ほど塩尻市への木材の供給を考えている、こういう内容の答弁がありましたけ

れども、これをもう少し具体的にどういうことになっているのか、お考えをお聞かせください。 
〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 小尾直知議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 塩尻市への木材供給の内容についてというご質問でございます。 
 森林に放置されました未利用材等や森林整備を行った際に発生する不要な木材および松くい

虫の被害木を現地でチップにしまして、それを塩尻市へ搬入するものでございます。管理の行

き届いた整然とした森林をつくりながら未利用材を有効活用していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 小尾直知君。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 太陽光発電について、いくつか再質問をします。 
 景観条例による規制、制限については守るべき景観をしっかりと市民のコンセンサスが成り

立った上で行うことでなければ難しいと、こういう答弁がありました。市当局において、例え

ばこの景観はこれこれの理由により重要であるから守るんだという、この判断の上で規制をか

けることはできないのか。 
 もう１つ、景観のコンセンサスというのは景観に対する価値観が地域ごと、年代ごと、また

昔から住んでいる市民と新たに移ってきた人たちとでは、それぞれ違うと思います。こういう

コンセンサスを得ることが難しいと考えますが、ある程度の考え方で市が規制基準を定めてい

くことについて、どのように考えているかお伺いします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 小尾直知議員の再質問にお答えをいたします。 
 景観条例の規制の考え方ということであります。 
 例えば八ヶ岳横断道の東沢大橋でありますとか、清里高原道路の八ヶ岳高原大橋など大自然
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の中で造られました人工構造物に対しまして、建設時には景観あるいは環境の破壊をするもの

だというようなことで環境面から否定をされたということもございます。しかしながら、今は

美しい眺望ポイントとして景観上のプラス評価を受けていると、こんな状況にもなっておりま

す。ある意味、景観面で否定された人工構造物の橋梁において、時代が違えば評価が反対にな

るということもございまして、一概に評価をすることは難しいんではないかというのが景観の

考え方であると考えております。 
 景観基準につきましては、国一律で定めることができません。それぞれの地域に委ねられて

いると。地域ごとの景観のコンセンサス、合意を図り、今決めているということが現状であり

ます。景観計画におきましても５年間という期間が経っておりますけども、市民アンケート、

あるいは景観研究会、あるいは策定委員会、まちづくり審議会などの審議を経まして市民と合

意が図られる中、策定をされたものだと考えております。 
 策定されました景観でありますけども、景観計画での規制を含め現計画の変更にあっては市

民の合意が不可欠であると考えております。行政だけで規制する項目や基準を変更し、あるい

は追加をしていくこと。それぞれの景観の影響の判断基準が定まっていない状況から難しいと

判断をしているところであります。 
 宣言につきましては、守っていかなければならない環境とは何か、どのようなものなのか、

市民との議論を経て多くの市民、そして景観を構成している土地の所有者、森林等の所有者で

あると思いますけども、一定の合意を経た上で条例を改正していかなければならないというこ

とだと思います。景観法は多くの法律の規制に関し、景観の観点上、上乗せし法令ごとの景観

を担保されるものであり、景観単独の理由をもって他法令で認める行為を禁止することはでき

ないものと考えております。景観条例で強い行為の制限を課すのは一定の範囲の景観において、

そのエリアにある市民、土地所有者、関係者の景観形成の上、実施できるものであるというふ

うな考え方であります。いずれにいたしましても市民との合意形成がなくてはならないものだ

と考えています。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 小尾直知君。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 最後に再々質問をいたします。 
 太陽光発電に関する景観条例で、一定の規制を設けていくことが難しいということで答弁が

ありました。しかしながら現在発生している太陽光発電のトラブルにおいて、さまざまな理由

があると思いますが、景観を理由でのこのトラブルについて、当局は条例の改正が難しく手を

こまねいているだけでしょうか。なんらかの対処が必要ではないかと考えますが、ご所見をお

願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 小尾直知議員の再々質問にお答えをいたします。 
 まず景観以外の理由によるものとしまして森林の伐採による土砂の流出、あるいは災害面へ

の不安、保水能力の低下による湧水水源への影響、あるいは動植物の生態系への影響などがあ
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り、特に近隣住民との問題は事業の周知不足による不安、住環境の変化などが挙げられると思

います。これらの問題としまして個別法令による対応があるもの、あるいはないものなどがあ

り、全体の把握ができていないというふうな状況だと思います。景観を含めまして諸問題を対

処するため、庁内各部署で連携をいたしまして昨年９月に北杜市太陽光発電設備設置に関する

要綱を策定し、運用しているところであります。要綱の運用によりまして市民に対しては周知

不足による不安の解消、あるいは事業者に対しましては届け出の提出、近隣への周知など一定

の制約、市では事業の実態把握、法令規則の及ばないものへの配慮を求めること等をして対応

を進めているところであります。 
 先ほども説明をさせていただきましたが、この要綱の内容は県内自治体で施行されておりま

す条例、要綱と比べまして遜色がないものだと考えております。しかし景観に関しては、個別

の状況に応じ配慮を求めるものとなっており、より具体的なものを検討する必要はあると考え

ております。現在、国・県において景観の影響に対して調査・研究が進められておるというこ

とを聞いております。具体的な内容につきましてはまだ出ておりませんが、景観の影響を軽減

するには例えばパネルの設置の仕方でありますとか、眺望ポイントからの施設の目隠しの方法

など一定の設置基準などが検討され示されるということでありますので、今後本市としまして

もなんらかの研究はしてまいりたいと考えています。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 小尾直知君の質問が終わりました。 
 関連質問はございますか。 
 内田俊彦君、関連質問を許します。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 
 ２項につきまして、関連質問を行わせていただきます。 
 まず１項目めでございますが、地方版総合戦略の策定についてでございます。これにつきま

しては、先ほどの答弁の中でも簡単に言うと国の職員の派遣の事業になるわけでございますが、

それに対応したけれども残念ながら落ちてしまったというご報告がありました。しかしながら

本市におきましてはすでに国の職員の皆さん、また県の職員の皆さんも含めまして多くの人事

交流がされております。またそういった意味では、国外の人事交流もしているということでご

ざいますから、それらについて本市が常に新たな事業に着手し、また予算獲得をしてきたのは

そういったことが１つ、功を奏しているというふうに思っているところでございます。 
 そういたしますと、平成２７年度においてもそれらの人事交流等をやはり行っていくのか、

そしてそれをやはりこの地方版の戦略に生かしていくのか、まず１項目めを質問をさせていた

だきます。あと３項目めにつきましては、答弁が終わったら質問をさせていただきます。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 内田議員の関連質問でございます。 
 国との多くの交流事業を今後も生かしていくかということでございますけども、すでに現在
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も国の農水省のほうから公務員の方がみえておりまして、国からの直接な事業の提案とか情報

も取り入れながら事業を進めております。 
 今後の公務員等の交流人員の数等につきましては、当然国との関係もございまして制約等も

ございますけども、事業等のこれからの進捗状況も含めてそういった公務員交流ができれば、

どんどんうちのほうでも手を挙げて国からきていただくという方針は、これからも持ち続けて

いきたいと、かように考えています。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 内田俊彦君。 
〇２０番議員（内田俊彦君） 

 それでは３項目め、太陽光発電の設置と景観について質問をさせていただきます。 
 先ほど来の答弁というのは非常に分かりづらい部分もたくさんありまして、簡単に言うとこ

の太陽光パネル設置において法規制以上のことを条例でまずできないとしているわけでありま

す。そして北杜市がその条例を要するに設置して指導、監督、命令というような形を取るには、

先ほど市民の同意と言いました、また地域の同意と言いました、そしてそれぞれの会議の協議

とも言いましたが、簡単に言うとそこに住まわれる人、またそこの土地のすべてにおいて権利

者ですとか、そういった方たちのすべて合意がないとこの条例をいくらつくっても、その条例

の簡単に言うと効力を発揮することは法的にできなくて、その条例をもとに指導、監督、命令

を行った場合についてはその命令を受けたなり、勧告を受けた側の業者なり住民なり、土地所

有者の簡単に言うと訴えとかによりまして、市はその人たちに対してそれ以上の行為ができな

いというふうに考えます。ですから今の状況の中では市民の、例えば特定の地域、逆に言うと

町全体なのか、またその中の地区だとか、そこの全部の権益者がその太陽光パネルを設置する

ことはいかがなものかという中で、その決めごとに同意をしてくれればできるけども、それは

同意がなければできないということですから、それは一人ひとりにすべて同意を取らないと、

それは条例を提案することができないという認識だと思うんですが、いかがでしょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 内田議員の関連質問にお答えをいたします。 
 今、内田議員のご質問にあったとおり市民合意ということであります。すなわち土地所有者

が私は駄目だと、それだけ景観条例に入れていただいても私は太陽光パネルを設置したいとい

う方がいれば、そこを今言ったように規制することはできないということでございます。 
 いずれにいたしましてもまちづくり審議会でありますとか、そういうところに委ねてお話し

合いをしていただいて、あくまでも所有者、所有権がある方にご理解をいただかないと規制は

できないというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 内田俊彦君。 
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〇２０番議員（内田俊彦君） 
 再々質問を行わせていただきます。 
 そういった中の認識ということで、これが条例なのか、要綱なのかも含めて非常に難しいこ

とでありますけども、先ほど答弁の中ではこの昨年９月の要綱によって、ある意味、指導はで

きるというふうになったわけでありまして、今までは指導についても要綱のもとに、要綱等が

なかったので、それらの指導ができなかった。なおかつ、先ほどの答弁の中でも簡単に言うと

これから県が例えば目隠しをするとか緑地帯を設けましょうとか、そういったことについては

指導的なことが各市町村に下りてくるだろうというふうに言われているわけでございまして、

県はそういったことを市にお願いされた場合、市はそれらについては検討をし、それらを要綱

の中に入れながら順守をさせていくというふうに考えているわけでありましょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 内田議員の、関連質問の再々質問にお答えをしたいと思います。 
 県におきましても、例えば林地開発事業でありますと緑化率２０％というふうな規定もござ

います。しかしながら、その緑化率については目隠しをしろとかそういうことではなくて、全

体の面積の２０％を緑化として残しなさいということであります。したがいまして、自然とし

て太陽光パネルを設置する場合は、北側を２０％残して南側は開放してしまうというふうな例

だと思います。そういうことを含めまして、県が例えば道路に面しているところは目隠しをし

なさいと。あるいは民地に住宅があるところは目隠しをしなさいということを、指導があれば

おのずとそういう方向で検討をしてまいるということだと思います。 
 以上であります。よろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、公明党の会派代表質問を終結いたします。 
 ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 
 再開は１時５０分といたします。 

休憩 午後１２時１９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時５０分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に、日本共産党の会派代表質問を許します。 
 日本共産党、２１番議員、中村隆一君。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 日本共産党を代表して白倉市長に６項目、質問いたします。 
 質問の第１は戦後７０年、歴史の逆流を打ち破り新しい政治をつくる転機の年にすることに

ついてです。 
 今年は第２次世界大戦が終結して７０年の歴史的節目の年です。日本共産党はこの年を歴史
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に背く反動的逆流を打ち破り、新しい政治をつくる転機の年にしていくために全力を挙げます。 
 第１は憲法問題であります。憲法９条を日本の進路を照らす羅針盤として生かしていくのか、

世界に誇るこの宝を破壊するのか、日本の進路が鋭く問われています。わが党は国会論戦、総

選挙での論戦を通じて、集団的自衛権の行使の現実の危険がアフガニスタン・イラク戦争のよ

うな戦争で米軍と自衛隊が肩を並べて戦争する、海外で戦争する国づくりにあることを明らか

にしてきました。 
 日本共産党は憲法９条を破壊する戦争立法を阻止するために、総力を挙げて戦い抜く決意を

表明するものであります。 
 第２は歴史問題であります。日本共産党は歴史を偽造する極右勢力による政治支配を一日も

早く終わらせるために全力を挙げます。同時にこの節目の年が日本とアジア諸国との和解と友

好に向かう年になるよう力を尽くします。そのために日本の政治が取るべき５つの基本姿勢を

提唱するものです。 
 第１は村山談話、河野談話の核心を継承し、それにふさわしい行動を取ること。 
 第２は日本軍慰安婦問題で謝罪と賠償など、被害者の尊厳を回復すること。 
 第３は首相や閣僚による靖国参拝は行わないこと。 
 第４は民俗差別をあおるヘイトスピーチ（憎悪表現）を根絶すること。 
 第５は侵略戦争と植民地支配への反省の立場を子どもたちにきちんと教えること。 
 以上５つの基本姿勢をとることが和解と友好に向かうために必要不可欠だということを提唱

しています。 
 日本共産党は戦後７０年の年にあの戦争は何だったのかについて、国民一人ひとりが正面か

ら向き合い、考えることを呼びかけます。そして歴史の事実を偽造して日本は正しい戦争をやっ

たという議論を日本の政治に持ち込み、日本を世界とアジアから孤立させる逆流を大本から断

ち切ることを心から呼びかけるものであります。 
 第３は核兵器問題であります。 
 １９４５年８月、広島・長崎に落とされた原発は一瞬のうちに２つの町を廃墟に変え２１万

の人々の命を奪いました。いまなお２０万を超える被爆者が苦しんでいます。この悲劇をいか

なる地にも繰り返してはなりません。今、核兵器廃絶を求める声は世界に広がっています。多

くの国で市民が行動し、政府がその実現を支持しています。ヒロシマ・ナガサキを繰り返させ

ない最も確かな保証は核兵器を全面的に禁止して廃絶することです。 
 今年は５年ぶりに核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議が開催される年であります。日本共産

党は、この年を核兵器のない世界に向けた転機の年としていくために全力を挙げます。 
 戦後７０年に問われる憲法問題、歴史問題、核兵器問題はどの問題も世界とアジアの平和に

関わる根本問題であります。 
 日本共産党の主張、私の思いを述べてきましたが、憲法、歴史、核兵器廃絶の問題について

市長の見解を伺います。 
 質問の第２は、暮らし・福祉を支える予算をおよび重度障害児の医療費を窓口無料に戻すこ

とについてです。 
 １．北杜市の２０１５年度一般会計予算案総額２９２億円余で、過去の借金返済にあてる公

債費は５７億円余、１９．７％であり、そのうち２３億円余、８．１％は繰上償還であり

ます。子どもの医療費窓口無料の中学３年生まで年齢拡大を求める会は現在も署名を継続
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し、多くの市民や開業医の先生方も賛同しています。中３まで拡大に必要な金額は約３千

万円、国保税１世帯１万円引き下げるには約９千万円あればできます。繰上償還の５％を

充てれば暮らし・福祉を支えるお金が出てきます。北杜市の扶助費８．３％は他市に比較

して最低です。市民の暮らし・福祉を支える姿勢が弱いのではないか。借金返済と暮らし・

福祉を支えることを両立していくべきだと思います。見解を求めます。 
 ２．年金はマクロ経済スライドで年々減り、年金生活者の生活は大変です。今年度補正予算

の自治体交付金のうち２，５００億円が灯油購入費助成を含む生活支援に充てられること

になりました。本市でもこの活用を要望します。またプレミアム付き商品券の発行の趣旨、

その規模、活用例を示してください。 
 ３．２０１４年１１月より重度心身障害者医療費が窓口有料になり、子どもの医療費無料年

齢の重度障害児まで会計の支払いが必要となりました。障害があるがゆえに差別を受ける

ことに憤りを感じていますと窓口無料化を求める会代表は署名活動に取り組んでいます。

以下、質問します。 
 ①北杜市の見解を伺います。 
 ②北杜市の年齢別、該当者数はいくらか。 
 ③子どもの医療費無料制度から重度障害児だけはじき出す県の交付要綱を直ちに改正するよ

う知事に求めてください。 
 質問の第３は、太陽光発電問題についてです。 
 八ヶ岳南麓は富士山、南アルプスと同様、素晴らしい自然と景観を有しています。しかし最

近、市内の至るところにソーラー施設が乱立しており、ソーラー設置用地として森林伐採が行

われています。このままでは北杜市が誇るべき財産であり、長年にわたって築き上げてきた景

観と自然環境が瞬く間に破壊されてしまうことが懸念されます。以下、質問します。 
 １．北杜市の要綱での業者等の責務として謳われている自然環境の重視、地区住民への事業

内容の周知、土砂の流失や水害の防止、連絡先の表示、その他が実現していると認識して

いるのか。 
 ①市民が行った調査では自然環境への配慮なし、表示はほとんどなし、フェンスもなし、基

礎工事のずさんさ、ドラム缶支柱、地面に直接打ち込んでいるものが目立つ。 
 ②要綱は事業者にまったく届いていない。 
 ③市として現状把握はどのような状況か。何カ所視察したか。要綱をもとに事業者に指導し

た実例を挙げてください。 
 ２．地上設置型ソーラーは建築基準法から除外されているが、北杜市として建築基準法でい

う工作物とみなすことを認めるべきではないか。 
 ３．要綱が自然破壊、景観破壊、住環境破壊を食い止められない現状では、より拘束力のあ

る景観条例の改正を含めて条例化が急務と思われるがどうか。山梨県はホームページで太

陽光発電施設について、県内の各自治体に対し条例化の要請を公表しています。すでに県

内１９自治体で条例化の動きがあります。北杜市でも条例化に踏み切るべきではないか。 
 ４．北杜市が条例化できない理由は何なのか。 
 質問の第４はセラビィ・リゾート泉郷、長坂町小荒間稲久保地区の道路管理、ごみ回収につ

いてです。 
 私は２０１３年１２月議会の一般質問でこの問題を取り上げました。私の質問に対する市の
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答弁は住民の声を聞いて対処するというものではありませんでした。今回の質問は長坂町小荒

間稲久保地区を含むセラビィ・リゾート泉郷との協定書による道路管理、ごみ回収についてで

す。以下、質問します。 
 １．財政上の理由から開発業者に分譲地の維持管理を負担させたとしても、分譲地内の認定

道路や法定外道路等の公共施設に関する自治体の法律上の管理義務が免除されるものでは

なく住民の安全と公共サービス確保の観点から適正な管理がなされているか。開発業者お

よびその義務の継承者を管理・監督する義務がある地方自治体との協定に基づき分譲地を

管理している開発業者および、その義務の継承者に対して地方自治体は管理監督責任があ

ると考えるか。イエスであればこれまでセラビィ・リゾート泉郷に対して、これまで自治

体はどのような管理監督責任の義務を果たしてきたのか。 
 ２．北杜市の指定管理制度における指定管理者の募集要項では、会社更生法の適用を受けた

会社は応募資格がない。セラビィ・リゾート泉郷は協定書および分譲地所有者との管理委

託契約に基づき分譲地の認定道路や法定外道路等の公共施設を管理しているところ、投機

的な開発が契機となって経営破綻し、会社更正法の適用を受けた会社である。また経営破

綻と時を同じくして管理費の大幅な値上げを行った。住民の安全に責任を負う自治体とし

て、このような経営破綻した会社が分譲地の管理をし続ける適格性があると考えるか。 
 ３．協定書はどのような手続きで解約できるのか。自治体は管理が不適切になった場合には

協定を解約し、より住民の利益になる管理方法を選択する義務があるのではないか。 
 ４．セラビィ・リゾート泉郷は分譲地所有者との管理委託契約に基づき、分譲地内の認定道

路・認定外道路の維持管理やごみ回収を行っているところ、その費用は分譲地所有者から

徴収した管理費で賄われている。法律上では市町村が管理費用を負担すべき認定道路・認

定外道路の管理やごみ処理に要する費用は、北杜市が負担すべきである。 
 分譲地所有者らは固定資産税を負担しているのであるから、その負担を分任する義務に

対する役務の提供として、北杜市からこれらの公共サービスを受けることができる。 
 地方自治法２４４条第３項は、普通地方公共団体は住民が公の施設を利用することにつ

いて不当な差別的取り扱いをしてはならないと規定しているところ、固定資産税を支払っ

ている分譲地所有者に道路整備を含む道路の維持管理費用を管理費としてすべて負担させ

ていることは同条項に違反するのではないか。 
 ５．北杜市としてセラビィ・リゾート泉郷に管理を委ねなければならない、特にやむを得な

い事情があると認識しているのでしょうか。 
 ６．認識しているとすれば、特にやむを得ない事情を具体的に説明してください。 
 ７．認識していないとすれば、都市計画法の趣旨および国土交通省開発許可運用指針に反し

て数十年以上、セラビィ・リゾート泉郷に管理を委ねている理由を説明してください。 
 質問の第５は、北杜市の学校統合問題および就学援助の充実についてです。 
 １．学校の統廃合は地域社会のあり方にも関わる問題です。私は清里小を存続させる会の集

いや新しい学校づくり会議の傍聴をしてきました。地域の声として学校は地域住民にとっ

ても文化的な活動をはじめ、地域の交流や防災の拠点となるなど重要な役割を持っている。

地域から学校がなくなれば、地域創生どころか人口減、高齢化に拍車をかける悪循環にも

なりかねません。 
 以下、質問し見解を求めます。 
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 ①学校を数合わせで統廃合するのではなく、地域づくりと学校存続は一体のものだと捉え清

里地域をどう発展させるのか考えるべきだと思うが。 
 ②教育委員会は清里小存続の根強い意見を押し切るのではなく保護者や住民への丁寧な説明

や十分な話し合いを積み重ね、地域の意見を汲み取ることが必要だと思うが見解を求めます。 
 ２．子どもの学びを支えるセーフティネット、就学援助の充実を。 
 文部科学省の資料によると平成２２年度、約１５万人となっている。就学援助率は１５．

３％と過去最高であります。全国で約７人に１人の小中学生が経済的理由により就学困難

と認められています。 
 以上を踏まえて質問し、見解を求めます。 
 ①保護者に就学援助制度の周知をどのようにしているのか。 
 ②平成２６年度の就学援助制度の小中別利用者と援助の内容はどうか。 
 ③アルバム代、メガネ購入費の支給を要望するが。 
 ④小学校入学の準備金、中学校入学の準備金が前倒しで支給できないか。 
 質問の第６は４つの道路問題についてです。 
 １．中部横断自動車道について。 
 私は中部横断自動車道の長坂八千穂区間３４キロメートルがミッシングリンク、未整備のた

め途切れた区域として取り残されたことには理由があると思います。それは八ヶ岳南麓の優れ

た自然・景観を残したい。八ヶ岳の豊かな湧水を守りたい。この南麓に高速道路が本当に必要

なのか。また人口減少が進む昨今、膨大な国費を投入するのでなく国道１４１号の改良でいい

のではないかなど多様な意見があります。市長の見解を伺います。 
 次に中部横断自動車道活用検討委員会のワークショップについて。 
 市民からいろいろ疑問が寄せられています。以下、質問し見解を求めます。 
 ①ワークショップの委員は何人か。どんな手順で選任されたのか。 
 ②開催日時、場所、委員は公表しない、傍聴は認めないなどなぜ秘密にするのか。その理由

は何なのか。 
 ③４回開催された、その議事録があるなら公開を求めます。 
 ２．野猿返し（横手・日野春停車場線）のトンネル撤去と道路の拡幅を求めることです。 
 ３．小淵沢駅舎改修工事および小淵沢支所廃止に伴う市道の拡幅を求めることです。 

 支所のまわりを約２メートルほど拡幅し、支所の角を丸くして車がまわりやすいよう

に改善することを要請します。 
 ４．市内会社の製品搬出のための道路拡幅を求めることです。 
 株式会社Ｍ社は輸出する製品の部品もばらして運び、目的地に到着したら製品を組み立

てている。大きいトレーラーが通れる道路が必要であると要請をされています。 
 以上で質問を終わります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えします。 
 戦後７０年、新しい政治をつくる転機の年についていくつかご質問をいただいております。 
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 はじめに、憲法問題についてであります。 
 日本国憲法第９条の基本原則が、戦後の日本の外交・安全保障の大きな柱であったことは十

分認識しております。集団的自衛権の行使容認解釈についても国民の信頼に疑念が生じないよ

う、今後も国政の場で十分議論されるべきであると考えております。 
 次に、歴史問題についてであります。 
 歴史問題については市長として答弁する立場にはありませんが、過去を直視して歴史を正し

く認識し、アジア諸国との相互理解と信頼に基づいた未来志向の協力関係を構築していきたい

との過去の内閣総理大臣談話を尊重し、文字どおり近くて近い国々であってほしいと考えてお

ります。 
 次に、核兵器問題についてであります。 
 本市においては平成１７年に非核平和都市宣言を行い、その後も平成２０年に平和市長会議

に加盟するなど、平和施策の推進に努めてまいりました。 
 今後も核兵器の根絶を願い、平和を施策の基本として市政に取り組んでまいります。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 藤森教育長。 
〇教育長（藤森顕治君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 学校統合問題および就学援助の充実について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、高根地区小学校の統合の進め方についてであります。 
 少子化の影響等により児童数が減少し、学校運営や教育活動に課題が生じていることから北

杜市小中学校適正配置実施計画に基づいて、学校統合計画案をお示しする中でご議論をいただ

いてまいりました。 
 地域と学校は、密接な連携の上に運営されていることは十分理解しているところであります。

しかし学校は児童生徒のためのものであり、学校統合の適否の検討に当たっては児童生徒の教

育環境の整備を第一優先に考えるべきでありますので、高根地区新しい学校づくり会議からご

報告いただきました意見集約結果を踏まえて、高根地区小学校の学校統合についての方針を決

定してまいりたいと考えております。 
 次に、高根清里小学校の対応についてであります。 
 高根地区新しい学校づくり会議からの報告書には、高根清里小学校の存続を望む意見もあっ

たことが付記されております。学校統合に対しましては、さまざまな意見があることも踏まえ

て高根地区として意見集約がされたものと捉えております。 
 次に就学支援の充実について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、制度の周知についてであります。 
 教育委員会では学校を通じてすべての保護者宛てに案内を通知し、制度の利用を希望する保

護者へ申請書を配布しております。また要保護児童生徒の保護者へは、申請書等を直接郵送し

て周知に努めております。 
 次に、平成２６年度の利用状況と内容についてであります。 
 平成２６年度においては小学校児童１７５人に１，１２１万６千円、中学校生徒１０１人に

１，０１１万２千円の助成を行っております。 
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 また助成内容については、国の特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費

補助金交付要綱に沿って学用品費、校外活動費、新入学児童・生徒学用品費、修学旅行費、学

校給食費などの助成を行っております。 
 次に、アルバム代等への援助についてであります。 
 就学援助制度は、経済的理由により就学が困難と認められる小中学校の児童および生徒の義

務教育の円滑な実施に資するため就学に要する経費に対して助成を行うもので、国の支援内容

ではアルバム代等については対象とされておりません。 
 次に小学校、中学校の入学前での援助についてであります。 
 本制度は国が定める基準に沿って各自治体が援助費支給要綱を定め、これに基づいて事業を

実施しているところであります。 
 支給対象者は支給年度における課税状況等が認定の要件になっていること、また学校長から

の意見を付した報告に基づいて支給認定を行うことから、就学前において援助費を支給するこ

とは難しいものと考えております。 
〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 平成２７年度一般会計予算案における暮らし・福祉を支える姿勢についてであります。 
 本市の当初予算における扶助費の割合が他市との比較で低いものとなっているのは、本市が

子育て支援のために実施している第２子以降保育料無料化が、歳出予算ではなく歳入予算が減

少する施策であることと、本市の生活保護率が地域での助け合いが多いことなどから全国平均

と比較して、非常に低いものとなっていることが主な理由として考えられます。 
 一方で平成２７年度当初予算においては生活困窮者自立支援事業、子育て世代包括支援セン

ター設置事業、学校給食賄い材料費助成事業などの市民の暮らしや福祉を支える事業に重点的

に予算配分を行っております。これらの予算は、大部分が予算分析上は扶助費に分類されませ

んので、扶助費の割合を他市と比較することのみで、福祉関係予算の評価を行うことは適当で

はないものと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 重度心身障害者医療費について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、窓口無料化の考えについてであります。 
 重度心身障害者医療費助成制度は、障害がある限り年齢を問わず一貫して障害者の健康を守

るために実施している県の制度です。障害のある方々には、一定年齢に達したら終了する子ど

も医療費助成制度ではなく障害が続く限り継続して同じ制度で助成させていただいております。 
 今後も医療の重要度が高い障害のある方々を守り、医療費の無料制度を維持していきたいと

考えております。 
 次に、年代別の該当者数についてであります。 
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 本市の小学校６年生までの対象者は０歳が１人、１歳が０人、２歳が１人、３歳が０人、４歳

が２人、５歳が５人、６歳が４人、７歳が４人、８歳が５人、９歳が５人、１０歳が４人、１１歳

が２人、１２歳が２人の合計３５人となっております。 
 次に、県への要望についてであります。 
 重度心身障害者医療費助成制度は県の制度として実施されており、県内市町村が足並みを揃

えて実施することが、財政的にも将来にわたり安定した持続可能な医療費助成制度となるもの

と考えておりますので、県への要望は考えておりません。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 名取生活環境部長。 
〇生活環境部長（名取文昭君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 太陽光発電について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、北杜市太陽光発電設備設置に関する要綱に規定する事業者等の責務についてであ

ります。 
 要綱第５条に規定する事業者の責務については、事業者等に対して窓口の相談や届け出の際

に指導を行っており、また施設の設置状況を把握するため実施している現地調査において確認

した上では、要綱に沿った設置がされているものと認識しております。 
 次に、現状把握等についてであります。 
 現在行っている設置状況調査では本年２月末で４８２件、そのうち要綱に基づく届け出件数

は３０１件となっており、すべての事業者等が届け出を行うよう要綱を郵送し指導しておりま

す。また住民から相談のあった土砂災害等が懸念される箇所は３件で、現地で事業者立会いの

もと指導を行ったところであります。 
 なお、特に土砂災害等が懸念される７カ所については、昨年１０月の台風が通過したあとで

現地調査を実施しましたが、被害は見受けられませんでした。 
 次に、事業者への指導についてであります。 
 来庁または電話で、太陽光発電設備についてのさまざまな問い合わせや相談を受けておりま

す。内容としては太陽光発電施設を設置したいが手続き方法を教えてほしい、また近隣で太陽

光発電施設の工事が始まったが地元への説明がない等の相談であり、必要に応じて現地に出向

き要綱に基づき指導を行っているところであります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 地域住民生活等緊急支援のための交付金についてであります。 
 本年度の国の補正予算で事業化された地域住民生活等緊急支援のための交付金のうち、地域

消費喚起・生活支援型は地域における消費喚起やこれに直接効果を有する生活支援策であり、

市としてはこの交付金を活用し、プレミアム付き商品券発行事業を行う予定であります。 
 プレミアム付き商品券は、北杜市商工会事業として市内の商店で利用でき灯油等の購入もで
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きる１万円で２千円のプレミアムが付いた商品券と、子育て支援を目的とした４千円のプレミ

アムが付いた商品券を発行し、消費喚起を促す計画であります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えをいたします。 
 太陽光発電について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、建築基準法の工作物の考え方についてであります。 
 平成２３年３月２５日付けで、太陽光発電設備等を建築基準法施行令から除外する改正が国

土交通省から通知されており、建築基準法の工作物の対象とすることは適当ではないと考えて

おります。 
 次に、条例制定の考えについてであります。 
 景観条例は新設工作物等の設置を禁止する制限を設けているものではなく、届け出対象行為

となるものを景観形成基準に従って施工者に実施していただくものであり、同様に太陽光発電

施設についても北杜市太陽光発電設備設置に関する要綱に基づき、事業実施を事業者へ依頼し

ております。この要綱は他市町村で施行されている景観に関する条例および要綱に遜色ないも

のであるため、条例化の必要はないものと考えております。 
 次に民間による開発地における道路管理、ごみ回収についていくつかご質問をいただいてお

ります。 
 はじめに、市の対応についてであります。 
 開発における協定書については開発に関して協議した事項に基づいた内容であり、問題があ

ると認められるときには協定に基づき、指導を行う必要があると考えております。 
 次に管理業者の適格性についてでありますが、経営破綻した会社であっても会社更生法の適

用を受け、分譲地の維持管理をし続けることは適当であると考えております。 
 次に協定についてでありますが、協定書は開発における協議内容になりますので管理者がい

る限りは解約できないものと考えております。 
 次に、道路の維持管理等についてであります。 
 市としては、分譲地購入者と管理会社における契約に基づき行われているものと認識してお

り、法令的に違反しているとは考えておりません。 
 次に、管理業者による管理についてであります。 
 開発における協定書の承継が行われているものと認識しておりますので、特にやむを得ない

事情があるとは認識しておりません。 
 次に道路問題について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、中部横断自動車道ワークショップについてであります。 
 中部横断自動車道活性化検討委員会が市民から公募したワークショップへの参加者は、関係

者ワークショップへの応募者３１名で開催した４回の参加者が延べ９６名、市民ワークショッ

プには２８名の応募があり、先月１５日の参加者は２４名でありました。 
 関係者ワークショップは継続して討議を重ねており、参加者である市民の皆さまの自由な意

見交換を図ることから活用検討委員会においても非公開としております。 
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 市民ワークショップについては、広く市民の皆さまにお知らせするため傍聴をしていただい

ております。 
 関係者ワークショップ、市民ワークショップでの検討内容等については、市ホームページに

掲載するとともに各総合支所窓口で閲覧できます。 
 また、取り組みの状況を市広報紙および行政区回覧等で、広く市民の皆さまにお知らせして

いるところであります。 
 次に、県道横手日野春停車場線についてであります。 
 県道横手日野春停車場線の通称、野猿返しトンネル部分は現状幅員が狭小でありますが、そ

れまでの県の改良工事によりトンネル前後の退避スペースが設けられている状況であります。

改善要望につきましては、道路管理者である県に対し申し述べてまいります。 
 次に、市道小淵沢１号線等の改良についてであります。 
 市道小淵沢１号線、上笹尾・小淵沢２号線の改良および交差点改良など市道の新設拡幅改良

については、地域住民の皆さまのご意見をいただきながら整備を進めているところであり、今

後検討してまいります。 
 次に、道路改良についてであります。 
 企業交流会において出された道路の拡幅改良の要望事項については、他の道路管理者との協

議や地域状況を踏まえながら今後、検討してまいりたいと考えております。 
 なお、道路改良に当たりましては、地権者をはじめとする地域のご協力が必要不可欠となり

ます。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 当局の答弁が終わりました。 
 中村隆一君、再質問を許します。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 太陽光発電の問題についてですけれども、市の管理・監督の状況はおおむねよくできている

というような回答でしたけれども、実際、パネルの近くにあるペンションの方からはペンショ

ンのリピーターが来ないとか、また土地の値段が下がって困るとかという不動産業者の声もあ

ります。またパネルの中には宅地分譲のようなパネルを切り売りしていると、こういうものも

あります。これは明らかに金儲けというか、投機的な目的なものであると思いますけれども、

このへんについてはどのように指導しているのかお伺いします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 中村隆一議員の再質問にお答えします。 
 まず太陽光パネルの切り売りというお話ですが、本質問の中での答弁で答えておりますが、

まずは事業者に対して市のほうでは太陽光に関する要綱で、事業者に協力をいただいている現

状であります。今の再質問のパネルの関係の、言わばこれについては事業者がそういう行為を

していると。これに関してはなんら市としても法令のもとで指導するとか、そのような立場に

は立っておりませんので、そういう答弁になるかと思います。 
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 以上です。 
〇副議長（坂本君） 

 中村隆一君。 
〇２１番議員（中村隆一君） 

 ちょっと市内あちこち、今いっぱい出ているわけですけれども、要綱で、すべて大丈夫だと。

そういう認識のようですけれども、実際に市内のあちらこちらにいっぱい、こんなところにも

あったというふうな状態になっているわけですけれども、先ほど私が言いましたようにペン

ションのすぐ近くにパネルができたとか、そういうことについてはどのように考えていますか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 中村議員の再々質問にお答えいたします。 
 今の質問ですが、まず再三繰り返しになりますが、市では要綱でこの景観とか事業者にお願

いする課題については対応していると。今までの建設部の答弁にもありましたように。たまた

ま、ここに私のほうで届け出の一部のページを持ってきました。この６件については、例えば

小淵沢の業者、これは９２８キロワット、約１キロメガワットに近い太陽光の業者ですが、ま

ずこの届け出を受ける際に、前回の議会でも申し上げましたがチェックシートなるものを市の

職員共通で対応しておりまして、まず１つ目から地区住民等に対して事業内容の周知に努める

ところから、そこから始まって８項目を対応して届け出を受理しております。 
 例えばこの小淵沢地区の例で申し上げますと表示とか地元に説明をしているとか、あとはす

ごいこの指導の中でこれは一例ですが、地区住民と関わりを持ってきていると。地区住民の方

が利用できる、災害時には電力供給用発電所としてコンセントを設置し、区長さんにそのコン

セントの鍵を渡しているとか、提出済みであるとか、あとこのページの届け出の中の６件、７件

についてはすべてこちらの要綱に事業者が協力をしていただいていると。ほかの届けに関して

もほとんどそういう内容になっております。 
 再々質問の件ですけども、どう思われているかということですが、それは先ほど再質問でお

答えしたように市ではこの要綱に基づいて、また上位の法令に基づいて指導をしているところ

であります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 次にセラビィ・リゾート泉郷のことについてお聞きします。 
 先ほどの建設部長の答弁では、協定書は守られていると。問題がないと。このような市の認

識のようですけれども、合併前の長坂町と協定を結んでいろいろ住民の皆さんが不具合を感じ

ていて、こういうことをここで取り上げているわけですから、２年前に私が質問した内容とまっ

たく同じ回答ですね。協定書の効力は生きていると。こういうことで、今、北杜市は定住圏構

想というふうなことで、皆さん魅力のあるまちだと紹介をしているわけですけれども、前から
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住んでいた人がこの債権会社に横暴な管理費を要求されて、これを黙って見過ごすわけにいか

ないということで声をあげたわけですので、このへんについて協定書は問題ないと考えている

のはおかしいんではないかと思いますけれども、答弁をお願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 中村隆一議員の再質問にお答えをいたします。 
 協定書に問題があるのではないかというお話でありますけども、私どもといたしましては会

社と旧長坂町、今は北杜市に継承しておりますけども、結んだ協定書であります。会社は土地

の所有者、あるいはそこに入られていた方と契約書を結んで行為をされているという認識であ

ります。それに対しまして北杜市が例えば、では道路を管理するといったときに会社のほうで

造った道路が、では道路法に則っているのかとそういう問題もありまして、うちでは今言った

ように管理ができない。会社の造った道路でありますから、会社に適正に管理をしていただく

ということだと思います。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 ここで限られた時間で質疑をしてもなかなか納得のいかない答えですので、また別の機会に

地元の住民の人の声を聞く機会を持ってほしいなとこのように考えますけれども、その対応、

そういうことができるかどうか。イエスの答えを期待したいと思いますがよろしいでしょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 清水建設部次長。 

〇建設部次長（清水宏君） 
 中村議員の再々質問についてお答えします。 
 住民との対話というのは別に拒絶するものではございません。ただ１点、対話する前提とし

ての考え方を再度、部長のほうで答弁しましたが申し上げておきます。 
 今回の場合は都市計画区域ではございませんので、都市計画法の規定による帰属規定はござ

いません。ただ都市計画法の概念としては開発行為が行われる時点で、その公共施設、例えば

道路とか水路そのものが、その開発行為の中でその地元の市町村に帰属するという規定になっ

ております。その規定に基づいて帰属を受けた市町村がその責務として、その公共施設の管理

をしていくというのが都市計画法の開発の概念になります。 
 今回のセラビィの、ここの対象については都市計画区域外のため都市計画法による開発行為

の協定ではなく、当時長坂町が開発要綱に基づいた協定に基づいて管理されております。当然、

開発規定を準用した規定でございますので、考え方としては同一のものと考えております。と

いうのは前提として、当時の長坂町が帰属を受けた施設については町としての責務として公共

施設の管理として行政が出てくるという前提になります。今回の場合はそれぞれが購入者、居

住者等との契約によって会社が行うという協定になっていますので、あくまでもその協定が優
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先される形の中で行うのが筋ではないかというふうに判断しております。 
 そういう前提の中で住民の方々とお話をするであれば、また別途そういうところについて中

村議員を通した調整を行う形はやぶさかではございません。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 また別の機会で住民の方の声を聞いていただくということが今、答弁にありましたので、私

の再質問は以上にします。 
〇副議長（坂本君） 

 中村隆一君の質問が終わりました。 
 関連質問はございますか。 
 清水進君の関連質問を許します。 

〇１１番議員（清水進君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 まず学校の統合問題について、お伺いをいたします。 
 私は昭和４５年、須玉中学の卒業生です。３年生のときに須玉、津金、江草中の３校が統合

し４０人、４クラス１６０人の生徒数でした。当時、津金の生徒は約３０名、江草の生徒は約

４０名おりました。今年、須玉中の卒業式に参加をいたしました。地区別に見ると津金の卒業

生は２人、江草地域は３人であります。私の卒業から４５年の時が過ぎた状況が今であります。 
 今、津金や江草地区には小学校はありません。最近、地方再生が叫ばれておりますが学校の

ない地区へ若者は戻りません。このことを証明しているのがこの地域ではありませんか。今、

清里地区の方々から小さくとも子どもたちがしっかりと育てることができる学校を残してほし

いとの声があがっています。人間として生きる力をたくましく育てていくのが教育ではありま

せんか。再度、地区住民の声をどのように受け止めているのか、伺いをいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育次長。 

〇教育次長（浅川一彦君） 
 ただいまの、清水議員の関連質問にお答えをいたします。 
 清里小学校を残してほしい声についてというふうな内容だと思います。 
 たしかに地域づくりと学校の存続ということが謳われているということでございますけども、

先ほど教育長からも答弁をさせていただいたという点とかぶるということがございますが、地

域と学校が綿密な連携の上に運営されているということは重々承知しているということをお答

えさせていただきます。しかしその上で、学校については児童生徒のために設置された施設で

あるということがあります。その上で学校統合の適否の検討にあたっては、児童生徒の教育条

件の改善ということ、そのことについての視野を中心に捉えるべきであるということで考えて

いるところであります。 
 今後、新しい学校づくり会議からの報告を踏まえて、教育委員会において最終的な方針を検

 ９８



討するということになってございますのでよろしくお願いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 
 今、学校の統合問題ですけれども、５０年先を考えると一度廃校にしてしまう、地域からな

くなってしまえば再度造るというのは本当に大変です。ですので、本当に地域の皆さんの声を

しっかりと受け止めてほしいと思います。 
 次に、太陽光パネルについて伺います。 
 先ほどもいくつか紹介されましたけども、昨年９月に要綱を作成しておりますが市内に設置

しようとしている事業者に対してどのような指導を行っているのか、改めてお伺いいたします。 
 先日も市民の方より自分の住宅のすぐ裏の農地が売られパネルを持ち込んでから、これから

工事が始まりますので協力してください、このように突然言われ工事が始まります。農地だっ

たため農業委員会でも審査し許可をしていますが、そのことさえもその方には知らされていま

せんでした。市の要綱にあるように事前説明も事業者はしていないことになります。また、あ

る工事中のところではパネルを梱包したダンボールが野積みされ、この冬の強風であおられ、

あちこちにそのダンボールが散らかったり、土ほこりが舞い上がって近所の方々は本当に迷惑

を受けています。そして雨が強く降ったあとのパトロールなどはしているのでしょうか。稼働

している施設では、ほとんど連絡先が表示されていないものが多数であります。市では一つひ

とつの施設の点検や事前に災害を防ぐ、そういう観点からどのような指導を行っているのか。

防災面からもこうした状況が野放しにされれば、景観を守り災害を事前に防ぐそのためにも条

例化は必要と考えますが指導の中身、そして条例化について再度お伺いをいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 清水議員の関連質問にお答えいたします。 
 まず市の要綱による指導の内容ということですが、先ほど答弁の中にも答えてまいりました

が、また中村議員さんの再質問にも出てまいりました。先ほどこの指導要綱の中で、具体例で

申し上げました。先ほどチェックシートのお話をしました。その中に例えば午前中の他党から

の条例関係を含めての質問の中に、例えば今うちの要綱の第５条、事業者の責務の中には入っ

ておりませんが、直接事業者が来た際に指導する中で当然、住民等に対して事業の内容の周知

に努めること、これは１番目に掲げております。そして２番目につきましては、土砂の流出や

水害の防止に努めること。先ほど出ました水害等ですね。そして３番目には真に優れた自然環

境、美しい風景、個性ある風土を重視しこれらの環境と共生するよう努めることをお願いして

おります。それで４番目には連絡先の表示、これを努めていただきたいと。５つ目には除草剤

等を使用する場合は周辺環境に十分配慮していただきたいと。そして６つ目には人災、天災に

より破損した場合は十分な措置を講じるようお願いしております。また７つ目には、これも前

回の議会等でも出てまいりましたが、発電設備を廃止した場合にはこれは事業者等の責任によ

り適正な処理に努めていただきたいと。一番最後には、改めて発電設備の事業者は地区住民と
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協調を保つようにお願いするというようなことで、事業者に届け出をいただいたときには詳細

にこの内容を聞き取り、お願いしているところです。 
 その３つ目の真に優れた自然環境、その項目については道路や林地と接する樹木等はできる

だけ残していただきたいとそのようなこともお願いしてありますし、必要最小限の伐採もお願

いしてあると。このような内容を届け出の際に本庁とまた各支所、これらの担当の中で逐次事

業者にお願いをしているところです。 
 たまたま先ほどのこの届け出台帳の１ページを持ってきましたが、この中で先ほど一例を申

し上げました。あと一例ですけども、これは武川町です。発電の設備の出力については５０キ

ロワット未満です。電気事業法では柵の設置は、これは義務付けられておりません。法令で。

だけどこの事業者については当然、住民への説明から始まりましてフェンスを設置しておりま

す。また近くの住民に対しては状況提供をするスタンスであり、月には一度現地を確認すると。

このような詳細なところまで随時拾っております。 
 条例のお話が出ました。これは建設部のほうからのちほど答弁があるかと思いますが、先ほ

ど県のホームページで内容がありました、１９の市が。この１９の市については、まだ要綱も

条例も制定されておりません。北杜市は７カ月前に、すでに昨年の９月に要綱を制定している

わけです。ですから先んじて、この要綱は建設部からの答弁もありましたように他市の、また

県外の条例、要綱に遜色のないものと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 清水建設部次長。 
〇建設部次長（清水宏君） 

 清水議員の再々質問についてお答えします。 
 条例化についての考え方です。 
 まず条例については景観条例という前提で、ご説明させていただきます。 
 まず景観条例の目的としては清水議員の質問にあったような防犯上とか、防災上の問題とい

うのは景観条例においては、ちょっと目的が対象と異なってくると思います。景観条例で行う

対象としては、まず守るべき景観についてどのような形のものを守る、または景観を育てる、

そういう目的の中で条例化というものが出てきます。当然その景観を目的にしていますので、

条例で定める事項については景観に対する配慮、当然、工作物自体の設置そのものを否定する

ことは条例では難しいと考えております。可能なのはある程度一定の範囲の中において一定の

土地の所有者、地域の方々、事業者の方、それらの方々の合意形成がなられたところで、その

守るべく景観とはなんぞやというものが、市民合意が出たところでは可能になってくると思い

ます。全市的な対象としての規制は難しいと考えております。 
 そういう状況の中で条例をつくるにあたって、景観への配慮というものは現在、北杜市にお

いては全市において景観の配慮をしていただきたいという前提で、要綱に基づいて景観計画の

理念に則った指導を行っているのが今の実態です。今後その条例化、景観条例における条例化

については、その条例によって守るべき景観というものを市民の中の合意事項が出た上で、そ

の部分についてを抜き出しの形の中で区域の指定をしてやっていくというのが現実的な対応に

なるかと思います。現時点においては今、太陽光の景観の問題というのは全市にわたって、そ

の必要性がどうなのかという議論ですので、その議論をもう少し盛り込んだ形の中で定めて景
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観に対して熟さなければ、条例化については難しいと考えています。 
 また比較された市町村の条例についての内容は、午前中からくどくて申し訳ありませんが他

の市町村の条例内容については、本市の要綱がすべて網羅していると考えていますので、これ

以上の条例化についてはその先の部分というふうに認識しております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、日本共産党の会派代表質問を終結いたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を３時５分といたします。 

休憩 午後 ２時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時０５分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 なお、渡邊英子議長におかれましては一身上の都合により本日の会議を休むと通知がござい

ました。 
 次に、北杜クラブの会派代表質問を許します。 
 北杜クラブ、９番議員、中山宏樹君。 
 中山宏樹君。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 北杜クラブを代表して、４項目について質問させていただきます。 
 まずはじめに、まち・ひと・しごと創生への取り組みについてでございます。 
 創生法の冒頭には、わが国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯

止めをかけるとともに東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域へ住みよい環境

を確保して将来にわたって活力ある日本の社会を維持していくとあります。 
 地方創生は言うまでもなく「ひと」が中心であり、長期的には地方で「ひと」をつくり、そ

の「ひと」が「しごと」をつくり、「まち」をつくるという流れを確かなものにしていく必要が

あります。 
 本市のアドバイザーであります椎川先生の講演では地域の自立心、人材の育成を強調されて

おりました。自ら考え実行していくという自立心がなければ地域は何も変わりません。核とな

る地域の人材の育成が重要と言っています。昔から地域づくりは人づくりと言われてきました。

今回の法律は特に仕事に大きな力を注いでいるのが特徴です。安定的で相応な給料が支払われ、

やりがいもあるといった質の伴った仕事を増やしていくことが重要です。国は地方の企業の活

性化に非常に力を入れようとしております。これ以上、雇用がなくなることを危惧しているわ

けで、特定の製品の国内シェアのトップクラスの企業とか技術力の高い企業に対して中核企業

に育てようとしております。地域を担う中核企業の目標は５年後に３倍の売り上げ目標だとい
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うことでございます。 
 またマイクロソフト社の本社はシアトルの郊外でありますし、多くのＩＴ企業が入っている

シリコンバレーもサンフランシスコの郊外でございます。海外企業は大都市にいるよりも環境

のよい地方都市を選んでおります。国でも企業の地方移転に多額の補助金を用意し、推進して

いるところでございます。重機メーカーのコマツであり、アルミメーカーのＹＫＫも地方へ出

て行っています。今後、検討される企業もあるかと思います。この機会を逃さず仕掛けていく

ことも必要ではないでしょうか。 
 それでは、以下質問いたします。 
 ①後藤新知事が誕生いたしました。市長は所信で本市の強力な理解者であると述べており、

今後県との連携を密にしながら活力のあるふるさと北杜が発展してほしいと思いますが、市

長の考えをお伺いいたします。 
 ②たくさんのメニューが用意されていますが、新規事業はどんなものでしょうか。 
 ③女性の登用はいかがか、お伺いいたします。 
 ④人材育成は非常に難しく、講演を聞いてもなかなか集まらない、人材が育たないというこ

とがあります。また２、３年で辞めてしまう人も多いようでございます。そこで地域のリー

ダーの育成はどのように考えているか、お伺いいたします。また市の地域コンシェルジュに

ついてもお伺いいたします。 
 ⑤国で強く打ち出した地域中小企業の支援でございますが、先日開かれた企業交流会の中で

既存企業の優遇策、以前から出ていますインフラの整備、企業間コーディネート等もお伺い

いたします。 
 また商工も観光も相当の仕事量がございます。これを１つの課でやるのは大変なことでは

ないでしょうか。課長さんは寝るまもなく仕事をしているんではないかと推測されますが、

専門分野として独立させる考えはございませんか。 
 ⑥知事も公約で高等専門学校、高専の誘致を打ち出しております。高専は地元の子どもたち

だけでなく全国から学生がやってきます。自然環境に優れた北杜市こそ適地ではないでしょ

うか。また国の研究機関、外国の企業も誘致していったらいかがですか、お伺いいたします。 
 次に人口増、定住促進政策についてお伺いいたします。 
 人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパ

イラル、悪循環の連鎖に陥るリスクが高まっております。増田レポートの地方消滅論にはいさ

さかショックでございましたが、国民に警鐘を与えるという意味ではインパクトがあったと思

います。 
 危機感を煽ることは住民に何かをしなければならないという気持ちにしますが、ショックが

強すぎればあきらめということも考えられます。負のスパイラルをいかに断ち切るかが最大の

問題だと思います。この流れを止めるのは誰でしょうか。市民全体の問題とは思いますが、行

政が先陣を切って、可能な限り大胆かつ思い切った政策を打ち出していくことが必要ではない

でしょうか。市長も常々ふるさとの存亡の危機だと言っております。ですが明るい希望もあり

ます。ＮＰＯ法人 ふるさと回帰支援センターの移住希望地域調査で山梨県が初めて１位にな

りました。その中でも北杜市が一番人気だと思います。 
 近年、田舎暮らしの興味、関心が高まっているようであります。まち・ひと・しごと創生本

部が昨年夏に実施した調査によれば東京在住者の約４割が今後、地方へ移住を予定、検討して
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いると答えており、地方出身の人に限れば５割近くにのぼるという結果が出ております。増田

レポートの中でも若者に人気のある地方中核都市を人口流出のダムと捉え、地方中核都市を重

点的に発展させることが重要だと述べております。この地方中核都市になれる要件を北杜市は

満たしていると思います。市長をはじめ関係者のご努力により、最近企業的農業会社の参入が

増えております。ディズニーランドであり、シダックスであり、カゴメという日本の大手企業

がぞくぞく進出していて、雇用面では昼間人口が夜間人口を超えました。これは他の地域から

北杜市に働きに来ている人が多いということになります。もう働く場所がないということはあ

りません。就労世帯の定住のため子育て支援住宅をつくっておりますが、すべての需要を満た

すことは困難であります。民間アパートや中古住宅なども活用する必要があり、職住接近も大

切でございます。そうすれば人口５万人の回復はもとより６万人も夢ではないのではないで

しょうか。以下質問いたします。 
 ①定住促進計画の住民意識調査の中から見えてきた課題はなんでしょうか。 
 ②転入者の住宅取得に各種支援として新築住宅補助、その場合の地元業者の優遇措置はいか

がですか。中古物件の取得補助、改築補助は。住宅エコポイントの拡充はいかがですか。 
 ③民間アパートの家賃補助はどうでしょうか。新規移住者に１年限りで補助することは考え

ておりますか。貸家の改築の補助は考えていますか。 
 ④企業の社宅、アパートにも空き部屋等があります。この活用は考えられますか。市が斡旋

する考え、家賃補助等の考えです。 
 ⑤空き家率も山梨県が日本一となりました。空き家対策は重要で、いかに活用するかが問わ

れていると思います。空き家対策の専門スタッフ。定住目的で改築補助は。空き家バンクの

充実、片付け料の補助はいかがですか。また別荘の空き家対策はどうなっていますか。 
 ⑥移住体験ツアー・お試し居住の実施も定住促進ということでは重要と考えます。モデルハ

ウスの用意はありますか。 
 ⑦移住希望者の窓口をワンストップで対応する専門スタッフの設置についてお伺いいたしま

す。移住コーディネーターはいかがですか。ホームページの充実、情報発信は非常に重要だ

と思われますが、この充実はいかがですか。 
 ⑧農業大学校の卒業生への支援でございますが、北杜市で農業をやりたい人が学んでおりま

す。支援、農地、空き家等支援が必要と思われますが、いかがでしょうか。 
 ⑨地域おこし協力隊・田舎で働き隊の皆さんが定住してもらえるサポート、これも非常に重

要と考えます。 
 ⑩地元出身の大学生が地元企業に就職する際の援助、また返済する奨学金の助成は考えてお

りますか。 
 次に観光施策について質問いたします。 
 今年の冬は雪も少なく大変快適でありましたが、大雪注意報が何回か発令されました。去年

のトラウマから大雪注意報に過剰に反応してしまい、観光客が来なかった等の風評被害があっ

たと聞いております。 
 人口増への取り組みも最初は交流人口の拡大であります。その意味でも観光は北杜市を知っ

てもらう最大のチャンスです。今、観光客の求めているものは物見遊山的な旅でなく、その土

地の文化、歴史に触れる、その土地の人と触れ合うといった心で感じる旅に変わってきていま

す。観光によるまちおこし、まちづくりは地域が主体となって自然文化、歴史、産業、人材な
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ど地域のあらゆる資源を生かすことによって交流を振興し、活力あふれる町を実現するための

活動と定義されております。地域資源を再発見することが必要となってきます。その土地にずっ

と住んでいる者にとって気づかないでいることが多々あります。先日のテレビで「たった１人

の観光協会」という番組がありました。都会から新しく来た人が山の風景、珍しい植物、動物

を散策して川魚を釣ってその場で塩焼きして楽しむという内容でございましたが、お客さまは

みんな満足しているようでございました。 
 このように、地元の人には当たり前の風景が都会の人には新鮮に見えるのだと思います。私

のところでは今年の夏にフットパスをやる計画を立てております。大滝湧水から笹尾砦までを

往復するものでございますが、その間の田園風景、垣間見る富士山なども十分観光資源になる

のではないかと思っております。 
 フットパスも今、各町ではやっているとは思いますがもう少し地域を小さくして、そのまわ

りの集落ぐらいまでの単位でやることはどうでしょうか。もう少し狭い範囲でやることもいい

かと思います。今までは観光の恩恵が既存の観光業者をはじめとした一部の利害関係者のみに

留まり、地域の住民や観光業以外の業種に携わる人を含む地域全体がその恩恵を享受できてい

ない、あるいは享受していると実感できていないため取り組みが十分ではなかったかと思いま

す。この点、観光によるまちづくりの仕組みは観光による経済効果のみならず住環境としての

地域の維持、改善にも寄与するという、まさしく観光の恩恵を地域全体で享受する鍵といえま

す。そうしたソフトの部分、何も見えないところへどう光を当て訴えていくかが今後の観光地

づくりには必要ではないでしょうか。地方に何があると言えば何もないのです。でもその土地

の人がなんでもないと思っているものの風景に外の人の心が動かされるんです。そんな心の動

きを触発するようなストーリーができれば、何もないところに観光客を呼ぶことができると考

えます。 
 ブルーベリー摘み取り農園の観光農園や野菜の収穫体験、スポーツや工芸などの体験観光、

酒造工場の見学や産業観光などなどはまだ開発の余地があるかと思いますがいかがでしょうか。 
 また地域には古くからのお祭りや風習などが残されております。これも高齢化により存続が

危惧されているところも出てきておりますが、小さな祭りがつくる人のつながりが地域を支え

るものと考えております。よそ者が関わることで活性化できれば素晴らしいことではないで

しょうか。 
 先月には重点道の駅候補として道の駅こぶちさわが選ばれました。候補が取れまして重点道

の駅となりますよう整備していただきたいと思いますが、以下お伺いいたします。 
 いち早く観光案内所の整備をしていただき、そのスピード感に敬服するところでございます

が、観光案内所でどんなことをするのかお示ししていただきたいと思います。 
 また外国人受け入れ、インバウンドについてお伺いいたします。 
 昨年は訪日外国人が１，３４１万人となり過去最高となりました。そして今年は１，５００万

人を目指すそうです。東南アジア各国のビザが緩和され、円安もあってたくさんの人が来るか

と思います。ゴールデンルートの富士山周辺では時期によりお断りをする施設もあると聞いて

おります。訪日前の情報の入手先はインターネットが４５％、ガイドブックが６５％、以下旅

行者、口コミ等続きますがホームページの充実は非常に大変重要でございます。八ヶ岳で検索

いたしましたがジャパンガイドはホテルが１件出てきただけで、ロンリープラネットと中国の

ウェイボーは見当たりませんでした。また日本の魅力について日本の文化を体験する２５％、
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美しい景色を楽しむ１５％、神社やお寺１３％、日本食１２％だそうです。これはみんな北杜

市が持っているものでございます。 
 以上、以下質問をいたします。 
 ①八ヶ岳観光圏と南アルプスエコパークの連携による取り組みはいかがですか。 
 ②観光によるまちおこしで地域資源を生かした観光の取り組み、各地域のフットパスなどの

取り組みは。 
 観光農園、体験農園、企業見学など産業観光への推進は。 
 地域、お祭り、イベントなど情報の広報活動はいかがかお伺いいたします。 
 ③重点道の駅こぶちさわの活性化策は。 
 観光案内所の運営で外国人観光案内所認定の取得は。 
 Ｗｉ－Ｆｉ設備の導入はいかがですか。 
 登山情報、登山計画書の受付は。 
 市内の空き家情報、移住情報も観光案内所でしていただきたいがどうですか。 
 農産物売り場の拡張、駐車場の拡張はどうなりますでしょうか。 
 また防災拠点としての設備はいかがですか。 
 それから点から面、市内各地への誘導対策はどうなっているかお伺いいたします。 
 ④外国人観光客の受入態勢、インバウンドはどうなりますか。 
 海外観光プロモーションでございますが英語や中国語のホームページの更新、また観光客に

よる書き込みなど。 
 海外ホームページ、ジャパンガイド、ロンリープラネット、ウェイボーなどへの書き込みへ

の対応は。 
 海外旅行者へのアプローチはどうなりますか。 
 外国語の研修会や外国語を話せる人への協力依頼はしていますでしょうか。 
 モニターツアーや宿泊体験などはいかがですか。 
 次に市道の管理状況についてお伺いいたします。 
 昨年は大雪で市道の管理も非常に困難を極めたと思いますが、今年は期待した雪が降らずに

機械をリースしている業者は大変のように思います。 
 １月には中央自動車上り線で倒木による死亡事故が起きました。補償問題を考えると大変な

問題ですが、これは市道にも当てはまります。市道でも倒木による事故が発生しております。

広大な面積、大変長い距離の道路を有している本市でも松くい虫の影響で赤松の枯れ木が非常

に目立つようになり、早急に対策をとる必要があります。 
 ①道路の見回りは。 
 通報システムは郵便配達の人にお願いしているようですけども、去年の通報件数は何件で

しょうか。またほかの通報システムはどんなものがありますか。 
 穴あき、グレーチング等、破損のさまざまなことへの対応はどうなっていますか。 
 ②危険木の調査はしていますか。 
 そのうち所有者への周知はしていますか。 
 所有者に危険木を知らせても対応していただけない場合はどういたしますか。 
 ③道路へはみ出している枝なども大変迷惑なものです。大型の観光バスやトラック等の通行

にも支障が出ますが、伐採はどうなっていますか。 
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 また通行上、支障が出るとされた場合の対応はいかがですか。 
 ④市内では毎年立ち木による凍結で危険な場所、カーブ等危険なところがございますが、伐

採などは考えておりますか。またそれに補助などはありますか。 
 ⑤橋梁等の点検はどうなっていますか。 
 ⑥跨道橋の点検はどうなっていますか。 
 以上、よろしくご答弁をお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 中山宏樹議員の、北杜クラブの代表質問にお答えします。 
 まち・ひと・しごと創生への取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、新知事誕生による県政との連携についてであります。 
 後藤知事には国家公務員、衆議院議員時代から本市の強力な理解者であり、これまでにもさ

まざまな面において、ご協力をいただいてきたところであります。 
 ２月定例県議会の所信表明において新たな日本のモデルとなる１００万人都市山梨を宣言し、

子どもたちや子育て世代、高齢者や障害者など誰もが安心して暮らせる地域社会を県民ととも

につくり上げていくという「ダイナミックやまなしプラチナ社会構想」を提唱しております。 
 この中では、地方創生に向けた国の交付金を活用する経済対策事業費６１億９千万円を盛り

込んだ補正予算案を提出しており、特にプレミアム付き商品券を発行する市町村への上乗せ支

援のほか、地場産品の海外販路開拓支援や観光客誘致促進のためのふるさと旅行券の発行事業

など、市町村にはできない広域的な行政に力を注ぐ計画をされております。 
 山梨県、そして北杜市が地方創生の手本となるよう「ダイナミックやまなしプラチナ社会構

想」の実現に向け、県とより一層連携を密にして県市一体で北杜市総合戦略に取り組んでまい

りたいと考えております。 
 次に、新規事業についてであります。 
 北杜市総合戦略に盛り込む新規事業等は、有識者等で組織する仮称、北杜市ふるさと創生会

議で今後検討することとなりますが、北杜市総合戦略に位置づけられる見込みの事業について

は、先行して国が平成２６年度予算で進める地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用で

きることとなっております。 
 地元消費の拡大、地域経済の活性化を目指したプレミアム付き商品券発行事業、安全・安心

な子育て環境を目指した子育て世帯のための防災体制強化整備事業、子育て世代の移住・定住

のサポート窓口の整備などに取り組む子育て世代移住・定住促進事業、分娩施設確保のための

助産所開業支援事業、南アルプスエコパーク登録を機にその価値を広める世界に誇る資源のブ

ランド化推進事業などに取り組み、定住の促進につなげることとしております。 
 次に、女性の登用についてであります。 
 本市では平成２３年１１月に男女共同参画都市宣言を行い、男女共同参画社会の推進に努め

てきたところであり、国の調査から本市における審議会等の女性割合は全国平均を上回ってお

ります。 
 また国が示すまち・ひと・しごと創生総合戦略では地方に仕事をつくり、安心して働けるよ
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うにするために女性の活躍推進を掲げており、国の施策を勘案する中で北杜市ふるさと創生会

議で検討していきたいと考えております。 
 次に、人材育成についてであります。 
 少子高齢化に伴う人口減少や地域コミュニティの機能低下は、本市においても大きな課題と

なっています。こうした中で市内では新しい地域づくり活動を自ら企画し、実践している若者

世代やシニア世代、また移住者の方々もおり、すでに地道な活動を始めているグループも数多

くあります。 
 さまざまな知識や経験を持った人材を生かし、多様な活動が地域において展開されるために

はその核となる地域リーダーの育成が大切であると考えております。 
 一方で市職員については従来から地域の行事やイベント等に積極的に参加し、また行政に対

する相談や要望等に対しても地域の一員としての役割を努めていると考えております。しかし

すべての地区に職員が在住しているわけではなく、また個人で対応することには限界もありま

す。市民からの相談等に対応するため、本庁および各総合支所に総合窓口を設置しております

のでご活用いただき、また相談業務が円滑に進められるよう、今後も一層の充実に努めてまい

ります。 
 地域の核となる人材の発掘、ふるさと創生に熱意を持ち、柔軟に対応できる地域リーダーや

職員を育成するため、今後も北杜市地域力創造アドバイザーなど外部の人材を活用し、人材の

育成に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、定住促進計画の住民意識調査から見えてきた課題についてであります。 
 自然環境については山岳景観や豊かで清らかな水、長い日照時間など多くの人が満足してお

り、子育て環境についても地域住民のやさしさや食育ができる環境など、他の市にはない魅力

があるとの回答が目立ちました。 
 一方で首都圏在住者を対象としたＷｅｂアンケート調査からは、認知度が４５％程度と低い

ことも分かりました。また医療機関が少ないことや移住するときに一番苦労したのは家を探す

こと、市内に働く場所が少ないこと、情報が少なく相談したくてもどこに聞けばよいのか分か

らないなど多くの課題が見えてまいりました。 
 今後、定住促進を図る上での各種支援策について、北杜市ふるさと創生会議の意見を伺う中

で進めてまいりたいと考えております。 
 次に、八ヶ岳観光圏と南アルプスユネスコエコパークの連携についてであります。 
 八ヶ岳観光圏事業は日本を代表する顔として国から指定され、持続可能なブランド観光地を

目指し、現在、全国１０地域の観光圏とともに取り組んでおります。 
 八ヶ岳観光圏の魅力は豊富な自然資源や首都圏からの利便性であり、今回、南アルプスがユ

ネスコエコパークに登録されたことは八ヶ岳観光圏事業を推進していく上で、大きなアドバン

テージになるものと考えております。 
 来たる３月２４日には、北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会が正式に発足する

予定でありますので、地域連絡会と観光圏の戦略会議が共に連携し、国内はもとより世界に向

けた情報発信や取り組みを行い、市としても全力で当たりたいと考えているところであります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
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〇企画部長（菊原忍君） 
 中山宏樹議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 定住促進政策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、転入者の住宅取得に対する各種支援についてであります。 
 新築助成や中古物件の取得補助、改築助成など若者世帯を対象にした支援を検討しておりま

す。併せて、地元企業の活用策についても検討してまいります。 
 住宅エコポイントについては、国の制度の中で対応してまいりたいと考えております。 
 次に、民間アパートの家賃補助についてであります。 
 家賃補助は各企業が住宅手当を支給しているところであり、個人への過剰な補助につながる

ことを懸念しており、現段階では考えておりません。 
 貸家に対する新築、改築補助については、転入者の住宅取得に対する各種支援と併せて検討

してまいります。 
 次に企業の社宅、アパートの空き部屋の活用についてであります。 
 民間が所有する物件を市が斡旋していくことは難しいと考えております。しかし、不動産情

報の発信は必要であり、移住希望者等が住まいを探しやすくするため、市内における不動産の

空き状況などを把握し、情報提供に努めてまいりたいと考えております。 
 また家賃補助については、民間アパートの家賃補助と同様に現段階では考えておりません。 
 次に、空き家対策についてであります。 
 来年度、地域課に設置するふるさと創生担当に、先行型の地域住民生活等緊急支援のための

交付金を活用し、定住促進アドバイザーの配置を検討しており、定住のための空き家対策を併

せて対応してまいりたいと考えております。 
 改築助成、片付け料などへの補助については、住宅取得に対する各種支援と併せて検討して

まいります。 
 また別荘の空き家対策については空き家バンク制度を充実し、その利活用推進を図りたいと

考えております。 
 次に移住体験ツアー、お試し居住の実施についてであります。 
 定住人口を増やすためには、まず交流人口の増加が不可欠であることから先行型の地域住民

生活等緊急支援のための交付金を活用し、田舎体験の拠点として市施設の整備を検討しており

ます。また市内の各種施設、団体が持つ特色を生かした田舎体験メニューの再構築を図ること

としており、潜在的な子育て移住希望者に向けた効果的なＰＲを検討しております。 
 次に、移住希望者窓口の専門スタッフについてであります。 
 移住希望者にとって移住相談ができる専門の窓口があることは、移住に対する不安を払拭す

ることとなるため、先行型の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、移住定住のワ

ンストップ窓口の設置や定住促進アドバイザーの配置を検討しております。 
 また積極的に情報発信していくことが重要と考えており、市ホームページなどＩＣＴを効果

的に活用してまいります。 
 次に、農業大学校の卒業生への支援についてであります。 
 定住促進計画において農業振興と担い手育成に取り組むこととしており、市内の農業生産法

人や集落営農組織等への就職斡旋をはじめ、個人の新規就農者が継続的な営農を行えるよう支

援を検討してまいりたいと考えております。 
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 次に、地域おこし協力隊等の定住サポートについてであります。 
 定住促進計画に基づき必要な住宅支援策を講じながら、地域おこし協力隊・田舎で働き隊の

皆さんをはじめ、若い世代の移住・定住に向け住環境の整備に努めてまいります。 
 次に、地元企業への就職援助等についてであります。 
 就職ガイダンスの開催など、企業と求職者のマッチング機会を創出してまいりたいと考えて

おります。 
 また、奨学金の返済助成については国が示すまち・ひと・しごと創生総合戦略に地元学生定

着推進プランとして盛り込まれており今後の国、県の動向を勘案する中で検討してまいります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 中山宏樹議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 まち・ひと・しごと創生への取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市内の中小企業への支援についてであります。 
 市内への優遇策としては、北杜市商工会を通じ人材育成や展示会出展等への支援、企業支援

員の派遣事業を行っております。 
 また現在ある事業所等を拡張することに対し、企業等振興支援条例による固定資産税の課税

免除や産業立地事業費助成金交付要綱による助成、商工業者特産品づくりチャレンジ事業費補

助金交付要綱による市内の商工業者等が行う、特産品づくりに要する経費の一部を補助する制

度があります。 
 来年度からは地方創生の交付金を活用し、外国への販路拡大事業に対する支援も予定してお

ります。 
 次に、インフラの整備についてであります。 
 企業誘致や既存企業の振興のためにインフラの整備は重要な施策であると考えております。

しかしながら、企業等から要望のある県道の拡幅工事等においては、県や土地所有者のご協力

が必要となります。 
 今後も企業のニーズを受け関係部局と連携を図り、必要なインフラ整備を検討してまいりた

いと考えております。 
 次に、企業間コーディネーターについてであります。 
 市商工会への委託事業として実施している企業間コーディネーターについては、本年度は地

域人づくり事業により専門の企業支援員を派遣し、現在２６社、延べ６０回の訪問を行い、企

業間のコーディネートや企業経営等について３２件の相談を受けております。また展示会への

出展支援も実施しており、市内中小企業のニーズ把握や支援に努めております。 
 今後も市商工会と連携し、地元企業との情報共有を図ってまいりたいと考えております。 
 次に商工、観光の専門分野の設置についてであります。 
 商工と観光は密接に連携し、スピード感を持って対応する必要があることから、同一の課と

して、それぞれ独立した担当が業務を行っております。その中で専門的な研修も行っておりま

すが、市の行政組織として特別専門的な対応は難しい状況があります。しかしながら専門的な

関わりが持てるよう、それぞれが専門分野としている市商工会や市観光協会等の外部団体と連
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携を密に図り、事業の推進をしてまいりたいと考えております。 
 次に、高等専門学校等の誘致についてであります。 
 高等専門学校や研究機関、外国企業の誘致は市単独での実現は難しい課題でありますが、高

等専門学校の誘致については後藤知事も早期新設へ意欲的でありますので、市としては研究機

関や外国企業の誘致に向けても県と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に観光施策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、観光によるまちおこしについてであります。 
 本市には自然資源や文化、農業等の産業、人材などの豊富な地域資源があります。この資源

を活用して市観光協会、地域委員会、市民団体等が中心となり、お祭りやウォーキング大会、

フットパスなどのイベントを数多く実施しております。 
 しかしイベントの対象者がはっきりせず、観光客の受け入れ態勢が整っていない課題もあり

ますので、市としては観光協会と協働する中で、これらイベントの実施状況の把握と対象者や

目的の整理を行い地域の活性化や観光誘客等、開催目的に応じ情報の発信や活用を推進してま

いりたいと考えております。 
 また、農業団体等が観光農園や農業体験等の受け入れを行っておりますが、それぞれの地域

での動きであり、市全体での計画的な受け入れや情報発信体制が整っていない状況であります。

このことから八ヶ岳観光圏事業や南アルプスユネスコエコパークを推進していく上で地域資源

を活用した観光客の受け入れ態勢、ツーリズムの推進は重要な課題となっておりますので関係

団体等と連携して推進してまいりたいと考えております。 
 次に、道の駅こぶちさわの活性化施策についてであります。 
 道の駅こぶちさわは地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域で意欲的な取り組み

が期待できるものとして国土交通省の重点道の駅候補に本年１月３０日に認定されました。こ

れは県内では唯一の認定で八ヶ岳観光圏の総合的な窓口、移住推進窓口の取り組みが評価され

たものであります。 
 認定の中心となった取り組みとしては現在、道の駅こぶちさわ敷地内に新しく整備し、来年

度から運営を行います観光案内所での取り組みによるものであります。 
 具体的には、日本政府観光局の外国人観光案内所の取得や外国人に対応したＷｉ－Ｆｉ環境

の整備、八ヶ岳観光圏エリアである本市や長野県富士見町・原村の観光情報や山岳情報等の提

供、地域課と連携した移住情報の提供窓口や空き屋等の不動産情報の提供、定住自立圏構想に

基づく事業等に取り組んでいく予定であります。 
 なお、登山計画書の取り扱いについては今後、検討させていただきたいと考えております。 
 次に、農産物売り場と駐車場の拡張についてであります。 
 道の駅こぶちさわの農産物直売所は、北杜市の新鮮でおいしい農産物を求める観光客等で休

日を問わずの賑わいをみせております。それに伴い駐車場スペースの確保が必要となり、平成

１８年度の大型車用駐車場の増設、さらに平成２５年度には普通車用駐車スペースの増設を

行ってきたところであります。 
 新たに設置する観光案内所や国土交通省の重点道の駅候補に伴う情報発信により、道の駅利

用者の増加が見込まれますので、直売所スペースについてはエントランスホールの活用等を、

駐車場の拡張については近隣企業の社員駐車場を臨時駐車場として借用しているところであり

ますが、施設全体の利用計画の中で検討してまいります。 
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 次に、道の駅こぶちさわの防災拠点としての整備についてであります。 
 本市は年間を通じて多くの観光客が訪れており、災害時の観光客に対する対応についても課

題であります。道の駅こぶちさわは市内の観光施設の中でも集客が多い施設でありますので、

駐車場を生かした一時的な避難地としての使用が適当ではないかと考えております。安全が確

認できるまで待機いただき観光案内所から災害状況等を情報伝達することを想定しております。 
 次に、市内各地への誘導対策についてであります。 
 道の駅こぶちさわと観光案内所が北杜市を自動車で訪れる方の玄関口として、これまで点で

の誘客であったものを、市内全域を面として案内できることで市内全域への誘客と滞在時間の

延長を促してまいりたいと考えております。 
 次に、外国人観光客の受け入れ態勢についてであります。 
 本市の外国人の受け入れについては、大型宿泊施設等において中国・台湾からの団体旅行客

を中心とした受け入れを行っております。また近年は個人旅行の需要が高まり、台湾等からの

個人旅行者が増加傾向であり、市内のペンション等で個別に対応しているのが現状であります。 
 しかし、個人旅行者の長期滞在を受け入れるためには、この地域で楽しめる体験メニュー等

の提供が急務となっており、八ヶ岳観光圏の戦略会議でも重点課題として取り組んでおります。 
 海外への観光プロモーションについては、この地域を世界に発信していくために発信エリア

やターゲットを絞って効果的に実施する必要があります。このため来年度から地方創生の交付

金を活用し、アジア圏を対象とした日本で活躍する外国人の観光誘客事業者を招聘し、地域資

源の発掘や海外に向けた発信、旅行会社への働きかけを行う予定であります。 
 観光プロモーションは戦略的に行う必要があることから、外国人旅行者の動向を把握しなが

ら、アジア圏から取り組みをはじめ将来的には欧米にも広げてまいりたいと考えております。 
 またホームページの多言語化については観光協会は対応済みであり、八ヶ岳観光圏のホーム

ページも観光地域ブランド確立支援事業を活用し、多言語化に適応中であります。 
 来訪外国人等による情報発信については、ＳＮＳを活用した情報発信を促すことが外国人誘

客の有効な手段となるため、来訪した外国人等にこの地域の魅力を発信していただけるよう地

域が一丸となっておもてなしを行い、ロンリープラネット等の海外媒体の記事として取り上げ

られる地域へ押し上げてまいりたいと考えております。 
 外国語への対応については、今後さらに外国人旅行者が増加することから観光案内所等で活

用できる翻訳ソフトの整備を予定しており、事業者や旅行者の動向を把握する中で研修会の開

催や通訳ボランティア等の活用も考えてまいります。 
 外国人へのモニターツアーや宿泊体験については現在、八ヶ岳観光圏事業で継続して取り組

み、旅行ニーズや対応課題等について情報収集を行っております。 
 市としても今後の観光客の動向や受け入れ施設の要望等を把握する中で、受け入れ態勢の整

備を推進してまいります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 中山宏樹議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 市道の管理状況について、いくつかご質問をいただいております。 
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 はじめに、市道の見回りについてであります。 
 道路および水路の損傷等の情報提供については郵便事業株式会社北杜支店と覚え書を結び、

道路標識等の損壊状況および道路・水路等の陥没、崩壊等による危険個所の情報を提供いただ

くこととなっております。 
 昨年、同支店からの情報は寄せられておりませんが、行政区をはじめとする市民の皆さまか

らの通報や通勤時の市職員等および担当職員による見回り等により発見した損傷箇所等の補修

作業を実施しております。 
 なお、情報提供のお願いについては市ホームページなどによりお知らせしておりますが、行

政区長会議などを通じ周知を図ってまいります。 
 次に、危険木の調査についてであります。 
 本年１月に中央自動車道で発生した事故を受け、市道主要幹線を中心に倒木の危険性のある

木の緊急パトロールを実施し、土地所有者に対し通知等によりお知らせしているところであり

ます。また市広報紙でも樹木の適正管理についてを掲載し、情報の提供のお願いと併せ市民に

対し広く周知を図っているところであります。 
 なお、倒木等による事故発生については所有者も賠償責任を問われる場合もありますので引

き続き周知に努めてまいります。 
 次に、通行障害となる枝などについてであります。 
 道路敷内にある支障木については、道路維持作業により伐採等実施しているところでありま

す。民有林等についても所有者や地域の皆さまにもご協力いただき、安全で安心な通行ができ

るよう努めているところであります。 
 次に、凍結箇所の伐採についてであります。 
 樹木等の影響による日陰箇所で凍結するなどの危険な箇所は、安全な通行を図るため道路雪

氷対策において、重点的に凍結防止剤を散布するなど対処しているところであります。 
 これまでに民有林において伐採により路面凍結が改善された箇所もあることから、里山整備

事業などを活用していただき、山林の保全活動による安全・安心な道づくりに取り組んでまい

りたいと考えております。 
 次に、橋梁の点検についてであります。 
 市では平成１９年度から平成２０年度にかけ管理する橋梁の点検を実施し、平成２１年度に

結果を踏まえ北杜市橋梁長寿命化実施計画により、２８９橋の補修計画を策定したところであ

ります。 
 現在、対策実施予定橋梁については順次補修等を実施しているところであり、今後も国の補

助事業等を活用しながら順次対応してまいります。 
 次に、跨道橋の点検についてであります。 
 中央自動車道に架かる橋梁につきましては、平成１９年度から平成２０年度にかけて橋梁点

検により点検を実施しております。 
 笹子トンネルの崩落事故により国の指針が見直され、５年に一度の点検が示されていること

から、国の補助を受け本年度から２カ年の計画で再点検および新規認定橋梁の点検を実施して

いく計画であります。 
 また、先に実施した橋梁点検により危険性が指摘されている長坂町の横針橋については、撤

去する方向で国・県の指導のもと中日本高速道路と協議を進めており、来年度実施設計を予定
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しております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は４時１５分といたします。 

休憩 午後 ４時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時１５分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 本日の会議時間は会議規則第９条第２項の規定により、あらかじめ延長いたします。 
 中山宏樹君、再質問を許します。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 それでは第１項目めのまち・ひと・しごと創生の取り組みについて、再質問させていただき

ます。 
 はじめに地域リーダーの育成についてでありますが、現在活躍されている地域リーダーをあ

る程度把握しているかとは思います。その方々を一堂に集めまして市の課題について話し合っ

てもらうとか、ネットワークのような形にしてそのリーダーの方からまた次のリーダーみたい

な方を推薦してもらうようなことを考えておりますでしょうか。 
 それからそういうリーダーがいる場所に地域おこし協力隊のような外部から来た人を呼んで

市のことを語ってもらうということも必要ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 
 次に女性問題でございますが、先日、有村女性問題少子化担当大臣のパーティに参加してき

ました。大臣は女性問題も少子化問題もどちらも安倍内閣において最重要課題だと力説してお

りました。スピード感をもって対応していくことが大切だということを述べられておりました。

そしてすべての女性が輝く社会づくりを目指すのだということでございます。その後、名刺交

換をさせていただきましたけども、北杜市と言いましたら市長さんからこのボールペンをいた

だいたよという話をいただきまして、市長のボールペンは霞ヶ関で大変有名ではないかと思っ

ているところでございます。 
 六次産業推進に向けて女性の力が非常に大切と思いますが、この女性に対してのサポートな

んかは考えておりますでしょうか。 
 次に企業交流会で毎年出されているインフラ整備でございますけども、今日、共産党さんも

同じような質問をさせていただいて大変勇気づけられたところでございますが、できないとい

うことをずっと言っているだけではちっとも前へ進まないわけで、できないではなくてどうし

たらできるかということを考えて一つひとつ解決していただきたいと思いますが、そのことに

対しての考えはいかがでしょうか。 
 それから国で打ち出している地域を担う中核企業への優遇策でございますけども、本市にあ

る企業のうちでどのような企業、いくつぐらいの企業がその対象となるのか、お知らせしてい

ただきたいと思います。また、その売り上げを伸ばす支援についてもお伺いいたします。 
 以上、よろしくお願いいたします。 
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〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 中山宏樹議員の再質問の中で最初に人材育成の関係でございますけども、私のほうから答弁

させていただきます。 
 今ご質問の内容でございますけども、活躍している地域リーダーをネットワーク化して市の

課題を話し合ってもらうとか、地域おこし協力隊のような方々を仲間に入れたらどうかという

ご質問でございますけども、地域リーダーのネットワーク化につきましては、さまざまな知識

や経験を持った人材を生かして、さまざまな活動が連携されるということが一番大事だという

ように考えています。そのために北杜市地域力創造アドバイザーなどの外部の人材を活用しま

して、地域を元気にするために移住者や若者が地域の核となるような人材の育成に努めていく

ということが必要だと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 中山議員の再質問にお答えをいたします。 
 まず最初に六次産業推進のための女性への支援ということでありますが、六次産業化の推進

につきましては、従来から女性団体におきまして味噌作りをしている団体がございます。市と

しましても女性団体が社会進出することは重要と考えておりますので、これからにつきまして

も組織づくり、それから施設等の整備にあたっては要望があれば国、県等の補助制度を活用し

ながら支援してまいりたいと考えております。 
 ２点目の企業交流会でのインフラ整備という内容でございますが、道路の拡幅工事を行う場

合には計画道路上の土地所有者の承諾というものが非常に重要だと考えております。今後につ

きましても企業ニーズ等の要望を踏まえて関係機関と連携し、検討してまいりたいと考えてお

ります。 
 ３つ目としまして、国で打ち出しました既存企業の優遇策についてであります。国のまち・

ひと・しごと総合戦略の中には、地域を担う中核企業支援が盛り込まれており、国の行程表で

は平成２７年度に地域の中核企業支援体制の整備、それと支援策を展開し、平成２８年度にお

いて支援策の本格稼働を計画しております。市内の該当する企業はニッチトップ企業の数社と

考えられます。市といたしましても国の動向をもとに既存企業への優遇策について今後検討し

てまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 中山宏樹君。 
〇９番議員（中山宏樹君） 

 それでは再々質問をさせていただきます。 
 地域リーダーの育成でございますけども、ただいま明確な今後の具体的な話がちょっとな

かったようですけども、やはり地域のリーダー会議みたいな、地域リーダーを集めてやっぱり
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その場でどういう問題があるとか、そういうことを話し合う場が必要ではないかと思いますが、

そのことについてもう一度お伺いいたします。 
 それから道路インフラでございますけども農道・林道等、市で定める規定がございます。地

元負担等が発生するということでございましょうけども、そういう地元負担が発生するような

場合、企業はその場所ではないかもしれませんけども、利用するという立場において、その一

部負担をお願いするとか、そういうすり合わせはしているかどうかお伺いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 中山宏樹議員の再々質問にお答えしたいと思います。 
 地域リーダーのネットワーク化のための具体的な話し合いの場が必要ではないかということ

でございます。 
 先ほどもご答弁申し上げましたけども、北杜市地域づくり創造アドバイザーの外部の人材を

活用しまして、地域を元気にするため独自に活動している市民グループの支援等も含めて移住

者、若者が地域の支えとなるようなことを含めるようなこれからの話し合いの場も含めて検討

してまいりたいと、かように考えています。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 中山議員の再々質問にお答えいたします。 
 農道・林道におきまして地元負担金の一部肩代わりはというご質問だと思いますが、ケース・

バイ・ケースがありましてちょっと一概には言えないんですけども、原則的には例えば農道と

しては一部負担ということで今お願いはしておりますが、それはあくまでも地元の農家という

か、地区においてその農道を整備していただきたいという要望の中で条例がありまして負担を

お願いしております。しかし、企業がそれに入るかということにつきましては、地域の考えも

ありますから、ちょっと市としては一概に言えないんですけども、市としては要望のあった農

道等については一部負担をする場合もあります。 
 ただし企業誘致というところにつきましては、市としても雇用の拡大等の場をつくっていく

機会と捉えておりますので、そのへんにつきましては一概に負担金というところは、ケース・

バイ・ケースがありますのでいろんな形で検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 中山宏樹君。 
〇９番議員（中山宏樹君） 

 次に人口定住促進政策について再質問いたします。 
 まずはじめに情報発信でございますけども、やはり情報がないというのが一番ネックではな

いかと思われます。ただいま市のホームページでは空き家バンクに２件載っているだけであり

まして、あとは不動産屋さんのホームページにリンクするようになっております。これではな
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いと言っているようなもので、市のホームページの中にその不動産情報なるもののページを載

せることが妥当かどうかはちょっと分かりませんけども、できるとしたら１回とばしてもらっ

て、その中に空き家バンクであるとかアパートの空き情報、市営住宅の情報、別荘の中古物件

等々の情報を一堂に載せて、一堂に見られるということが絶対必要ではないかと思いますが、

この構築をする考えはございますか。 
 次に昨年４月以降、消費税の増税により建設業者は仕事が減って非常に苦しくなっていると

お聞きいたします。住宅関連産業は非常にたくさんの方が関わる産業でございますし、北杜市

においても大きな産業でございます。その中で新築住宅を造るにあたり、大手プレハブメーカー

や全国展開しているような大手の企業も入り込んできて、なかなか地元の中小大工さんは苦戦

しているところでございますので、新築や改築に対して優遇するような政策が取れるかどうか、

お聞きしたいと思います。 
 それから次に家賃補助でございますが、家賃補助は有効な政策と思われます。市営住宅では

保証人とか所得制限で入れない人がいます。各企業の住宅手当が出ているとの答弁でございま

すけども、企業に勤めていない人やパート、アルバイトで住宅手当がもらえない人もいらっしゃ

います。しかも１年という区切りにすればそんなに負担が発生することはないかと思いますが、

そのことはいかがでしょうか。別荘を建てるのにちょっと１年ぐらい住むという方もいるよう

でございます。 
 民間アパートは建設をする際、入居率９０数％で返済計画を立てております。そこで少しで

も空き部屋ができてしまうと返済に窮するということになります。補助を出すことによって、

その空き部屋対策が解消されれば大家さんにとっては新たな投資を考えるかと思いますが、ど

うでしょうか。北杜市は圧倒的に民間アパートが少なく、支援住宅をどんどん建てる状況では

ないと思います。 
 次に別荘の空き家問題は難しい問題でございます。どこに誰が持っているかという情報がな

かなかないわけで、市内の別荘を管理している業者もいらっしゃいますし、それから今度は固

定資産情報を利用できる法律の改正もあったと思います。これらを駆使して廃屋にならないよ

う活用するという考えをお聞かせいただきたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 中山議員の再質問にお答えいたします。 
 まず第１点目でございます情報発信の少なさ、ならびに民間の情報等をホームページへ入れ

て充実したらどうかというご質問でございます。 
 空き家の情報、市営住宅の情報、別荘の情報といった情報がありますけれども、そもそも私

ども情報発信につきましては、本年度策定いたしました定住促進化計画、この中に定住を促進

する共通施策ということで２点挙げてあります。そのうちの１点が情報発信ということで位置

づけております。それで移住定住をする上で、まず住まいを探すということが当然必要になっ

てきますので、そういった大きな課題を解決するためにも住宅情報を市のホームページから閲

覧できるという仕組みの構築は大変必要であると考えております。 
 また不動産業者の情報ということですので、民間の情報でもありますので、そのへんは業者
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等と協議を行う中で、先ほど申し上げた情報の提供に努めてまいりたいと考えています。 
 ２点目でございます。住宅関連産業で地元業者の優遇策というご質問でございます。 
 これにつきましては、すでに市が行っております施策の基本といたしましては市内の業者で

できることは、市内を優先して地域が活性化していくということを常に考慮しながら進めてお

ります。住宅の新築や改築に対する支援についても基本的にはこういった考えに基づいて行っ

ていきますので、その中でもさまざまな事例が考えられます。そういった場合もほかの自治体

等の参考事例も参考にしながら検討していきたいと考えています。 
 ３点目の家賃補助でございます。これにつきましては、民間アパートの家賃補助について検

討の余地がないかというご質問でございます。 
 先ほど申し上げましたけども、民間への家賃補助というのは個人への過剰な補助につながる

という懸念もあります。そうは申しましても実際、議員おっしゃるように住宅手当を支給され

ていない方もいらっしゃいます。そういった方についても今後、そういった補助が一過性のも

のに留まらず、将来にわたって定住につながるという可能性なり有効性も含めて今後検討して

いきたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 中山宏樹議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 
 別荘が廃屋等にならないような考えはないかという趣旨のご質問であります。 
 空き家等の対策の推進に関する特別措置法が本年度、一部が施行されております。完全実施

につきましては、本年の５月２６日を予定されておるということであります。その内容につき

ましては、市町村に空き家等への立ち入り調査および空き家の所有者を把握するための固定資

産税情報の内部利用が盛り込まれていると。市内の管理されていない別荘等におきましても廃

屋にならないように、この法をもとに指導あるいは助言等をしてまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 中山宏樹君。 
〇９番議員（中山宏樹君） 

 それでは再々質問をさせていただきます。 
 空き家問題でございますけども、古い空き家が住める状態でないということも考えられます。

その場合、そのまま貸していただいて借主が整備するという事例も出るかと思います。そうい

う場合の補助とか、それまで貸すという考えはありますか、お伺いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 中山議員の再々質問にお答えいたします。 
 当然、空き家につきましてはいろんな現実の状態があるかと思います。年に１回、お盆にこっ

ちに帰ってくるからそのままにしておきたいという方もいらっしゃいますし、またそういった
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問題もありますので、現在、登録されているのが２件という結果になっているかと思います。

空き家につきましては、それを貸したときに借りる方が改修する、そういった費用の補助につ

きましては今後北杜市の総合戦略も策定いたしますし、またふるさと創生会議でそういった中

身についても検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 中山宏樹君。 
〇９番議員（中山宏樹君） 

 それでは、次の観光施策についてお伺いいたします。 
 地域活性化として観光がまちおこし、まちづくりに必要と言われているわけでございますけ

ども、住民はなかなかその考えがあまりないと言いますか、高根、大泉、小淵沢は観光に対し

て関心があるのでそういう考えもございますけども、ほかの地域はちょっとそれが薄いんでは

ないかと思いますが、観光に対して関心が薄い地域で観光おこし、観光地域づくりをどのよう

に行うか、お伺いいたします。 
 それから地域防災計画に観光客避難に関する位置づけをどのように位置づけているか、お伺

いいたします。 
 ３番目に温泉でございますが、温泉は外国人旅行者にとっても人気のあるスポットでござい

ます。しかしほとんどの施設で入れ墨お断りと表示がしてあると思いますが、外国の人はファッ

ションで入れ墨をしている方が多いと聞いております。その場合、現場としてはどのような対

応をするのか、現場が混乱しないように市の方針を示すべきと考えますがいかがでしょうか。 
 次に富士山周辺は、東京から大阪の間のゴールデンルートとして非常に賑わっております。

その賑わいをこの八ヶ岳に誘導する政策を何か考えておりますか。よろしくお願いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 中山宏樹議員の再質問にお答えいたします。 
 防災の関係ということでございますので、私のほうから説明させていただきます。 
 ご質問ですけども地域防災計画に観光客の避難に関する位置づけというご質問でございます。 
 北杜市の地域防災計画の中に帰宅困難者滞留旅客対策の項目がございます。事前に必要な情

報を提供することによって帰宅困難者等の発生の抑制、そして避難所の位置や避難誘導等の措

置による安全の確保に努めることということを規定しております。また帰宅困難者に対する位

置的な避難所の確保のために、八ヶ岳周辺のホテルを災害時における施設等の提供等に関する

協定というのを締結してございまして、一時的に施設を開放して帰宅困難者の円滑な支援を行

うことということになっております。 
 今後も観光協会、商工会と協力・連携して災害時の観光客の保護、またならびに安全確保に

これからも努めてまいりたいと、かように考えております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
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〇産業観光部長（田中幸男君） 
 中山議員の再質問にお答えをいたします。 
 ３ついただいたかと思うんですけども、最初に地域活性化として観光がまちおこしに必要だ

というご質問だと思いますが、市といたしましても地域活性化やまちおこしを図る中で観光は

重要な事業であると認識しております。また観光に携わらない市民の方につきましては、十分

な理解を受けられていないのが実情だと思われます。八ヶ岳観光圏のコンセプトにもあります

住んでよし 訪れてよしの実践が図られ、市内の消費の拡大および最終的に定住につながれば

というところが住民に観光のまちおこしと理解していただけるものではないかと考えます。そ

のためにも市の観光事業を推進することにより、１人でも多くの観光客に訪れてもらい地域活

性化につながるよう観光協会等と連携してまいりたいと考えております。 
 ２点目といたしまして温泉施設の入れ墨の対応というような質問だと思いますが、入れ墨の

件でございますが、現在は全施設の入り口におきましてお断りという表示をさせていただいて

おります。これにつきましては日本人、外国人、ファッション、それと大小を問わずお断りし

ているところが現状でございます。 
 ３つ目といたしまして富士山周辺から八ヶ岳への誘導策というご質問でございますが、富士

山周辺には、世界遺産登録になりましたということもありまして外国人を含め多くの観光客が

訪れております。平成２５年度に北杜市と富士河口湖町との共同による「富士山ＶＳ八ヶ岳」

というパンフレットを作成し、県外からの誘客のＰＲを図ってきております。また観光ルート

としまして富士山から神代ザクラへという観光ルートもあるんですが、富士山から八ヶ岳とい

うところの公共交通を含めアクセスがちょっと不便だというところが非常に今、富士山から

八ヶ岳への観光客が伸び悩んでいる最大の要因ではないかと考えております。 
 しかしながら２０２０年のオリンピックもこれからありますので、さらに外国人も含めた観

光客の誘客について北杜市の観光協会、ならびに八ヶ岳観光圏とともに連携して推進してまい

りたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 中山宏樹君。 
〇９番議員（中山宏樹君） 

 次に市道の管理状況について、お伺いいたします。 
 緊急を要するような事態において、土日を挟んでいるような場合はどのように対応するか、

お伺いいたします。 
 ２番目に橋梁、歩道橋の改修は計画的にしていると思いますが、優先順位はどのように決め

ているか、それと来年度の計画の中で分かっているものがありましたらお知らせください。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 中山宏樹議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 １点目でありますけども、土日の緊急対応についてというご質問であろうかと思います。 
 土日、夜間の緊急対応につきましては、宿日直が対応しているという状況であります。また
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気象警報などが発令された、あるいは年末年始につきましては、あらかじめ定められた職員が

待機を、道路河川課でありますとか、あるいは支所の地域振興課ということで待機をして対応

をしているという状況であります。 
 続きまして橋梁、歩道橋の改修の問いを２番目にいただいております。 
 橋梁と歩道橋の改修補強につきましては危険度、あるいは自動車の交通量ですとか地域間、

公共施設を結ぶ重要路線道などから長寿命化の実施計画に基づき実施をしていくということで

あります。国の補助を受け実施していることは、現在の計画は遅れが生じているという状況で

あります。橋梁の再点検など実施をしながら関係機関と協議し、改修を進めてまいりたいと考

えております。 
 また跨道橋につきましても老朽化が著しい、先ほど横針橋というお話をさせていただきまし

たけども、そういうものにつきましては撤去、あるいは老朽化した中央道を跨ぐ跨道橋、これ

についても今、調査しておりますので優先順位を決めて改修をしてまいりたいと考えています。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 中山宏樹君の質問が終わりました。 
 関連質問はありませんか。 
 千野秀一君の関連質問を許します。 

〇１７番議員（千野秀一君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 ２番目の人口増、定住促進施策についてお伺いをいたします。 
 再質問、再々質問等でいろんな答えが出てきておりますけども、その中で先般、市長のほう

から子育て支援住宅のことにつきまして、はっぴいタウン須玉の募集のことについてお答えが

ありました。そのことの状況をまず、もう少し詳しくお答えをお聞きしたいと思います。 
 そしてそのときの話ですと今回１８戸建設をし、そして入居の募集をしたところ、かなり大

勢の人の応募があったという、そんな話を聞きました。北杜市がいかにも移住、定住をするの

に魅力のある場所だというふうなそんな感じで、大勢の応募があったもので大変喜ばしいとこ

ろであります。ただ、その数に比べてなんか１８戸という数があまりにも少な過ぎると言いま

すか、大勢の方がきたような話でありますから、もう少し、せっかく応募してくれた方々にがっ

かりしてもらいたくないということも含めて、何か受け皿の方策があるのかどうか、それを

ちょっとお聞きしたいと思います。 
 その中で当然、北杜市に北杜市以外から来てくれる方はそれだけでも人口増になりますし、

北杜市に対する移住、定住ということでありますので大変にしなければいけないと思います。

今、受け皿として考えられるのは市営の住宅を特別子育て支援住宅ではないわけでありますけ

ども、子育て支援住宅というふうな形に特化した扱いで入居させてあげることができないかと

いうふうな、そんな疑問があります。そのことについてお答えをしていただきたいと思います。 
 またもう１つは古い住宅を今、整備しているわけでありますけども、平屋の長屋の住宅であ

りますけども築年数も経っていますし、いろんな部分で下水道課も含めてお風呂も水まわりも

非常にコンディションのよい状態に改築をしているようであります。次から次にストック計画

の中で進めていくことだろうと思うわけでありますけども、完成した住宅を見ますと子育てを
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する人たちにも平屋でありますし、お庭も付いていますから大変住みやすい住宅に生まれ変わ

るような改修がされているのではないかと思います。そういう意味からしますと、今あるストッ

ク計画のこれから改修を進める住宅について、前倒しのような形の中で子育て支援住宅として

の活用ができないか、そのへんをお伺いいたします。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 千野秀一議員の関連質問にお答えをいたします。 
 まず１点目でありますけども、はっぴいタウン須玉団地の申し込み状況ということでありま

す。この１３日に申し込みを締め切らせていただきました。応募総数は４９件であります。北

杜市内から北杜市内に移りたいという方が２２件。俗に言う北杜市に本籍がありまして他市に

出ていて帰ってきたいという方が１５件。長野県に本籍がありまして東京にいる方が帰ってき

てＪターンをしたいという方が１件。それと他市に本籍があって北杜市に直接来たいという方

が１１件という状況であります。率にしますと北杜市から北杜市が４５％、市外の方が５５％

というふうな割合になってございます。 
 続きまして、申し訳ないです、最初に先ほどの簡平といいますか、簡易平屋の４戸建ての平

屋が今ストック計画で改修をしているけども、それが子育て支援住宅的なものにならないかと

いう質問と、あと先行的にというお話でありました。これにつきましては、ご承知のとおり本

年度姥神団地、来年度山崎団地というふうに改修を進めていくというふうな計画になっており

ます。これにつきましても補助金、国庫補助でありますけども４５％ほどいただいておりまし

て、補助金がつかないとやはり優先的には建設できないのかなと。値段につきましてもやはり

４戸建てで１カ所、１千万円から１，５００万円くらいの改修費用がかかります。そんなこと

もありまして、補助金のつき具合でやっていくということではないかと考えております。 
 それと市営住宅でありますけども、子育て支援住宅として入居ができないかということであ

りますけども、それにつきましては市営住宅条例の中に市内に在住の方、または市内の企業に

勤務する中、あるいは近隣の市町村に勤務される方でないと住めませんよというものでありま

す。単独住宅については、その要件を緩和するということは可能なんでしょうけども、市営住

宅については今、申し上げましたように国庫補助をいただいていますので、なかなか緩和する

のが難しいのかなと考えています。しかしながら今言ったように随時ストック計画で改修して

おりまして、空き家もございますのでそういうことについては検討ができるものであれば検討

したいと考えております。 
 先ほどの最初の質問の抽選に外れた人と、要綱が決まっておりまして第１優先、第２優先、

第３優先と決まっておりまして、順位がついて決まるわけですけども、抽選にもれた方に対し

ましてはみずきタウンのパンフレット等を送らせていただいていますので、そういうものを入

れて今言ったようにまたお知らせをすると。また大泉団地につきましても来年度、募集をかけ

ますし、そういうことと今申し上げましたように単独住宅が空いていれば、そういう空き家情

報も提供したいということでありますけども、答弁が長くなって申し訳ない、現在、単独住宅

につきましてはみさき団地が２戸空いている。サンコーポラスについてはもうすべてが埋まっ
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ているという状況であります。そんなことでご理解をいただきたいと考えています。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 千野秀一君。 

〇１７番議員（千野秀一君） 
 市営住宅がかなりいっぱいというのは以前から承知していますし、子育てをしたい北杜出身

の若夫婦が市外で子育てをしていて北杜に帰ってきたい。そのために質のいい住宅がほしい、

こういうことがありますけども、そういう意味で今回の子育て支援住宅、はっぴいタウンの須

玉が第１回目の募集ということで、これほど高い、市外にお住まいの方が５５％も、人気があ

るという、要するに期待をしているわけで、北杜の住民になりたがっているわけですよね。で

すからそういうことを考えた場合に、聞けば先ほどの住宅の整備でもそうなんですけども、予

算がつけばとか、予算があれば手をつけましょうとかということではなく、まさにこのタイミ

ング、すごいこの北杜市に対する追い風でありますから、この若者が定住するという質のいい

住宅を造れといってもすぐに造れないと思うんですよ。住宅がね。改修のほうがまだ楽かなと

思うし、もう１つ、先ほど代表質問で話がありましたように民間のアパート、民間の社宅のよ

うなものを市が一時的に借り上げをして、それを子育て支援住宅のような安価で、市内に住ん

でもらうための施設として活用するということは、どうしてもできないのかどうかをお聞きし

ます。 
 そしてせっかく来年、また大泉、あるいはそのあと武川という話があるわけでありますけど

も、いずれにしろほかの１８戸ずつの施設の整備だけではとても北杜市に若者が入ってきたい

というそういう期待に応えられないと思うんですよ。そういう意味で柔軟な施策をぜひぜひ考

えてもらわなければ期待に応えられないと。若者が定住しないと。１００万人構想、プラチナ

構想になかなか対応できないだろうとこういうことでお伺いしました。答弁をお願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 大芝副市長。 

〇副市長（大芝正和君） 
 千野議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 
 私どもも子育て支援住宅の須玉団地の応募者数の多さには、はっきり言って想定外の多さと

いうことで理解をしておるところです。中でも特に市外からの移住の希望が多いということは、

つまり市内の企業に勤めている人も非常に多いんだというふうに認識しております。したがい

まして、市営住宅等につきましては国庫補助等の問題もございますけども、それらも検討しな

がら今後の住宅の政策ですね、それから民間のアパート、それから貸家、空き家等についての

助成制度につきましては、今後設置を予定しております北杜市ふるさと創生会議の中で議論を

していただいて、スピーディーな事業を執行していきたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 ほかに関連質問はございませんか。 
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 （ な し ） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、北杜クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 次に、ほくと未来の会派代表質問を許します。 
 ほくと未来、１番議員、上村英司君。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 ほくと未来を代表して質問をさせていただきます。 
 まずは、ほくと未来の同志でありました輿水良照議員がご逝去されました。謹んで哀悼の意

を表します。 
 輿水議員は、特に市立病院の経営環境の改善や介護保険事業の充実に力を注いでおりました。

また地域が発展するために地域で運営するコミュニティバスの整備や若者が住みやすくするた

めに住宅地の確保の必要性なども提言されていたことが私たちの心に残っております。 
 道半ばでご逝去されたことは、さぞ無念であると思います。輿水議員の遺志を受け継いでほ

くと未来の議員４人は市民の福祉の向上に向けて今後一層、努力してまいる所存であります。 
 国でもまち・ひと・しごと創生法を施行し人口減少、少子化に歯止めをかけるために動き出

しました。２兆円近くも大きな予算を地方に拠出いたしますが、今後の国の財政状況を考える

と国が大きく支援してくれる最後のチャンスと言えるかもしれません。 
 北杜市においては、早くから働き盛りの人口が少ない偏った人口構成を是正するという市長

の考えのもと、子育て支援住宅の建設や保育料を第２子以降無料にするなど積極的な少子化対

策を実施してきました。今後も国や県と連携しながら北杜市に子どもが増え、将来にわたって

ふるさとを担ってくれる担い手が増えるための施策を実施していかなければいけません。 
 今回の代表質問では、そういう将来の担い手や子どもが増えるために有効だと思われる施策

に対して重点的に質問させていただきます。 
 市長も常々言っておられますようにこの地域で伝統的に力を入れてきた教育という人づくり、

人材育成が大変大事であると考えます。子どもを含めた北杜のすべての市民が将来を見据えな

がら知恵を出し合い、北杜市をどのように魅力のあるまちにしていくかという議論をし、人材

育成をしていくことが若者がこの地に留まり北杜市の定住人口が増える近道かもしれません。 
 ほくと未来の議員４人は輿水議員の思いとともに市民の先頭に立って、人口減少社会に立ち

向かうチャレンジをしていく先駆けになる覚悟であります。 
 今回は４項目について、質問をさせていただきます。 
 まずは、平成２６年度補正予算および平成２７年度当初予算について質問いたします。 
 国においては、地方創生をスローガンに地方の活性化と人口減少対策に乗り出しました。若

者が定住できるまちづくり、人づくり、仕事づくりを推進していこうとしております。 
 国の平成２６年度の補正予算で緊急経済対策として２，５００億円、地方創生先行枠として

１，７００億円を計上し、平成２７年度予算においても１兆円弱をまち・ひと・しごと関連事

業費で計上しております。 
 地方創生の直接の担い手である北杜市が使い道や使い方を決めて、将来の北杜市の活性化に

つなげてくださいという内容であります。まさに職員だけでなく議会も含めて早急にどういう

使い道が将来の北杜市にとって有効であるのか議論し、決定していかなくてはいけない状況で
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あると思います。 
 北杜市においては、平成２７年度一般会計当初予算案は約２９２億３，５００万円。前年比

１．２％増となっております。将来的な交付税の段階的縮減、少子高齢化に鑑み定住促進や若

者の雇用の創出、子育てしやすい環境づくり、女性の社会進出に貢献する将来を見据えた当初

予算編成であるべきだと考えます。以下５点、質問いたします。 
 １．国の平成２６年度補正予算で緊急経済対策２，５００億円、地方創生先行枠１，７００億

円が可決されました。北杜市へのそれぞれの影響額とそれぞれ活用した事業は、どのよう

なものになるでしょうか。 
 ２．平成２７年度の当初予算を編成するにあたり、基本的な考え方はどのようになっている

でしょうか。 
 ３．平成２７年度の新規事業はどのようなものがあるでしょうか。 
 ４．既存事業の中で、市費で約１億５千万円と大きく負担している事業に市民バス事業があ

ります。以前から改善が不可欠だと言われております。今後の改善を検討していくお考え

はあるでしょうか。 
 ５．基金の中でまちづくり振興基金に４１億７，５００万円余を積んでおります。使途はど

のようになるでしょうか。 
 以上５点、お伺いいたします。 
 続きまして２項目め、定住促進計画についてお伺いいたします。 
 北杜市の課題であります少子高齢化、人口減少を抑制し定住人口を増やし、持続可能で活力

ある地域の維持を図るために定住促進計画の素案が立案され、市民からのパブリックコメント

の募集が終わり、北杜市定住促進計画が策定されたところであります。 
 定住促進のための施策の必要性が議論されて２年近くになります。完成された定住促進計画

を基本としながら、早急に具体的な施策を実行していかなければいけないと考えます。本当に

定住人口や子どもの数が増える効果的な施策でないといけないと思います。以下、質問いたし

ます。 
 １．定住促進計画の実行により、将来の北杜市像として何年後にどのような人口構成を目標

とするかなどという、北杜市の将来ビジョンはどのような内容になっているのでしょうか。

お聞きいたします。 
 ２．市民から寄せられたパブリックコメントの意見には、どのようなものがあるでしょうか。 
 ３．定住促進の専門部署を設置することが表明されていますが、県外から移住したい方が総

合的に相談できる窓口として捉えてよろしいでしょうか。 
 ４．子育て支援・教育についてお聞きいたします。 
 認定子ども園や病児保育・病後児保育に対するニーズが高まっております。設置を検討する

お考えはあるでしょうか。 
 子どもが大学に行くために、１人当たり公立でも最低８００万円かかるといわれております。

子育てにとって、この学費が大きくかかることがネックになるといわれております。課題を克

服するために、北杜市に定住したら返済が免除される給付型奨学金を導入するべきではないで

しょうか、見解を伺います。 
 ５．産業振興・雇用についてお聞きいたします。 
 Ｉターン、Ｕターン促進のために住居を北杜市に持ってもらうことが重要であります。その
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ためにも住宅取得や住宅改修への大きな支援が必要だと思います。若者にとって住宅取得は大

きな買い物であるだけに、住宅取得への支援は定住にとって大変有効だと考えます。検討する

べきではないでしょうか、お聞きいたします。 
 北杜市に農業生産法人が多数進出してきております。北杜市では昼間の人口が夜間の人口よ

り多いということであります。農業生産法人の雇用における貢献状況はどのようになっている

でしょうか。また進出してくる農業生産法人と市内のメンバーで組織されている営農組織との

連携体制を取っていくことが大変重要だというふうに思います。今後の連携体制はどのように

考えているでしょうか、お聞きいたします。 
 ６．地域おこし協力隊が多数北杜市で活動し、活躍しております。現在の人数と活動状況は

どのようになっているでしょうか。また今までの定住状況はどのようになっているでしょう

か、お聞きいたします。 
 ７．住宅について、何点か質問いたします。 
 市の単独公共住宅へ入居しやすくするために基準を緩和するということが謳われております。

具体的な検討事項はどのようなものになっているでしょうか。 
 新規就農者が農地に住宅を建設したい、また空き家を取得したいという声が多数あります。

農地に家を建てるための農地転用に対する考え方について、お聞きいたします。また新規就農

者が空き家を取得するための対策があるのか、お聞きいたします。 
 市が所有する市有地の固定資産台帳を整備しまして、市有地を住宅地として積極的に払い下

げるということが計画に謳われております。具体的にどのような場所に住宅地を整備する予定

でしょうか、お伺いいたします。 
 続きまして３項目め、税と社会保障の共通番号制度、マイナンバー制度の導入について質問

いたします。 
 マイナンバー制度におきましては、平成２７年１０月から通知カードによる一斉通知が始ま

り、平成２８年１月から個人番号カードの交付が始まります。 
 マイナンバー制度は、さまざまな機関が保有する個人情報をその人だと確認するための基盤

となる大変重要な制度であります。この制度の導入により多くの証明書を取る手間が省け、個

人も行政も大きな負担から軽減される制度であります。また消えた年金問題のような問題の解

決にもつながり、本当に生活保護を受けるべき人を把握することができるようになり、弱者に

手を差し伸べやすくなる可能性がある制度だといえます。 
 北杜市においても自治体自由枠を活用して従来、把握しづらかった庁内横断的な情報活用や

住民の時系列の情報活用により福祉の向上が期待できます。 
 しかしながら課題や懸念もあり、個人資産が監視されるのではとか個人情報が漏洩するので

はという不安が市民にあります。また特に高齢者の名寄せ作業が滞ることが予想され、制度を

運用していく上で援助が必要な方も多数存在すると考えます。このような状況の中、以下４点

質問いたします。 
 １．北杜市におけるマイナンバー制度の導入のスケジュールと準備体制、予算規模はどのよ

うになっているでしょうか。また税、年金や個人資産など適用される範囲はどのように考

えているでしょうか。 
 ２．市民への周知方法と名寄せの方法については、混乱することも予想されますが制度の趣

旨を含めて周知はどのようになるでしょうか。 
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 ３．自治体自由枠の活用はどのように考えているでしょうか。 
 ４．委託先の安全性、職員への情報保護の徹底、サーバーへのハッカーの侵入などに対する

個人情報保護対策はどのようになるでしょうか、お伺いいたします。 
 ４項目め、教育についてお伺いいたします。 
 小中学校教育では、デジタル教科書や電子黒板などのＩＣＴ教育の普及の動きが活発になっ

ております。情報活用能力を高め、情報がすぐに確認でき画像により理解しやすいなどＩＣＴ

教育を推進することは、教育にとって効果的であるといわれております。 
 しかしながら便利になる反面、字が書けなくなるなどのマイナスの面が語られることもあり

ます。ＩＣＴ教育のメリットやデメリットを教育委員会だけでなく、現場の先生も理解してい

なければいけないと思います。 
 また小学校の英語教育においては２０２０年から小学校３年生へ前倒し、また小学校５年生

から正式な教科となる計画で文科省が進めております。日本人の英語能力がアジアの中でも特

に低いことや留学生が少ないことを考えると当然であります。 
 このような状況の中、教育現場ではＩＣＴ教育、英語教育ともにしっかりとした教育体制づ

くりが急務であり、教員の研修などの充実も必要があります。 
 しかし一方で現状でも忙殺されております教員が、研修などを受ける時間があるのかという

課題もあります。また近年、スマートフォンやネットの普及によるいじめなどの被害が顕著に

なっております。個人情報が簡単に漏洩したり、仲間はずれの道具になったり、従来では考え

られなかった問題に対処していかなくてはいけない時代になります。早急に学校、家庭、社会

と連携し、対処していかなくてはいけないと考えます。以下４点について、質問させていただ

きます。 
 １．当初予算において拡充されるＩＣＴ教育拡充の内容はどのようになるでしょうか。 
 またＩＣＴ教育においては子どもへのメリット、デメリット双方が議論されています。

現時点での教育委員会でのメリット、デメリットはどのように考えているでしょうか、お

聞きいたします。 
 ２．北杜市における幼児や小学校での英語教育を推進していくためのスケジュールや市独自

の方法は検討しているでしょうか。 
 ３．ＩＣＴ教育や英語教育について、先生への研修をしてほしいという声が学校からも出て

おります。特にＩＣＴ教育が進んでいる学校では、得意な先生が主導するという傾向が強

いと思います。また英語教育においては、教科になった場合の評価を誰がするのかという

問題もございます。英語教育を進める体制づくりを早急に行っていかなくてはいけないと

考えますが見解を伺います。 
 ４．スマートフォンを使ったいじめなどの問題が深刻になっております。ネット社会に対す

る小学校からの教育が必要です。学校、家庭、社会が連携してインターネットやスマート

フォンへの教育を早急に行うべきだと考えますが、見解を伺います。 
 以上４項目、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は５時３０分といたします。 
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休憩 午後 ５時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ５時３０分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 平成２６年度補正予算および平成２７年度当初予算について、いくつかご質問をいただいて

おります。 
 はじめに、地域住民生活等緊急支援のための交付金における本市の活用事業等についてであ

ります。 
 国の平成２６年度補正予算で創設された地域住民生活等緊急支援のための交付金については

地方消費喚起・生活支援型として２，５００億円、地方創生先行型として１，７００億円が人

口や財政力指数などに応じて、各地方公共団体に交付されることとされております。 
 このうち本市への交付限度額としては地方消費喚起・生活支援型分が８，８００万円余、地

方創生先行型分が４，７００万円余と見込まれております。 
 当該交付金事業を含む、国の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に伴う補正予算につ

いては現在、編成作業を進めているところでありますが、地方消費喚起・生活支援型事業とし

てはプレミアム付き商品券の発行を、地方創生先行型事業としては北杜市総合戦略の策定、結

婚支援としての仮称、出会い支援センターの設置、子育て世代の移住・定住促進事業、空き店

舗活用交流促進事業や海外販路開拓支援事業費補助金などに取り組むこととしております。 
 次に、平成２７年度当初予算編成の基本的な考え方についてであります。 
 平成２７年度当初予算編成に当たっては交付税の段階的縮減に的確に対応し、さらなる歳入

歳出の見直しを行うとともに財政の健全化の取り組みをより一層進めることとし、基金財源を

活用して過去最大規模となる市債の繰上償還を行う一方で引き続き人口減少、少子化対策に全

力を挙げて取り組むこととし、また地方創生に向けては地域おこし協力隊を拡充し、都市住民

等の定住促進を図ることとしたところであります。 
 なお、本市における最重要課題である人口減少、少子化対策についての新規事業は定住促進

計画およびまち・ひと・しごと創生法に基づく北杜市総合戦略策定後に、速やかに事業化に向

けての準備を進め、事業実施が可能となったものから順次、平成２７年度の補正予算で対応を

行うこととしております。また定住自立圏構想に基づく定住自立圏共生ビジョンに関する予算

についても補正予算での計上を目指しております。 
 次に、平成２７年度の新規事業についてであります。 
 平成２７年度当初予算の新規事業としては、ＩＣＴを活用した教育を推進する小中学校への

タブレットパソコン・電子黒板機能付きプロジェクター導入事業、市保健センターに設置する

子育て世代包括支援センター運営事業、福祉相談窓口の設置などを行う生活困窮者自立支援事

業、無料化の対象を拡大する第２子以降幼稚園保育料無料化事業、長坂駅バリアフリー化調査

事業、浅川兄弟資料館で北杜市ゆかりの先人を展示する仮称、北杜ゆかりの先人展開催事業や
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公共施設等の最適な配置を実現するための、公共施設等総合管理計画等策定事業などとなって

おります。 
 次に、まちづくり振興基金の使途についてであります。 
 北杜市まちづくり振興基金は合併特例債を財源として造成したもので、地域住民の連帯の強

化および地域振興等に資することを設置目的とした基金であります。一方でまちづくり振興基

金については積立元金の取り崩しは行わず、基金利子等の運用益を地域振興等のためのソフト

事業の財源として活用することとしております。 
 今後の運用益の使途としては、本市における最重要課題である少子化対策や定住促進につい

ての事業の財源として活用してまいります。 
 次に、定住促進計画における北杜市の将来ビジョンの内容についてであります。 
 国立社会保障・人口問題研究所における将来人口推計によると人口は減少の一途を辿り

２５年後の平成５２年には現在の４万８，５００人ほどから１万５，５００人ほど減少し、３万

２，８８０人になる見通しとなっております。 
 まち・ひと・しごと創生法においては来年度、地方版総合戦略に併せて地方人口ビジョンを

策定することとなっており、定住促進計画や北杜市総合戦略の事業実施により現在の人口の維

持を目標にしてまいりたいと考えておりますが、今後の分析状況によっては流動的であり、下

方修正しなければならないとも考えております。 
 その他につきましては、教育長および担当部局長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 藤森教育長。 
〇教育長（藤森顕治君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 教育について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、ＩＣＴ教育の拡充についてであります。 
 本市においては来年度、すべての小中学校へ可動性のある電子黒板機能を持つプロジェク

ターを増設するとともに、普通教室においてグループ学習などに使用するタブレット端末の導

入を進めてまいります。 
 またネット環境については、当面ポケットＷｉ－Ｆｉにより対応を行う予定であり、将来的

にはパソコン教室のパソコンの更新に合わせて、タブレット端末としても使用が可能なハイブ

リット型パソコンの導入や無線ＬＡＮ環境の整備を進めてまいりたいと考えております。 
 ＩＣＴを効果的に活用する子どもたちへのメリットは授業が分かりやすくなり、学力が向上

する、学習への興味関心が高まる、子どもたち同士が教え合い学び合う協働学習ができるなど

が考えられます。また鉛筆を使うなど書く機会が減る、視力の低下などの身体的負担が生じる

などの課題も挙げられております。 
 次に、小学校での英語教育の推進についてであります。 
 文部科学省のグローバル化に対応した英語教育改革実施計画では、小学校において３・４学

年に外国語活動を導入する、５・６学年では現在の外国語活動を教科化するなどの方針が示さ

れております。 
 この計画によるスケジュールでは、平成２６年度から平成３０年度にかけて指導体制の整備

や教育課程特例校による先取り実施の拡大を進めながら、中央教育審議会での検討を経て学習
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指導要領を改訂し、平成３０年度から段階的に先行実施し、平成３２年度からの全面実施を行っ

ていく予定が示されたところであります。本市としては、国や県の動向を見極めながら準備を

進めてまいりたいと考えております。 
 次に、英語教育等に関する教職員への研修についてであります。 
 小学校中学年からの英語教育の開始に伴い、小学校の学級担任も外国語活動の指導を行う必

要が生じるため、研修をはじめとした指導体制の強化が課題となっております。 
 本市においては英語教育の教科化等へ向けて、ＡＬＴを含めた外部人材の活用も見据えなが

ら教職員は県等が実施する研修会等へ積極的に参加するよう指導に努めてまいります。 
 ＩＣＴを活用した教育の推進についても、県等が実施する研修会等への積極的な参加を指導

するとともに、ＩＣＴの導入に際しては取り扱い説明会やメーカーによるサポートデスクの設

置など対応していくこととしております。 
 また、学校現場におきましては北杜市教育研究会や校内研究会等において事例研究を行うな

ど、英語教育やＩＣＴを活用した教育の推進に向けた体制づくりに努めてまいります。 
 次に、ネット社会におけるモラル教育の対策についてであります。 
 情報教育の一環である情報モラル教育については、学習指導要領の内容を踏まえてすべての

小中学校において発達の段階に応じた情報モラル教育の取り組みが行われているとともに、山

梨県ＰＴＡ協議会や山梨県教育委員会などが中心となって、スマートフォン等の使用について

児童生徒と家庭が使い方を考える機会として使い方に関する基本ルールを策定し、学校を通じ

て各家庭へ呼びかけるなどの対応が行われております。 
 市教育委員会では、校長会等で学校内での取り扱いや児童生徒への指導の徹底について周知

を図っているところであります。 
 また校長会等からの要望も踏まえて、学校施設においては情報機器にフィルタリング機能を

備えるなど情報セキュリティの確保にも努めているところであり、今後もこれらの取り組みを

継続してまいります。 
〇副議長（坂本君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 マイナンバー制度の導入について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、導入のスケジュールについてであります。 
 マイナンバー制度の根幹となる住民基本台帳システムを含む税・福祉等関連システムの改修

作業を現在進めており、本年１０月には全市民に個人番号を通知いたします。 
 また、来年１月からは個人番号カードの発行とともに庁舎内でのマイナンバーを利用した情

報連携が可能となり、平成２９年７月からは法律に定められている行政手続きについて他の機

関との情報のやりとり、連携を開始することとしております。 
 次に、準備体制と予算規模についてであります。 
 マイナンバー制度への対応は複数の部署に跨るため所管課を総務課とし、関係各課との連

携・調整を図るワーキンググループの立ち上げや職員研修を開催するなどの準備を進めており

ます。 
 制度の開始に当たっては、個人情報の保護が最も重要であることから対策をしっかりと講ず
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るとともに、関連する条例改正や市民への制度周知についても計画的に推進してまいります。 
 また予算規模については本年度は関連システムの改修、特定個人情報の洗い出し経費等とし

て２，３６０万円を、来年度は個人番号カード発行業務等負担金、システム改修、例規改正業

務支援等５，４００万円程度の経費を見込んでおります。 
 次に、利用範囲についてであります。 
 原則として社会保障・税・災害対策の３分野としておりますが、預金口座などにも適用範囲

を拡大する番号法の改正案が今国会において審議予定であるため、今後も動向を注視してまい

りたいと考えております。 
 次に、市民への周知と名寄せの方法についてであります。 
 国から支給されるポスターやチラシなどを活用するとともに、市広報誌への特集の連載や市

ホームページを利用した周知を順次行ってまいります。 
 また名寄せの方法については、業務ごとに付加されている既存番号を氏名、生年月日、性別

および住所の基本４情報から同一人と特定する同一人同定支援ツールを利用し、現在、名寄せ

作業を進めているところであります。 
 次に、自治体自由枠の活用についてであります。 
 マイナンバーの利用は原則、番号法に規定されている事務のみとされておりますが、条例で

規定することにより社会保障、税、災害対策分野に関する事務での独自利用が可能となります。 
 現時点では独自利用は限定的ではありますが、市民の利便性の向上や業務の効率化につなが

るものについては、今後も検討を重ねてまいります。 
 次に、個人情報保護対策についてであります。 
 平成１８年に情報セキュリティポリシー基本方針および対策基準を策定しておりますが、Ｉ

ＣＴ環境の変化や法改正等により、さらに強固なセキュリティが必要となっております。 
 こうしたことから基本方針および対策基準の見直しのため、本年度、庁内に北杜市情報セキュ

リティ委員会ならびに専門部会を設置し、マイナンバー制度への各種対応も含めて検討してお

ります。また個人情報を取り扱う職員についても情報セキュリティ研修会を開催し、個人情報

保護の意識強化を図っているところであります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 市民バス事業の改善についてであります。 
 市が行うバス事業は、民間バス事業者が採算が取れないことを理由に撤退したあとのバス路

線維持を目的に運行していることから、ある程度の市費負担はやむを得ないものと考えており

ます。 
 高齢化が加速する中、日常生活における住民の足として市民バスの役割は一層高まっている

ものと認識しており、本年度策定した定住促進計画における意向調査でも公共交通機関の充実

を望む回答が多くあり、定住施策として市民が快適かつ安心して外出・活動できるよう、より

利用しやすい地域公共交通を構築するとしたところであります。 
 地域公共交通施策については人口減少や高齢化社会を迎え、市町村間の連携など国や県の動
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きもあるため、これらの施策も勘案する中で北杜市地域公共交通会議で検討してまいりたいと

考えております。 
 次に定住促進計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、パブリックコメントの意見についてであります。 
 計画に住民の意見を広く反映させるためパブリックコメントを実施し、５件の意見をいただ

いたところであります。その内容は優先順位をつけて施策の実施をするべき、北杜市の強みを

磨く、弱みを克服する、魅力の発信、不動産情報の発信など具体的な施策の推進についての意

見でありました。 
 いただいたご意見については、定住促進計画に位置づけた子育て・教育、産業振興・雇用、

交流・観光、住宅、生活環境の５つの施策と情報発信、連携の２つの共通施策の内容と合致し

ておりますので、具体的な定住促進施策を検討する際の参考意見とさせていただきたいと考え

ております。 
 次に、移住者の総合窓口についてであります。 
 来年度、地域課にふるさと創生担当を新たに設置し、人口減少対策に総合的に取り組む担当

として地方創生事業、定住促進対策、定住自立圏構想および移住・定住相談窓口等の業務を行

うこととしており、先行型の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、移住定住のワ

ンストップ窓口の設置や定住促進アドバイザーの配置を検討し、移住定住の総合的な窓口とし

ていく考えであります。 
 次に、給付型奨学金の導入についてであります。 
 国が示すまち・ひと・しごと創生総合戦略では、地元学生定着促進プランとして今後、国が

制度化を予定している無利子の奨学金制度を活用した大学生等の地元定着の取り組みなどが施

策として掲げられていることから、これらの国の動きを注視する中で県との連携も踏まえ仮称、

北杜市ふるさと創生会議で検討してまいりたいと考えております。 
 次に、住宅取得や住宅改修への支援についてであります。 
 定住促進計画の策定に当たり実施した意向調査において、定住を希望する人たちの多くは戸

建ての住宅を望んでいることから、住宅取得等に対する支援を計画に位置づけたところであり

ます。 
 今後、若者世帯を対象にした住宅取得に対する助成や住宅改修助成など制度を構築し、来年

度中に支援制度の周知が図れるよう努めてまいります。 
 次に、空き家の流動化対策についてであります。 
 定住促進計画において、空き家バンク制度の充実および必要に応じて民間企業などとの提携

を検討する中で空き家の利活用の推進を図ることとしていることから、地域課に新設するふる

さと創生担当において計画に基づく事業の推進を図り、新規就農者等の住宅取得に応えていき

たいと考えております。 
 次に、市有地の払い下げの具体的な場所についてであります。 
 市有財産の有効活用、処分は第３次行財政改革アクションプランにおいて、取り組むべき課

題となっております。このため市有財産の状況を地方公会計の整備促進に併せて、より正確に

把握するため、固定資産台帳を来年度から２カ年計画により整備するところであります。 
 この整備を進める中で住宅用地として法令上の制約がないこと、上下水道等の社会インフラ

が整っていること、市として利用見込みがないことなどの条件に合う魅力的な定住促進になる
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よう利活用可能な住宅用地を具体的に選定し、積極的に有効活用を図ってまいりたいと考えて

おります。 
 また、市営住宅の跡地等はすでに社会インフラ等の条件が整っていることなどから、地域の

活力源である子育て世代の定住を図る住宅用地としての活用策等を仮称、北杜市ふるさと創生

会議において具体的に検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えします。 
 認定こども園、病児・病後児保育の設置についてであります。 
 昨年度、就学前の児童の保護者に対して行った子育て支援ニーズ調査において、認可保育園

に次いで幼稚園・認定こども園を定期的に利用したいとの回答がありました。併せて実施した

つどいの広場利用者等へのグループインタビューにおいても、子どもの具合が悪いときに預

かってもらえる施設がほしいとの意見が多数ありました。 
 このことから保護者のニーズに応えるため、北杜市子ども・子育て支援事業計画において既

存の市立保育園に幼稚園の機能を持たせた保育園型認定子ども園に整備してまいりたいと考え

ております。 
 また病児・病後児保育については、休園を予定している長坂保育園秋田分園を活用してまい

りたいと考えておりますが、施設の整備や看護師の確保等が課題であることから北杜市子ど

も・子育て会議でご意見を伺いながら進めてまいります。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 定住促進計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、農業生産法人の進出における雇用状況等についてであります。 
 市内では１７の企業型農業生産法人が進出を決定し、うち１３法人が操業を開始し４法人が

計画中であります。これまでに２４１名を雇用し、うち市内在住者は１３０名となっておりま

す。また市内には１７の集落営農組織があり、現在は農業生産法人と連携はしておりませんが

１２農業生産法人や山梨大学など、７組織で構成する北杜市農業企業コンソーシアムも設立さ

れたことから、農閑期の雇用の提供や地場農産物の都市部への供給など連携できる点も多いこ

とから市が中心となりマッチングする場をつくってまいりたいと考えております。 
 次に、地域おこし協力隊の活動状況と定住状況についてであります。 
 北杜市地域おこし支援事業は、農業と観光の分野において実施しております。農業において

は平成２１年度から事業を開始し、これまでに協力隊員２５名の委嘱を行っております。 
 市では協力隊員の定住のための支援機関として農業生産法人など８法人を認定し、支援機関

が協力隊員の研修などを行い、委嘱終了後の隊員が定住できる農業技術の習得を行っており、

これまでに１１人が定住したところであります。 
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 なお、本年度は４法人で７人の隊員が活動中であります。 
 観光においては本年度から３名の隊員を受け入れており、北杜市観光協会への支援や観光案

内・ＰＲ業務で２名、八ヶ岳観光圏事業への支援や観光商品の販売企画業務で１名が活動中で

あります。定住実績については、本年度からの事業のためありません。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 定住促進計画における、単独公共住宅の入居基準の緩和についてであります。 
 子育て支援住宅は連帯保証人の条件を日本国内に居住し、かつ入居決定者の入居する住宅の

家賃に１２を乗じて得た額以上の収入を有する者としたため、市外からの入居希望者が多い結

果となりました。 
 単独公共住宅のさつき団地Ａ棟、みさき団地およびサンコーポラス団地については連帯保証

人の要件を緩和するよう検討しているところであります。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 小石農業委員会事務局長。 
〇農業委員会事務局長（小石正仁君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 定住促進計画における新規就農者に対する宅地への農地転用についてであります。 
 現在、北杜市では農地を確保するため、ほとんどの農地が農振農用地として指定されている

ことから、農地法により農地を宅地等に転用する場合は農振農用地から除外しないと宅地転用

はできないこととなっております。 
 また、農林水産省で定めている農地転用許可制度において甲種農地、第１種農地は宅地等に

転用することはできないこととなっていることから、宅地等に転用できる農地種別については

第２種農地および第３種農地となっております。 
 以上のことから現在、農地法上、特例的な対策は特にありませんが、定住促進を図る上で新

規就農者等の受け入れは必要であると考えております。 
 農振農用地の除外は県の同意も必要なことから、今後も状況調査などを行いながら県と協議

を行い、検討してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 当局の答弁が終わりました。 
 上村英司君の再質問を許します。 

〇１番議員（上村英司君） 
 平成２６年度補正予算および平成２７年度当初予算について、２点再質問をさせていただき

ます。 
 平成２７年度当初予算におきまして、公共施設改修費が高根のホールの改修、また須玉ふれ

あい館のホールの改修と大幅にかかってきております。現在、公共施設の管理計画の策定中だ
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ということでございますけども、平成２７年度当初予算におきましては指定管理施設を含めて

公共施設の修繕費というのは、全体でどのくらいになっているのかということをお聞きしたい

と思います。 
 ２点目といたしまして、先ほど市長からまちづくり振興基金については、運用した利子を活

用して地域振興のためソフト事業に積極的に活用していくという答弁をいただきました。具体

的にどのような事業に活用していくということが分かっていれば教えていだきたいと思います。 
 以上２点、よろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 上村議員の再質問にお答えいたします。 
 まず第１点目でございます。平成２７年度予算における公共施設の改修費がどのくらいかと

いうご質問でございます。 
 これにつきましては、平成２７年度の一般会計当初予算におきましては上下水道等のインフ

ラを除いた公共施設などの更新等に要する経費として８億１，４００万円余を計上しておりま

す。このうち先ほどお話が出ました高根の交流ホールにつきましてはトップライトの取り替え、

ならびに外壁の舗装等を行うために改修事業費といたしまして１億３，３４９万２千円。また

須玉のふれあい館につきましては、空調設備の中央監視装置等の更新を行うために更新事業費

といたしまして２，９０４万４千円を予算計上しているところでございます。 
 今後につきましては、小学校施設の老朽化等が進んでいることへの対応など、ますます公共

施設の改修、ならびに修繕経費の増加が見込まれるところでございます。 
 こうした公共施設等の大規模修繕、ならびに更新にかかる将来費用の課題につきましては、

平成２７年度当初予算に新規事業として計上しております公共施設等総合管理計画と策定事業

におきまして、今後対応してまいりたいと考えております。 
 ２点目でございます。まちづくり振興基金の利子の活用の具体的なイメージしている事業と

いうご質問でございます。 
 これにつきましては、まちづくり振興基金につきましては元金の取り崩しは行わず、運用益

を財源として活用する取り扱いというふうになっておりますので、安定的に一定の運用益が確

保できるよう国債等の債券を中心とした運用を行っておりまして、平成２７年度におきまして

約３，１００万円の利子収入を見込んでおります。この３，１００万円の運用益につきまして

は、平成２７年度当初予算では事業予算には充当しておらず、平成２７年度の補正予算で対応

を予定しております定住促進計画および北杜市総合戦略に基づく人口減少、少子化対策につい

ての新規事業の財源として活用することとしているものでございます。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 続きまして２項目め、定住促進計画について、８点について再質問をさせていただきます。 
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 移住したい方が総合的に相談できる窓口についてでございますけども、例えば就職活動する

学生の相談などの雇用の関係や空き家や住宅地の情報、また子どもが学校を転校するなどさま

ざまな知識や情報を持っていることが大切になってくると思います。また、東京の山梨暮らし

支援センターへの相談件数もたくさん来ているということでありますので、そことの情報交換

も大切になってくるというふうに思います。そういうことをできるような、頼りになる人材が

そこに配置されるというふうに考えてよろしいでしょうか。そのあたりをお聞きしたいと思い

ます。 
 ２点目といたしまして、給付型奨学金の導入についてお伺いします。 
 福井県大野市では、大学生を持つ親の経済的負担の軽減と卒業する若者が市外に流出するの

に歯止めをかけるために奨学金制度を導入しております。自宅通学者には月１万円。自宅通学

者以外には月２万円を無利子で貸与して卒業後、市内に居住する場合は返済額の半分を免除し

ております。婚姻すると全額免除になるということであります。 
 大学や専門学校の費用がかかるから２人目、３人目をあきらめるという例も多いというふう

に思いますので、ぜひとも本市独自でも積極的に給付型奨学金を検討していただきたいと思い

ますけども見解をお伺いいたします。 
 続きまして、進出している農業生産法人が市内の営農組織の販路などに役立つと考えている

ということでございましたが、そういう連携することが販路拡大や六次化の推進につながり、

またひいては所得の安定につながるのかなと考えております。農業生産法人と地元の営農組織

との連携の窓口はどこが担っていくのか。また連携したい場合はどのようにすればいいのか、

お聞きしたいと思います。 
 続きまして、地域おこし協力隊についてお聞きいたします。 
 現在１１人が定住しているということで、大変期待のできる制度であると思っております。

しかしながら北杜市に魅力を感じながら実際、定住できなかった方もいると思います。例えば

全国では地域に溶け込めないですとか、地域で受け入れてもらえないなどの声も出ているよう

でありますが、地域おこし協力隊がいて活動しているということをやはり市民にもう少し発信

していくべきではないかなと思います。住民の受け入れ態勢を整えていくことも大事だと思い

ますけれども、そのあたりをお聞きいたします。 
 住宅について、何点かお聞きいたします。 
 若者の住宅の取得や改修について、来年度から大きく助成できる制度を考えてくださってい

るということで大変助かる、ありがたいなというふうに思っておりますけれども、住宅取得と

いうのは今、検討してもある程度、時間がかかる買い物だというふうに思っております。そう

いうことで言いますと国の補正予算が終わったあとでもある程度、長い期間、助成を考えてい

かないと意味がないのかなと思っているわけでありますけども、市として助成の期間をどのよ

うに考えているのか。また継続して行っていけるのかどうか、そのあたりをお聞きしたいと思

います。 
 また先ほど市の単独公営住宅におきましてはさつき団地やみさき団地、またサンコーポラス

で保証人の要件を緩和することを検討しているというような答弁がございました。市営住宅に

関しましては保証人の要件のほかに、やはり空き部屋が非常に分かりづらいということもある

というふうに思っております。例えば支所とか住宅課に空き部屋の情報を掲載するですとか、

あとホームページで空き部屋を発信するとか、そういう民間企業なみのサービスも実施してい
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くほうがいいんではないかなと思うわけでございますけども、そのあたりの見解をお伺いいた

します。 
 続きまして農地に家を建てるための手順について先ほど教えていただきましたけども、現状

では県外から移住してきまして新規に就農される方は空き家に付随した農地を取得できないよ

うな法律になっております。特例について何か考えられるかどうかお聞きしたいと思います。 
 また移住してきた方が農業を始めたいという場合は、どのような手順で進めることがやりや

すいのか、一般的な進め方についてお聞きいたします。 
 最後でありますけども、２年間の固定資産台帳の整備を待たずに市の所有地の中で住宅地と

して適していると思われるところを選定して、民家に開放してくださるということが先ほど答

弁で示されましたけども、大変評価できるかなと思っております。特に市営住宅の中でも戸建

ての老朽化した住宅がたくさんあると思いますけれども、そういうところを活用していくのが

非常にいいんではないかなと思っております。ただ一部、入居者もいらっしゃいますのでどの

くらいの戸建ての老朽化した住宅があって、どのくらいの居住者が住んでいるのか。またその

居住者を例えば移っていただくとか、そういうことを考えているのかどうか、そのあたりをお

聞きいたします。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 上村議員の再質問にお答えいたします。 
 まず第１点目でございます、総合的に相談できる窓口への人材の派遣というご質問でござい

ます。 
 これにつきましては、移住希望者等の相談が今後多岐にわたるということも踏まえまして相

談窓口につきましては、今予定しておりますのは行政経験の豊富な職員のＯＢを考えておりま

す。また本市はこういった地域の状況をよく知るアドバイザーも設置いたしまして、地域に特

化した個別な相談等に応じていきたいと考えております。 
 あと相談員、ならびにアドバイザーにつきましては、当然スキルアップの研修も必要という

ことでございますので、これにつきましては年に数回予定しておりまして、各種の相談に応じ

るように努めてまいりたいと考えております。 
 ２点目でございます。給付型奨学金の検討のご質問でございますけども、これにつきまして

は、本市で生まれ育った子どもたちが学校を卒業したあと本市に定住して地域を活性化してい

くという流れをつくることが地方創生を目的とする首都圏への一極集中を是正するという近道

ではないかと考えられます。そこで１つの方法といたしまして、議員おっしゃるように給付型

の奨学金制度というものがありまして、これにつきましては現在、国のほうでも県と連携しな

がら基金を創設するなどして、そういった対応を考えているということを聞いておりますので、

今後、私どもでも組織いたします北杜市ふるさと創生会議というものの中で検討してまいりた

いと考えております。 
 ３点目でございます。住宅取得の助成の期間をどのくらい考えているかというご質問でござ

います。 
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 これにつきましては当然、住宅取得をするためには１年、２年ということで助成は考えてお

りません。当然ある程度の長い期間は必要でありまして、それに基づいて定住が図られるもの

と考えておりますので、このへんの期間につきましてもふるさと創生会議等で検討してまいり

たいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 上村議員の再質問にお答えいたします。 
 まず最初に農業生産法人と営農組織との連携、またその連携したい場合はということについ

てでありますが、企業型農業生産法人はこちらに来る前から量販店等の販路を確保して参入し

てきておりますので、営農組織とのマッチングが成功すれば地元の営農組織の経営基盤が強化

され、地域の活性化にもつながるではないかと考えますので、市といたしましても支援してま

いりたいと考えております。 
 しかしながら、各営農組織が個別に交渉していくのには限界があると考えております。昨年

の１１月に設立されました北杜市農業企業コンソーシアムには六次産業化、環境、物流、イベ

ント等の各部会がつくられて活動しておりますので、市が窓口となりまして営農組織とのマッ

チングを進めてまいりたいと考えております。 
 また営農組織におきまして連携を希望するところがございましたら、希望を聞き取るなど等

の対応をしてまいりたいと考えております。 
 ２つ目の地域おこし協力隊の活動の発信、それと受け入れ態勢ということについてでありま

す。 
 地域おこし協力隊への定住につきましては就業先と住居の確保、地域への溶け込みが重要だ

と考えております。隊員につきましては、委嘱中より地域への溶け込みのための諸行事等への

参加を促し、支援機関とも連携する中で就業先や住居の確保も支援しております。しかしなが

ら生活環境の変化や農業の厳しさなどにより中途で協力隊員を辞めた方もいらっしゃいます。

今後は地域住民が隊員を新たな担い手として受け入れていただくようなことも重要と考えてお

りますので、隊員の定住につながるよう市のホームページ等を活用しまして地域おこし協力隊

の活動状況をＰＲできるように努めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 上村英司議員の再質問にお答えをいたします。 
 住宅関係でありますけども、２点であります。 
 まず空き家情報のホームページというご質問だと思います。実はホームページの中に空き家

情報が入っていまして、なかなか認知度が低いということで、そんなこともありますので関係

部署と協議をさせていただいて、見やすいところにクリックすればすぐ出てくるようなところ

に出したいなと考えております。 
 続きまして戸建ての住宅の質問であります。これにつきましては現在１５団地ございます。
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そのうち１団地、長沢団地につきましては今年度解体が終わりまして更地の状態であります。

ですから今年度以降、先ほどいろんな話が出ておりますけれども、北杜市ふるさと創生会議に

かけていただいて、定住促進のための住宅用地にするのか。あるいは普通財産に戻して公売を

するのかという検討をしていくのだと考えております。 
 続きまして、あと残った１４団地につきましては、実は本年度入居者に対しましてアンケー

トを送っております。入居者が６７戸で１２７名の方がお住まいになっております。その方に

対しまして築後５０年というふうな団地もございますので、いずれにしろ５年以内くらいに処

分をしたいと。それで市営住宅の入居替えを希望しますか、あるいは払い下げを希望しますか

ということでアンケート調査をさせていただいたところであります。そうしますと７割の方が

払い下げを希望すると。家賃については１千いくらから７千円くらいという家賃でありまして、

入居者の多くは安価であれば購入したい。あるいは死ぬまでここで暮らしていきたかったのに、

突然どういうことだというふうな意見もございました。 
 いずれにいたしましても、先ほどの創生会議において販売価格の決定ですとか、そういうも

のをしてこの方たちが払い下げを受けるのか、あるいは先ほどの説明とダブる部分があります

けども簡平、簡易平屋の４戸建てを改修を行ったり下水道接続を行っていますので、そちらに

入居をしていただくのかということを近々のうちに検討して、住んでいる方にご理解をいただ

いてということになろうかと思います。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 小石農業委員会事務局長。 
〇農業委員会事務局長（小石正仁君） 

 上村英司議員の再質問にお答えいたします。 
 農地取得の特例はあるのか、また一般的な取得方法はというご質問でありますが、新規就農

者における農地取得につきましては、農地法の第３条が該当となります。先ほども答弁させて

いただきましたが、現在の農地法上では特例等の措置はありません。一般的に農地を取得する

場合ですけれども、北杜市におきましては４千平方メートル以上の農地を耕作していることが

取得の要件として定めており、４千平方メートルに満たない場合は農地を取得することはでき

ません。したがいまして、新規就農者が４千平方メートル未満の農地を新たに取得したい場合

につきましては、利用権の設定等による賃貸借契約を取り交わし耕作することとあります。 
 なお、４千平方メートル以上の取得要件を満たしていない場合でも事前に利用権の設定等を

行い、その面積と合わせて４千平方メートル以上の耕作面積となれば取得は可能となることか

ら、農業委員会に農地の斡旋の問い合わせがあった場合は北杜市農業振興公社を紹介するなど

の対応をしております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 マイナンバー制度について、１点再質問をさせていただきます。 
 個人情報保護をしっかりするという前提でありますが、例えば自治体自由枠を活用して図書
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館カードや個人が健康診断結果を時系列で確認するなどの利用が考えられると思います。また

現在、把握が難しいといわれております貧困状況にいる子どもの状況など把握するためにマイ

ナンバー制度が活用できるんではないかなと思っております。そういうことで早急に貧困対策

に取り組んでいくことも重要だと思いますけども、見解をお伺いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 上村英司議員の再質問にお答えいたします。 
 マイナンバー制度について、２点ほどのご質問でございます。 
 最初に個人番号カードの利用の拡大関係等、次に貧困対策に取り組んでいくための利活用と

いうことだと思います。 
 はじめに個人番号カードの活用についてのご質問でありますけども、個人番号カードでは住

所、氏名、生年月日、性別、個人番号や公的な個人認証等の必須事項領域というのがございま

して、それ以外の空き領域を利用して現行の住基カードと同様に印鑑登録証や図書館利用、公

共施設予約等について条例等で定めることによって利用が可能となります。 
 しかしながらこうしたシステムを稼働するためには、予算や構築日数等も多大でございまし

てカードの発行手続き等について現段階では確定していない現状を考えますと、技術的に来年

１月からのカード交付に併せての機能拡大は困難であるというふうに考えております。利用の

拡大につきましては、今後も国や他の自治体等の動向を参考に利便性の高いものから費用対効

果等も勘案しながら検討を行ってまいりたいと考えております。 
 次に貧困対策に取り組んでいくための活用ということでございますけども、マイナンバー制

度の目的の１つが真に手を差し伸べるべき人に対する積極的な支援に活用するということとさ

れていることから法律に位置づけられているもの、また条例に新たに位置づけるものの範囲の

中で積極的に活用していきたいと考えております。 
 貧困対策の活用については貧困という定義、また解釈も含めてその取り扱いについては十分

配慮が必要というふうに考えております。個人情報の保護に万全を期しながら関係各課で構成

するワーキンググループでも検討を行ってまいりたいと、かように考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 ４項目め、教育について再質問をさせていただきます。 
 ＩＣＴ教育のモデル校であります双葉東小学校を視察したときに、ＩＣＴ担当の先生が熱心

にすべての先生に教えながら全校でＩＣＴ教育を推進しておりました。北杜市では各校にそう

いうような推進できるような先生が現状いるのかどうか、お聞きいたします。 
 また英語教育についてでありますけども、現在ＡＬＴの先生と担任の先生がペアで英語教育

の推進を行っております。そのほか委託先に先生を派遣してもらう方法を取るような学校もご

ざいます。将来的にもＡＬＴの先生と担任の先生による授業を継続していくようなお考えかど
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うか、そのあたりをお聞きいたします。 
 また保育園で音楽と一緒になった遊び感覚の英会話授業をやっているところもございます。

特徴ある子育て施策として子育て世代の定住にも資するというふうに考えております。保育園

から遊び感覚で英語教育を進めていただきたいと思いますが、見解をお聞きいたします。 
 また先生の数が増えないと、先生が英語の会話を習得する時間の余裕がないという状況がご

ざいます。先生の数を増やしたり、また事務員数を増やしたりすることが考えられるかどうか。

以上４点、お聞きいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育次長。 

〇教育次長（浅川一彦君） 
 上村議員の再質問にお答えします。 
 ４点ということで伺っております。委員会のほうからは３点ほどになろうと思います。 
 まず、ＩＣＴを推進する教員の有無ということだと思います。 
 各学校においては、情報を担当というふうな位置づけでの教員を配置されているということ

は伺っております。しかしながら新年度、本市の場合はＩＣＴ教育のためのタブレット端末の

導入ということが初期段階ということもございますので、まだまだそういった部分での習熟度

という部分では大変不十分な部分だというふうには考えております。そうしたことから、なか

なか双葉というふうな形でメリットを生かせるというところまでは、まだいかないかなと考え

ておりますが、今後の課題の中でメリット、デメリット等を見極めながら教員の習熟度の向上

に努めていきたいと考えております。 
 それから２点目になろうと思いますが英語教育、ＡＬＴ等の活用ということだと思います。 
 英語教育につきましては文部科学省で昨年１１月になりますが、中央教育審議会に小学校

３年生からの英語授業の開始とともに主体的、協働的に学ぶ学習の学習指導方法を含めた諮問

という形で行われたところであります。これは教員により今まで一方的な講義形式という形か

ら能動的な学習を促すということで捉えられておりまして、そうしたものが今後、こうした形

で能動的な学習参加を促すという形での答申が出されてくるということがいわれております。

そうしたことから当然、ＡＬＴのほうの活用は欠かすことはできないというふうには捉えてお

りますので、今後示される中教審の答申を見極めながら担任とＡＬＴ、また外部登用を含めた

検討をしてまいりたいと考えております。 
 次に３点目として学校へ事務員を増員するという考え方、忙しい中でそういうものの対応が

できないということだと思いますが、新たな授業革新ということでＩＣＴですとか英語授業と

いったものが謳われている中、やはり先生方の英会話の習得とかそういったものの資質向上を

図るというふうな意味では、現場が忙しいということを言われていることも事実であります。

しかしながらそうしたことから、国のほうでは来年度以降になりますけども、教員定数の改善

を行うということで文科省のほうでは予算要求もしているという状況で、今後１０年ぐらいを

かけて大体３千人弱の教員を増やしていきたいという意向も出されているところでありますの

で、そういうものの実現に期待をしていきたいというところで考えております。 
 以上でございます。 
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〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 上村英司議員の再質問にお答えいたします。 
 保育園等での英語教育に取り組み考えはあるかというご質問でございます。 
 保育園等での英語教育につきましては、今後教育委員会とも連携を取りながら幼児段階でど

のようなことができるか、また検討させていただきたいとに思っております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 上村英司君の質問が終わりました。 
 関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、ほくと未来の代表質問を終結いたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は６時４０分といたします。 

休憩 午後 ６時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ６時４０分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に、明政クラブの会派代表質問を許します。 
 明政クラブ、１６番議員、保坂多枝子君。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 明政クラブを代表して質問いたします。 
 そろそろお腹も空いてくる時間ではないかと思いますが、通告に従い質問いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 
 過去最大である９６兆３，４２０億円となる２０１５年度国の一般会計予算は、現在衆議院

で可決され、参議院に送られ４月上旬には成立されるものと思います。 
 今回の予算では少子化対策に重点が置かれ、社会保障費がはじめて３１兆円台に達し、防衛

費は過去３年連続して増額されているものであります。並べて税制改正法案なども審議されて

おり、国の方針が決定されていく中、市の財政や施策にもなんらかの影響があるものと考えて

おります。 
 少子高齢化が進む中、人口は年々減少していくばかりであり、近い将来、自治体の存続もで

きないほどの危機に迫られてきています。本市でも少子化をどう食い止め、高齢化社会をどの

ような施策で支えていくのか、これからの大きな課題でありますがなかなか有効な手立てが見

つからないのが現状です。 
 合併して１０年の節目を過ぎ、この１０年間の検証を踏まえた上で新たなスタートとなる年

度を迎えました。新しい仕組みづくりやコミュニティの形成など、さらに豊かなまちづくりを
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実現するためには多くの工夫と努力が必要となります。 
 平成２７年度３月定例議会にあたり、当初予算についていくつかの質問いたします。 
 １点目、当初予算の主な施策は。 
 今年度から地方交付税が縮減されていく中で地方交付税はどの程度見込まれ、またその不足

の補填についてはどのように考えていますか。 
 今後、地方交付税が縮減されていく影響と今後の財政運営を現時点でどのように捉えていま

すか。 
 少子化で子どもの数が少なくなってしまうことや市内に働く場所が少ないために若者の定住

化が進まず、またこうしたことから生産年齢世代が減少しているため、自主財源である市税収

入の増加が見込めない状況です。これからの税収をどのように確保していくのか伺います。 
 公共施設等を統廃合して財政のスリム化を図っています。しかし、場合によっては新たな建

物を造らなければならないこともあるかと思いますが、こうした場合、有利な合併特例債を積

極的に活用していく考えはありますか。また今後どのような事業に活用していくのでしょうか。 
 ２点目として、教育委員会の新体制と教育問題について伺います。 
 まず教育委員会の組織についてですが、地方教育行政における責任を明確化することや事件

等発生後の危機管理体制の構築などを図るため、法律の一部が改正されました。このことによ

り市での教育委員会の体制も変更することになりましたが、以下伺います。 
 教育長は市長の任命になりますが、教育長の権限と教育委員会の機能はどのように変わって

いきますか。 
 総合教育会議の機能はどのようになっていますか。 
 次に、学校における教職員の体制について伺います。 
 教育指導主事を従来の１名から２名に配置し、小中学校の指導に対応して充実を図っていく

とのことですが、どのような効果が期待されますか。 
 また子どもたちへのきめ細かい指導が可能になる教職員の体制が重要ですが、補助教員を含

めて教員の配置はどのようになっていますか。 
 指導要領の変更について伺います。 
 ゆとり教育から学力重視の指導に変わり、教育のカリキュラムや授業時間の変更が行われて

きました。グローバル社会に対応するために低学年からの英語教育やよりよい人間関係の構築

のため道徳教育やコミュニケーションの必要が叫ばれてきている中、今回、教科化が決定され

ました。道徳、英語などの教科は指導内容、方法等どのように取り組んでいくのか現状を伺い

ます。 
 教科書や教材など、具体的にどういう形で取り入れていくのでしょうか。 
 道徳などの評価はどのようにしていくのでしょうか。 
 次にネット社会が進む中、一般の電話を使用するより携帯メールでの会話やスマホを使用す

ることが一般化してきています。ＬＩＮＥなど身近で簡単に友だちになれるアイテムも増え、

スマホを使うことが多くなりました。こうした中、友人間でのトラブルも発生し、最近では非

常に悲惨な事件につながってしまった例もありました。県では方針が示されているようですが、

市内の小中学校での状況について伺います。県で示されている指針はどのようなものですか。

スマホ等の所持の現状と指導はどのようになっていますか。 
 次にＩＣＴについてお伺いします。 
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 ほかの自治体でも早くからＩＣＴの導入を始めており、以前教育現場の活用を進めるべきと

考え一般質問をさせていただいていますが、今年度ＩＣＴを活用した教育の推進を図る計画が

あるようですが、どのような形で進めていくのでしょうか。 
 対象校と対象児童、また生徒についてお願いいたします。導入の計画と指導はどうなってい

ますか。 
 次に体罰の指導について、伺います。 
 体罰を理由に懲戒や戒告を受けた公立学校職員は２０１３年には３，９５３人になっていま

す。スポーツや進学において厳しいから難関を乗り越えられたという見方もあり、体罰のあり

方や方法が議論されています。精神的に与える影響も含めて体罰の問題が問われていますが、

体罰の調査の考え方と結果はどうなっていますか。 
 結果についての検証と今後の課題をどう考えているでしょうか。 
 教育の最後になります。いじめの現状と指導について伺います。 
 以前これについても質問をしていますが、いじめ防止対策推進法に基づき基本方針がまと

まった中で、市でもガイドラインを作成し研修を行っていくとの答弁をいただいています。い

じめは目に見えるうちは対処がしやすいのですが、内部で深く進行してしまうと大きな問題に

発展してしまい、取り返しのつかないことになってしまいます。北杜市では少ないと思います

が小中学校でのいじめについての状況について伺います。 
 いじめについてのアンケートの結果とその分析に対する対応。またそれを踏まえ、どういう

ことを重視して対応していきますか。事例を挙げてお願いいたします。 
 いじめがあった場合の対処はどのように行っていますか。 
 ３項目めになります。障害者への支援について伺います。 
 日常生活を送る上で障害を持っているということは、健常者には気が付かないことがたくさ

んあり、非常に大変なことであります。多くの労力と努力、そして周囲の支援が大切であり、

また必要であります。今回、障害者自立支援法が障害者総合支援法に変わり新たに関係法令が

整備されました。障害者福祉サービスの充実等、障害者の日常生活および社会生活を支援して

いくものですが以下伺います。 
 障害者総合支援法を受け、具体的にどのような取り組みを施策として考えていますか。 
 幼児期と成人してからの支援は内容・質ともに変化し、支援体制も多岐にわたると考えます

が、成年後見人制度などほかにも成長に応じた必要な支援体制についてどのようになっている

のか、お伺いいたします。 
 義務教育課程を終了し、自立する時期になると社会参加や就労が必要になりますが、障害者

の自立支援の観点から地域生活への移行や就労支援についての現状と方針について伺います。 
 最後になります。障害者にとっては生活の場、この確保も大変重要になってきます。家族等

の介護者の高齢化が進むことで、親亡きあとの環境の変化を見据えた地域生活の拠点となる施

設が必要です。居住の確保策はどのようになっていますか。 
 以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 保坂多枝子議員の、明政クラブの代表質問にお答えいたします。 
 当初予算の編成等と財政の健全化について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、当初予算の主な施策についてであります。 
 平成２７年度当初予算の主な施策としては人口減少、少子化対策についての全力を挙げた取

り組みの１つとして、専門職が必要なサービスのコーディネート等をワンストップで行う窓口

として市保健センターに子育て世代包括支援センターを開設することや子育て支援住宅の整備

の推進、また地方創生に向けての取り組みとして農業技術研修および地域観光振興活動を行う

地域おこし協力隊を拡充し、都市住民等の定住促進を図ることとし、平成２７年４月からは地

域課内にふるさと創生担当を設置し、これからのふるさと北杜のために全力で取り組むことと

しております。 
 また上下水道事業については住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを提供す

る重要な役割を果たしていることから自らの経営・資産等を正確に把握するため、地方公営企

業法の適用を目指すこととし、基本計画の策定を行ってまいりたいと考えております。 
 一方で財政の健全化の取り組みをより一層進めるため、基金財源を活用して過去最大規模と

なる市債の繰上償還を行うこととしております。 
 次に、地方交付税の縮減額および縮減額の補填についてであります。 
 普通交付税は市町村合併を進めるための特例措置として、合併後１０年間は手厚い配分が行

われますが、その後の５年間で段階的に縮減されることとなっております。本市の場合は平成

２７年度から段階的縮減が始まりますが、最終的な影響額は現時点で確定的に金額が定められ

ているというものではなく、現行の地方財政制度になんの変更もなく、かつ本市の収入や支出

に変動がないと仮定した場合の理論値となります。この理論値を平成２６年度の普通交付税制

度に当てはめて計算しますと、特例措置のすべてがなくなる平成３２年度では平成２６年度と

比較して約４０億円の影響を受けることが見込まれます。 
 この最終的な影響額についての対応策としては、平成２６年２月に策定した第３次北杜市行

財政改革大綱およびアクションプランに掲げるさまざまな取り組み項目を実施することで、持

続的な財政運営を行うこととしております。 
 次に、地方交付税縮減による影響と財政運営についてであります。 
 第３次行財政改革大綱で示した財政の中長期見通しには、普通交付税の段階的縮減の影響額

を反映しております。その上で収支の改善に寄与するアクションプランの取り組み項目を計画

どおりに実施した場合には、平成３２年度においても実質単年度収支を３億５千万円の黒字と

して確保することができ、その後も黒字で推移するものと想定しております。 
 また現在、国において平成の合併により市町村の姿が大きく変化し、合併時点では想定され

なかった新たな財政需要が生じていることへの対応として、平成２６年度から５年程度の期間

をかけて交付税制度の見直しを進めております。この見直しにより普通交付税の特例措置終了

に伴う影響額が圧縮されることが見込まれており、先行的に平成２６年度から３カ年をかけて

実施される支所に要する経費の加算措置では、現時点の推計で４０億円の影響額が３１億円に

まで圧縮されることが想定され、今後についても持続可能な財政運営を継続していけるものと

考えております。 
 次に、生産年齢世代の減少による税収の確保についてであります。 
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 自主財源については、第３次行財政改革アクションプランにおいて自主財源の確保と負担の

公平化の実現を重点項目の１つとして取り組むこととしております。 
 その取り組み項目の具体的な内容としては使用料・手数料・負担金等の見直し、徴収率の向

上、滞納整理の強化、定住促進に向けた取り組み、企業誘致等の推進、市有財産の有効活用・

処分などであります。 
 また、本市の独自施策として成果を上げている環境保全協力金や再生可能エネルギーの売電

収入は基準財政収入額に算入されない純粋な自主財源として確保できているものであります。 
 なお、生産年齢世代の減少に伴う税収減への対応として、定住促進に積極的に取り組むこと

としており、定住促進計画およびまち・ひと・しごと創生法に基づく北杜市総合戦略策定後、

速やかに新たな取り組みの事業化に向けての準備を進め、事業実施が可能となったものから順

次平成２７年度の補正予算で対応してまいりたいと考えております。 
 次に、合併特例債の活用についてであります。 
 合併特例債は普通交付税の算定において、元利償還金の７０％が基準財政需要額に算入され

る有利な起債であります。この有利な合併特例債を活用できるのは、新市建設計画に基づいた

公共施設、または公用施設の建設事業とされております。一方で起債制度は事業実施の財源と

しての位置づけでありますので、従来から合併特例債が活用できるから新たな施設を建設する

といった考え方は取っておらず、施設整備が必要かどうかをまず判断し、その上で必要な施設

整備費の財源として、合併特例債を活用しているところであります。 
 その上で合併特例債を活用する考え方としては、合併特例債よりも有利な過疎対策事業債や

緊急防災・減災事業債などが対象となる事業には合併特例債は使用しませんが、それ以外の事

業に対しては積極的に合併特例債を活用しているところであります。 
 今後も他の有利な起債が該当にならない施設整備事業や市民の利便性の向上や施設管理費の

削減を図るための施設の統合・複合化事業に対しては、その財源として合併特例債を活用して

まいりたいと考えております。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 藤森教育長。 
〇教育長（藤森顕治君） 

 保坂多枝子議員の、明政クラブの代表質問にお答えいたします。 
 教育委員会の新体制と教育問題ついて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、教育委員会の組織についてであります。 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行により、教育委員長

と教育長を一本化した新教育長が置かれることとなります。 
 新教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することから会議の主宰や事務の

執行など教育行政の一義的な責任を負うこととなり、責任の明確化が図られます。 
 また、教育委員会は引き続き教育行政を自らの責任と権限において管理し執行する機関とし

て、新教育長と教育委員の合議で意思決定を行うこととなります。 
 次に、総合教育会議の機能についてであります。 
 総合教育会議は市長と教育委員会が相互に連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行

政を推進していくために、市長が設置するものであります。 
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 総合教育会議は決定機関ではなく、市長と教育委員会という対等な執行機関同士が協議・調

整を行う場であり、調整がされた事項についてはそれぞれが尊重していくこととなります。 
 次に学校における教職員の体制について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、指導主事の配置と効果についてであります。 
 指導主事は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により配置されるもので、小学

校および中学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導を行

うこととされております。 
 本市においては小学校１１校および中学校９校の指導に当たっているところでありますが、

学校教育が大きな変革期を迎えるとともに、学校統合も控えていることなどから来年度、指導

主事１名を新たに配置できるよう県教育委員会へ要望しているところであり、本市の学校教育

のさらなる充実に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、補助教員を含めた教職員の配置状況についてであります。 
 教職員の配置については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律に基づき、学級数に応じて市内小中学校へ２６２名の教職員が配置されております。また少

人数教育の実現などを図るため、県から加配教員１４名が配置されております。 
 本市においては、きめ細かな学習指導や障害を持つ児童生徒へのサポートを目的に市単補助

教員３４名を配置しているところであります。 
 次に指導要領の変更について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、道徳教育等の現状についてであります。 
 道徳教育については、平成２０年の学習指導要領の改訂でなお一層の充実が掲げられ、各学

校においては道徳教育の全体計画を作成し、担任による道徳の時間の指導だけではなく道徳教

育推進教師を中心に学校の教育活動全体を通じて取り組みを行っております。 
 また、英語教育についても同指導要領において５・６年生に外国語活動が導入され、聞くこ

と・話すことを中心に、ＡＬＴなども活用しながらコミュニケーション能力の素地を養うこと

を目標にさまざまな活動に取り組んでいるところであります。 
 次に、道徳教育等の具体的な取り組みについてであります。 
 文部科学省では道徳については平成３０年度以降、教科化するとしており、英語については

指導体制の整備、教育課程特例校による先取り実施の拡大を進めながら平成３２年度からの全

面実施を見据えて学習指導要領の改訂を中央教育審議会で検討を進めているところであります。 
 本市といたしましては、国や県の動向を見極めながら準備を進めてまいりたいと考えており

ます。 
 次に、道徳教育等の評価の方法についてであります。 
 道徳教育の評価については多面的・継続的に把握し、総合的に評価していく必要があります。

新たに導入される評価に関しては数値ではなく記述式による評価とする方針であり、今後、具

体的な評価方法などが国から示されることとなっております。 
 次にネット社会における学校現場の状況について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、スマートフォン等の使用指針についてであります。 
 子どもたちの生活の中で、携帯電話やスマートフォンなどの情報端末やインターネットは非

常に身近な存在となり、情報収集や交流の有効な手段となっている一方、生活習慣の乱れや友

人関係のトラブルなどの事例が発生しております。 
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 このような状況の中で山梨県ＰＴＡ協議会や山梨県教育委員会などが中心となって、スマー

トフォン等の使用について児童生徒と家庭が使い方を考える機会とするため、使用に関する基

本ルールを昨年１２月に策定し、学校を通じて各家庭へ呼びかけを行いました。 
 基本ルールとしてゲームやＳＮＳ等の利用はできるだけ控え、夜９時以降は使用しない。食

卓にスマートフォン等を持ち込まない。ネット上に人の悪口を書き込まない。ネット上に自分

や人の個人情報を書き込まない。スマートフォン等を使わない人、返信がない人を仲間はずれ

にしないなどであります。 
 次に、スマートフォン等の所持の現状と指導についてであります。 
 小中学校においては、原則学校には持ってこないこととしております。なお、やむを得ない

理由により所持を認める場合は、所持許可のもと登校したら担任等に預け、帰りに受け取ると

いう方法で学校内における指導を行っているところであります。 
 現在、スマートフォン等を所持している状況について把握できておりませんが、今後、所持

率や使用時間、使用目的、家庭における使用ルールの有無などについて、校長会とも協議を行

いながら調査を実施してまいりたいと考えております。 
 次に、ＩＣＴを活用した教育の推進についてであります。 
 文部科学省では電子黒板やタブレット端末の導入、無線ＬＡＮの整備など教育のＩＴ化に向

けた環境整備を本年度からの４カ年計画により推進しているところであります。 
 本市におきましても来年度、すべての小中学校を対象に可動性のある電子黒板機能を持つプ

ロジェクターを増設するとともに、普通教室にグループ学習などに使用するタブレット端末の

導入を進めてまいります。 
 また導入後の支援・サポートについては、説明会の実施やメーカーによるサポートデスクの

設置などを行うとともに、北杜市教育研究会や校内研究会において有効活用へ向けた事例研究

などに取り組んでいく予定であります。 
 次に体罰の指導について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、調査と結果についてであります。 
 調査は実態を把握し、体罰禁止の徹底を図るために実施するものであり、昨年度においては

本市の小中学校に体罰はありませんでした。 
 また本年度については年度末までに報告がされることになっておりますが、現時点までに体

罰に関する報告はありません。 
 次に、調査結果についての検証と課題についてであります。 
 検証については関係者から事実確認を行うなど各学校の管理職が客観的に判断し、教育委員

会へ報告することとしており、必要に応じて教育委員会において調査を行うこととされており

ます。 
 今後もそれぞれの学校・教職員が服務規律を遵守し、体罰の根絶へ向けて取り組みが図られ

るよう、校長会等において指導を徹底してまいります。 
 次にいじめの状況と指導について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、いじめの状況についてであります。 
 ２学期末に行った児童生徒の問題行動等、生徒指導上の諸問題に関する調査では、小学校

１７件、中学校３０件がアンケート調査や学校生活の中で確認されております。 
 次に、調査結果への対応についてであります。 
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 各学校においては調査によりほとんどの事案が早期発見につながっており、適切な指導等に

より改善が図られているほか、再発防止の取り組みに努めているところであります。 
 また発見・通報を受けた場合、特定の教職員が抱え込まず教職員全員の共通理解や保護者の

協力もいただきながら組織的に対応し、被害児童生徒を守るとともに加害児童生徒に対しては

教育的配慮のもと、早期の改善に努めております。 
 次に、発生した場合の対応についてであります。 
 本市では平成２６年３月の教育委員会において、いじめ防止基本方針を策定するとともに北

杜市いじめ防止対策推進法施行条例を定めました。 
 また各学校においては、国や市の基本方針を参酌して学校いじめ防止基本方針を策定し、未

然防止、早期発見、早期対応に取り組んでいるところであります。 
 現状において重大事態は発生しておりませんが、発生した場合については、条例や基本方針

に沿って実態の把握、早期改善に取り組んでまいります。 
〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 保坂多枝子議員の、明政クラブの代表質問にお答えします。 
 障害者の支援について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、障害者総合支援法による取り組みについてであります。 
 障害者に対する支援は個々の障害の程度や介護者の有無、居住の状況等を踏まえて提供する

訪問・日中活動・居住支援等を行う障害福祉サービス事業と市町村の創意工夫により、利用者

の状況に応じて柔軟に実施できる移動支援や日常生活用具の給付等を行う地域生活支援事業が

あり、主にこの２つの事業により障害者の支援に取り組んでおります。 
 また、これらの事業の利用に当たっては、利用者の希望や生活実態を踏まえながら相談に応

じ、個別のサービス利用計画および支援計画を作成し、総合的に支援を行っているところであ

ります。 
 次に、成長に応じた支援体制についてであります。 
 障害児については保育や教育機関等と連携し、幼児期から学校卒業まで一貫した障害福祉

サービスや児童福祉法に基づく専門的な支援体制の構築が必要であります。 
 本年度策定した、平成２７年度から２９年度までの３カ年を計画期間とする第４期北杜市障

害福祉計画においては、障害児への総合的な支援の観点から市が実施主体となる障害児通所支

援を新たに盛り込んでおります。 
 また判断能力が十分でない障害者については相談支援体制を強化し、成年後見人制度の利用

の支援も実施しながら、成長に応じた必要な支援体制を整えてまいります。 
 次に、就労支援の現状と地域生活への移行についてであります。 
 就労支援については特別支援学校と進路懇談会を開催し学校、保護者、本人、行政、事業所

が一体となり、早い時期から進路や就職先について関わりを持っています。 
 また障害者通所施設において就労移行支援事業等も実施していただいておりますので、施設

へ通う中で就労に必要な知識等を身に付けていただき、その後一般就労へ移行できるような体

制の整備を行っております。 
 なお本年度、市役所内のほくとハッピーワークを利用し、就労に結びついたケースも１４件
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あり、一定の成果を収めております。 
 また山梨県障害者就業・生活支援センターとも連携しながら、地域企業等への協力要請や啓

発活動も行ってまいります。 
 次に、親亡きあとの居住の確保策についてであります。 
 介護に当たってきた親世代の高齢化といった環境変化を見据えた支援は、今後ますます重要

になっており、グループホームなどの居住系サービスの充実が求められます。このことから共

同生活を営む住居において相談や日常生活の援助が受けられるグループホームの整備促進をさ

らに図るため、事業者の参入を促すとともに利用拡大させてまいります。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 当局の答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君の再質問を許します。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 当初予算のところでお聞きしたいと思います。 
 答弁の中で財政の中長期見通しには、普通交付税の段階的縮減の影響を反映しているという

ふうなご答弁があったんですが、昨年３月に策定した公共施設マネジメントの白書の中で既存

の建物をすべて維持し続けるためには、年間で約２５億円から３０億円の予算不足が生じると

いうふうなご指摘をしているんですが、財政見通しにこれは反映しているんでしょうか。 
 それからもう１点、生産年齢世代の減少に伴う税制の確保についてなんですが、この生産年

齢人口を増加させるということは、いろいろなお話を聞きながらも非常に困難な課題であると

考えています。市でも農業法人の参入を推進するなど、さまざまな努力をしてくださっていま

すが、今のところパートの雇用が望めるくらいでありまして、少々の事業展開では解決につな

がらないかと思います。大きな財政負担というのは非常に厳しい話なんですが、そういった負

担を伴ってでも積極的、また大胆な、例えば新規の雇用ができるような大企業の誘致だとか、

先ほどもありましたが市所有の土地の提供など、思い切った事業展開が必要ではないかという

ふうに考えますが、ご所見を伺います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 まず第１点目でございます。公共施設マネジメント白書の中で、年間で約２５億円から３０億

円の予算が不足するという指摘について、今後の財政見通しにどのように反映しているのかと

いうことで白書との整合性についてのご質問でございます。 
 これにつきましては、第３次の北杜市行財政改革大綱における財政への中長期見通しという

ことで、普通交付税の特例措置終了に伴う影響額に対して、本市の財政が対応できるかどうか

に主眼を置いておりまして、本市の基本的な収入支出に変動がないものと仮定して推計を行っ

ております。 
 一方で公共施設マネジメント白書におきましては今後の修繕や更新計画、あるいは統廃合計
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画を定めたものではございません。そのため公共施設のマネジメント白書において算出した公

共施設等の更新経費および大規模修繕等の経費については、反映させていないものとなってお

ります。 
 ２点目でございます。税収の確保のために生産年齢人口を増加させたり、少々の事業展開で

は解決につながらないということで、今後多少の財政負担を伴ってでも大きな、思い切った事

業展開が必要であるということで、そのご質問でございますけれども、答弁でございます。 
 人口減少ならびに少子化対策につきましては、本市における最重要課題であるというふうに

位置づけておりまして、今後定住促進に積極的に取り組むことで生産年齢人口の減少に伴う税

収減問題にも対応したいというふうに考えております。 
 生産年齢世代を増加に転じさせるということは、議員ご指摘のとおり簡単にできるものでは

ございません。税源の肝要という観点からも積極的かつ大胆な事業展開を今後行いたいと考え

ております。 
 定住促進が進めば固定資産税、個人市民税などの増収にはつながり、またそのことで地域経

済が活性化して法人事業税の増収にもつながってくるという考えでございます。こうした好循

環をつくり出すためにも今後策定する、北杜市総合戦略におきまして真に有効となる施策の検

討を行いながら、財政状況も勘案いたしまして必要とされる新規事業には十分な事業費といた

しまして、補正を含む今後の予算で計上してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 先ほどの答弁の中で反映させていないというふうなご答弁をいただきました。この財政見通

しの反映していないのであれば、この２５億円から３０億円の予算不足への対応はどんなふう

に考えていらっしゃるんでしょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 保坂議員の再々質問にお答えいたします。 
 ２５億円から３０億円の予算不足の対応と、その考えについてのご質問でございます。 
 公共施設のマネジメント白書におきましては、既存の建物すべて維持し続けるためには現行

の維持管理費よりも２５億から３０億円多くかかるということが推計されております。またそ

の中でも書いてございましたように、反対に現行の維持管理費で賄えるところまで統廃合を進

めるためには、建物の総量を現在の７０％以上削減しなければならないというふうに指摘され

ております。このことについての対応といたしましては、平成２７年度当初予算における公共

施設等総合管理計画と策定事業で予定しております公共施設再配置基本方針の策定および公共

施設等総合管理計画の策定におきまして、本市の財政状況を踏まえた上で検討してまいりたい

と考えております。 
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 以上です。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 教育委員会のことでお聞きします。 
 教育委員会の組織についてるる説明をしていただいたんですが、これは大津の事件がきっか

けで教育委員会の組織が見直されたと思っているんですが、現時点で組織が変わって何か事件

が起きたときですね、そのときにどのような対応で誰が統括責任を負うような形になるんで

しょうか。ちょっとそこがよく分からないので教えていただきたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育次長。 

〇教育次長（浅川一彦君） 
 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 教育委員会の組織改革の中でいじめが発生したときの対応、それからその責任者というふう

なことだと思っております。今回の教育委員会の改革の中では、答弁の中にもありましたとお

り責任の所在を明確にするということから、新教育長として今までの教育委員長と教育長を一

本化した新教育長を設置することで責任の明確化を図ったというところでございます。 
 またその上で、新たに設置する総合教育会議においていじめ等緊急な場合にも首長と教育委

員会が協議・調整が行われることができるというふうな形で規定をされているという状況でご

ざいます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 先ほどありました指導要領の中で、道徳の推進教師というふうなお話もいただきました。こ

の推進教師という方は具体的にどのような方を考えて、どのようなことになるんでしょうか。 
 もう１点、いじめについて先ほどアンケートというふうなお話がありましたが、アンケート

はどのようなものがありますでしょうか。事例があればお示しいただきたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育次長。 

〇教育次長（浅川一彦君） 
 保坂議員の再々質問にお答えいたします。２点、伺ったと思います。 
 まず道徳の教師ということで、道徳の教師ということで専門の教師が定められております。

その方が先ほどの答弁の中にもあったと思いますが、学校全体の道徳教育に関してカリキュラ

ムといいますか、計画を立てるということになっております。その計画に基づいてその計画を、

教師がすべて共有する中で同じ対応をできるような仕組みがとってあるということでございま
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す。そうしたことで専門のその計画をつくるといった形での教師が、その職の中に与えられて

いるという部分が定まっているというところであります。 
 次にいじめについてということでよろしいでしょうか。アンケートなどを使ったということ

でございまして、いじめのアンケートの中の具体的な例ということでよろしいでしょうか。 
 本市のいじめの内容というところは、アンケートの内容からはやはり冷やかしやからかい、

悪口などがほとんどというふうな状況であります。その次に軽くぶつけられた、それから叩か

れたという状況が続いている状況になっています。 
 その上で具体的にそういったものへの対応といたしましては個別面接の実施、それから個人

ノートや生活ノートといった教職員との日常的に行う日記等、また家庭訪問、それからスクー

ルカウンセラーなども活用して対応を行っているという状況であります。 
 また重大と判断されたというふうないじめの対応ということだと思いますけども、市のいじ

め防止基本方針で重大事態というふうな定義といたしましては児童等の生命、身体、または財

産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき等、いくつかの規定を設けさせていただいて

いるところであります。そうしたものの対応につきましては最初にまず学校、それから次に教

育委員会による調査、さらに市長への報告というふうな状況で段階を踏んでいくというふうな

対応をとっています。そうしたことで必要に応じたまた再調査を行い、こうした過程の中で必

要な措置を講ずるというふうな形で捉えています。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 ３点目の障害者の支援について伺います。 
 障害のある方にとって日常生活の支援、それから経済的な生活の確立など物心両面での支援

が大変大切なことであります。お話をしている私も１月に左手を骨折しまして、その不自由さ

を身をもって体験しているところでございますが、私の場合は一時的なものですがこうしたこ

とを一生、この不自由さを抱えていく生活というものは非常に大変なんではないかなと痛感し

ているところです。この場合、頼りにしている保護者に何かあったときには後押しがなければ

困窮してしまうことは目に見えています。親や兄弟など、保護者が元気なうちはそれはそれで

なんとかなってはいくんですが、この不自由さを抱えた人、それから判断能力のない方にとっ

ては生活が保障され、そして維持していくためにはしっかりとした後見人という形の方が必要

だと思います。制度としまして成年後見人制度があるんですが、また市でも今月の３月１３日

に権利擁護セミナーとして相談会を開催していただいています。そんな形があるんですが、総

体的にはあまり活用ができていない状況であると考えています。これは高齢者ばかりではなく

て障害者にとっても重要な制度であると考えておりまして、この支援体制を今からどのような

形で強化し、取っていくのか伺います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 茅野福祉部長。 
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〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 保坂多枝子議員の再質問にお答えします。 
 成年後見人制度の支援体制についてというご質問でございます。 
 本市では身寄りのないなどの理由により、市長が申し立てを行う低所得者に対して申し立て

に要する費用および後見人の報酬の一部を助成する成年後見制度利用支援事業を行っておりま

す。また判断能力が低下している人に対しては、北杜市社会福祉協議会において福祉サービス

の利用援助や金銭管理などの日常生活を送る上で必要な支援を行う日常生活自立支援事業を

行っております。今後、親族等による成年後見の困難な方が増加をすると見込まれることから

成年後見人制度の利用促進を図るとともに、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考

えられますので、市民後見人の育成を推進してまいりたいと考えております。 
 なお、成年後見人制度の相談窓口につきましては知的障害、精神障害のある方は北杜市障害

者総合支援センターかざぐるまで行っております。また認知症の高齢者の方につきましては、

地域包括支援センターにおいて相談、助言等に応じております。 
 今後も高齢者や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、また北杜市の社

会福祉協議会や地域包括支援センターなどを連携し、支援をしてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 では２点伺います。 
 先ほどありました障害者の通所施設なんですが、これは就労の移行支援をしていただいてい

ます。障害者の方の就労の場所を提供しているということで、あちこちの施設で成果が出てい

るということも承知しております。また私も障害のある方から相談がありまして、北杜のハッ

ピーワークを利用させていただいたところ、おかげさまで就労することができ本当にうれしく

感謝しているところです。しかし、その一方では企業での就労がしにくいという障害をお持ち

の方もいらっしゃいます。通所施設で就労継続支援をしているところもあるんですが、そこを

また充実するということも大事ではないか。その施設から出て企業にいくという形と、そこの

施設で就労をしていく形、２つ必要ではないかというふうに思います。この施設の運営がうま

くできるような支援ということもしっかりと考えていただきたいと思います。そのことについ

て１点お伺いいたします。 
 それからグループホームの件なんですが、現在ケアしている障害は身体と知的と、それから

精神障害というふうに３障害を一括してケアするようにというふうな国の指針も出ていますが、

その３障害のケアを一律に考えていくということは、非常にケアする方も非常に難しいことだ

と思っています。例えば体に障害のある方はバリアフリー化だとか、使いやすさというのが主

点になるかと思います。また精神障害の方なんかは本当に周囲の環境、ちょっとした変化にも

すごく敏感になるということがありまして、そういったことに対する整備なんかが非常に重要

になると思います。グループホームですね、ほかの事業者が入ったり、そこの施設でも整備を

してくださっている、用意をしてくださったり、検討をしてくださったりというところもある

んですが、この精神障害の方のグループホームというのは、その中でもなかなか進んでいない
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状況になっています。こうした障害の程度に合った支援というのが必要ではないかと思います。

よくこの子を残して死ぬに死ねないという声を聞きます。非常にその言葉は私にとっては重た

い言葉で、なんとかここが進めばというふうに考えることがたくさんあります。そのことにつ

いて、この支援についてどのように考えていらっしゃるか、お聞きします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 保坂多枝子議員の再質問にお答えいたします。 
 ２点、質問をいただいております。 
 まず１点目でございます。障害者の就労の支援についてでございます。 
 平成２５年の障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正によりまして、法定雇用率の算

定基礎の対象に新たに精神障害者を追加し、法定雇用率を原則５年ごとに見直すなど障害者が

雇用の分野で差別されないことなど、職場に働くにあたっての支援を改善する措置がなされて

きているところであります。本市では企業等で働くのが難しい障害者の状況に応じて個別支援

計画を作成し就労移行支援、就労継続支援Ａ型、Ｂ型のサービス事業を実施しております。特

にＡ型、Ｂ型の需要が多いことから第４期障害福祉計画においても増加の見込みを立て、事業

者と連携しながら福祉就労の充実を図ってまいりたいと考えております。 
 また障害者雇用を支援する仕組みを整えるために、平成２５年に施行された障害者優先調達

推進法により障害者の働く施設から優先的に商品を購入することなども大切でありますので、

障害者就労支援の発注拡大に努めてまいりたいと考えております。 
 ２点目の、精神障害者のグループホームについてのご質問でございます。 
 精神障害者の場合は医療機関での治療が多く、医療機関が運営するグループホームを利用す

るケースが多い状況であります。近隣には韮崎東ヶ丘病院、山梨県立北病院の精神科において

グループホームを運営しており、日中のデイケア事業と併せて精神障害者が利用しております。

北杜市内には精神科の病院が少ないために、今のところ精神障害者専用のグループホームがな

い状況にあります。知的障害者と精神障害者が同じグループホームを利用することは可能では

ありますけども、なかなか知的障害者と精神障害者が一緒に暮らす場合は難しい面もあります

ので利用が促進しないという課題もあります。 
 本市の精神障害者の韮崎の東ヶ丘病院、山梨県立北病院のグループホームの利用はもちろん

可能であり、利用している障害者もいらっしゃいます。知的障害者の場合、昔から入所施設が

多く設置され、そこから波及してグループホームが造られていったという経過がありますので、

市内にも知的障害者のグループホームが多くあります。今後ニーズをよく確認し、医療機関と

話し合いながら精神障害者のグループホームの施策を検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君の質問が終わりました。 
 関連質問はありませんか。 
 相吉正一君。 
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〇１０番議員（相吉正一君） 
 ２項目について関連質問をさせていただきます。 
 最初に、当初予算の編成等と財政の健全化について。 
 先ほどの答弁で、今年度当初予算で減債基金を２０億円取り崩して過去最大の繰上償還を予

定しているということで大変評価をしているところですが、来年度以降の繰上償還の計画につ

いてはどのように考えているのかどうか。また基金残高が７億円となり、次年度以降の償還が

大変厳しくなると思いますが、今後の償還についての考え方を伺います。 
 あと２点目ですが、障害者の支援について。 
 障害者支援のための施設整備について伺います。 
 市内にはいくつかの障害者福祉施設がありますが、現状はどのような支援を行っていますか。

また今後、市としてどんな支援が必要であると考えていますか、伺います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 相吉議員の関連質問にお答えいたします。 
 来年度以降の繰上償還の計画について、どのように考えているかというご質問でございます。 
 繰上償還につきましては決算剰余金等を積み立てました減債基金の積立金、これを主な財源

としておりまして、減債基金積立金の残高の範囲内で繰上償還を行うということになっており

ます。 
 一方で決算の剰余金につきましては、普通交付税の段階的縮減によりまして年々減少してい

き、結果といたしまして減債基金への積立金も減少していくという流れになっていきます。そ

のため、減債基金の積立額に応じまして繰上償還の額も当然、積立額が減少しますので償還額

も減っていくという計画になっておりまして、このことにつきましては第３次の行財政改革大

綱で示しました財政の中長期見通しにおきましても、この考え方に基づきまして繰上償還の実

施を予定しているという考えでございます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 茅野福祉部長。 
〇福祉部長（茅野臣恵君） 

 相吉議員の関連質問についてお答えいたします。 
 障害者施設での支援についてという質問でございます。 
 障害者施設では障害者の居宅で入浴、排泄、食事等の介護を実施する居宅介護等を行う訪問

サービス、施設で入浴、排泄、食事等の介護を実施する生活介護や就労移行支援等の福祉就労

サービスを実施している日中活動系サービス、主に夜間に共同生活を営むグループホームを運

営する居住系サービス等があります。また屋外での移動が困難な障害者に対する移動支援事業

や家族の一時的な負担軽減を図る施設による預かりや見守りを行う日中一時支援事業等を実施

しております。これからも障害者本人の希望を叶えるために、より具体的な支援内容を盛り込

んだ個別支援計画を作成し、それぞれの障害に合った支援を実施してまいりたいと考えており

ます。 
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 以上でございます。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、明政クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は７時５５分といたします。 

休憩 午後 ７時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ７時５５分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に、市民の声の会派代表質問を許します。 
 市民の声、３番議員、齊藤功文君。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 新会派 市民の声を代表して質問いたします。 
 本年１月１日に会派 市民の声を小野光一議員と結成し１月５日、会派結成届を議長に提出

いたしました。私たちは平成２４年１１月、初当選以来、どの会派にも属さずそれぞれの立ち

位置で今日まで市民の負託に応えるべく議会活動をしてまいりました。議会活動２年を経過し

た中で、これからどうすればこのまちが住んで誇れる地域になれるのかといったような問題意

識をお互いに持ち続けることにより、共に議会活動をすることは市民の皆さんの声を市政に反

映できる大きな力となり、また今後市政に関する重要な政策および課題に対し議論を重ねる中

でも大変力強い、また深みのある政策提言ができることと思うところでございます。 
 名は体を表すと申しますが私たち会派 市民の声は志を同じくする人たちと連携し、市民の

皆さまの声を市民目線に立ち、市民のために今後議会活動の中で深めてまいります。私は今議

会においてみんなが住んで誇れるまち北杜市を目指し、また皆さんの声を市政に反映すべく以

下、大きく４項目を質問いたします。 
 まず第１は、北杜市立小中学校統合計画の進捗状況についてであります。 
 出生数減少による人口減少対策、超高齢化社会への取り組みは北杜市政の中でも喫緊の課題

であります。そこで以下の項目について、質問いたします。 
 ①北杜市立小学校・中学校の適正規模・適正配置・通学区域等について答申（平成２１年３月）

北杜市小中学校適正規模等審議会等により現在、進めている進捗状況についてお伺いいたし

ます。 
 ②文部科学省が平成２７年１月１９日、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関す

る手引き、少子化に対応した活力ある学校づくりに向けてが公表され、１月２７日には文部

科学事務次官通知として発出していますが、今まで進めてきた北杜市小中学校統合計画との

関係について影響があるのか伺います。 
 ③市内各小中学校での学校統合計画に関する保護者等へのアンケート調査なども実施されて

おりますが、その結果の具体的内容について学校別にお伺いいたします。 
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 第２は、デマンドバス廃止後の公共交通（市民バス・スクールバス含め）の整備計画につい

てであります。 
 北杜市にとって地域活性化はもとより高齢者をはじめ、自動車の運転ができない人たちへの

行政施策は喫緊の課題であります。そこで以下の項目について質問いたします。 
 ①昨年１２月４日開催の第２回北杜市地域公共交通会議においての審議を踏まえ、来年度以

降の市内公共交通（市民バス・スクールバス等）のダイヤおよび運行ルートの改正について

のお考えをお示しください。 
 ②市民バス小中学生混乗路線の見直し計画について、基本的なお考えをお伺いいたします。 
 第３は、市営温泉施設を生かした地域活性化についてであります。 
 ①市営温泉施設（１０カ所）の利用状況、５年間の利用人数・利用料金の推移、料金改定後

も含めてお願いいたします。 
 ②温泉利用料金改定（平成２６年１０月１日）にかかる利用者・市民等から寄せられた声・

意見などの内容の把握は。内容を具体的にお示しください。 
 ③先月、ふるさと暮らしを支援する相談窓口 ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターによる

ふるさと暮らし希望地域ランキングの調査結果が公表され、移住希望地第１位となった山梨

県。その中でも北杜市が上位とのことです。こうした現状を踏まえ、豊富な市営温泉施設を

活用したさらなる地域活性化策について、ご所見をお示しください。 
 第４は、インフルエンザ予防のための子育て支援・高齢者支援策についてであります。 
 ①児童生徒に対するインフルエンザワクチン接種への支援策について伺います。 
 少子化社会対策基本法（平成１５年７月３０日制定）第１６条には子どもを産み、育てる者

の経済的負担の軽減が定められています。 
 今年の冬もインフルエンザの流行が北杜市内にもありました。中でも小中学校では学級閉

鎖・学年閉鎖もあり、保護者にとっては家庭での過ごし方が大変であったことと思います。保

護者にとっては勤めを休まなければならず、経済的にも負担がかかります。 
 今年の冬の市内小中高校での学級閉鎖・学年閉鎖等の状況について伺います。 
 その中で学級閉鎖等のあった学校での予防接種率は。また、なかった学校での予防接種率の

状況について伺います。 
 このような状況の中で、結果として予防接種の効果をどのように把握しているのか。また今

後のインフルエンザ予防策についても併せて伺います。 
 また、子どもへのインフルエンザワクチン接種の公費助成の願いが子育て中の保護者からあ

ります。今後の子育て支援施策の中で反映できるよう願うものです。ご所見をお伺いいたしま

す。 
 ２．次に高齢者に対するインフルエンザワクチン接種および成人用肺炎球菌ワクチン接種へ

の支援策について伺います。 
 ①６５歳以上の高齢者へのインフルエンザワクチン接種の公費助成はすでに実施され、多く

の方々が毎年受診されています。そこで受診の状況、人数、助成単価、助成総額、５年間の

推移でお願いいたします。 
 ②平成２６年１０月１日より定期接種となった成人用肺炎球菌ワクチン接種の状況、人数、

助成単価、助成総額について伺います。 
 ③こうした予防接種助成制度の今後の見通しについて、お伺いいたします。 
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 ④高齢者のこうした予防接種の効果をどのように把握しているのか。また今後のこれらの予

防策についても併せて伺います。 
 以上で質問を終わります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 デマンドバス廃止後の公共交通の整備計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、来年度以降の運行ルート等の改正についてであります。 
 北杜市地域公共交通会議における今後の運行の基本的な考え方は、市民バスの小型化による

集落内への乗り入れであります。 
 ますます進む高齢化により利用者の利便性を高めるためには、今以上に集落内へのバスの乗

り入れが必要と考えておりますが、現在の大型車両では集落内へ入り込むことが難しい状況で

あるため、利用状況を勘案する中で市民バスの小型化を進めることとしております。 
 また小型化に併せて運行ルートを検討してまいりたいと考えており、平成２８年度を目標に

進めることとしております。 
 次に、小中学生混乗路線の見直し計画についてであります。 
 小中学生の通学に併用している市民バスについては、市民バスの小型化に併せ教育委員会や

学校と協議を行う中で平成２８年度以降、段階的に市民バスとスクールバスのすみ分けを図っ

てまいりたいと考えております。 
 次に、市営温泉施設を活用した地域活性化策についてであります。 
 八ヶ岳観光圏の取り組みで、本年度実施したインターネットによる旅行イメージ調査による

と温泉があることを知っている方は３１％と低いが、温泉に興味がある方は６３％と上位に位

置し、温泉は観光資源としての可能性は高いとの調査結果となっております。 
 現在、各温泉施設の指定管理者が八ヶ岳観光圏事業と連携した温泉巡りの開催やスキー場と

のパック商品、団体旅行者に対する割引サービス等も実施しておりますが、さらに八ヶ岳観光

圏や市観光協会と指定管理者で組織している温泉協議会が連携することで、ツーリズム事業を

推進するとともに温泉を活用した健康づくり等を行い、地域活性化を図ってまいりたいと考え

ております。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 

 藤森教育長。 
〇教育長（藤森顕治君） 

 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 小中学校統合計画の進捗状況ついて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、小中学校の適正配置にかかる進捗状況についてであります。 
 本市の小中学校の適正配置については、平成２２年５月に策定した北杜市立小中学校適正配

置実施計画に基づいて、平成２４年４月には増富小学校を須玉小学校へ統合、平成２５年４月

には長坂地区の４小学校を統合し、長坂小学校を開校いたしました。 
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 また昨年２月には高根地区小学校統合計画案、ならびに北杜市立中学校統合計画案を策定し、

学校関係者や市民の皆さまへ説明を行うとともに意見交換会などを開催してまいりました。 
 高根地区の小学校統合については学校関係者や区長、地域委員の方々など７２名で組織した

高根地区新しい学校づくり会議において意見集約がされ、平成３１年度に高根東小学校、高根

北小学校および高根清里小学校の３校同時統合との報告をいただいたところであります。 
 中学校の統合については統合計画案に対して現在ご議論をいただいているところであります。 
 次に、文部科学省の手引きが本市の学校統合へ与える影響についてであります。 
 文部科学省から示された公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きに対し

て、本市の小中学校統合計画案は相違するものではなく、手引きには学校統合に関しての留意

すべき点なども示されていることから、今後、学校統合計画の策定や学校統合へ向けての準備

等に活用してまいります。 
 次に、学校等が実施したアンケート調査結果についてであります。 
 アンケート調査等に関しては、ＰＴＡや保育園保護者などの関係者が自主的に作成し実施し

たものであることから、教育委員会が公表することは適当でないと考えております。 
 次に児童生徒のインフルエンザの予防について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、インフルエンザによる学級閉鎖や学年閉鎖等の状況についてであります。 
 今年の冬、４小学校、１中学校において６学級の学級閉鎖が行われました。インフルエンザ

の予防接種については、保護者の判断により任意に行われていることから教育委員会では予防

接種率等については把握しておりません。 
 次に予防接種の効果とインフルエンザ対策についてであります。 
 厚生労働省によれば、インフルエンザワクチンは接種すれば絶対にかからないというもので

はなく、ある程度の発病を阻止する効果があり、また例えかかったとしても症状が重くなるこ

とを阻止する効果があるとのことであります。 
 また予防対策としては咳エチケット、外出後の手洗い、適度な湿度の保持、十分な休養とバ

ランスのとれた栄養摂取、人混みや繁華街への外出を控えるなどの対策が効果的であると言わ

れております。このことから学校においてはうがい・手洗いの励行、マスクの着用など対策に

取り組んでいるところであります。 
〇副議長（坂本君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 インフルエンザ予防のための子育て支援、高齢者支援策についていくつかご質問をいただい

ております。 
 はじめに、高齢者へのインフルエンザワクチン接種の助成状況についてであります。 
 平成２１年度の接種者は１万２９８人、助成費用は３，０８７万２，３００円。平成２２年

度は１万３３６人、３，１３９万７，９５０円。平成２３年度は１万５３６人、３，１４９万

１，６１１円。平成２４年度は１万５５６人、３，１５３万９，３５４円。平成２５年度は１万

９２５人、３，１９７万４６７円であります。 
 助成単価は、各年度とも１人当たり３千円となっております。 
 次に、成人用肺炎球菌ワクチンの接種状況についてであります。 

 １５９



 昨年１０月から本年１月末までに１，６３９人が接種をしております。助成単価は１人当た

り４千円で助成額は６６８万３，４２０円であります。 
 次に、助成制度の今後の見通しについてであります。 
 成人用肺炎球菌ワクチンは、国において本年度から平成３０年度まで５歳刻みの年齢の対象

者に定期接種として実施し、またインフルエンザワクチンについては重篤な症例の発症を予防

する観点から今後も継続して助成をしてまいります。 
 次に、予防接種の効果の把握と今後の予防策についてであります。 
 厚生労働省のインフルエンザワクチンの効果に関する研究の報告では、６５歳以上の健常な

高齢者については約８０％の重篤化を防ぐ効果があったとしております。 
 予防策については引き続き助成事業を市広報紙等で周知するとともに、流行の情報を収集し

休養、栄養等の基本的な生活習慣の啓発に努めてまいります。 
 次に、子どもへのインフルエンザワクチン接種の公費助成についてであります。 
 ６５歳以上の高齢者に対する季節性インフルエンザについては、予防接種法により定期接種

とされていますが、それ以外の年代に対するインフルエンザの予防接種は任意接種となってお

ります。これは平成６年の法改正によるものであり、それ以前は定期接種として集団予防接種

が行われてきましたが、集団接種の有効性が疑問視され定期接種から任意接種に変更になった

ものであります。 
 今後とも市では、季節性インフルエンザに対する予防として基本的な生活習慣の徹底やうが

い・手洗い等の励行を呼び掛けてまいります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 市営温泉施設を生かした地域活性化について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市営温泉施設の利用状況についてであります。 
 本市にある１０の市営温泉施設の利用人数と利用料金収入は平成２２年度が年間約１１７万

６千人の利用で約４億３，３６３万円の収入。平成２３年度が約１１７万４千人、約４億１，

１０３万円。平成２４年度が約１１４万２千人、約４億４６０万円。平成２５年度が約１０１万

６千人、約４億１７７万円となっており、利用者数・利用料金ともに毎年減少傾向となってお

ります。 
 本年度は４月から９月の利用人数が約５７万６千人で、前年対比約５％の減少となっており

ます。消費税増税や高速道路の休日割引の廃止により、観光客の個人消費が減少したことが大

きいものと考えております。 
 一方、利用料金収入は約２億５，０９５万円で前年対比約１％の増となっております。温泉

料金改定後の１０月から１月の利用人数は約２８万３千人で、前年対比約１３％の減少となっ

ておりますが利用料金収入は約１億３，１２９万円で前年対比約６％の増となっております。 
 次に利用者・市民等からの声、意見についてであります。 
 利用料金改定の周知に伴い、別荘所有者等から別荘料金や回数券の復活を求めることやペン

ション等の宿泊事業者から、市内への観光旅行者が利用できる優待券等の実施を求める要望が
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ありました。先月には温泉を親しむ会から温泉利用料金の見直しと回数券の復活を要望する署

名をいただいております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君の再質問を許します。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再質問を、１項目めですけども行いたいと思います。 
 先ほど１項目め、文部科学省が発出した手引きですけれども、その手引きの中に今後のいろ

いろ学校統合とか考えていく上での指針ということでこれが出たということですけども、その

中の２２ページに記載されていることがあるわけですけれども、首長部局との緊密な連携によ

る検討ということで、総合教育会議での検討などということで２２ページに記載されています

が、ちょっとそこを読みますけども、その中で域内の公共施設全体を対象として策定される公

共施設等の総合管理計画などとも調整を図ることが重要です。また項目を変えてまち・ひと・

しごと創生法、平成２６年の法１３６号に基づき各市町村には市町村まち・ひと・しごと創生

総合戦略を策定することが努力義務として課せられていると、こういうふうにこの手引書の中

の２２ページに出ておりますけども、これらを踏まえて私も学校統合の説明会等にも何回か行

かせていただいたんですけども、その中でも学校の統合後の跡地とかそういうのはどうなって

いるのかということがあるわけですけれども、この公共施設管理計画との関連の中では首長部

局とのお話し合いはどんなようになっているでしょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育次長。 

〇教育次長（浅川一彦君） 
 齊藤功文議員の再質問にお答えをいたします。 
 たしかに手引きの中に公共施設との関連ということを謳われているということであります。

たしかに今、企画のほうで推進している公共施設等の整備、それから固定資産等の台帳、それ

らを含めた形で学校施設も例外ではないという形で考えております。 
 そうした中で、学校施設等に関しては耐震化をすでに進めているということもありますので、

学校施設が安全に使えるという位置づけで、教育委員会としては統合計画等も定めているとい

う状況であります。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 これは参考までですけれども、３月９日の日経流通新聞というのに今後の跡地といいますか、

学校廃校後のことについての記事が出ておりましたので、こんなようなことも踏まえて今後の
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総合管理計画を作成する上でも学校跡地等も踏まえて、統合関係の学校の利用についても考え

ていただければと思うんですけども、なんか茨城県の稲敷市では教室で野菜を生産とか、千葉

県の鋸南町では道の駅に衣替えする、そんなようなこともありますので、今後の検討をする上

で、これは答弁は入りませんので一応参考までにそのことをお願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 齊藤議員、統合計画の進捗状況という項目ですからそれに沿った質問をしてください。 
 この質問は打ち切ります。次の質問に移ってください。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 それでは、第２項目めに入らせていただきます。 
 デマンドバス廃止後の公共交通の関係でございますけれども、先ほどの答弁の中でも市民バ

スの小型化を図り、いろいろルートを検討していくということでありますけれども、その中で

いろいろそれぞれ小回りのきくような小型バスを利用するということになっておりますけども、

ぜひ利用者の目線に立って改正のほうをお願いしたい、そんな意を払ったことをお願いしたい

と思います。 
 そして小中学生の保護者やバス利用者から待合所等の整備だとか、横断歩道の設置を含めバ

ス停付近の交通安全対策なども併せて検討してほしいというような、そんな利用者の声もある

わけですけども、これらの点についてはどのようにお考えでしょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 齊藤議員の再質問にお答えいたします。 
 スクールバスに乗る小中学生に対する待合所の整備、ならびに安全対策の施設の整備等でご

ざいます。 
 これにつきましては当然、小中学生の安全が第一というふうに考えておりますので、また必

要に応じて対応してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再々質問をお願いいたします。 
 高齢者、また運転できない人、また免許の自主返納者へのためにも、また移住先日本一、北

杜の移住者の利用を図るためにもぜひ公共交通の充実をしてほしいという、そんな声があるわ

けですけども、今後先進事例なども調査・研究して多様な地形に基づいて市民バス、小中学生

混乗路線の見直し計画とともに、デマンドバスも含めた新たな公共交通体系を構築していくと

いうことを再度お伺いしたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
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 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 齊藤議員の再々質問にお答えいたします。 
 高齢者の対応、ならびにさまざまな利用者ニーズ等もありますので、今後地域公共交通会議

等の中でも検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 ３項目めの再質問をお願いしたいと思います。 
 今の答弁で温泉の利用者数は減ってきているということが分かったわけですけども、その中

でいろいろの声があるわけですけれども、市民と市民以外の区分ということがあったりして、

なんか市民の声、利用者の声というようなことの中で別荘料金だとか回数券の復活というよう

なことがあるわけですけれども、ぜひその点についても以前にあった市民と市民以外というよ

うなことで、入湯税は市民でなければ免除になりませんけども、入湯税は市民以外の方からも

徴収できますので、そうした中でぜひ市民以外の料金区分等についても検討してほしいと。特

に料金については別荘所有者は家屋敷があり、住民税だとか固定資産税を払っているのでこれ

は市民扱いにするのが最高裁の判例からも適切妥当と考えますけども、このへんについてぜひ

市民扱いというような形で料金改定をお願いしたいと思うんですけども、そのへんについての

再考をお願いしたいです。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 齊藤議員の再質問にお答えいたします。 
 市民以外の料金について検討してほしいという内容でございますが、温泉利用料金を値上げ

したのが昨年の１０月でございまして、それほど経過も経っていないと思います。現在につき

ましては、利用者の動向を注視してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再々質問をお願いしたいと思います。 
 先日、山日新聞の中に山梨暮らし支援センターで２０１３年の開所当初から移住専門相談員

を務めている方のインタビューが出ておりましたけども、最近の相談の傾向は当初は定年退職

後に田舎暮らしを望むいわゆるリタイア組からの相談が多かったが、最近は子育て世代が窓口

に訪れていると。県内の良好な生活、自然環境に惹かれ移住を検討しているようだということ

で、山梨での暮らしに魅力を感じている人はたくさんいると。潜在的な人口は多いとこんな記
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事が出ておりました。ぜひそんなニーズがこの山梨、北杜にはあるということでありますけど

も、北杜市は自然景観の優れている地域でありまして、これからも魅力再発見して人口減少に

歯止めがかかる土地ではないかと期待するところです。そんなところで私は移住希望地第１位

となった今日、この豊富な温泉を大いに活用していただいて、この地域を農業をはじめ多様な

産業と結び合っていくことが重要であると考えております。ぜひそうした利用者の声に応えら

れるように前向きにお願いしたいと思います。 
 最後にちょっと付け加えておきたいと思いますけども、こんな記事もありました。今後、山

梨県内、北杜市への移住者が多くなると思います。北杜の風土や気風を含めて水が合わないと

言われては北杜市をアピールしても水泡に帰してしまいます。水資源、温泉資源に限らず多く

の面で住みたいと思われる北杜市でありたいと願うのは私一人ではないと思います。そんなこ

とが出ておりました。ご紹介しておきます。 
〇副議長（坂本君） 

 齊藤議員、それは質問ですか。 
〇３番議員（齊藤功文君） 

 そのことについて、ご所見をお願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁をお願いします。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 齊藤議員の再々質問にお答えいたします。 
 温泉の活用につきましては、今後の定住促進も含めて頑張っていきたいなという考えであり

ます。いずれにしましても温泉の赤字ということで料金改定をさせていただきましたので、温

泉協議会、また市の観光協会、八ヶ岳観光圏とも連携しましてできるだけ温泉を利用していた

だけるよう、また移住者等につきましても今後、温泉を利用していくということをちょっと検

討させていただきながら、利用については十分推進してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 第４項目めの再質問をお願いいたします。 
 成人用肺炎球菌のワクチンの定期接種はすでに進んでいまして、この助成制度の効果を期待

するところですけれども、肺炎は日本人の死因の第３位でありまして１位ガン、２位心臓の病

気、また肺炎による死亡者の９５％は６５歳以上と言われています。そこで本年度、平成２６年

度に定期接種となった方で未接種者への、受けていない方への啓蒙活動はどのように実施した

のか、ちょっと伺いたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 平井市民部長。 
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〇市民部長（平井光君） 
 齊藤議員の再質問にお答えいたします。 
 肺炎球菌ワクチンの未接種者に対する勧奨ということでございますけども、定期接種には

２種類ございましてＡ類、Ｂ類がございます。Ａ類については市としましても強い勧奨を行っ

ていくものでありますけども、Ｂ類というものがありまして肺炎球菌はＢ類に所属しています。

Ｂ類の定期接種につきましては補助を出して勧奨はするんですけども、強制的というようなも

のではございませんので、そこまでの勧奨はしておりません。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 それでは再々質問をさせていただきます。 
 子どもへのインフルエンザワクチン接種の公費助成をすでに実施している県内の自治体もい

くつかあるわけですけども、現在、実施している自治体がお分かりでしたらその実施状況を教

えていただきたいということと、子どもを産み育てる経済的負担の軽減のためにもきめ細かな

子育て支援、公費助成を願うところですけれども、再度お伺いしたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 齊藤議員の再々質問にお答えいたします。 
 県内で小児に対するインフルエンザの実施市町村が分かればということですけども、現在

８つの市町村で予防接種の公費負担を行っているということです。 
 ２問目の北杜市ではということでございますけども、小児のインフルエンザ予防接種につき

ましては国では現在その有効性に対して限界があるということで、法に位置づけて接種を行う

ようなことは適当ではないとして任意接種になっております。過去には定期接種で集団接種も

していた経過もあるんですけども、有効性に疑問があるということで任意接種に切り替わった

ということでございますので、それらの経緯がございますので市では慎重に検討をしていく必

要があると考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 以上で、齊藤功文君の質問が終わりました。 
 関連質問はありませんか。 
 小野光一君。 

〇２番議員（小野光一君） 
 関連質問させてください。すみません、最後の質問になると思います。よろしくどうぞお願

いします。 
 代表質問の１項目めの学校の統合計画に関しての件ですが当然、文部省の通達による適正規

模、適正配置、通学等についてという括りがあるわけですが、例えば通学区域を括りにすると
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適正配置になり得なかったり、適正規模になり得なかったり、また適正配置を括りにすると適

正規模とか通学区域にならなかったりとかという、たぶんそういうふうになると思うんですね。

それで当然悩まれていると思うわけですけれども、そういうことも含めた中でやはり今、統合

計画が市のほうから出されて、多くの市民がそのことを知るとまず一番はじめに、特に白州、

武川の地元なんかの場合は当然、生徒や保護者ばかりの問題ではなくて地域に中学校がなく

なってしまうという、なんか非常に捨てられてしまった感みたいのが住民の中にあります。な

ぜ小淵沢に行ってしまうのかと、なぜ須玉に行ってしまうのかと。中学校が白州と武川からな

くなってしまうなんてことがありっこないと。私も一応、内情も知っていますから当然、そう

はいっても適正規模というものも必要でねというお話をするんですが、やっぱり、では小淵沢

から白州に来ればいい、須玉から武川に来ればいいとそういう意見も当然あります。なぜなく

なってしまうのかという感覚がすごく強いんです。ぜひ今後、いろんな形で地域住民も、たし

かに学校関係者ばかりでない、区長ばかりでない、地域委員ばかりではない、本当に日々そこ

で暮らして、なおかつ自分の母校を目の前で見ている方々がいるわけですね。そのへんの住民

の気持ちというものをもっともっと今から今後、深く汲み取っていかなければならないと思い

ますので、なんらかの方法で、アンケートも実にそうでしょうし、汲み取りの手立て、当然、

適正配置、適正区域も含めて、もっと言うと白州の中学校が小淵沢に行くと地域で言えば大坊

とか横手地区は須玉のほうが近いのになぜ小淵沢まで行かなければならないのかと、こういう

声もまたあったりするわけです。ですから、そのへんをより今後も綿密に市のほうでは取り組

んでいただきたいと思いますが、そのへんはいかがでしょうか。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育次長。 

〇教育次長（浅川一彦君） 
 ただいまの、小野議員の関連質問にお答えをさせていただきます。 
 中学校の統合計画ということだと思いますが、中学校の統合について地域の心配というふう

なところだと思います。 
 中学校に関しましては昨年、４校という形での中学校の統合計画案を示させていただいて、

各地域において説明をさせていただいたという状況であります。今後、教育委員会のスケジュー

ルという点といたしましては、今後２７年度において各地域の方々、保護者を含め地域の方も

含めて学校づくり会議というふうなものを設けて、その中で地域の方、保護者の方がしっかり

意見を交わしていただいて議論をしていただく中でどういった統合、要するにその２校に対し

て、例えば白州であれば小淵沢との統合という形が、どういうあり方がいいのかということを

しっかり議論していきたいということを考えているところであります。 
 そうした意味で、統合計画案の中にも書いてございますけども合意ができたらというところ

も計画案の中にも示させていただいておりますので、しっかり各地域で保護者、地域を含めた

議論をしていただいて、その上、その結果をまた教育委員会のほうに示していただきたいと考

えてございます。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
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 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、市民の声の会派代表質問を終結いたします。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は３月１８日、午前１０時に開きますので全員定刻にご参集ください。 

 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 
散会 午後 ８時４２分 
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開議 午前１０時００分 
〇副議長（坂本君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は１８人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 なお議長 渡邊英子君、１５番 中嶋新君は一身上の都合により本日の会議を欠席する旨の

届け出がありました。 
 報道関係者からの撮影の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承を願います。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第１ 一般質問を行います。 
 今定例会の一般質問は５人の議員が市政について質問いたします。 
 ここで、質問順序および一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 最初に明政クラブ、２４分。次に市民フォーラム、５分。次に市民の声、８分。最後にほく

と未来、３２分となります。 
 申し合わせにより一般質問の関連質問はできませんので、よろしくお願いいたします。 
 なお残り時間を掲示板に表示いたしますがその都度、残り時間を報告いたします。 
 それでは順次、質問を許します。 
 最初に明政クラブ、１０番議員、相吉正一君。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 平成２７年３月定例市議会にあたり地域の身近な問題について２項目、一般質問をさせてい

ただきます。 
 最初に、日野春駅舎等の保存と周辺整備について伺います。 
 日野春駅舎と給水塔は明治３７年１２月２１日、中央線開業と同時に建てられた歴史のある

建造物であり、駅舎も過去に何回か改修されましたが当時の面影を残したまま現在に至ってい

ます。 
 日本公害訴訟の原点、シンボルである給水塔は築約１１０年が経過した今も原形を残してい

ますが、傷みが激しく早急に修復が求められています。また併せて信玄公旗掛け松記念碑付近

の跡地に植えた松の枝打ちなど、駅周辺の環境整備が必要になっています。 
 日野春駅周辺は数年前から県道の改良整備に伴う電柱の地中化によりまち並みが整備され、

甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山等、南アルプスの景観が大変素晴らしく立地条件、ロケーションにも恵

まれています。また近くには絵描きの宿として有名な旅館やオオムラサキセンター、北杜高校

があり、１年を通して生徒が利用、観光シーズンには多くのリピーターや登山客が利用すると

ともに周辺地域の多くの市民が利用している伝統があって親しみのある駅でもあります。こう

した中で日野春駅舎等の歴史的建造物の保存と周辺環境の整備について、以下質問を伺います。 
 １点目として歴史的価値のある日野春駅舎の修復保存、また高齢者や障害者にやさしいス
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ロープの設置などＪＲ東日本と協議を進める考えはありますか、伺います。 
 ２点目として、日野春駅舎等を国指定の有形文化財としての登録を勧めていく考えはありま

すか、伺います。 
 具体的には給水塔の保存ならびに駅舎、構内レンガ等の保存、併せて信玄公旗掛けの松があっ

た周辺の環境整備を行い、歴史的・文化的な価値の認識を深め周知を図る。 
 ３点目としては日野春駅舎から給水塔、オオムラサキセンターを結ぶ北側の散策遊歩道の整

備について進める考えはあるかどうか伺います。 
 次に、防犯灯の設置基準の見直しについて伺います。 
 防犯灯については現在、市の設置基準はありますが行政区以外の防犯灯の設置については基

準がありません。行政区域以外の防犯灯、特に必要な箇所については市が責任を持って設置す

べきであり、新たに基準を設ける必要があると思いますが市の見解を伺います。 
 現状は各行政区が市に申請し防犯灯器具一式を無償で支給をしていただき、設置費用と電気

料は各地区で負担しているケースが多いと思います。 
 こうした中で例えば地域や行政区から離れた場所で防犯上、防犯灯の設置が特に必要と思わ

れる箇所については行政が設置するものとするなど、また商店街の防犯灯については商工会で

設置するなど一定の基準づくりが必要だと思います。また地区内、地区外の電柱が設置されて

いない場所への設置で防犯上、特に必要と思われる場所については誰が設置を行い、負担は誰

がするのか分かりやすく区分するなど、基準をつくる必要があると思います。また併せてＬＥ

Ｄソーラー電灯の設置や支給も今後、検討していく必要があると考えます。 
 設置基準の現行制度の見直しについて、市の考え方について伺います。 
 以上で私の質問を終わります。よろしくご答弁のほど、お願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 相吉正一議員のご質問にお答えします。 
 日野春駅舎等の保存と周辺整備について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、駅舎の修復保存についてであります。 
 日野春駅は明治３７年１２月に中央本線が韮崎駅から富士見駅まで開通した際、小淵沢駅と

ともに開業した歴史のある、また親しみの深い駅で名称は当時の日野春村に由来しております。

駅舎は開業当初からのものを改修しながら使用しており、木造一階建ての建築で内部には待合

所と駅事務室があります。 
 駅舎の修復保存については、所有者でありますＪＲ東日本の意向などを確認しながら判断す

ることが必要であると考えております。 
 次に、高齢者や障害者にやさしいスロープの設置についてであります。 
 市内にある駅は、観光および住民生活の中で重要な交通手段であると位置づけられておりま

す。日野春駅については、主に北杜高校へ通う生徒などの利用者が多い駅であると認識してお

ります。今後、バリアフリー化については、小淵沢駅や今後計画している長坂駅などの利用状

況を見極める中で検討してまいりたいと考えているところであります。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 
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〇副議長（坂本君） 

 藤森教育長。 
〇教育長（藤森顕治君） 

 １０番、相吉正一議員の日野春駅舎等を国指定有形文化財に登録することについてのご質問

にお答えいたします。 
 国が指定する登録有形文化財建造物は、５０年を経過した歴史的建造物のうち一定の評価を

得たものを文化財として登録し、まちづくり等に活用されることを期待した制度であります。 
 給水塔や駅舎、構内レンガ等については、文化財的な価値の判断とともに駅の構内や線路内

という環境を考え、観光面等の活用に際して安全確保などさまざまな課題が想定されることか

ら、所有者でありますＪＲ東日本の理解を得ることが重要であると考えております。 
 信玄公旗掛け松記念碑周辺については、清掃などの環境整備を地元富岡区民が行っていると

ころでありますので、周辺環境整備については富岡区やＪＲ東日本など関係者と相談をしてま

いりたいと考えております。 
 なお、旗掛けの松事件の歴史的資料は郷土資料館に展示してありますので、それらを活用し

広く周知してまいります。 
〇副議長（坂本君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 １０番、相吉正一議員のご質問にお答えいたします。 
 防犯灯の設置基準の見直しについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市が設置すべき基準についてであります。 
 現在、行政区から申請があった場合、北杜市防犯灯設置管理要綱に基づき防犯灯器具を支給

しておりますので、新たな設置基準を設けることは考えておりません。 
 また、行政区が管理しない通学路や学校などの公共施設といった防犯上必要がある箇所につ

いては今後、教育委員会や関係各課と協議、検討してまいります。 
 次にＬＥＤソーラー電灯設置、支給についてであります。 
 現在、区から申請があった場合、ＬＥＤ式防犯灯を支給しているところでありますが、ソー

ラー式によるＬＥＤ防犯灯については、費用対効果を調査・研究した上で導入を検討してまい

ります。 
 次に、現行制度の見直しについてであります。 
 要綱において、設置する場所に関しては公道および不特定多数の方々に使用されていると認

められる私道と規定しております。 
 防犯灯は、集落といった狭い範囲内で地域住民の安全確保という考えから行政区に諸費用を

負担していただいているところであります。 
 また商店街での街路灯については、商工会等において各種補助事業を取り入れて設置するな

ど、さまざまなケースも想定されますので現行制度を見直しての対応はなじまないものと考え

ております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
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〇産業観光部長（田中幸男君） 
 １０番、相吉正一議員の日野春駅舎北側散策遊歩道の整備についてのご質問にお答えいたし

ます。 
 現在、オオムラサキ自然観察歩道として駅西側に日野春駅とオオムラサキセンターを結ぶ県

道を利用する安全を確保した歩道がありますので、現在のところ新たな遊歩道の整備を進める

考えはありません。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 相吉正一君の再質問を許します。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 最初に、日野春駅舎等の保存と周辺整備について再質問をさせていただきます。 
 まず日野春駅舎等の保存整備については、まずＪＲにご理解をいただいた上で市が協議を進

めることが前提となりますが、それらを踏まえた上で質問をさせていただきます。 
 先ほど教育長の答弁もあったんですが、文化財保護法では歴史的、または学術上、価値の高

いものを文化財として、重要なものを国指定の文化財として保護しています。平成８年の文化

財保護法の改正により、国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち保存と

活用が特に必要なものを登録有形文化財に登録する制度が新たに創設されました。登録基準と

しては先ほど答弁にありましたように建設から５０年が経過していること、また歴史的景観に

寄与、造詣の規範を持っている。３つ目として再現することが容易ではないもの。この３つが

規定の条件となっています。日野春駅舎等は１１０年が経過、ならびに給水塔も１１０年経過

しています。この条件を満たすものと思われます。またこれは鉄道遺産、産業遺産である給水

塔の修復保存、ならびに駅舎構内のレンガ等も１１０年経っています。そうした意味で所有者

であるＪＲ東日本と市で協議を進めていただき、地域の活性化、まちづくりに生かしていただ

きたいと思いますが、そのことについて再度見解を伺います。 
〇副議長（坂本君） 

 浅川教育次長。 
〇教育次長（浅川一彦君） 

 相吉議員の再質問にお答えいたします。 
 日野春駅舎等の文化財登録ということであります。 
 議員もおっしゃっているとおり、所有者であるＪＲのまず意向というものが大前提になって

くるというふうには考えております。そうした中でＪＲ側からの理解を得られれば、まずは歴

史的な価値の判断という形に進みたいと考えております。 
 そうした中で、国として要するに有形文化財として登録するような価値が、判断していただ

ければ登録に結びつくということにはなっていくものと考えておりますので、いずれにいたし

ましても、まずはＪＲ側との話し合いということを進めてみたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 
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〇１０番議員（相吉正一君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 今、南アルプスエコパークということで文化遺産に認定、登録されたところです。日野春駅

は南アルプスの玄関口だと思います。今まで小淵沢駅、長坂駅はまちづくり交付金事業で整備

がされてきました。日野春駅は歴史的な価値ある文化的な、歴史的な建物ということで、また

それらとは違う意味で、ぜひ登録に向けて推進を進めていただきたいと思っています。 
 そしてあと１点、オオムラサキセンターと給水塔を結ぶ関係はできないということでしたけ

ども、その部分は今、赤道で９０センチの道があります。経費はそんなにかかりません。そう

した意味で給水塔を文化遺産に登録された上は、オオムラサキセンターをルートとして活用で

きると思いますので、そのへんまた今後検討していただきたいと思いますが、そのへんについ

てももう一度伺います。 
〇副議長（坂本君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 相吉議員の再々質問にお答えします。 
 日野春駅舎、ならびに給水塔が保存ないしというところの計画段階にあがった時点で、再度

遊歩道等の整備については検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 次に防犯灯の設置基準の見直しについて、再質問をさせていただきます。 
 先ほどの答弁では特に設置基準の改正は考えていないという答弁で、行政区以外の設置場所

については教育委員会、もしくは関係各課と協議した中で設置をしていきたいということでし

たのでそのへんはいいと思いますが、各行政区でも今、防犯灯の負担がすごく重くなっていま

す。ある行政区では毎年電気料だけで、これは８０戸くらいの行政区ですが電気料だけで２０万

円以上の支出、防犯灯設置や修理がある場合には３０万円を超えているときもあると聞いてい

ます。区費が１００万円の中で２割から３割という厳しい行政区の財政運営の中で、防犯灯の

維持管理費の負担軽減に向けた施策をぜひ検討していただきたいと考えますが、いかがでしょ

うか。 
 例えば行政区の防犯灯に対する負担を軽減するために市が年次計画を立てて、今、ＬＥＤ防

犯灯は１０年以上もちます。まだ多少、１本当たりの単価は高いですが、球の取り替え、蛍光

灯のＬＥＤ化を進める、その考えがあるかどうか伺いたいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 １０番、相吉正一議員の再質問にお答えいたします。 
 防犯灯の行政区負担軽減に向けての施策という再質問でございますけども、先ほどの答弁で
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も言いましたけども、現在各地区からの申請に基づいて支給している防犯灯器具はＬＥＤとし

ているところでございますけども、防犯灯は集落内で地域住民の安全確保という考え方から行

政区に設置費用や電気料を負担してもらっております。 
 今後ＬＥＤ、防犯灯の取り替え、修理などの費用負担について他の市町村の状況等も調査・

研究した上で検討してまいりたいと、かように考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで１０番議員、相吉正一君の一般質問を終わります。 
 次に市民フォーラム、８番議員、岡野淳君。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 福祉行政について、２点伺います。 
 本市には高齢者はもとより、さまざまな障害を持つ方々や子ども子育てなどに対する多くの

制度があります。しかしこれらの制度の狭間にいる人は、時として見落とされることが起こり

ます。こうしたケースにどう対応すべきかという観点から市の見解を伺います。 
 まず昨年１２月の議会では、制度から外れた人への対応について親戚や地域の支えにより生

活困窮に陥らないという趣旨の答弁がありました。しかし定住促進策や二地域居住支援策が功

を奏すことによって地縁・血縁のない市民が増えることになり、それは取りも直さず親戚や地

域での支え合いにより生活根拠に陥らないという従来型の自助・共助が通用しにくくなること

を意味します。こうした人たちが制度の狭間に落ち込んだときに把握しきれないことが起き、

そこをどういうふうに対応するのかを伺います。 
 次に発達障害がある成人が社会参加を目指して部屋を借り、自立に向けた訓練をしようとす

るときに現行の制度のもとでは部屋を借りることができません。このような場合、行政として

可能な支援策はあるでしょうか。 
 以上２点、答弁をよろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁を求めます。 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 ８番、岡野淳議員のご質問にお答えいたします。 
 制度の狭間に陥った市民のケアについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、制度から外れた人の対応についてであります。 
 本市は制度の狭間に陥った困窮者を親戚や地域での支え合いにより、ケアできる良い面も持

ち合わせている地域であると考えております。 
 ４月から生活困窮者自立支援法が施行されることに伴い、市役所内に福祉相談窓口を設置し

対応してまいりますが、制度の狭間に陥り生活に困窮されている方々が躊躇せず気軽に相談で

きるように情報発信に努めてまいります。 
 また生活困窮者はひきこもりなどで地域社会から見えにくくなり、相談する気力を失ってい
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る場合があります。民生委員など地域のネットワークを活用し情報を把握し、場合によっては

訪問して支援するなど、積極的に生活困窮者との接点を見つける努力も必要であると考えてお

ります。 
 なお、新制度の施行により市役所内で連携を行い、個々の異なった支援対象者の問題を調整

しながら進めてまいります。 
 次に、発達障害者への自立に向けた支援についてであります。 
 自立に向けて、居住を確保することは重要であります。市内の社会福祉法人が運営する６カ

所の相談支援事業所と北杜市障害者総合支援センターの専門職員との連携により、自立や居住

に関する相談に応じているところであります。 
 また居住の支援策については、社会福祉法人が運営する共同生活を営むことができるグルー

プホームが１６カ所整備されており、現在も多くの方に利用いただいております。第４期北杜

市障害福祉計画においてもグループホームの整備促進を盛り込んでおり、今後も事業者の参入

を促してまいります。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 岡野淳君の再質問を許します。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 再質問させていただきます。 
 実例を挙げながら伺いますが、実はこの２年余り私のところに１人、３１歳の男性の発達障

害者がおります。彼は１５歳から１５年間引きこもっていて、その間、社会から完全に忘れら

れた存在になっていました。今、部長の答弁にありましたように周りの人が気が付く、そうい

う人たちは救済の方法があります。しかし彼のように誰にも知られないという存在が実はあっ

たということ、これが実は大変な問題になると思います。もう３１歳です。しかもいろんな障

害を同時に併せ持っていて、しかも１５年間引きこもっていたという二次障害まで持っている。

そういう人が、ではどうするんだといったときにその存在すら知られていないわけですから、

どうしようもないという現実が今まであったわけですね。そういうケースは稀かもしれません

が、現実に北杜市内であったということ、そのことについて今後どういうふうな方策を講じて

いくのか。それは今すぐ答えは出せないかもしれませんが、今のお考えをお聞かせいただけれ

ばお願いしたいと思います。 
 それからもう１点、住宅に対してですけども、彼はそういうわけですから当然、人とのコミュ

ニケーションが取れず、グループホームなんかに入ることはとてもではないけどできない。そ

れから家庭内でも、よくあることですけども、もう親に手をあげ家庭関係が、親子関係が崩壊

していますから家を出ざるを得なくなってくる。グループホームへも行けない、家も出なけれ

ばいけない、しかも収入がないからお金がない。こういったときにどこかに彼が暮らす場を提

供できないか。これは民間ではたぶん無理でしょうから、おそらく行政が公的な住居を提供す

るというような方法しかないんではないかなと思うんですけれども、そういう意味で彼のよう

な人に何か住まいを提供するような手立てがないかという点で、もう一度ご答弁をいただきた

いと思います。 
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〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 岡野議員の再質問にお答えします。２点のご質問をいただきました。 
 制度から外れた人の場合の把握について、どのような手立てをするかということでございま

す。困窮している人がＳＯＳを発することは本当に難しいと思います。またこれらの人は社会

とのつながりが薄れていて、自らサービスにアクセスできない人も多いと思います。困窮者の

把握ができなければこちら側としても支援をすることができませんので、地域のネットワーク

を活用して情報の把握に努めてまいりたいと思っています。 
 また障害福祉相談窓口、それから先ほど申し上げましたが相談支援事業所、北杜障害者総合

支援センターの相談窓口がございますので、それらについても周知を図っていきたいと思って

います。 
 それから、居住についてのご質問でございます。 
 現在の状況ではグループホーム等しか住むところはないわけでございますけども、そういっ

たことにつきましても関係部局と連携をした中で検討をしてまいりたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 岡野淳君。残り時間１分１８秒です。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 今日の朝刊に図らずも「発達障害法施行１０年 福祉の谷間 偏見今も」というような見出

しの記事が出ております。これは別の記事ですけども山梨県は２，５６５件、全国で３番目。

これはいきなり増えたわけではなく、こういう人たちがいるということを世間が知り始めたと

いう結果だと思うんですね。ですからわれわれはもっと勉強しなくてはいけない。山梨県には

発達障害とか幼児教育のスペシャリストがいらっしゃいます。そういう方をお招きして勉強会

をするということはとても必要だし、県内にそういうスペシャリストがいるんですから、ぜひ

お呼びしてそういう企画をやってもらいたいと思います。ぜひ勉強したいと思いますけども、

そういう企画をしていただくことはできないでしょうか、そこを１つお願いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 岡野淳議員の再々質問にお答えいたします。 
 研修会等ができないかということでございますが、北杜市の障害者総合支援センター等にお

いて検討をさせていただきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
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 これで８番議員、岡野淳君の一般質問を終わります。 
 次に市民の声、２番議員、小野光一君。 
 小野光一君。 

〇２番議員（小野光一君） 
 本年１月１日、齊藤功文議員と共に会派 市民の声を結成いたしました。私たちの会派 市

民の声は市民の皆さんの声を市民目線に立ち、市民のために今後議会活動の中で深めてまいり

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 さて２月１７日、山梨県は後藤知事を迎え新県政がスタートいたしました。大変喜ばしいこ

とでございます。知事は訓示の冒頭から山梨の再生、産業基盤の強化を中心に人口１００万人

の達成に向けて企業、事業所の流出に歯止めをかけるため、県内企業の意向調査を行う考えを

示しましたことは大変心強く力を得る思いでございます。当市におきましても必要なアクショ

ンであるとの認識から以下の質問をいたします。 
 市内事業者の産業の振興について。 
 １つ目は、市内事業者の動向調査です。 
 市内事業者で構成する企業交流会では本年２月１２日、市議会議員との意見交換会を交わし

ました。最後の質疑応答の中で参加企業さんの声として事業者の動向調査を望む声があり、数

年で職員が代わり企業が抱える情報や問題点が市側になかなか伝わらない。市の職員の専任を

設けて常に同じ人の目で市内企業の情報を吸い上げてほしい旨、意見がございました。 
 市としては、商工会に調査事業を委託されることを昨年６月の定例会でお答えいただきまし

たが、商工会の職員だけでは常に限界があります。行政として人事の問題等、難しい点は承知

しているところでございますが、担当者への申し送りの徹底など体制を整えていただき市内事

業者の声として、どう応えていただくか伺います。 
 次に３月１６日発行の市内情報新聞八ヶ岳ジャーナルによりますと「地酒でおもてなし ペ

ンション連合会が勉強会」との報道がございました。内容は八ヶ岳地区のペンションオーナー、

ソムリエ、酒販店、酒造メーカーが参加し、市内の日本酒やワインでおもてなしをして北杜市

のファンを増やしたいとの内容でございました。また八ヶ岳観光圏の活動の中でも観光圏の食

のブランド化を推進し、今後の戦略の中に組み込んでいます。そこで次の質問です。 
 市内酒造メーカーの酒類の奨励はいかがか。 
 市内にはウイスキー、日本酒、ワイン、焼酎、ビールを蒸留・醸造するメーカーがそろって

います。こういった自治体はあまりにないように思います。むしろ他の自治体と比べても特出

すべきことではないかと思います。 
 市内には何社、醸造・蒸留するメーカーが存在するのか。 
 ２番目としてこれらのメーカーを市の条例などで推奨し、市内の飲食店・ホテル旅館業で消

費を促し、小売店では観光客のお土産に力を入れるなど振興が図れると思いますがいかがで

しょうか。 
 以上の２点をよろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 小野光一議員の、市内事業者の声に対する市の対応についてのご質問にお答えいたします。 
 市の専任職員の配置については市の職員は一般職として採用され、数年間隔の人事異動によ

りスキルを磨いておりますので専門職として同一担当での配置は難しいものと考えております。 
 一方、市内企業の情報を同じ目線で吸い上げる専門機関として北杜市商工会があり、その役

割は極めて重要と考えております。 
 市と商工会はそれぞれが市内企業の持つ課題等に対し、互いに連携を密にして推進していく

ことにより、商工業の振興が図られるものと考えているところであります。 
 市としては来年度以降、北杜市総合戦略の中で商工会と連携し、企業支援員等の配置につい

て検討してまいりたいと考えております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 ２番、小野光一議員のご質問にお答えいたします。 
 市内事業者の産業の振興について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに市内の醸造・蒸留メーカーについてでありますがウイスキーが１社、日本酒が４社、

ワインが５社、焼酎が１社、ビールが１社であります。 
 次に、市内醸造・蒸留メーカーの土産品の振興についてであります。 
 特定の企業の商品等を条例で推奨することは難しいと考えております。しかしながら、地元

産業振興を推進する必要があることから商工会や北杜市観光協会と連携し、市内酒造メーカー

等が合同で飲食店や観光事業者等に対して、商品ＰＲをする場やエコひいき地産地消協力店へ

の消費拡大、お土産品としての販売活用等を検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで２番議員、小野光一君の一般質問を終わります。 
 次にほくと未来、４番議員、福井俊克君。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 私からは、本定例会において３項目の質問を行いたいと思います。 
 まずはじめに、県道横手日野春停車場線の改良計画についてであります。 
 白州町・武川町と市役所本庁舎のある須玉町を結ぶ重要幹線道路である横手日野春停車場線

の改良計画について、２点お伺いします。 
 最初に白州町と武川町の間に架かる駒城橋について、お伺いいたします。 
 一昨年の３月議会においても質問をさせていただきましたが、現在の駒城橋は昭和３４年

８月に襲来した大型台風の被害を受け、その復旧により建設され、すでに５０年余り経った老

朽橋であります。橋梁の幅員は狭く車同士のすれ違いには困難な状況があり、日常生活におけ

る住民の通行や、また神代桜の開花時期など観光シーズンにおける県内外から来られる観光客
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の通行にも大きな支障をきたしている状況でもあります。 
 また昭和５７年の台風災害や平成に入ってからも大きな台風の襲来のたび、駒城橋の橋げた

などにつかえた流木が原因となり、濁流が右岸側の堤防を乗り越えかけ下流の柳沢地区の住民

に大きな不安を抱かせてきました。 
 近年、全国的に多発している異常気象による自然災害等により改めて武川地区の住民の間に

は河川に対する不安が増してきている状況があります。 
 前回の質問において市長から県の計画では現在の橋梁を補強、補修を行った上で拡幅する内

容であるが、市としては治水対策の視点から架け替えの必要性がある旨を訴え、早期着工を強

く要望していくとの答弁をいただいております。 
 また一昨年７月には市長と県会議員、また地元柳沢横手大坊地区の区長さんたちおよび私ど

も４人の地元市議による県への要望活動を行ったところでもあります。その後、駒城橋の対応

について市ではどのようになされたのか。そして現在の状況はどのようになっているか、改め

てお伺いいたします。 
 ２点目として武川町から須玉町に向かう日野春停車場線は日野春トンネル、和田トンネルの

開通により須玉町の往来する交通量が飛躍的に増えております。道路の改良も着々と進み、通

行の安全がますます確保されてきておりますが、国道１４１号と交差する薬師堂橋東詰め交差

点においては、朝夕の通勤時間帯に大きな渋滞が起きている状況が日常的となっております。

朝の通勤時間帯には武川から向かい１４１号に入るのに信号待ちを４回、５回と待つこともあ

り市民の日常生活へ大きな問題となっております。以前から薬師堂橋東詰め交差点から西側に

ついては改良計画がいろいろと取り沙汰されておりましたが、この対策については急務である

と考えますが当局の考えおよび現状はどのようになっているのかお伺いします。 
 以上２点について、お伺いします。 
 次に２項目めでございますが、戸別防災行政無線の取り組みについてであります。 
 平成２２年度から整備している防災行政無線は屋外のみの放送であるため、雨音が激しいと

きなどには聞こえない、聞き取れないとの声があります。市では今まで質問に対して戸別無線

は考えずに聞き取りにくい場所では屋外拡声子局を調整し、それでも効果がない場合は子局の

増設をするとしてきております。 
 災害時の的確で統一した情報伝達手段としては、戸別受信機も併せた防災無線の整備が不可

欠と思うが、次の３点についてお伺いいたします。 
 １つ、難聴地域とその改善状況はどのようになっているかお伺いいたします。 
 また２番目として、総務省は平成２７年度から昨年の広島土砂災害を教訓に避難勧告などの

情報を確実に住民に伝えるための戸別受信機の普及に財政支援をすることとしておりますが、

市としての考え方はどうでしょうか。 
 ３番目として、エフエム八ヶ岳を活用した緊急告知ＦＭラジオの普及の考えはいかがでしょ

うか。 
 続きまして、第３項目めとして米作農家の経営対策についてお伺いいたします。 
 毎年、高い評価をいただいている梨北米が日本穀物検定協会による平成２６年産の食味ラン

キングにおいて３年連続の最高ランク特Ａの称号をいただきました。食の安全・安心日本の台

所を宣言している本市にとって、また県内随一の米どころとして喜ばしいところでありますが

米の消費の減少と米余りの状況が続き、生産者価格の低迷と併せて生産のための資機材等の高
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騰などにより農家の収益は激減し、このままでは耕作放棄も考える農家の声も聞かれるところ

であります。さらにはＴＰＰ交渉の行方においても不安が募るところでもございます。このよ

うな状況下における米づくりについて、以下お伺いいたします。 
 １つ、北杜市の米作農家をどのようにして守り育てるか、市のお考えをお聞きしたいと思い

ます。 
 以上で終わります。よろしくご答弁のほどお願い申し上げます。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 福井俊克議員のご質問にお答えいたします。 
 県道横手日野春停車場線の改良計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、駒城橋の架け替えについてであります。 
 市では駒城橋の橋梁改修については道路機能の視点だけでなくて、治水対策の視点からも必

要であることから、防災対策の重要課題として地域住民の安全で安心な生活を確保するため、

また想像を超えるゲリラ豪雨などの異常気象の発生や台風による災害などに対応できるよう、

駒城橋の架け替えをこれまで国および県に対し、地域の皆さまと共に強く要望してきたところ

であります。 
 私なりに武川地区は３４年災をはじめ災害の歴史もあり、治水に対する関心が大きい地域で

あります。 
 県ではこのような状況を鑑み、防災面での視点に立った検討も必要との判断から現在、橋梁

の補修、補強による拡幅計画でなく治水対策と併せて橋梁の架け替えについての検討を行って

いくとの前向きな回答をいただいたところであります。 
 次に、薬師堂橋東詰め交差点の渋滞対策についてであります。 
 現在、恒常的に発生している渋滞に関し、市民生活への影響は大きなものであると考えてお

ります。これまで交差点から西側の改良計画がいくつか検討されておりましたが、それぞれに

課題があり進んでいない状況でありました。 
 こうした検討を行う中で、県では新たに薬師堂橋東詰め交差点と南側にあります岩根橋東交

差点の間で国道に接続するバイパス道路を計画しており、地元への説明を行い現在おおむね関

係者の了解を得たところであります。今後、県では事業化に向けて事務を進めていくこととなっ

ておりますが、市としてもこの道路は武川、白州地区と須玉インターチェンジを結び、また同

地区と須玉、明野地区を連携する重要な路線でありますので、一日でも早くバイパスが整備さ

れるよう県に積極的に協力してまいりたいと思っております。 
 次に、米作農家の経営対策についてであります。 
 今回、３年連続食味ランキング特Ａの評価をいただいたことは、米を主要農作物とする北杜

市としては大変うれしく、また農家の皆さまの絶え間ない努力の結果と深く敬意を表します。

古くからおいしい米の生産地と知られ、圃場整備事業に率先して取り組むことにより機械化も

進み北杜市の基幹農作物として成長してまいりました。しかし、食生活の変化など消費量が減っ

たことにより米を取り巻く環境は非常に厳しい状況であります。 
 平成２６年産米の農家への仮渡し金についてもコシヒカリ１等米６０キロ当たり１万２，
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６００円で、平成２５年産米と比較して約３千円下落しております。 
 また国の米施策も平成３０年産米から大きく方針を転換し、昭和４５年から行われている米

の需給調整を行わず、各農家の判断で生産することとされています。 
 さらに環太平洋戦略的経済連携協定、いわゆるＴＰＰ交渉での関税特別枠の確保等、不確定

要素も加わることから国の動きを注視してまいります。 
 市としては今後、米の二極化が進行するものと考えております。１つはおいしく安全・安心

な米としてブランド化され高価格で取引される米であります。また、酒造用米など契約栽培も

安定した取り引きが可能となりますので、需要者の動向等も的確に捉えられるよう関係機関と

連携してまいります。 
 もう１つは、コストダウンや多収量による外食産業と連携した低価格な米であります。市に

は営農組織が各地区に設立され、大規模で効率的な栽培が可能となってまいりました。今後、

農地をより集積することで、なお一層のコストダウンが図れるよう支援してまいります。 
 各農家や営農組織の判断となりますが、二極化の波に乗り遅れないよう情報発信するととも

に国の米施策が価格維持から農家への直接支払いへとシフトしており、法制化された日本型農

業直接支払制度をなお一層、推進するなど農家の安定的な経営に資するよう努めてまいります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 ４番、福井俊克議員のご質問にお答えいたします。 
 戸別防災行政無線の取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、難聴地域と改善状況についてであります。 
 難聴地域については行政区長などにご協力をいただき、把握に努めているところであります

が、その対応としては聞き取りにくいという声があった地域に伺い、地形、住宅の分布状況を

考慮し、現地で無線放送を聞き取りながらスピーカーの向きや音量調整等の対応を行っており

ます。 
 次に、戸別受信機についてであります。 
 総務省は来年度から戸別受信機整備に対し財政支援を行うこととしておりますが、その内容

は７０％を特別地方交付税により措置するというものであります。 
 デジタル防災行政無線は電波が直線的なものであり、地形の状況に大きく左右されることか

ら、本市においては屋外拡声子局の整備を進めてまいりました。 
 防災行政無線は、災害時において一斉に情報の伝達できる大きな手段ではありますが、天候

等により聞き取りにくい場合もあることから、防災行政無線の補完として防災行政無線電話応

答システム、ほくとほっとメール、緊急放送エリアメール、ツイッター、エフエム八ヶ岳など

を活用し、情報提供手段の複数化に取り組んでいるところであります。 
 また状況に応じて、市の広報車や消防団による巡回広報を行うほか国が整備を進めるＬア

ラートにおいてもテレビ、ラジオ、携帯電話等のさまざまなメディアを通じて情報入手が可能

となります。このような状況から、デジタル防災行政無線での戸別受信機の配備は考えており

ません。 
 次に、緊急告知ＦＭラジオの普及についてであります。 
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 緊急告知ＦＭラジオはＦＭ局の放送波からの起動信号を受信すると自動的に電源が入り、避

難勧告等の緊急放送を受信できるものであります。このシステムはＦＭ局の電波を使用して伝

達するため、普段はラジオとして使用でき野外や停電時でも使えることから避難時でも持ち運

びが可能などのメリットがあります。 
 市と災害時の緊急放送についての協定を結んでいるエフエム八ヶ岳は北杜市、韮崎市を発信

エリアとしており、北杜市のほぼ全域で受信が可能であることから天候に左右されない、安定

した情報提供手段として有効であると考えております。 
 今後、消防団への配備、購入補助制度等について北杜市消防団活性化検討委員会のご意見も

伺いながら検討してまいります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１１時１５分といたします。 

休憩 午前１１時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１５分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 福井俊克君の再質問を許します。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 それでは再質問をさせていただきます。 
 先ほどは県道横手日野春停車場線の改良計画について質問させていただきましたが、駒城橋

の架け替えにつきましては、大変明るいご答弁をいただきました。駒城橋の架け替えにつきま

しては大きく前進したというようなことで地元武川町、白州町を代表して厚く御礼を申し上げ

ます。市を代表とする地域の強い思い、また関係者のお力添えの結果、架け替えに向けてスター

トが切られたというように解釈をしております。 
 県では治水対策と併せて橋の架け替えについても検討するとのご答弁でございましたが、実

際はどのような検討がされるのか、分かる範囲で結構ですのでその内容についてお伺いをした

いと思います。 
 また薬師堂橋東詰め交差点における渋滞対策でありますが、新たなバイパス計画が具体的に

進んでいるとのことで、とても喜ばしいことでございます。できるだけ早い段階で整備がされ

ることを願っていますが、やはりある程度の期間がかかるではないかと考えております。その

間、渋滞が続いているという状況でございますので、市民の生活への悪影響が解消されないで

はないかと心配されます。このあたりのことを市当局につきましては、どのように考えておる

か、この２点について再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 
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〇建設部長（神宮司浩君） 
 福井俊克議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 まず１点目の駒城橋についてであります。 
 県におきましては過去の５７年災、あるいは５８年災等の災害の歴史を踏まえまして、防災

面での検討が重要であるという判断から堤防のかさ上げをするということであります。具体的

には１メートルから１メートル５０ぐらいかさ上げをしたいと。それに伴いまして橋梁も架け

替えて、かさ上げ部分を上げて施工することを検討しているということであります。まず河川

の安全対策といたしまして、石空川と大武川が合流するということで大変危険であるというこ

とがかさ上げをしていただけるものだと考えております。 
 市といたしましても一日も早い架け替え実現に向けまして、地域の安全・安心のため地域の

皆さんと一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。 
 ２点目でありますけども、バイパス開通までの薬師堂橋東詰め交差点の改良についてという

ことだと思います。 
 県ではバイパス完成、相当数の時間がかかると。６年から８年ぐらいかかるんではないかと

いう想定をしているところであります。県におきまして現在、薬師堂橋東詰めの交差点の暫定

改良に向けまして、右折車が通行できるような形で東側を改良したいというふうな検討をして

おります。現在、設計を行っているということを聞いておりまして、東側の用地等に影響が出

るということであります。できるだけ早い段階で実施ができるよう、市といたしましても県に

協力をしてまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 それでは続きまして、第２項目めの再質問をしたいと思います。 
 戸別防災行政無線の取り組みについてであります。 
 県内では北杜とそれから中央、昭和の３市町を除く２４市町村でスピーカーの音声が届かな

い難聴世帯に戸別受信機を配置しているという状況があります。北杜市は中央市とか昭和町と

は異なりまして山間地で急峻な地形ということもありますし、また大小の河川が多いため急傾

斜崩壊危険区域、あるいは災害危険区域、土砂災害警戒区域などの指定箇所も多くあるわけで

あります。情報伝達手段に万全を期すことは防災上の最重要課題でありますが、ご答弁をいた

だきましたが市が整備していますデジタル波の防災無線の戸別受信機は電波の習性上、活用が

困難であるということから配備できないとのことであります。これにつきましては、とても理

解をいたしました。しかし特に災害の経験があって、合併前に配備がされていた地域にあって

は戸別無線の必要性というのは否定できません。そのような状況下におきまして、市では情報

手段の複雑化を図っていただいておりますが、災害時や重要な行政情報の一斉放送で多くの市

民に確実に情報伝達ができる手段として戸別無線と同様な機能を持っているエフエム八ヶ岳を

活用した緊急告知ＦＭラジオがあります。先ほど質問いたしましたが、これは全国でも数多く

の自治体が活用しておりまして、戸別受信機に代わる機能を持つものであります。室内でも野

外でも携帯ができるということで、災害時の放送あるいは行政放送について、緊急放送が受信
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できるようになっております。希望者には補助制度を活用して普及をしたいとの前向きなご答

弁がありましたが、確認の意味で早急にご検討をしていただき、一刻も早い配備ができますよ

う期待をしているところであります。これからの取り組みにつきまして、どのようにお考えか

再度ご質問をさせていただきます。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 福井俊克議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。 
 エフエム八ヶ岳を活用した緊急告知ＦＭラジオの、今後の導入に向けた取り組みについてと

いう再質問でございますけども、エフエム八ヶ岳は北杜市のほぼ全域で受信が可能でございま

す。天候に左右されない安定した情報を提供手段として考えております。 
 今後、緊急告知ＦＭラジオを消防内への配備も考えておりますので、北杜市消防団活性化検

討委員会のご意見も伺い購入補助制度等も検討してまいたいと、かように考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 最後に米作の経営の関係につきまして再質問させていただきますが、白州、武川地域におき

ましては従来から米のブランド化に取り組んできたところでもございます。消費者から高い評

価を受けておりますが、このたびのユネスコエコパークの登録についてもこういう機会を捉え

て、さらに米のブランド化を図るには絶好の機会かと思いますが、市のお考えをお聞きしたい

と思います。 
 それからやはりこの地域においては、本当においしいお米が獲れるということであります。

やはり消費者の皆さんに直接食べていただかなければ分からないんです。そういうことで、な

んかそれなりに関係するイベントを取り上げていただきたいと、こんなように思っていますが

例えば食味検討会とか、あるいは昔やっていました米米まつりなんかもよくやっていたんです

が、消費拡大につながるものと、それから実際、そのブランド米だよという証明ができる食味

検討会等の実施についてお考えがあるかどうか、再度お伺いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 福井議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 エコパーク登録による米のブランド化についてというご質問だと思いますが、昨年南アルプ

スのエコパークに登録されましたことは、今後の地域の活性化に大きなチャンスと考えており

ます。その後、地域活性化の１つとして農産物のブランド化は大きな魅力でありますし、それ

を生かしてまた今後、考えていきたいと思いますが、北杜市南アルプスユネスコエコパーク地

域連絡会とも連携しながら、国内外の情報発信できるブランド米となるよう取り組んでまいり

 １８６



たいと考えております。 
 もう１つ、イベント、それから消費拡大等というご質問でございますが、これにつきまして

もエコパークの地域連絡会と連携を取りながら検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで４番議員、福井俊克君の一般質問を終わります。 
 次にほくと未来、６番議員、加藤紀雄君。 
 加藤紀雄君。 

〇６番議員（加藤紀雄君） 
 北杜市は合併し１０年を経過いたしました。多くの課題を抱えての１０年間でありましたが、

財政の健全化を市政の一丁目一番地として位置づけ取り組んできましたが、その成果は財政健

全化指標に明確に表われてきております。しかし合併１０年はまだ道半ばであります。合併に

伴う課題はもとより社会の変遷による課題が山積する中で、平成２７年度は北杜市が次の

１０年へ向かってスタートする大事な年度であります。今までの１０年間の成果を礎にし、ベ

ンチャー自治体北杜市として積極的かつ果敢に取り組んでいくことを期待しております。 
 さて北杜市の将来へ向かっての多くの課題の中で、私は２件について質問をさせていただき

ます。 
 １点目は、松くい虫防除対策であります。２点目は鳥獣害対策についてであります。この２件

は過去に何回か議会で質問が行われていますが、それだけ重要であり深刻な問題であり、また

被害を防ぐ十分なる解決策がいまだ見つかっていないからであります。しかし、放っておくこ

ともできない重要な問題でありますので、質問をさせていただきます。 
 まず１点目の松くい虫防除対策であります。 
 松くい虫等の病害虫や野生鳥獣による森林被害は、森林資源の損失に留まることなく森林の

公益的機能の低下、森林所有者の経営意欲の喪失等にもつながっていくものであります。特に

松くい虫被害は全国的に拡大しており、わが国最大の森林被害ともいわれております。 
 地球温暖化等の影響もあり、その被害は年々、標高の高い地域に押し寄せてきており、北杜

市内の松林のあちらこちらに松枯れの被害の状況を確認することができます。わが国の松林は

現在崩壊の危機にあり、積極的かつ人工的に保全していかなければ松林の維持は極めて困難で

あるといわれております。 
 そこで北杜市の木に指定されている赤松の保護対策について、以下３点についてお伺いをい

たします。 
 １つ目でありますが、今まで取り組んできた松くい虫防除対策の内容についてお伺いいたし

ます。 
 ２つ目でありますが、平成２７年度予算での取り組み内容についてお伺いをいたします。 
 ３つ目でありますが、これは大事な部分でありますが今後の松くい虫防除対策の基本的な方

針についてお伺いいたします。 
 次に２点目でありますが、鳥獣害対策についてお伺いをいたします。 
 多くの市民の皆さまからせっかく苦労し耕作し、やっと収穫期になったと思ったら一晩で野
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菜が全滅。がっかりしてしまい、来年からは野菜作りをやめようと思うとこのような深刻な訴

えが増えてきております。 
 イノシシ・シカ・サル等による野生鳥獣による被害は、毎年毎年増え被害の様相は耕作者に

は物心両面から大きな痛手となっております。このままでいくと先祖伝来の農地は荒れてしま

い、お年寄りには元気がなくなり近い将来は住む人もいなくなり、集落が消滅してしまうので

はないかと懸念されるようなところが見受けられます。また人への被害、自動車との衝突や家

屋への侵入など被害が多方面へと拡大してきております。 
 それらへの対策として、生息地管理として集落地に寄せ付けないよう森林の適切な管理や里

山周辺の緩衝帯の整備等、また集落・農地の管理として餌付け、動機づけをさせないように不

要残渣や生ごみの適正処理、そして防除施設の設置や追払い、加えて個体数管理として銃や罠

による捕殺等、鳥獣害対策は総合的かつ有機的に実施していくことが大切であると思います。

その点を踏まえ、以下４点についてお伺いをいたします。 
 １つ目でありますが、今まで実施してきた鳥獣被害対策について、その内容についてであり

ます。 
 ２つ目としまして、過去３年間の被害状況と捕殺等による対策の成果についてお伺いをいた

します。 
 ３つ目としまして、平成２７年度予算での取り組みの内容について。 
 ４つ目でありますが、今後の鳥獣害対策の基本的方針についてお伺いをいたします。 
 以上で質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 加藤紀雄議員のご質問にお答えいたします。 
 今後の松くい虫防除対策の基本方針についてであります。 
 北杜市の総合計画における松くい虫対策については、伐倒駆除の着実な実施を進めるととも

に将来的な被害発生を軽減するため、樹種転換等を進めることとしております。 
 また松くい虫等に対する駆除予防は、森林病害虫等防除法により原則として森林所有者が行

うことが定められており、森林所有者の管理意識を促してまいります。 
 なお、新たに導入予定の更新伐については峡北森林組合が事業主体となり、市内全域を対象

に低コストでできる事業となっておりますので、事業の長所を森林所有者に周知するとともに

当面は財産区を中心に進めてまいりたいと考えております。 
 現状、広域的に蔓延した松くい虫被害を全域的に防除することは、現実的には不可能と考え

ておりますので、保護地域の指定も考慮しながら検討してまいります。 
 次に、今後の鳥獣害対策の方針についてであります。 
 個体数を適正数に減少させる特定鳥獣適正管理事業において、増えすぎた個体数を調整する

ため、山梨県特定鳥獣保護管理検討会で生息数や生息域を調査により正確に把握し、適正な頭

数になるよう捕獲を進めております。 
 また防除、追払いについては引き続き臨時職員による被害防除パトロール等を行うとともに、

地域ぐるみの活動が円滑かつ効率的に行えるよう電気柵等の補助金助成や指導等を粘り強く
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行ってまいります。鳥獣害対策は市、地域住民、猟友会等の専門員が連携して継続的な活動を

していくことが重要だと考えておりますので関係者が一体となり、粘り強く活動してまいりた

いと考えております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇副議長（坂本君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 ６番、加藤紀雄議員のご質問にお答えいたします。 
 松くい虫防除対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、取り組んできた松くい虫防除対策についてであります。 
 国の松くい虫被害対策事業および造林事業は、標高８００メートルを超える地区被害拡大防

止森林と、その周辺の地区保全森林を重点地区として伐倒燻蒸処理を行っております。また市

単独事業として、公共施設等の倒木による危険が想定される被害木を対象に伐倒処理を行うと

ともに一部地域において地上散布を行っている状況にあります。 
 なお、峡北森林組合が国の補助金申請の窓口となり樹種転換事業を行い、森林整備を推進し

ております。 
 次に、平成２７年度予算での取り組みについてであります。 
 国の松くい虫被害対策事業として２３２立方メートル、造林事業として７４０立方メートル

を伐倒燻蒸処理するとともに市単独事業として３００立方メートルを行う予定であります。 
 次に鳥獣害対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、鳥獣被害対策の実施状況についてであります。 
 被害対策としては捕獲・防除・追払いがあります。捕獲として特定鳥獣適正管理事業と農作

物等への被害が生じた場合に行う有害鳥獣捕獲を実施しております。防除として地域が国など

の補助金を利用して電気柵等の設置を行い農作物被害の軽減を図っており、追払いは鳥獣害に

強い地域づくり支援事業の補助金を利用し、地域が追払いや環境整備を行っているところであ

ります。 
 また市では狩猟免許を所有している２名の臨時職員を雇用し、エアガン等を使用した追払い

や箱罠による捕獲、サルの群れの行動調査や被害防止パトロールを実施しております。 
 次に、過去３年間の被害状況と捕殺等についてであります。 
 農作物の被害状況は平成２３年度４，４９７万円、平成２４年度４，６２５万円、平成２５年

度３，４４１万円です。 
 捕殺等の成果はニホンジカ、イノシシ、ニホンザルおよびハクビシン等を捕獲しています。

捕獲頭数は総数で平成２３年度６３４頭、平成２４年度８６０頭、平成２５年度１，３０２頭

であります。 
 次に、平成２７年度予算での取り組みについてであります。 
 特定鳥獣適正管理事業において増えすぎた個体数を調整するため、ニホンジカは１，２００頭

で前年比２１５頭の増、ニホンザルは１８０頭で３３頭の増、イノシシは１５０頭で３０頭の

増を捕獲することを予定しております。 
 それ以外の有害鳥獣捕獲、電気柵等による防除、追払い等については例年とほぼ同様の規模

で取り組む予定であります。 
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 以上です。 
〇副議長（坂本君） 

 当局の答弁が終わりました。 
 加藤紀雄君の再質問を許します。 
 加藤紀雄君。 

〇６番議員（加藤紀雄君） 
 それでは１項目めの松くい虫防除対策について、再質問をさせていただきます。 
 白倉市長の答弁にもありましたように、蔓延した松くい虫被害を全面的に駆除することは現

実的には不可能であると私も思います。しかし、この地に生息する赤松は先人の皆さまが地域

を守るために植林をし、長い間、保護・育成してきた地域にとっては大切な財産であります。

北杜市では先人の思いを受け継ぎ市の木として赤松を指定し、今日まで保護・育成に努めてき

ましたし、今後も継続していく必要があると思います。 
 答弁にもありましたように保護地域を指定し、守るものは守る、そしてやむを得ませんが捨

てるものは捨てるというような思い切った対策が現実的な解決策の１つであると考えます。現

状は松くい虫の被害は相当深刻になってきておりますので、対策を急がなければならない状況

下にあると思います。 
 白倉市長から保護区域の指定も考慮しながら検討していくとの答弁がありましたが、もうす

でに現状は急を要しておりますので、早急に検討から一歩踏み出した対策を具体的に実行して

いくことが必要であると思いますが、再度ご所見をお伺いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 加藤議員の再質問にお答えいたします。 
 松くい虫防除対策の早期実施というご質問であります。 
 市におきましても守るべき地域については現在、市が試験的に行っている地上散布や一部の

財産区が行っております樹幹注入をさらに進めてまいりたいと考えております。 
 また松くい虫被害が著しく進んでいる地域については、更新伐や樹種転換事業を所有者の理

解を得ながら峡北森林組合と連携し、積極的に行ってまいります。 
 以上です。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 加藤紀雄君。 

〇６番議員（加藤紀雄君） 
 １項目めの松くい虫の防除対策については、ありがとうございました。 
 それでは２項目めの鳥獣害対策について、再質問をさせていただきます。 
 ただいまお答えいただきました過去３年間の予算の状況、また捕獲頭数を見たり、またこれ

らに関わっている地域の皆さん方は、相当大勢の皆さま方が関わって努力をしておりますがな

かなかそれらが解決できない厄介な問題であります。 
 そこでイノシシ、サル、シカ等の有害鳥獣はそのような状況においても日々活動範囲を拡大
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し、私たちの住宅地の周辺の近くへ出没し農作物を食い荒らす等、深刻な現状もあります。対

策を急がなければ集落の存亡にも関わる重要な問題であると思います。この対策に向けて関係

者、県、市、猟友会、また地域の住民の皆さま方がそれぞれの立場で懸命に努力をしてきてお

りますが、今後はこのような関係者間の皆さんが一層の連携を図り、機能的に対策を実行して

いくことが必要であると考えます。例えば１つの例としまして試行的に、市内全域を見ますと

積極的にこれらに取り組んでいる地域があるのではないかと思いますので、それらの地域を選

定しモデル地区として指定し、そして支援しながらそれらのモデル地区を形成し、それらを全

市的に拡大していく等、具体的な行動を取る必要があると思いますが、それらについてご所見

をお伺いいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 加藤議員の再質問にお答えいたします。 
 鳥獣害対策のモデル地区の形成と支援というご質問だと思います。 
 モデル地区の形成につきましては、現在８行政区で組織する鳥獣害対策協議会を設置してい

る地域がございます。この地域は昼間も主婦等の専門員を置き、追払い等の防除活動を常時行っ

ていただいております。鳥獣が出没した場合に早急に対応できるため、人家等への寄り付きも

少なく成果をあげておる事例でございます。このような地域の情報を広く周知し、他の地域で

も取り組みができるよう指導してまいりたいと考えております。 
 市の支援としては、鳥獣害に強い地域づくり支援事業において補助金として防除活動の助成

を行っておりますので、さらに市民に周知し利用を促してまいります。 
 以上でございます。 

〇副議長（坂本君） 

 答弁が終わりました。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで６番議員、加藤紀雄君の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は３月１９日、午前１０時に開きますので全員定刻にご参集ください。 

 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 
散会 午前１１時５０分 
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平成２７年３月１９日 
午前１０時００分開会 
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１．議事日程 
 

諸 報 告 
日程第１ 議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制

定について 
日程第２ 議案第１８号 北杜市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制

定について 
日程第３ 議案第１９号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第４ 議案第２０号 北杜市行政手続条例の一部を改正する条例について 
日程第５ 議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例について 
日程第６ 議案第２２号 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例について 
日程第７ 議案第２３号 北杜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について 
日程第８ 議案第２４号 北杜市下水道条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第２５号 北杜市駐車場条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第２６号 北杜市営単独公共住宅条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第２７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 
日程第１２ 議案第３１号 韮崎市・北杜市指導主事共同設置規約の変更の件 
日程第１３ 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算 
日程第１４ 議案第３６号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計予算 
日程第１５ 議案第３７号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別会計予算 
日程第１６ 議案第３８号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計予算 
日程第１７ 議案第３９号 平成２７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計予算 
日程第１８ 議案第４０号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計予算 
日程第１９ 議案第４１号 平成２７年度北杜市下水道事業特別会計予算 
日程第２０ 議案第４２号 平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計予算 
日程第２１ 議案第４３号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算 
日程第２２ 議案第４４号 平成２７年度北杜市病院事業特別会計予算 
日程第２３ 議案第４５号 平成２７年度北杜市辺見診療所特別会計予算 
日程第２４ 議案第４６号 平成２７年度北杜市白州診療所特別会計予算 
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日程第２５ 議案第４７号 平成２７年度北杜市土地開発事業特別会計予算 
日程第２６ 議案第４８号 平成２７年度北杜市明野財産区特別会計予算 
日程第２７ 議案第４９号 平成２７年度北杜市須玉財産区特別会計予算 
日程第２８ 議案第５０号 平成２７年度北杜市高根財産区特別会計予算 
日程第２９ 議案第５１号 平成２７年度北杜市長坂財産区特別会計予算 
日程第３０ 議案第５２号 平成２７年度北杜市大泉財産区特別会計予算 
日程第３１ 議案第５３号 平成２７年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算 
日程第３２ 議案第５４号 平成２７年度北杜市白州財産区特別会計予算 
日程第３３ 議案第５５号 平成２７年度北杜市武川財産区特別会計予算 
日程第３４ 議案第５６号 平成２７年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算 
日程第３５ 請願第１号 自衛隊の海外で武力行使を容認するための関連法の「改正」・

制定に反対する意見書の提出を求める請願 
日程第３６ 議案第１５号 北杜市議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定について 
日程第３７ 議案第１６号 北杜市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額

を定める条例の制定について 
日程第３８ 議案第２８号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散の件 
日程第３９ 議案第２９号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産

処分の件 
日程第４０ 議案第３０号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う

山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件 
日程第４１ 議案第５７号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算（第８号） 
日程第４２ 議案第５８号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第４号） 
日程第４３ 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について議会

の同意を求める件 
日程第４４ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第４５ 議員派遣の件 
日程第４６ 閉会中の継続審査の件 

 

 １９４



 
２．出 席 議 員 （１８人） 

 
 １番 上 村 英 司  ２番 小 野 光 一 
 ３番 齊 藤 功 文  ４番 福 井 俊 克 
 ６番 加 藤 紀 雄  ７番 原  堅 志 
 ８番 岡 野  淳  ９番 中 山 宏 樹 
１０番 相 吉 正 一 １１番 清 水  進 
１２番 野中真理子 １４番 坂 本   
１６番 保坂多枝子 １７番 千 野 秀 一 
１８番 小 尾 直 知 ２０番 内 田 俊 彦 
２１番 中 村 隆 一 ２２番 秋 山 俊 和 

 
 

３．欠 席 議 員 
 

１５番 中 嶋  新 １９番 渡 邊 英 子 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２８人） 
 

市 長 白 倉 政 司 副 市 長 大 芝 正 和 
総 務 部 長 伊 藤 勝 美 企 画 部 長 菊 原  忍 
市 民 部 長 平 井  光 福 祉 部 長 茅 野 臣 恵 
生 活 環 境 部 長 名 取 文 昭 産 業 観 光 部 長 田 中 幸 男 
建 設 部 長 神 宮 司 浩 教 育 長 藤 森 顕 治 
教 育 次 長 浅 川 一 彦 会 計 管 理 者 植 松  広 
監査委員事務局長 長 坂 隆 弘 農業委員会事務局長 小 石 正 仁 
明野総合支所長 五 味  正 須玉総合支所長 横 森 弘 一 
高根総合支所長 椙 村 宗 弘 長坂総合支所長 武 井 武 文 
大泉総合支所長 浅 川 正 人 小淵沢総合支所長 高 橋 一 成 
白州総合支所長 赤 羽  久 武川総合支所長 秋 山 広 志 
産業観光部次長 濱 井 和 博 建 設 部 次 長 清 水  宏 
政 策 秘 書 課 長 丸 茂 和 彦 総 務 課 長 織 田 光 一 
企 画 課 長 小 松 武 彦 財 政 課 長 斉 藤  毅 
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５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３人） 

 
議会事務局長 坂 本 吉 彦 
議 会 書 記 清 水 市 三 
   〃    田 中  伸 
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開議 午前１０時００分 
〇副議長（坂本君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員は１８人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 なお議長 渡邊英子君、１５番 中嶋新君は一身上の都合により本日の会議を欠席する旨、

届け出がありました。 
 諸報告をいたします。 
 市長から本定例会に追加する案件として、議案２件が提出されました。 
 以上で諸報告を終わります。 
 報道関係者から撮影などの申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承を願います。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 
   日程第１ 議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定につい

てから日程第３５ 請願第１号 自衛隊の海外で武力行使を容認するための関連法の「改正」・

制定に反対する意見書の提出を求める請願までの３５件を一括議題といたします。 
 本件につきましては各常任委員会に付託しておりますので、各常任委員長から審査の経過と

結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会から議案第１９号、議案第２０号、議案第３５号および請願第１号

について報告を求めます。 
 総務常任委員長、小尾直知君。 
 小尾直知君。 

〇総務常任委員長（小尾直知君） 
 平成２７年３月１９日 
 北杜市議会議長 渡邊英子様 

総務常任委員会委員長 小尾直知 
 総務常任委員会委員長報告書 
 総務常任委員会は２月２７日の本会議において付託されました事件を３月９日に議員協議会

室において慎重に審査いたしましたので、その経過ならびに結果についてご報告いたします。 
 付託された事件 
 議案第１９号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例について 
 議案第２０号 北杜市行政手続条例の一部を改正する条例について 
 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算（所管分） 
 請願第１号 自衛隊の海外で武力行使を容認するための関連法の「改正」・制定に反対する

意見書の提出を求める請願 
 以上４件であります。 
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 審査の結果 
 議案の審査結果および審査過程における委員からの主な質疑、意見等について申し上げます。 
 まず議案第１９号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例についてであります。 
 「平均改定率は１．６％のマイナスとなり、年間の総額での影響額は、また１人当たりの影

響額はどれくらいになるか。経過措置により現給補償されるということでよいか」との質疑に

対し「給与は改定されるが、経過措置があり現給補償されることから影響はない」との答弁が

ありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２０号 北杜市行政手続条例の一部を改正する条例についてであります。 
 「市民から申し出が可能となるが、市がしっかりと判断するのか。頻繁に申し出がされるこ

とにより事業者が事業の中止を求められ、トラブルとなることが予想されるがその対応は」と

の質疑に対し「申し出は想定しており、個別に判断し、しっかり審査を行う。事業者に対して

は聴聞・弁明の機会を与え対応していく」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算（所管分）であります。 
 「議場システム工事により職員が収録することになるが負担はないのか」との質疑に対し「議

場システム工事でカメラを設備することによりシステムの機能向上が図られ、合併特例債の対

象となる。また議会中継の費用も削減できる。今回予定しているシステムは、プリセットによ

りカメラを操作するので職員の負担はない」との答弁がありました。 
 また「テレビの難視聴地域対策として、公的な補助等は検討できるのか」との質疑に対し「白

州地域の一部に難視聴地域がまだあり、難視聴地域を解消するための協議会があるので、この

中で今後、調査し検討していきたい」との答弁がありました。 
 また「地方交付税が減少することに伴い、今後の財政健全化計画等の見通しは」との質疑に

対し「昨年２月に定めた第３次行財政改革大綱により、財政の中長期見通しについてはお示し

した。今後は１年ごとを目安にローリングすることとなっており、平成２６年度決算を反映し

た見直しを行っていく」との答弁がありました。 
 また「公共施設等総合管理計画等策定事業については、市民の利便性向上や管理経費の削減

を目的としているが、地域での活用も考えられることから地域の要望を聞きながら策定する予

定なのか」との質疑に対し「地域のコンセンサスを得ながら策定していく。市民へのアンケー

ト等を実施し、方向性を定めていく」との答弁がありました。 
 また「全棟調査を実施しているが、固定資産税の収入見込みが８千万円減額となる。全棟調

査により増収になると思うが、減額となるのは」との質疑に対し「平成２７年度は評価替えの

年であり、家屋の減価償却により約１億３千万円の減収が見込まれる。全棟調査については平

成２８年度から課税を予定しており、５千万円ほど増加すると見込んでいる」との答弁があり

ました。 
 また「消防団員の出動手当を２千円増加した根拠は」との質疑に対し「消防団員の活動費を

２千円上げた根拠としては土日も活動を実施しており、消耗品費も考慮した。増額することに

より団員確保につなげていきたい」との答弁がありました。 
 質疑終結後「マイナンバー制度は、膨大な個人情報を国が一手に握ることに懸念があり、マ

イナンバーで統一されることにより個人情報が芋づる式に引き出される可能性があり、国民の
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プライバシーを侵害する恐れがある。また繰上償還に約２３億円を計上しているが、市民の生

活応援に活用すべきであることから反対する」。一方「地方交付税が減額されている割に相対的

にバランスよく組み立てられている。扶助費についても厚く盛り込まれている。また、マイナ

ンバー制度の導入時期については、適正な実施時期にあると思われる。繰上償還については、

財政健全化に向けて着実に実施すべきであることから賛成する」との討論があり、起立採決の

結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に請願第１号 自衛隊の海外で武力行使を容認するための関連法の「改正」・制定に反対す

る意見書の提出を求める請願であります。 
 紹介議員の出席のもと、慎重な審査を行いました。 
 「５月には海外での武力行使が可能となる改正法が提出される予定であり、今議会に請願を

採択すべきであると思うか」との質疑に対し「集団的自衛権は個別自衛権とは意味が違い、時

の政府の思いだけで憲法解釈を変更することは、憲法を蔑ろにしていることだと思う」との答

弁がありました。 
 また「集団的自衛権が海外派兵を可能とし、個別的自衛権の範疇を逸脱するのかというとこ

ろは今の段階では不明確である。そもそも集団的自衛権は個別的自衛権の中にあると思うが、

そのことに対する見解は」との質疑に対し「基本的には、集団的自衛権と個別的自衛権はまっ

たく違うものであると思う。集団的自衛権は当事者国だけでなく、同盟国も含め利害関係が一

致した国が加わることになり、第２次大戦のように広がる可能性がある。個別的自衛権に集団

的自衛権は含まれないと考えている。また集団的自衛権を論ずるにあたり、周辺諸国の周辺と

はどこまでかを解釈していたが、周辺自体が取り除かれようとしていることに怖さを感じてい

る」との答弁がありました。 
 質疑終結後「誰もが平和を望み、日本国の平和は国民全員の願いである。各議員は国の議論

の動向も勘案し、請願に対し正面から向き合いながら議会として意志を決定することになる。

議会の意志を決定するためには議員全員で合意形成を行う必要があり、慎重に審議する必要が

ある。よって、継続審査にすべきである」との意見が出され、全員一致で継続審査とすべきも

のと決定いたしました。 
 以上で委員長報告を終わります。 

〇副議長（坂本君） 
 総務常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、総務常任委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、これをもって総務常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 
 次に文教厚生常任委員会から議案第１７号、議案第１８号、議案第２１号から議案第２３号、

議案第２７号、議案第３１号、議案第３５号から議案第３９号まで、議案第４４号から議案第

４６号までについて報告を求めます。 
 文教厚生常任委員長、上村英司君。 
 上村英司君。 
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〇文教厚生常任委員長（上村英司君） 
 平成２７年３月１９日 
 北杜市議会議長 渡邊英子様 

文教厚生常任委員会委員長 上村英司 
 文教厚生常任委員会委員長報告書 
 文教厚生常任委員会は２月２７日の本会議において付託されました事件を３月１０日に議員

協議会室において慎重に審査いたしましたので、その経過ならびに結果についてご報告いたし

ます。 
 付託された事件 
 議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について 
 議案第１８号 北杜市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について 
 議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例について 
 議案第２２号 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例について 
 議案第２３号 北杜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 
 議案第２７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例について 
 議案第３１号 韮崎市・北杜市指導主事共同設置規約の変更の件 
 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算（所管分） 
 議案第３６号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計予算 
 議案第３７号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別会計予算 
 議案第３８号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計予算 
 議案第３９号 平成２７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計予算 
 議案第４４号 平成２７年度北杜市病院事業特別会計予算 
 議案第４５号 平成２７年度北杜市辺見診療所特別会計予算 
 議案第４６号 平成２７年度北杜市白州診療所特別会計予算 
 以上１５件であります。 
 審査結果を申し上げます。 
 まず議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について

であります。 
 「教育の政治的中立性、継続性、安定性が確保できる見込みはあるか」との質疑に対し「い

じめ等の問題に迅速な対応と責任の明確化が求められることから制度改正が行われるもので、

教育委員会が教育長のチェック機関となるなどにより政治的中立性は保たれる」との答弁があ

りました。 
 質疑終結後「首相は戦後教育を敵視し、日本の教育を侵略戦争美化の愛国心で塗り替えよう

としている。日本を戦争のできる国に変えようとする今回の制度は、教育委員会の独立性を奪

う狙いがあることから反対する」。一方「条例の主旨に教育の政治的中立性を確保することを

しっかりと謳い、国民が平和を守り、いじめ等の問題に迅速に対応するなど安心して教育を受

けることが可能となる制度改正であることから賛成する」との討論があり、起立採決の結果、

賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 次に議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 
 「北杜市の高齢化率は。また特別徴収・普通徴収の人数とそれぞれの徴収割合および滞納者

数は」との質疑に対し「平成２６年４月１日現在の６５歳以上の高齢者は１万６，２０５人で

高齢化率は３３．３％である。年度途中で普通徴収から特別徴収へと切り替わる方もおり、人

数は正確には把握できないが割合では特別徴収が９０％、普通徴収が１０％である。平成２５年

度までの滞納者は４７５人おり、平成２５年度に調定した保険料の滞納金額は６４６万６，

６８０円である」との答弁がありました。 
 質疑終結後「今回の改定では保険料第１段階で年額１，４００円下がるが、その他の段階で

はすべて値上がりする。基準額では月額３，８３３円から４千円に１６７円値上がりし、年金

生活の高齢者は、年金削減や消費税増税で生活が大変であることから反対する」。一方「高齢化

率が進展する中で介護の負担は避けて通ることはできない。低所得者は軽減できていることか

ら賛成する」。また「今回の介護保険事業計画は十分議論されており、基金を活用し保険料の上

昇を抑えており、低所得者にも十分配慮されていることから賛成する」との討論があり、起立

採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２２号 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例についてであります。 
 「第３条関係で介護予防訪問看護計画を保健師等に提出させることが追加されることになっ

ているが、今までの状況は」との質疑に対し「これまでは個別支援計画を努力義務として作成

していた」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２３号 北杜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてで

あります。 
 「婦人科の診療日などは具体的に決まっているのか」との質疑に対し「担当医が決まったあ

と、診療日等を決定する」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３１号 韮崎市・北杜市指導主事共同設置規約の変更の件であります。 
 「共同設置している指導主事の勤務地と人数は」との質疑に対し「中北教育事務所に１名勤

務している」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算（所管分）であります。 
 「臨時の保育士の人数は。また、放課後児童クラブ等の指導員の人数は」との質疑に対し「保

育園の臨時職員の内訳は保育士が７６名、調理師および栄養士が３０名、加配４１名である。

放課後児童クラブ等の臨時職員は児童館が４名、放課後児童クラブの指導員が５６名である」

との答弁がありました。 
 また「ふれあいペンダントを３０台購入することになっているが、利用者は何人いるか」と

の質疑に対し「利用者は約１１０人おり、機器は１４０台ある。今回は今ある機器の入れ替え

を予定している」との答弁がありました。 
 また「子ども医療費が２千万円増え、子育て世帯臨時特例給付金が２，３００万円減ってい

る理由は」との質疑に対し「子ども医療費は、小学校６年生まで対象を拡大したことから増額

となった。また、子育て世帯臨時特例給付金は平成２７年度から１万円から３千円に引き下げ
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られたため減額となった」との答弁がありました。 
 また「囲碁美術館の管理費の内訳は。管理は今後どのようにするのか」との質疑に対し「囲

碁美術館の予算は、臨時職員の賃金や囲碁教室等の開催費を計上している。管理運営は、昨年

と同様に臨時職員で対応する」との答弁がありました。 
 また「公民館分館整備費補助金６１３万２千円の内訳は」との質疑に対し「１０カ所の公民

館から修繕の申し出があり５１１万円を見込み、今後、新たに申し出がされる修繕分も含め申

し出額の１．２倍とした」との答弁がありました。 
 また「学校給食における地産地消率の充足率は。季節野菜を活用したメニューの実施状況は」

との質疑に対し「平成２５年度の地産地消の充足率は４１．９％である。季節野菜を活用した

メニューについては、作物の入荷状況を勘案しながら献立を決めている」との答弁がありまし

た。 
 質疑終結後「繰上償還２３億円のうち３千万円あれば、中学校３年生まで医療費窓口無料化

が実施できる。また、９千万円あれば国保税を１世帯１万円引き下げることができる。市民の

暮らし・福祉のために使うべきであることから反対する」。一方、「地方交付税の段階的縮減に

対応するために繰上償還は必要であり、生活困窮者や少子化対策等についても積極的に取り組

みを行っていることから賛成する」との討論があり、起立採決の結果、賛成多数により原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３６号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計予算であります。 
 「国保加入世帯数と滞納者数は」との質疑に対し「加入世帯は本年１月の月報で９，５８８世

帯である。滞納世帯数は平成２５年度は１，２５３世帯である」との答弁がありました。また

「今後、県が国保を運営することになるが予算に影響があるか」との質疑に対し「平成３０年

度以降、県と市町村により共同運営を行うことになっているが今回の予算には共同運営の経費

を計上していない」。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３８号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計予算であります。 
 「介護認定を受けている市民は何人いるのか」との質疑に対し「平成２５年度の実績で要支

援１は８１人、要支援２は２４０人、要介護１は２０６人、要介護２は３９１人、要介護３は

３７６人、要介護４は２８０人、要介護５は１９８人である」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第４４号 平成２７年度北杜市病院事業特別会計予算についてであります。 
 「今回取得する資産はどこに整備するのか」との質疑に対し「すべて塩川病院に整備する」

との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第１８号 北杜市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、議

案第２７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例について、議案第３７号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別

会計予算、議案第３９号 平成２７年度北杜市居宅介護支援事業特別会計予算、議案第４５号 平

成２７年度北杜市辺見診療所特別会計予算、議案第４６号 平成２７年度北杜市白州診療所特

別会計予算の６件は質疑、討論ともになく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 
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 以上で委員長報告を終わります。 
〇副議長（坂本君） 

 文教厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、文教厚生常任委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、これをもって文教厚生常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 
 次に経済環境常任委員会から議案第２４号から議案第２６号まで、議案第３５号、議案第

４０号から議案第４３号まで、議案第４７号から議案第５６号までについて報告を求めます。 
 経済環境常任委員長、中山宏樹君。 
 中山宏樹君。 

〇経済環境常任委員長（中山宏樹君） 
 平成２７年３月１９日 
 北杜市議会議長 渡邊英子様 

経済環境常任委員会委員長 中山宏樹 
 経済環境常任委員会委員長報告書 
 経済環境常任委員会は２月２７日の本会議において付託されました事件を３月１２日に議員

協議会室において慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 
 付託された事件 
 議案第２４号 北杜市下水道条例の一部を改正する条例について 
 議案第２５号 北杜市駐車場条例の一部を改正する条例について 
 議案第２６号 北杜市営単独公共住宅条例の一部を改正する条例について 
 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算（所管分） 
 議案第４０号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計予算 
 議案第４１号 平成２７年度北杜市下水道事業特別会計予算 
 議案第４２号 平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計予算 
 議案第４３号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算 
 議案第４７号 平成２７年度北杜市土地開発事業特別会計予算 
 議案第４８号 平成２７年度北杜市明野財産区特別会計予算 
 議案第４９号 平成２７年度北杜市須玉財産区特別会計予算 
 議案第５０号 平成２７年度北杜市高根財産区特別会計予算 
 議案第５１号 平成２７年度北杜市長坂財産区特別会計予算 
 議案第５２号 平成２７年度北杜市大泉財産区特別会計予算 
 議案第５３号 平成２７年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算 
 議案第５４号 平成２７年度北杜市白州財産区特別会計予算 
 議案第５５号 平成２７年度北杜市武川財産区特別会計予算 
 議案第５６号 平成２７年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算 
 以上１８件であります。 
 審査結果 
 議案の審査結果および審査過程における委員からの主な質疑、意見等について申し上げます。 
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 まず議案第２５号 北杜市駐車場条例の一部を改正する条例についてであります。 
 「駐車料を無料とする経緯と今後の管理経費の見込みは」との質疑に対し「清里駅前を活性

化するため駅前地区より無料化するよう要望があり、民間駐車場所有者と地区内での調整がつ

いたことから無料化することになった。これまでは管理のための人件費が１００万円、トイレ

等の維持管理費が８０万円、県への借地料が２４０万円であったが無料化とすることにより除

草等の管理費５０万円のみとなる見込みであり、清里観光振興会へ管理を依頼する予定である」

との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２６号 北杜市営単独公共住宅条例の一部を改正する条例についてであります。 
 「条例を改正することにより就業促進住宅に入居できる企業等の要件はどうなるのか」との

質疑に対し「企業会に加入している、もしくは入会した企業の従業員を対象とする」との答弁

がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算（所管分）であります。 
 「北部ふるさと公苑の今後の管理方針は」との質疑に対し「峡北南部衛生センターの老朽化

により、今後は市内のし尿を北部ふるさと公苑で処理できるように改修していきたい。柿平地

区との協議は進んでおり５年間延長する方向である。ただ、峡北南部衛生センターを利用しな

いようにするためには、財産処分等の問題があることから構成市との協議は行っていく」との

答弁がありました。 
 また「今回、須玉保育園に太陽光パネルを設置する予定になっているが、太陽光パネルを整

備することによって市有施設の売電収入や民間施設の固定資産税など影響額は」との質疑に対

し「市有施設の売電収入は約１億７，９００万であり、小中学校の電気料削減額約１，７００万

円の効果もある。民間施設の固定資産税は約７千万円を見込んでいる」との答弁がありました。 
 また「農業関係の指定管理施設の中には稼働率が悪いところがあり、施設の有効活用も考え

ると売却等検討すべきでは」との質疑に対し「施設のあり方を検討し、民間が所有したほうが

有効活用できる施設については、譲渡等を進めていきたい」との答弁がありました。 
 また「別荘地内での鳥獣捕獲の方針は」との質疑に対し「鳥獣の捕獲については、別荘地域

についても通常の捕獲方針により実施することとなるが住民の安全性を考慮し、捕獲を実施す

る場合には、防災無線等を活用しながら周知を図りたい」との答弁がありました。 
 また「企業誘致を進めるためのこれまでの取り組みと今後の方針は」との質疑に対し「今年

度は地域人づくり事業を活用し、商工会に委託した企業支援員が２６社を６０回訪問している。

今後はまち・ひと・しごと創生事業による国庫補助金等を活用して実施したい」との答弁があ

りました。 
 また「まちづくり計画推進費が大きく減額されているがその理由は」との質疑に対し「サイ

ン計画策定経費が減少したことによる。今回の予算は、まちづくり審議会が開催された場合の

みの経費を計上した」との答弁がありました。 
 また「長坂駅バリアフリー化に向けた実態調査の内容は」との質疑に対し「エレベーターの

規格を定めるために長坂駅を利用している方の利用目的や利用頻度などの実態を調査する」と

の答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 次に議案第４３号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算であります。 
 「施設管理費が７００万円増額となった理由は」との質疑に対し「３年に１度の定期点検の

経費を計上した」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第２４号 北杜市下水道条例の一部を改正する条例について、議案第４０号 平成２７年

度北杜市簡易水道事業特別会計予算、議案第４１号 平成２７年度北杜市下水道事業特別会計

予算、議案第４２号 平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計予算、議案第４７号 平

成２７年度北杜市土地開発事業特別会計予算、議案第４８号 平成２７年度北杜市明野財産区

特別会計予算、議案第４９号 平成２７年度北杜市須玉財産区特別会計予算、議案第５０号 平

成２７年度北杜市高根財産区特別会計予算、議案第５１号 平成２７年度北杜市長坂財産区特

別会計予算、議案第５２号 平成２７年度北杜市大泉財産区特別会計予算、議案第５３号 平

成２７年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算、議案第５４号 平成２７年度北杜市白州財産区

特別会計予算、議案第５５号 平成２７年度北杜市武川財産区特別会計予算、議案第５６号 平

成２７年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算の１４件については質疑、討論ともになく、全員

異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上で委員長報告を終わります。 

〇副議長（坂本君） 
 経済環境常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、経済環境常任委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、これをもって経済環境常任委員長報告に対する質疑を終結します。 
 これから議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定につ

いての討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 中村隆一君。 

 はじめに原案反対の討論ですか。 

〇２１番議員（中村隆一君） 

 はい。 

〇副議長（坂本君） 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 

 議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について反対

討論を行います。 

 安倍首相は靖国神社参拝を行うなど、過去の侵略戦争を美化する立場をその行動によって示

しています。重大なことは安倍首相はその特殊な立場から戦後教育を敵視し、日本の教育を侵

略戦争美化の安倍流愛国心で塗り替えようとしていることです。 

 第１次安倍政権が教育基本法に愛国心を盛り込む改悪を強行しました。この北杜市議会でも

市民から平和憲法と一対の教育基本法を守れとの請願が出され、熱い討論をしたことを思い起

こします。 
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 昨年７月には、集団的自衛権行使容認の閣議決定をしました。今、集団的自衛権行使容認の

閣議決定を具体化する戦争立法との戦いが後半国会の最大の対決点になります。日本を戦争で

きる国に変えるため教育を支配しようとしています。教育委員会の独立性を奪う狙いがある本

条例に反対します。 

 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 原堅志君。 

〇７番議員（原堅志君） 

 議案第１７号 北杜市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について賛成

の立場で討論を行います。 

 まず文教厚生常任委員長の報告では、賛成多数で原案のとおり可決です。今回の制定は国の

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が本年４月１日に施行された

ことに伴い、教育委員長および教育長を一本化し、新たに設置する教育長の職務に専念する義

務の特例に関する条例の制定を行うものであります。 

 国の法改正の内容は教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ地方教育行政の責任

の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに地方に対する国の関

与の見直しを図るための制度の改革が行われたものであります。 

 市の関係条例の制定等はこの制度改正による法の一部改正に伴い行われるものであり、教育

委員会は引き続き執行機関とし、職務権限は従来どおりであることから原案に賛成いたします。 

 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 これで討論を終結いたします。 

 これから、議案第１７号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 したがって、議案第１７号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第１８号 北杜市教育長の勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の制定につい

て、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第１８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 ２０６



 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１８号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第１９号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第１９号の採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、総務常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１９号は総務常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に議案第２０号 北杜市行政手続き条例への一部を改正する条例について、討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２０号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、総務常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２０号は総務常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 はじめに、原案の反対者の発言を許します。 

〇２１番議員（中村隆一君） 

 議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。 

 今回の改定では、低所得者の負担能力に応じた保険料の軽減を行うものとして保険料第１区

分、１段階で年額１，４００円、月額にして１１７円、下がります。そのほかの区分、第２段

階から第９段階ではすべて値上がりです。基準額でいえば月額３，８３３円から４千円に

１６７円の値上げになります。軽減は名ばかりで大多数の高齢者は値上がりになります。勤労
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者の所得は伸びず年金生活の高齢者は年金削減、消費税増税で生活は大変です。 

 以上を述べて反対討論を終わります。 

〇副議長（坂本君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 

 議案第２１号 北杜市介護保険条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論をいたします。 

 この条例の改正は介護保険法第１１７条の規定により３年に一度、各市町村が行う介護保険

事業に関わる保険給付の円滑の実施に関する計画を今、置かれている各保健事業の見込み、あ

るいは被保険者の心身の状況、その他置かれている環境、そのほかいろいろな事情を正確に把

握し、これを勘案して計画を定め、北杜市の介護保険事業計画策定委員会の答申を踏まえた中

で介護保険法施行規則等の一部改正する省令に従いまして、介護保険料の改定をするものであ

ります。 

 その内容につきましては、被保険者への負担の軽減を考慮しながら基準月額４，３５２円に

なるところを、介護保険料給付支払準備基金を２億１千万円取り崩した中で基準月額を４千円

に抑えてあります。 

 それから所得段階区分では７段階から９段階に見直し、所得水準に応じたきめ細かな保険料

区分が設定をしてあります。さらに負担能力に応じた保険料軽減を行い、低所得高齢者への配

慮も行い、保険料軽減強化も行っております。現行の第１、第２段階の保険料は年額で１，

４００円下げてあるということであります。 
 なお、消費税の１０％引き上げ時にはさらなる低所得者への保険料引き下げが予定されてお

ります。 
 いずれにしても高齢化が進展する中で、介護の負担は避けて通ることができないことから本

案に対して賛成をいたします。 
〇副議長（坂本君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 これで討論を終結いたします。 
 これから議案第２１号を採決いたします。 
 この採決は起立により、行います。 
 本案に対する委員長の報告は可決です。 
 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 したがって、議案第２１号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は１１時５分といたします。 
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休憩 午前１０時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０５分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に議案第２２号 介護保険法施行規則などの一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２２号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２２号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２３号 北杜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、

討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２３号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２３号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２４号 北杜市下水道条例の一部を改正する条例について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２４号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２４号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２５号 北杜市駐車場条例の一部を改正する条例について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２５号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２６号 北杜市営単独公共住宅条例の一部を改正する条例について、討論を行い

ます。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２６号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２７号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし
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ました。 

 次に議案第３１号 韮崎市・北杜市指導主事共同設置規約の変更の件について、討論を行い

ます。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３１号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 反対討論ですか。 

 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 

 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算に反対する立場から討論を行います。 

 日本経済は昨年４月の消費税増税によって深刻な危機に陥っています。経済の６割を占める

個人消費は昨年１年間、過去２０年で最大の落ち込みとなりました。とても暮らしが成り立た

ない、商売が立ち行かないという怨嗟の声が全国に広がっています。 

 内閣府が１月に発表したミニ経済白書は、消費税引き上げによる物価上昇は実質所得の減少

をもたらし、将来にわたって個人消費税を抑制する効果を持つと認めています。加えて政府は

新年度の予算で社会保障の自然増路線から転換をしています。社会保障のためと言いながら介

護、年金、医療、生活保護などあらゆる分野で社会保障の切り捨てを進めるものとなっていま

す。こうした国の施策のもとで市民に最も身近な自治体が暮らしや福祉予算を増やして、誰も

が安心して住み続けられる市の予算編成が求められます。 

 反対の第１の理由は今年度、マイナンバー社会保障税番号制度を進めていく経費が計上され

ていることです。マイナンバー制度は赤ちゃんからお年寄りまで、住民票を登録している全員

に生涯変わらない番号を割り振り、社会保障や税の情報を国が一括管理するものです。 

 政府は行政手続きが便利になるなどといいますが、多くの国民は制度を知らない上、膨大な

個人情報を国が一手に握ることへの懸念、情報漏れへの不安が広がっています。これまで年金、

医療、介護、雇用の情報や納税、給与の情報はそれぞれの制度ごとに管理されていましたが、

今度はマイナンバーで１つに結ばれます。政府は医療の診療情報、預貯金の情報などへの市場

拡大を狙っており、マイナンバーが大量の個人情報の塊になることは明白です。マイナンバー

が流出し、さまざまな情報が芋づる式に引き出される、こんな危険が現実となります。すでに

社会保障番号を導入しているアメリカでは個人情報の大量流出、不正使用が大問題となってい

ます。国民の権利を危機に陥れる制度は実施を強行すべきでないと考えます。 
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 ２点目として水道水の責任買い取り制のため利用していない水、約２億円余りの支出を行っ

ていることです。県がこの地域では人口増のため、急速に水が不足するとしてダム水を北杜市

民に使うよう押し付けてまいります。ダム建設からわずか２０年余りで人口は減少しています。

県が不足するお金を負担すべきであり、さらに北杜市の人口が減れば北杜市の負担だけが増え

ることになります。 

 第３の理由として繰上償還に予算の８．１％、２３億４，９００万円が計上されています。

公債費比率は１９．７％であります。北杜市の１人当たりの借金５３万９千円となります。県

内の市では１人当たり借金７４万５千円でも公債比率は１２．４％と低い自治体もあり、市の

考え方だと思います。私は市民の切実な要求である子ども医療費助成制度などに使うべきだと

考えます。１０日の衆議院予算委員会で厚生労働省は子どもの医療費窓口無料化、外来で就学

前まで２４％、中学卒業までが６７％、それ以上が９％である全国での実施状況を回答してい

ます。山梨県内でも中学３年生までを実施している自治体が多数となっています。市の予算で

もあと３千万円で中学３年生まで実施できると回答しています。また高すぎる国保税、一度世

帯主が入院や仕事がなく働けない期間、すなわち収入がない期間があるとたちまち払いたくて

も払えない高額となっています。１世帯１万円の引き下げでも世帯数から約９，６００万円あ

れば実施することができます。 

 また重度障害者の医療費窓口無料にすることを求めてまいります。特に子どもは自治体の無

料制度で会計がないのに、昨年１１月より障害のある子どもさんだけが会計があるため、待た

されることになります。この子どもは北杜市でも０歳から１２歳まで、わずか３５人です。新

たな差別を行うことになりませんか。直ちに無料に戻すべきであります。また市内業者の仕事

を増やし、地元経済を活性化させる住宅リフォーム制度は県内でも実施する市町村が増えてお

ります。こうした暮らしを支える予算、総額の２９２億円の１％の範囲での計上で実施できる

ものと考えます。 

 以上の理由により一般会計予算案に反対をいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 千野秀一君。 

〇１７番議員（千野秀一君） 

 議案第３５号 平成２７年度一般会計は総額２９２億３，５３１万３千円であり、支給人員

５１２人の市職員の人件費４０億２，５３６万４千円も含まれております。また市民の健康づ

くり医療や社会保障制度の福祉予算など、８つの杜づくりに盛り込まれた本予算は合併１０年

の北杜市づくりの実績に裏づけされたバランスのよいものであります。それぞれに切れ目のな

い施策の遂行のため、議案第３５号に賛成をいたします。 

 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 反対討論ですか。 

 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 

 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算に反対の立場で討論いたします。 
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 現在、水道料金の統一を巡り大泉町の住人５０人余りが原告となって裁判が行われています。

原告の主張の１つにこの水道料金統一に伴う大泉町の一般家庭の大幅な料金値上げが簡易水道

特別会計の健全化に寄与していないというものがあります。多くの大泉町民は料金の値上げそ

のものについてはただ反対するものではなく、簡易水道特別会計の健全化など北杜市の財政全

般の健全化に寄与するものであれば理解するとしています。しかし本予算案については簡易水

道特別会計へ７億１千万円余りの繰り出しを計上していますが、今後の簡易水道特別会計の健

全化への道筋が示されていないことから平成２７年度北杜市一般会計予算に反対いたします。 

 以上です。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 加藤紀雄君。 

〇６番議員（加藤紀雄君） 

 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算について、賛成の立場から討論を行います。 

 まず申し上げるべきことは、３常任委員会での審査結果は委員長報告のとおりいずれも可決

であります。このため委員会の結論を尊重すべきと考えます。 

 合併し北杜市は１０年を経過しました。その間、白倉市政は合併により８町村から引き継い

だ多くの課題を着実に解決する一方、財政健全化を合併後の一丁目一番地として位置づけ、職

員とともに一丸となり懸命に取り組んできたことと思います。 

 各種団体の皆さまや市民の多くの皆さま方のご理解とご協力により、その成果は市の財政状

況を示す財政健全化指標に明確に表われてきております。 

 しかし１０年経ったとはいえ、北杜市が目指すところの人と自然と文化が躍動する環境創造

都市、世界に向かって羽ばたく誇れる北杜市の形成に向かってはまだ道半ばであります。平成

２７年度は今までの１０年間の実績を礎とし、北杜市の一層の発展と成熟度の向上のため次の

１０年に向かってのスタートの年であります。重要な、そして大切な１年であります。 

 このような中で編成した平成２７年度一般会計予算は、総額で２９２億３，５３１万３千円

と対前年度当初費１．２％増の積極予算であります。その内容は公共事業費、ならびに経常経

費については前年度に引き続き縮減をし、行政経営については厳しいシーリングを設定し、総

額を抑制するとともに一層の事業効果や施策の優先度を厳しく精査する等、財政健全化への取

り組みの努力が予算の随所に表れております。 

 一方、財政基盤の安定化を図るため歳入の確保にも積極的かつ果敢に取り組み、市の将来の

発展と市民が安心して安全に暮らせる豊かな生活を目指し、最重要課題であります人口減少、

少子化対策に取り組むために隣の長野県富士見町、原村と連携を取りながら、定住自立圏構想

の積極的な推進や子育て支援住宅の整備促進、また産業を興し富める杜づくり事業として新規

就農総合支援事業や地域おこし協力隊支援事業の継続拡大、そして特定鳥獣適正管理事業等に

取り組み、さらに若者の流出抑制および定住促進を着実に進めるために産業立地事業費助成金

の交付、加えて北杜市の玄関口であります、そしてまた八ヶ岳観光圏の中心に位置します小淵

沢駅の駅舎改築、駅前広場整備事業など市の重要施策に対して重点的かつ積極的に取り組む姿

勢は評価に値をします。 

 以上、平成２７年度一般会計予算は地方交付税の段階的縮減への取り組みの対応、そして財

政の健全化に配慮する一方、北杜市の将来の発展に向けて積極的な事業展開を図る内容となっ
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ております。このようなバランス感覚を持った予算であることから議案第３５号 平成２７年

度北杜市一般会計予算について、賛成をいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありますか。 

 内田俊彦君。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 

 賛成ですがよろしいですか。反対の方がいらっしゃれば。 

〇副議長（坂本君） 
 反対討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 内田俊彦君。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 

 議案第３５号 平成２７年度北杜市一般会計予算に賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 本予算におきまして２９２億３，５３１万３千円ということでございます。昨今の予算の推

移を見ますと当初としては大きいということになります。その大きな原因は何かといいますと、

これは基金財源を活用して過去最大となる２３億５千万円を上回る市債、借金を返すわけでご

ざいます。これは平成２６年度と連動いたしまして、平成２６年度に基金を積み上げ、そして

平成２７年度当初で市債を返すという、財政的なこれは措置というふうに考えているところで

ございます。 

 北杜市におきましては繰上償還を積極的に行いまして、政府系資金におきましてはすべて返

しきった。その中でどのように考えていくかということで、縁故債を返すことになったという

ことになるわけでございます。つまり借り換えをしながら、平成２６年度中におきましては合

併特例債も使いながら、例えば子育て支援住宅におきましては公営住宅法の４５％の補助では

なくて、市債における合併特例債９５％の事業における７０％起債バックの有利な起債を借り

たわけでございます。そういった起債を借りながら、当初予定していた資金等の変更を変えな

がら、これはなんとか余らした虎の子を積んだものが２３億５千万円でございます。 

 そしてなぜそれを返さなければならないかということでございますが、先ほど清水議員の討

論にございましたが、１人当たり５０万円の借金ということでございますが、これは一般会計

だけを考えた場合、そうなるわけでございまして、特別会計までを考えますと１人当たり約

１５０万円の借金があるということでございます。そういたしますと、この借金は早めに返し

ておかなければ、私たち北杜市の未来の子どもたちにその遺恨を残すことになるということに

なるわけでございます。 

 そういった意味で今回の平成２７年度の一般会計予算につきましては、それらの将来の財政

破綻を防ぐということの予算編成だというふうに、まず考えなければならないということにな

ると思います。 

 また子ども医療費の窓口無料化につきましては、昨年秋に３年生から６年生まで対象を増や

したわけでございます。そしてその評価というのは今年度、またやってみて決算をしてみない

とそれは顕著に分からないわけでございます。 

 われわれの市がお金があり余り、そして多くの福祉政策や多くの教育政策、いろんなものに

出せればいいんですけども、それらにつきましては恒久財源をもとにしなくてはならない。市

 ２１４



税につきましては６９億円を横ばいにいるわけでございまして、地方交付税におきましては

４０億円がこれから減っていくという現状もあるわけでございます。つまりわれわれは

２４０億円ぐらいの予算をこれから組んでいかなければ、将来的に破綻するというのは目に見

えている、そういう意味で今回の補正予算については高く評価をするものでございます。 

 また水道会計への繰り出しにつきましては、７億円を繰り出しているわけでございますが基

準内繰入、基準外繰入とあるわけでございますが、もし水道会計に一般会計から７億円を繰り

出さなければ水道会計は破綻をしてしまいます。破綻するとどうなるか、それは水道の供給が

できなくなる。またそれに伴う改修、また新設の工事もできなくなる。つまり命の水を市民の

皆さんに安定に供給すべき市がそれができなくなるということになるわけでございます。それ

らを料金と考えるのは、料金を安くするんであればもっと繰り出しをすればいいし、また料金

をもとにそれを健全な体系にするには料金をもっと上げるべきだと思っております。つまりそ

れにつきましては今現在、一般会計から水道会計へ繰り出さざるを得ないという現状でござい

ます。そういった意味も含めまして、以上の理由によりまして平成２７年度北杜市一般会計予

算に賛成をするものであります。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 これで討論を終結いたします。 

 これから、議案第３５号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 したがって、議案第３５号は各常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に議案第３６号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計予算について、討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３６号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３７号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別会計予算について、討論を行い

ます。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３８号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３８号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３９号 平成２７年度北杜市居宅介護保険支援事業特別会計予算について、討論

を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３９号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４０号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計予算について、討論を行いま

す。 
 反対討論ですか。 
 岡野淳君。 
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〇８番議員（岡野淳君） 
 議案第４０号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計予算、反対の立場で討論いたしま

す。 

 先ほどの一般会計の予算案も反対討論の中で申し上げましたが、現在係争中の水道料金統一

を巡る裁判における原告の主張の１つは、この水道料金統一に伴う大泉町の一般家庭の大幅な

値上げが簡易水道特別会計の健全化に寄与していないというものであります。 

 平成２７年度一般会計予算で、簡易水道特別会計へ７億１千万円余りの繰り出しを計上して

いながら簡易水道特別会計の健全化に寄与するものではないと反対しましたが、受ける側の簡

易水道特別会計予算でも今後の会計健全化への道筋が示されていないことから、平成２７年度

北杜市簡易水道事業特別会計予算に反対いたします。 

〇副議長（坂本君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 内田俊彦君。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 

 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計予算に賛成の立場で討論させていただきます。 

 歳入歳出予算の総額はそれぞれ２４億２，１８５万９千円でございます。そして主なものを

考えますと、簡単に言うと収入は使用料がございます。そして支出につきましては、それに伴

う設備費ですとか管理費ですとか、そういったもので賄うわけでございます。そして広域水道

企業団へ受水単価をもとに７億円ほどの支出をしているわけでございます。 

 そしてこれらの予算を鑑みたときに先ほど大泉町の裁判の係争の問題がございましたが、ま

ずこの係争の裁判は確定を見ておらないわけでございます。市の主張といたしましては、条例

に基づいた料金につきまして、またそれらは地方自治体の許せる範囲の中でわれわれ議会もそ

れを認めたわけでございます。つまり条例に基づいた使用料に基づきまして徴収がされている

ということでございますので、その徴収についてはその手法、またそのあり方についてなんら

問題がないと思っております。係争される結果は今後出てくると思いますけども、それを今の

段階でそのことを理由に反対するのは、私はそれは確定していないものを言われることでござ

いますから、予想だけではこの予算に反対するべきではないというふうに考えているところで

ございます。 

 また健全化につきましては、この北杜市という状況を考えたときに山あり谷あり、それらの

ところへ集落が点在をし、その中へどうしても命の水である水道を引かなければならない現実

があるわけでございまして、それにはやはり必要以上の経費がかかるわけでございます。それ

らをもとに鑑みたときに、この簡易水道事業特別会計の予算につきましてはおおむね良好と考

えるのが妥当だと思っているところでございます。 

 以上の理由によりまして賛成といたします。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 反対ですか。 

 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 

 議案第４０号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計予算に反対の立場から討論をさせ
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ていただきます。 

 今年度は公営企業会計への移行をしていく予算が計上されています。上下水道事業、地方公

営企業法適用化基本計画策定業務委託１，４９８万円であります。公営企業の経理は独立採算

制であり、一般会計からの繰り入れはできないことになっています。議員全員協議会で説明さ

れたように使用料金、水道料金だけで収入を賄えば現行料金を約１．４倍にしなければ赤字に

なってしまうといわれる会計であります。事業会計へ移すにあたり、しばらくは、当面はとい

うことで一般会計からの繰り入れを行うとの説明ですが、将来的には大幅な水道料金の引き上

げにつながっていくものと考えますので、この経費計上に反対をいたす理由であります。 

〇副議長（坂本君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 これで討論を終結いたします。 

 これから、議案第４０号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第４０号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４１号 平成２７年度北杜市下水道事業特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４１号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４２号 平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計予算について、討論を行

います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４２号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 
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 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４３号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算について、討論を行

います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４３号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４４号 平成２７年度北杜市病院事業特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４４号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４５号 平成２７年度北杜市辺見診療所特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第４５号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４６号 平成２７年度北杜市白州診療所特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４７号 平成２７年度北杜市土地開発事業特別会計予算について、討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４８号 平成２７年度北杜市明野財産区特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４９号 平成２７年度北杜市須玉財産区特別会計予算について、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５０号 平成２７年度北杜市高根財産区特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５０号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５１号 平成２７年度北杜市長坂財産区特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５２号 平成２７年度北杜市大泉財産区特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５２号を採決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５２号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５３号 平成２７年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算について、討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５３号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５３号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５４号 平成２７年度北杜市白州財産区特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５４号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５５号 平成２７年度北杜市武川財産区特別会計予算について、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５６号 平成２７年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算について、討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 ここで、昼食のため暫時休憩といたします。 

 再開は１時３０分といたします。 

休憩 午前１１時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時３０分 
〇副議長（坂本君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   日程第３６ 議案第１５号 北杜市議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定についてを議

題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 議案第１５号 北杜市議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定について、ご説明いた

します。 
 概要書をご覧いただきたいと思います。 
 趣旨でございます。 
 地方自治法第９６条第２項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件に関し必要な事項を

定めるため、北杜市議会の議決に付すべき事件に関する条例を制定するものである。 
 制定の内容でございます。 
 市の最上位計画である北杜市総合計画基本構想の策定、変更等および国の認可要件とされて

いる定住自立権形成協定の締結、変更等に関し議会の議決すべき事件として明確にするため条

例を制定するものでございます。 
 本文の２ページをご覧いただきたいと思います。 
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 第１条に趣旨を定めてございます。 
 第２条といたしましては、議会の議決に付すべき事件ということで２項目定めてあります。 
 附則につきましては施行日のことでございまして、施行日につきましては公布の日から施行

するということでございます。 
 以上よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１５号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第１５号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第３７ 議案第１６号 北杜市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定め

る条例の制定についてを議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 それでは議案第１６号 北杜市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定め

る条例の制定について、ご説明を申し上げます。 
 概要書をご覧いただきたいと思います。 
 まず趣旨でございます。 
 子ども・子育て支援法に基づき保育園等の利用者負担額を定める必要があるため、北杜市子

どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例を制定するものであります。 
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 次に制定の内容であります。 
 北杜市子ども・子育て会議の意見を踏まえ、特定教育・保育にかかる認定区分ごとの利用者

負担額を定めるものであります。 
 それでは条例本文の２ページをお開きいただきたいと思います。 
 この条例は第１条から第５条、ならびに附則により構成されております。 
 第１条では趣旨を定めております。 
 第２条では定義を、第３条では利用者負担額について、別表１においては保育園等の利用者

負担額を、別表２では幼稚園等の利用者負担額をそれぞれ階層ごとの額を定めております。 
 第４条では第２子以降の減免を、第５条では規則への委任を定めております。 
 附則といたしまして、この条例は平成２７年４月１日から施行することを規定しております。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇副議長（坂本君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１６号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１６号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第１６号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第３８ 議案第２８号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散の件 
   日程第３９ 議案第２９号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分の件 
   日程第４０ 議案第３０号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県

市町村総合事務組合規約の変更の件 
の以上３件を一括議題といたします。 
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 内容説明を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 はじめに議案第２８号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散の件につきまして、

ご説明を申し上げます。 
 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合が共同処理しております市町村議会議員の補償、

または通勤による災害補償事務と山梨県市町村総合事務組合が共同処理しております非常勤職

員にかかる公務災害、または通勤による災害補償事務につきましてはいずれも地方公務員災害

補償法を根拠としており、その補償制度も同一の内容となっていることから既存組織のあり方

を見直し、効率的な共同処理を行うこととし、統合の検討を行う中で構成団体議会での協議の

うち山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を解散、財産処分を行い山梨県市町村総合事務

組合に編入し、両組合は統合するという結論に至っています。 
 こうした経過によりまして、地方自治法第２８８条の規定により平成２７年３月３１日を

もって山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を解散するものであります。 
 提案理由でありますが、平成２７年３月３１日をもって山梨県市町村議会議員公務災害補償

等組合を解散することに係る地方自治法第２８８条の規定による協議については、同法第

２９０条の規定により関係地方公共団体の協議が必要なことから議会の議決を求めるものであ

ります。 
 続きまして議案第２９号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分

の件について、ご説明申し上げます。 
 地方自治法第２８９条の規定により、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴

う財産処分について、次のとおり関係地方公共団体の協議の上、定めるものとするものであり

ます。 
 財産処分に関する協議事項でありますが、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の財産

はすべて山梨県市町村総合事務組合に帰属させるものであります。 
 提案理由ですが、平成２７年３月３１日をもって山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合

を解散することに伴う同組合の財産処分に係る地方自治法第２８９条の規定による協議につい

ては、同法第２９０条の規定により関係地方公共団体の協議が必要なことから議会の議決を求

めるものでございます。 
 続きまして議案第３０号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨

県市町村総合事務組合規約の変更の件について、ご説明申し上げます。 
 概要書、１ページをご覧いただきたいと思います。 
 趣旨でございますが、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合が山梨県市町村総合事務組

合と統合すること、ならびに富士吉田市の地方公務員災害補償法に関する事務を新規に共同処

理することとする山梨県市町村総合事務組合規約の変更については、構成団体の協議が必要で

あることから議会の議決を求めるものでございます。 
 改正の内容でございますが、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合が行っていた業務を

山梨県市町村総合事務組合が行うため、この事務に係る規定を加えるほか、所要の改正を行う

ものであります。 
 提案理由でございますが、概要書の次のページの規約本文の下になります。山梨県市町村議
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会議員公務災害補償等組合が平成２７年４月１日に山梨県市町村総合事務組合と統合すること、

ならびに富士吉田市の地方公務員災害補償法にかかる公務災害、または通勤による災害の補償

に関する事務を新規に共同処理することとする山梨県市町村総合事務組合規約の変更について

は、地方自治法第２８６条の規定により構成団体の協議が必要であることから同法第２９０条

の規定により議会の議決を求めるものであります。 
 附則で、この規約は平成２７年４月１日から施行することとしております。 
 以上、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇副議長（坂本君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第２８号から議案第３０号までの３件は、会議規則第

３７条第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２８号から議案第３０号までの３件は委員会への付託を省略することに

決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は、議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第２８号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２８号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから議案第２９号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２９号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから議案第３０号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３０号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第４１ 議案第５７号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算（第８号）を議題といたしま

す。 
 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 追加提案させていただきます議案についてご説明申し上げます。 
 議案第５７号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算（第８号）についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に２億５，５２１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３２７億８，１２８万６千円とするものであります。 
 国では今国会において地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策として、総額３兆１，

１８０億円の補正予算が成立いたしました。この緊急経済対策予算は地域の消費喚起など景気

の脆弱な部分にスピード感をもって的を絞った対応を行うことおよび仕事づくりなど地方が直

面する構造的な課題への実効ある取り組みを通じて、地方の活力を促していくことに重点が置

かれております。 
 本市では緊急経済対策に掲げられた地域消費喚起・生活支援対策やまち・ひと・しごとの創

生に向けた北杜市総合戦略を先行的に実施する事業の精査を行い、国費を有効に取り込みなが

ら補正予算案を取りまとめました。緊急の経済対策でありますので、本日追加提案させていた

だいたところであります。 
 内容につきましては企画部長から説明いたしますのでよろしくご審議の上、ご議決のほどを

お願い申し上げます。 
〇副議長（坂本君） 

 次に内容説明を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 議案第５７号 平成２６年度北杜市一般会計補正予算書（第８号）をご覧いただきたいと思

います。 
 １ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億５，５２１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

３２７億８，１２８万６千円とするものでございます。 
 ４ページをお開きください。 
 第２表、繰越明許費補正でございます。 
 まず追加といたしまして２款総務費、１項総務管理費、行政訴訟に係る弁護業務委託２１万

６千円は詐害行為取消請求事件において訴訟の長期化が予想され、年度内での結審の見込みが

ないことから繰越明許費を設定するものでございます。 
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 次に同款同項地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）６，８７８万

円は緊急経済対策として実施するもので、年度内に事業の完了が見込めないため繰越明許費を

設定するものでございます。 
 次に４款衛生費、１項保健衛生費、北杜市再生可能エネルギービジョン策定事業７５０万円

は緊急経済対策関連事業として実施するもので、年度内に事業の完了が見込めないため繰越明

許費を設定するものでございます。 
 次に６款農林水産業費、１項農業費、６次産業化ネットワーク活動支援事業３，３４２万円

は同じく緊急経済対策として実施するもので、年度内に事業の完了が見込めないため繰越明許

費を設定するものでございます。 
 次に７款１項商工費、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地域消費喚起・生

活支援型）１億７８２万４千円は同じく緊急経済対策として実施するもので、やはり年度内に

事業の完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に１０款教育費、１項教育総務費、小学校指導用資料整備事業３９９万８千円は教科書改

訂に伴う教師用教科書および指導書の後期用下巻が全国的な需要量増加の影響で年度内での納

品が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に変更といたしまして６款農林水産業費、１項農業費、県営土地改良事業の３，０３６万

５千円を９００万円増額し３，９３６万５千円とするものは、緊急経済対策として実施するも

ので年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費を変更するものでございます。 
 次に５ページの第３表 地方債補正をご覧ください。 
 変更といたしまして合併特例事業債を２８０万円増額し、限度額を２１億９，１３０万円と

し発行限度額の計を２６億３，６８０万円とするものでございます。 
 次に歳入歳出予算の補正内容についてご説明いたしますので、恐れ入りますが２ページ、

３ページにお戻りいただきたいと思います。 
 はじめに歳入でございます。 
 ６款１項地方消費税交付金４，３３８万８千円の増額は、交付額の決定に伴うものでござい

ます。 
 １０款１項地方交付税１，３９３万６千円の増額につきましては、一般財源として普通交付

税を充当するものでございます。 
 １２款分担金及び負担金、１項分担金６００万円の増額は県営土地改良事業分担金でござい

ます。 
 １４款国庫支出金、２項国庫補助金１億３，６０５万２千円の増額は地域消費喚起・生活支

援型事業および地方創生先行型事業に対して交付される地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金でございます。 
 １５款県支出金、２項県補助金５，３０４万１千円の増額はプレミアム付き商品券発行事業

に対する地域消費喚起等支援交付金１，９６２万１千円および６次産業化ネットワーク活動交

付金３，３４２万円でございます。 
 ２１款１項市債２８０万円の増額は、県営土地改良事業に充当する合併特例事業債でござい

ます。 
 次に３ページをご覧いただきたいと思います。 
 歳出でございます。 
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 ２款総務費、１項総務管理費７，５８９万円の増額は地方創生先行型の地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金事業を行う定住促進対策事業費などでございます。 
 ４款衛生費、１項保健衛生費７５０万円の増額は北杜市再生可能エネルギービジョン策定を

行う環境衛生事業費でございます。 
 ６款農林水産業費、１項農業費４，２４２万円の増額は６次産業化ネットワーク活動支援事

業費補助金を交付する農業振興事業費３，３４２万円および県営土地改良事業費９００万円で

ございます。 
 ７款１項商工費１億７８２万４千円の増額は、プレミアム付き商品券の発行を行う商工業振

興対策事業費でございます。 
 １３款諸支出金、２項基金費２，１５８万３千円の増額は繰上償還の財源とするための減債

基金積立金でございます。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇副議長（坂本君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 先立っての全員協議会の中で説明していただいた資料に基づいて質問させていただきます。 
 世界に誇れる資源のブランド化推進事業費ということで観光・商工課から約２，５００万円

が盛られています。世界に誇れる山岳景観、３つの名水百選、日照時間の価値をブランド化し

という説明を受けたわけですが、この間の代表質問でもいくつかの会派で質問がありましたけ

ども、この景観と今、問題にされている太陽光パネルとの整合性について、もうちょっとお考

えをお聞かせいただきたいと思います。 
 どう考えてもこの景観を売りものにしたときに、目に入ってくる太陽光パネルとの整合性が、

北杜市のブランドというふうになるには違和感があると私は思っていますので、お考えを伺い

たいと思います。 
〇副議長（坂本君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 岡野議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 
 再々の答弁になって申し訳ありませんけども、景観とそれと太陽光パネルについては今後も

調和をしていくということであろうかと思います。それで今、質問のとおりにどうやってブラ

ンド化するのかということについては、今後考えていくものではないかと考えております。 
 以上であります。 

〇副議長（坂本君） 
 答弁が終わりました。 
 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
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 これで質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第５７号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第５７号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第４２ 議案第５８号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第４号）を議題と

いたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 議案第５８号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第４号）についてでありま

す。 
 消防法施行令の改正に伴い、介護関連施設へのスプリンクラーの設置が義務付けられたこと

からスプリンクラーの整備を計画的に行うため、必要な予算措置をお願いするものであります。

国の緊急経済対策に伴うものであり、追加で提案させていただきました。 
 内容につきましては市民部長から説明させますのでよろしくご審議の上、ご議決のほどをお

願い申し上げます。 
〇副議長（坂本君） 

 内容説明を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 議案第５８号 平成２６年度北杜市介護保険特別会計補正予算書（第４号）をご覧いただき

たいと思います。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ３７１万３千円を追加し、歳入歳出それぞれ３９億１，
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０６１万６千円とするものでございます。 
 ４ページをお開きください。第２表 繰越明許費になります。 
 １款総務費、６目地域介護・福祉空間整備費等補助金３７１万３千円につきましては、国の

緊急経済対策として実施するもので、年度内に事業執行することが困難なため繰越明許費を設

定するものでございます。 
 ２ページ、３ページにお戻りください。 
 第１表の歳入歳出予算補正です。はじめに歳入でございます。 
 ３款国庫支出金、２項国庫補助金３７１万３千円の増額は小規模多機能型居宅介護事業所に

対するスプリンクラー設置のための地域介護・福祉空間整備費等補助金になります。 
 次に歳出でございます。 
 １款総務費、６項地域介護・福祉空間整備費等補助金３７１万３千円は小規模多機能型居宅

介護事業所ほくと・ぬくもりのスプリンクラー設置に対する補助金でございます。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

〇副議長（坂本君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第５８号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５８号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第５８号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５８号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第４３ 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について議会の同意を

求める件を議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
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 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 同意案件につきまして、ご説明いたします。 
 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について議会の同意を求める件

につきましては、保護組合議会議員の任期満了に伴い新たに保護組合議会議員を選任をする必

要があるため、八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合規約第６条第１項の規定により北杜市小淵沢町

８８２９番地、中山秀則、昭和１４年４月２１日生まれ。北杜市小淵沢町１０７９番地、山田

實、昭和１４年８月２８日生まれ。北杜市小淵沢町１０７１番地１、浅川武彦、昭和１７年３月

１８日生まれ。北杜市小淵沢町８０７１番地、清水昭夫、昭和１７年７月１９日生まれの選任

につきまして議会の同意を求めるものであります。 
 よろしくご審議の上、ご同意のほどをお願い申し上げます。 

〇副議長（坂本君） 

 説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております同意第１号は質疑・討論を省略し、採決したいと思いますが

ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって質疑・討論を省略し、採決することに決定いたしました。 
 これから同意第１号について、採決をいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第４４ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 諮問案件につきまして、ご説明いたします。 
 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、法務大臣が委嘱する人権擁護委

員の任期満了に伴い、新たに後任候補者を推薦する必要があるため人権擁護委員法第６条第

３項の規定により北杜市小淵沢町１１２０番地、加藤明子、昭和２５年８月２２日生まれの推

薦につきまして議会の意見を求めるものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇副議長（坂本君） 

 説明が終わりました。 
 お諮りします。 
 本案は質疑・討論を省略し、採決したいと思いますがご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、質疑・討論を省略し採決いたします。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、諮問第１号は原案のとおり推薦することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第４５ 議員派遣の件を議題といたします。 
 お諮りします。 
 ただいま議題となっております議員派遣の件については、会議規則第１５７条の規定により

お手元に配布したとおり議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議員派遣の件については別紙のとおり決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議決いたしました議員派遣の件について、やむを得ず変更が生ずる場合は議長に一

任をお願いしたいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、やむを得ず変更が生ずる場合は議長に一任することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇副議長（坂本君） 

   日程第４６ 閉会中の継続審査の件を議題といたします。 
 総務常任委員会、文教厚生常任委員会、経済環境常任委員会および議会運営委員会の各委員

長から会議規則第１０８条の規定により、お手元に配布いたしました申し出のとおり所管事項

の審査につき閉会中の継続審査の申し出がありました。 
 お諮りいたします。 
 各委員長の申し出のとおり、継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、閉会中の継続審査の件は各委員長の申し出のとおりとすることに決定いたしま

した。 
 以上で、本定例会に付議されました議案審査はすべて終了いたしました。 
 ２月２７日に開会された本定例会は議員各位には慎重なご審議をいただき、また市当局の皆

さまには丁寧なご答弁をいただき、誠にありがとうございました。 
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 以上をもちまして、平成２７年第１回北杜市議会定例会を閉会といたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ２時０８分 
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